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令和元年本別町議会第４回定例会会議録（第１号）  

令和元年１２月 ３日（火曜日） 午前１０時００分開会  

───────────────────────────────────────── 

○議事日程  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４ 認定第１号 

 

認定第２号 

 

認定第３号 

 

認定第４号 

 

認定第５号 

 

認定第６号 

 

認定第７号 

 

認定第８号 

認定第９号 

平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

平成３０年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

平成３０年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成３０年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決

算認定について 

平成３０年度本別町水道事業会計決算認定について 

平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算

認定について 

（平成３０年度各会計決算審査特別委員会 委員長

報告） 

日程第 ５  諸般の報告 

日程第 ６  行政報告 

日程第 ７ 議案第８０号 令和元年度本別町一般会計補正予算（第１１回）につ

いて 

日程第 ８ 議案第８１号 令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第

４回）について 

日程第 ９ 議案第８２号 令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３回）について 

日程第１０ 議案第８３号 令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第

４回）について 

日程第１１ 議案第８４号 令和元年度本別町介護サービス事業特別会計補正予
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算（第４回）について 

日程第１２ 議案第８５号 令和元年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３

回）について 

日程第１３ 議案第８６号 令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第４

回）について 

日程第１４ 議案第８７号 令和元年度本別町水道事業会計補正予算（第３回）に

ついて 

日程第１５ 議案第８８号 令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第５回）について 

───────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件  

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４ 認定第１号 

 

認定第２号 

 

認定第３号 

 

認定第４号 

 

認定第５号 

 

認定第６号 

 

認定第７号 

 

認定第８号 

認定第９号 

 

平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

平成３０年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

平成３０年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成３０年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決

算認定について 

平成３０年度本別町水道事業会計決算認定について 

平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算

認定について 

（平成３０年度各会計決算審査特別委員会 委員長

報告） 

日程第 ５  諸般の報告 

日程第 ６  行政報告 

日程第 ７ 議案第８０号 令和元年度本別町一般会計補正予算（第１１回）につ

いて 

日程第 ８ 議案第８１号 令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第
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４回）について 

日程第 ９ 議案第８２号 令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３回）について 

日程第１０ 議案第８３号 令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第

４回）について 

日程第１１ 議案第８４号 令和元年度本別町介護サービス事業特別会計補正予

算（第４回）について 

日程第１２ 議案第８５号 令和元年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３

回）について 

日程第１３ 議案第８６号 令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第４

回）について 

日程第１４ 議案第８７号 令和元年度本別町水道事業会計補正予算（第３回）に

ついて 

日程第１５ 議案第８８号 令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第５回）について 

───────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名）  

議 長 １２番 高 橋 利 勝 副議長 １１番 藤 田 直 美 

 １番 水 谷 令 子  ２番 柏 崎 秀 行 

 ３番 梅 村 智 秀  ４番 石 山 憲 司 

 ５番 篠 原 義 彦  ６番 大 住 啓 一 

 ７番 山 西 二三夫  ８番 黒 山 久 男 

 ９番 方 川 一 郎  １０番 阿 保 静 夫 

───────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名）  

───────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名  

町 長 髙 橋 正 夫 副 町 長 大和田   収 

会 計 管 理 者 花 房 永 実 総 務 課 長 村 本 信 幸 

農 林 課 長 菊 地  敦 保 健 福 祉 課 長 飯 山 明 美 

住 民 課 長 田 西 敏 重 子 ど も 未 来 課 長 大 橋 堅 次 

建 設 水 道 課 長 大 槻 康 有 企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也 

老 人 ホ ー ム 所 長 井戸川 一 美 国 保 病 院 事 務 長 藤 野 和 幸 

総 務 課 主 幹 上 原 章 司 住 民 課 主 幹 小 坂 祐 司 

住 民 課 主 幹 久 司 広 志 総 務 課 長 補 佐 三 品 正 哉 

建設水道課長補佐 小 出 勝 栄 教 育 長 佐々木 基 裕 

教 育 次 長 阿 部 秀 幸 社 会 教 育 課 長 坪  忠 男 

学校給食共同調理場所長 高 橋  優 農 委 事 務 局 長 倉 崎 景 一 
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代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋 選 管 事 務 局 長 村 本 信 幸 

───────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名  

事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 総 務 担 当 主 査 越 後  忠 
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開会宣告（午前１０時００分）  

───────────────────────────────────────── 

◎開会宣告  

○議長（高橋利勝） ただいまから、令和元年第４回本別町議会定例会を開会します。  

───────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名  

○議長（高橋利勝） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、藤田直美議員、石山憲司議

員、及び柏崎秀行議員を指名します。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告  

○議長（高橋利勝） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行ないます。 

 議会運営委員会方川一郎委員長、御登壇ください。 

○議会運営委員長（方川一郎）〔登壇〕 報告いたします。 

 令和元年９月２０日第３回定例会において閉会中の調査付託を受けた議会の会期、日

程等の議会運営に関する事項について報告いたします。 

 まず、会期について申し上げます。 

 本定例会の会期は、本日、１２月３日から１２月１２日までの１０日間とするよう予

定をいたしました。 

 次に、一般質問の締め切りについて申し上げます。 

 一般質問の通告は、１２月５日正午をもって締め切ることといたしました。 

 次に、陳情文書の取扱いについて申し上げます。 

 本日までに２件の提出がありました。 

 国による妊産婦医療費助成制度創設並びに福祉医療制度の実施に伴う国庫負担金の削

減処置廃止を求める自治体意見書採択についての陳情書。 

 以上１件については、議会運営基準１３８運用例５によることとし、後刻回覧に供す

ることといたしました。 

 次に、新たな過疎対策法の制定に関する意見書提出の陳情。 

 以上１件については、議会運営委員会発議にて最終日の本会議で審議する取り運びを

予定いたしました。 

 以上報告いたします。 

○議長（高橋利勝） これで報告済みといたします。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件  

○議長（高橋利勝） 日程第３ 会期決定の件を議題とします。  



- 6 - 
 

 お諮りします。  

 本定例会の会期は、１２月３日から１２月１２日までの１０日間とすることにしたい

と思います。御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は、本日、１２月３日から１２月１２日までの１０日間とすること

に決定いたしました。  

───────────────────────────────────────── 

◎休会の議決  

○議長（高橋利勝） お諮りします。  

 議事の都合により、１２月４日から９日までの計６日間を休会にしたいと思います。  

 御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、１２月４日から９日までの計６日間は休会とすることに決定いたしまし

た。  

 暫時休憩します。  

午前１０時０４分  休憩  

午前１０時０６分  再開  

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 認定第１号ないし認定第９号  

○議長（高橋利勝） 日程第４ 認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算

認定について、ないし認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認

定について、以上９件を一括議題とします。  

 以上９件について、委員長の報告を求めます。  

 平成３０年度各会計決算審査特別委員会、阿保静夫委員長、御登壇ください。  

○平成３０年度各会計決算審査特別委員会委員長（阿保静夫）〔登壇〕 報告いたします。  

 本委員会は、令和元年９月２０日第３回定例会において付託を受けた、下記の事件に

ついて審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告いた

します。  

 記、１、事件、①認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、

②認定第２号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、③

認定第３号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、④

認定第４号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、⑤認

定第５号平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、⑥

認定第６号平成３０年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、⑦認定第

７号平成３０年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、⑧認定第８号
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平成３０年度本別町水道事業会計決算認定について、⑨認定第９号平成３０年度本別町

国民健康保険病院事業会計決算認定について。  

 ２、決算審査特別委員会開催日、令和元年９月３０日、１０月１日、２日。  

 ３、審査の結果、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、

ないし認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について、い

ずれも認定であります。  

 ４、意見、①違法と認める事項、特に認められませんでした。②不当と認める事項、

特に認められませんでした。③特に留意すべき事項、特に認められませんでした。④監

査委員の意見に対する意見、なし。⑤その他、なし。  

 以上で、委員会審査報告といたします。  

○議長（高橋利勝） これから委員長報告に対する質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

 まず原案に反対者の発言を許します。  

 梅村議員、御登壇ください。  

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳

出決算認定について及び認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算

認定について、反対の立場で討論を行ないます。 

 まず、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について討論を行な

います 

 歳入増、歳出減に向けた具体的成果はおろか、能動的、効果的な取り組みについても

何ら示されることがなく、委員会における質疑にてこれまでの継続事業に重きを置いて

いる、こうした趣旨の答弁に留まりました。 

 人口は減る、財政は厳しい、今までと同じこと、これを繰り返していて何とかなるの

ですか、このようなことです。 

 人口減少については、１９７４年の人口白書において、昭和８５年２０１０年に日本

の総人口がピークを迎え、その後は減少すると予測されていた。私が生まれる前の４０

年以上前からわかっていたということでございます。 

 人口減少が進めば、伴って税収が落ちていくことは容易に想定ができた、このような

事実でございます。 

 然るに、委員会における質疑において、税収の落ち込みは平成１２年地方交付税交付

がピークでそれが過ぎてから気が付いたと、誰も想像していなかった、こういった御答

弁があったところでございますが、これらについては社会的に人口減少というものがと

うに見込まれていて、容易に想像することができ、容易に対策をすることができたとい

うことでございます。 

 決算認定は、決算が正当なものと確認することであり、この認定をもって町の行政上
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の責任、政治的、道義的責任が解除されるものである。漫然と町政を執行していたと断

じざるを得ず、平成３０年度一般会計決算認定については反対をいたします。 

 続きまして、認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて反対討論を行ないます。 

 地域に必要な医療をどうやって守っていくのか。病院経営が悪化する中、地域の医療、

町民福祉の維持、向上、町民の命と健康、そして１００名以上の病院関係従事者の雇用

とその家族の生活を守る。その具体的方途が見えて来ましたか。こういったお話でござ

います。 

 存続させていくためには、地域医療を守るためには、どのような選択があるのか、ど

のような方法があるのか、抜本的改革に向けた議論がなされなくてはならない時期は、

とうに過ぎているにも関わらず、将来への展望を垣間見ることもままならない。このよ

うな委員会における質疑の御答弁でございました。 

 その証左として、病院経営、運営について調査を進める必要がある。こうした議論も、

こうした見解も議会議員の中で生じているところでございます。 

 これまでがあって、これからがある。平成３０年度決算が問題がある。ですから今年

度についても、こうした芳しくない結果に続いている、これは明らかであり、病院の経

営、運営が現在においても問題視されるのであれば、当然その前である平成３０年度決

算認定についても、問題視されなければいけない訳でございます。 

 質疑において、これまでについても、これからについても、病院の運営経営、この町

で起こることについては、町長の責任だと、このような御趣旨の御答弁もありましたが、

どうやって責任を取るのか、そちらについては具体的にお示しいただけてはおりません。 

 町国保病院などの公営企業は自身の料金収入によって賄う、独立採算の原則であるに

も関わらず、財政難である町一般会計にまで影響を及ぼし、既にこの原則は成立してい

ない。 

 よって、本決算認定については反対をするものでございます。 

 議員諸兄姉の御賛同を賜りたく、お願いを申し上げ、反対討論を閉じさせていただき

ます。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 大住議員、御登壇ください。 

○６番（大住啓一） ３０年度決算認定について賛成の立場で討論をいたします。 

 今、反対討論がございました１号一般会計並びに９号病院企業会計について、各々議

員諸氏におかれまして、町執行者側と十分な質疑をした中でございます。 

 その中において、次期予算については本決算委員会の質疑を踏まえた中での町民の皆

さんのための予算を組むというような中身での答弁がございました。 

 また、国保病院の事業についてでございますが、これについては色々意見がるる出ま

したけども、病院をなくするということについて誰も考えておりません。 

 これから議員諸氏の中で、病院について色々な部分で考えてくる部分が生じてくると

思います。賛成討論にあたって、去る１０月の決算委員会で議員皆さんが述べたことは



- 9 - 
 

町執行者側についても、かなり前向きな答弁をいただいているということでございます

ので、本決算認定の委員長報告に対しまして、私は賛成の立場で討論するものでござい

ます。 

 議員諸氏におかれましては賛同いただくことをお願い申し上げまして、私の賛成討論

といたします。 

○議長（高橋利勝） 次に原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第１号平成３０年度本別町一般会計歳入歳出決算認定については、

認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第２号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１１人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

したがって、認定第２号平成３０年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

については、全会一致で認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第３号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１１人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 
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したがって、認定第３号平成３０年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定については、全会一致で認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第４号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１１人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第４号平成３０年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

については、全会一致で認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第５号平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１１人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第５号平成３０年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定については、全会一致で認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第６号平成３０年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１１人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第６号平成３０年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、全会一致で認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第７号平成３０年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（高橋利勝） 起立者１１人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第７号平成３０年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、全会一致で認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第８号平成３０年度本別町水道事業会計決算認定についてを採決しま

す。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１１人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第８号平成３０年度本別町水道事業会計決算認定については、全会

一致で認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定につい

てを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本件に対する委員長報告は、認定するものであります。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第９号平成３０年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いては認定することに決定いたしました。 

────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 諸般の報告  

○議長（高橋利勝） 日程第５ 諸般の報告を行ないます。  

 監査委員から令和元年度定期監査の結果報告の提出がありました。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

 これで報告済みとします。  

 次に、監査委員から令和元年１０月分に関する例月出納検査結果報告書の提出があり

ました。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、所管事務調査結果報告書が総務、広報広聴常任委員会、各委員長から提出があ

りました。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

 これで報告済みとします。  
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 次に、行政視察調査結果報告書について、産業厚生常任委員長より提出がありました。  

 その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、十勝圏複合事務組合議会の令和元年第３回定例会以降における主な審議内容に

ついて、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。  

 これで報告済みとします。  

 次に、とかち広域消防事務組合議会の令和元年第３回定例会以降における主な審議内

容について、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。  

 これで報告済みといたします。  

 次に、議長の動静について、令和元年第３回定例会以降における議長の主な動静につ

いて、お手元に配布のとおり報告いたしますので、御了承願います。  

 これで諸般の報告を終わります。  

────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 行政報告  

○議長（高橋利勝） 日程第５ 行政報告を行ないます。  

 髙橋町長、御登壇ください。  

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 令和元年度各会計の予算執行状況について報告いたします。  

 １０月末現在の一般会計の執行状況につきましては、予算額７４億４６８万２ ,０００

円に対しまして、歳入の収入済額は３８億６ ,７７７万５ ,０００円で５２．２パーセン

トの執行率となっており、歳出の支出済額は３６億１ ,８７７万３ ,０００円で４８．９

パーセントの執行率となっております。  

 次に、地方交付税の状況でありますが、普通交付税は前年度比０．８パーセントの増、

額にして１ ,９１８万円増の２５億６ ,１９０万２ ,０００円になる見込みであります。  

 交付税財源の不足分を地方が直接借り入れをいたします臨時財政対策債は、前年度比

２４．１パーセントの減、額にして３ ,９５１万８ ,０００円減の１億２ ,４２３万９ ,００

０円で、普通交付税を加えた総額では、前年度を０．８パーセント下回る結果となって

おります。  

 特別交付税につきましては、現時点では未確定でありまして、平成３０年度では３億

１ ,３９２万８ ,０００円で、前年度比３．６パーセントの減となりました。  

 令和元年度につきましては、現時点では前年度比１５．４パーセント減の２億６ ,５４

３万６ ,０００円を見込んでいるところであります。  

 次に、国民健康保険特別会計でありますが、予算額１１億９，１７５万９ ,０００円に

対しまして、歳入の収入済額は５億４ ,９１６万７ ,０００円で４６．１パーセントの執

行率となっており、歳出の支出済額は５億２ ,８８１万１ ,０００円で４４．４パーセン

トの執行率となっております。  

 次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、予算額１億３ ,３３３万４ ,０００円に

対しまして、歳入の収入済額は６ ,１１７万７ ,０００円で４５．９パーセントの執行率

となっております。歳出の支出済額は５ ,１４５万２ ,０００円で３８．６パーセントの
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執行率となっております。  

 次に、介護保険事業特別会計でありますが、予算額１０億１ ,９６４万７ ,０００円に

対しまして、歳入の収入済額は４億７ ,０５７万４ ,０００円で４６．２パーセントの執

行率となっており、歳出の支出済額は４億９ ,８３０万８ ,０００円で４８．９パーセン

トの執行率となっております。  

 次に、介護サービス事業特別会計でありますが、予算額２億９，６６０万円に対しま

して、歳入の収入済額は１億９３８万４ ,０００円で３６．９パーセントの執行率となっ

ております。このうちサービス収入につきましては、調定額９ ,９３７万６ ,０００円に

対しまして、収入済額は９ ,９１７万７ ,０００円で９９．８パーセントの収納率となっ

ております。歳出の支出済額は１億５ ,３１７万８ ,０００円で５１．６パーセントの執

行率となっております。  

 次に、簡易水道特別会計でありますが、予算額１億２ ,６４５万２ ,０００円に対しま

して、歳入の収入済額は５ ,３６４万２ ,０００円で４２．４パーセントの執行率となっ

ており、歳出の支出済額は５ ,７７２万９ ,０００円で４５．７パーセントの執行率とな

っております。  

 次に、公共下水道特別会計でありますが、予算額５億１ ,２７８万２ ,０００円に対し

まして、歳入の収入済額は１億８ ,６９７万１ ,０００円で３６．５パーセントの執行率

となっており、歳出の支出済額は２億１ ,２６３万８ ,０００円で４１．５パーセントの

執行率となっております。  

 次に、水道事業会計の上期の決算状況でありますが、収益的収入及び支出につきまし

ては、水道事業収益の予算額１億５ ,１８８万４ ,０００円に対しまして、決算額は６ ,３

７５万１ ,０００円で、前年度比２．８パーセントの減、額にして１８５万６ ,０００円

の減となり、予算に対する執行率は４２．０パーセントとなっております。水道事業費

用につきましては、決算額は７ ,３１０万７ ,０００円で、前年度比５．０パーセントの

減、額にして３８１万６ ,０００円の減となり、予算に対する執行率は４８．１パーセン

トとなっております。  

 資本的収入及び支出につきまして、資本的収入の予算額５ ,７３８万７ ,０００円に対

しましては、決算額は０円となっており、資本的支出の予算額１億２ ,３３１万１ ,００

０円に対しまして、決算額は３ ,１３５万７ ,０００円で２５．４パーセントの執行率と

なっております。  

 次に、病院事業会計の上期の決算状況でありますが、収益的収入及び支出につきまし

ては、病院事業収益の予算額１３億８ ,８９９万１ ,０００円に対しまして、決算額は７

億４ ,６９７万１ ,０００円で、前年度比１９．３パーセントの増、額にして１億２ ,０７

５万９ ,０００円の増となり、予算に対する執行率は５３．８パーセントとなっておりま

す。このうち入院収益は１億９ ,１１５万１ ,０００円で、前年度比１１．０パーセント

の増、額にして１ ,８９２万２ ,０００円の増、外来収益は１億５ ,５２５万６ ,０００円で、

前年度比０．４パーセントの増、額にして６２万９ ,０００円の増となっております。  

 病院事業費用につきましては、予算額１２億６ ,３０４万１ ,０００円に対しまして、
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決算額は５億３ ,２０６万４ ,０００円で、前年度比０．９パーセントの増、額にいたし

まして４６７万３ ,０００円の増となり、予算に対する執行率は４２．１パーセントとな

っております。  

 事業収益から事業費用を差し引いた上期の純利益は２億１ ,４９０万７ ,０００円とな

ったところであります。  

 医業収益の増加につきましては、一般会計からの負担金増が主なものでありますが、

入院収益、外来収益共に増となっており、入院収益では内科、外科、耳鼻咽喉科が増と

なっており、外来収益では外科、耳鼻咽喉科が増となっております。  

 資本的収入及び支出につきましては、資本的収入の予算額６ ,２３６万９ ,０００円に

対しまして、決算額は６ ,１１２万９ ,０００円で９８．０パーセントの執行率となって

おり、資本的支出の予算額９ ,９４６万２ ,０００円に対しまして、決算額は５ ,０２３万

７ ,０００円で５０．５パーセントの執行率となっております。  

 次に、患者数の動向でありますが、４月から９月までの上期の入院患者数は８ ,５７１

人で、１日平均４６．８人となり、前年同期と比較しますと１ ,０２４人、１日平均５．

６人の増、外来患者数は２万４４４人で、１日平均１６６．２人となり、前年同期と比

較しますと６３６人、１日平均５．２人の減となっております。入院患者数の増は、内

科、外科、耳鼻咽喉科の入院患者が共に増となったもので、外来患者数の減は、外科、

耳鼻咽喉科の外来患者の減が主なものであります。  

 以上、令和元年度の各会計の予算執行状況の報告とさせていただきます。  

 続きまして、令和２年度予算編成方針について報告をいたします。  

 令和２年度の予算編成方針につきましては、１１月２９日に職員による予算編成会議

を開催し方針を示したところであります。  

 国は、６月２１日に閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針において、持

続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させていくことが最重要目

標であるとし、引き続き、新経済・財政再生計画で定める目安に沿った予算編成を行う

としています。一方で、消費税率引き上げの需要変動に対する影響の程度や最新の経済

状況等を踏まえ、適切な規模の臨時、特別の措置を講ずるとしています。  

 地方財政につきましては、国の取り組みと基調を合わせた歳出改革等の加速・拡大を

はじめ、地方交付税の配分にあたっては、まち・ひと・しごと創生事業費の人口減少等

特別対策事業費において、これまでの必要度から成果への配分強化など、地方交付税制

度をはじめとする地方行財政改革が進められようとしております。  

 ８月に公表されました総務省の概算要求では、地方の安定的な財政運営に必要となる

一般財源総額については、令和元年度と実質的に同水準を確保し、地方交付税について

は、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう総額を確保

するとされ、前年度比４．０パーセント増の１６兆８ ,２０７億円となっております。  

 財務省は、地方財政計画で示される地方財政の姿と実際の地方財政運営に乖離が存在

しているとして、地方単独事業の決算データの見える化を進め、計画と決算の乖離解消

につなげていく必要があるとしています。  
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 このような状況の中で、本町といたしましては歳入に見合った歳出をどう組み立てて

いくか、非常に厳しい予算編成になるものと考えております。  

 財政試算につきましては、歳入では、予算編成に大きな影響を与える地方交付税は、

総務省の概算要求は前年度比４．０パーセント増で見込んでおりますが、幼児教育保育

無償化などの社会保障関係経費の増加に対応したもので、令和元年度の本町における算

定結果を基に、普通交付税は決算見込み額の１．４パーセント増で試算しているところ

です。  

 また、町税につきましては、地域経済の回復は未だ厳しい状況でありますことから、

前年度決算見込み額と同額を見込みでおります。  

 更に、基金からの繰り入れにつきましては、引き続き依存度を引き下げる体制を目標

にしています。  

 なお、歳入の推計につきましては、令和元年度決算見込み額を基礎に現時点での財政

規模を推計したものであります。  

 次に、歳出でありますが、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、前年度決算見込

み額に対して７．８パーセントの増、物件費、維持補修費は１８．９パーセントの減、

補助費等は１５．１パーセントの減、繰出金は６．１パーセントの増、投資的経費は１

８．３パーセントの増を見込んでおりますが、引き続き行政改革推進計画、事務事業評

価等の確実な実施を指示しているところでもあります。  

 一般会計の財政規模といたしましては、７４億円程度を見込んでおりますが、現時点

では不確定な要素が多く、１月以降に示されます地方財政計画を踏まえまして、最終的

な調整が必要になると考えております。  

 以上のように、令和２年度の予算編成につきましても、引き続き厳しい状況となるこ

とが想定されますが、本別町まち・ひと・しごと創生総合戦略における取り組みの検証

等を行い、将来を見据えた取り組みを推進してまいります。  

 未来“ほんべつ”の創造を目指し、本別町の個性と元気が発揮、発信できるように、

創造力と知恵を結集して、町民と協働したまちづくりを展開してまいりたいと考えてお

りますので、議員各位の御理解、御協力をよろしくお願いをいたします。  

 次に、本別町水道料金及び下水道使用料の見直しについて報告いたします。  

 水道事業につきましては、安全で安心できる良質な水を安定的に供給すること、下水

道事業につきましては、公衆衛生の確保と生活環境の改善、公共用水域の水質保全を基

本理念に、水道下水道を利用される町民の皆さまの快適で豊かな生活を送るための生活

基盤の一端として運営を続けてまいりました。  

 これらの運営には、利用者の皆さまからの水道料金及び下水道使用料を主な財源とし

て維持管理や施設の投資を行ってきております。  

 しかし、近年の人口減少の加速によりまして、水道料金及び下水道使用料の収入は減

少の一途を辿っており、支出の対策といたしましては、経常経費の抑制、機器更新の平

準化などを図っておりますが、なお不足いたします財源につきましては、一般会計から

の繰入で補っているのが現状であります。  
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 しかし、このままでは一般会計の財政にも大きな負担となり、町全体の政策にも影響

を及ぼしかねない状況になってきております。  

 このような状況の中、水道事業及び下水道事業に掲げます基本理念の継続のために、

更なる支出の見直しと、料金及び使用料体系の見直しとを両輪として、将来の経営見込

みを計画し、安定した経営を確立すべく、取り進めてきております。  

 ３月には議員協議会に、５月には自治会長等の研修会、８月には住民説明会において

料金等の見直しについて説明、周知を行なってまいりました。１１月の使用料等審議会

におきまして、見直しの答申を受けたところであります。  

 これらの経過を踏まえ、水道事業及び下水道事業の安定的な運営に資するため、水道

料金及び下水道使用料の改定につきまして、関係条例の一部改正を本定例会に提案して

おりますので、よろしく御審議をいただきたいと思います。  

 次に、仙美里へき地保育所の閉所について報告いたします。  

 仙美里地区に設置しております仙美里へき地保育所は、児童福祉法第３９条に規定い

たします、保育所を設置することが著しく困難である地域に設置することが出来る施設

で、厚生労働省通知のへき地保育所設置要綱に基づき、昭和４７年に仙美里地区に認可

外保育施設として、町条例により設置され、本別町が運営してまいりました。  

 子育て世帯の減少や保護者の就労状況の多様化などにより、利用児童数の減少が進ん

でおりまして、仙美里へき地保育所については、現在５人の児童が利用しております。

来年３月で３人の児童が小学校へ入学しますことから、残り２人での教育、保育となり

ます。  

 本年３月に開会された第１回定例会において、仙美里へき地保育所の現状を報告させ

ていただき、今後、保護者の皆さまと協議していく旨の説明をさせていただいたところ

であります。  

 この間、在所する児童の保護者、さらに、仙美里小学校校区内の就学前児童の保護者

と相談を行ってまいりました。  

 相談では、現在の地域の就学前児童数を示し、今後、どうしていくことが子どもにと

って一番良いのか、これを主眼とし話し合いを行なってきたところであります。  

 １０月２３日に開催した保護者会において、保護者の思いとしては、大きな規模での

教育・保育を選択しましたことから、１１月２２日に仙美里小学校校区内の住民説明会

を開催し、保護者の皆さまの選択についてを説明し、地域の皆さまにも御理解をいただ

いたところでもあります。関係部局、関係機関において協議を行ない、今年度末をもっ

て閉所する判断をしたところであります。  

 今後は、来年４月からこども園へ就園することとなる２名の児童について、少しでも

環境に慣れることを目的にこども園において交流保育を行ってまいります。  

 なお、関係条例の一部改正つきましては、本定例会に提案しておりますので、よろし

く御審議をいただきたいと思います。  

 以上、本別町議会第４回定例会の行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。  
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○議長（高橋利勝） これで行政報告を終わります。  

───────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第８０号  

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第８０号令和元年度本別町一般会計補正予算（第

１１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第８０号令和元年度本別町一般会計補正予算（第１１回）

につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、立木売払い収入の増、平成３０年度決算の確定に伴います、前年度繰

越金の増、財政調整基金への積み立て、こども園処遇改善加算の認定による施設型給付

の増、未来につなぐ森づくり推進事業費の増、その他事務事業に係る係数整理が主な内

容であります。 

 予算書の１ページをお開き下さい。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１,０２２万７,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億６９４万９,０００円とする内容であ

ります。 

 それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。 

 １３ページ、１４ページをお開きください。 

 ２、歳出ですが、２段目の２款総務費、１項総務管理費、１４目基金費、２５節積立

金、財政調整基金積立金１億３,９３４万３,０００円の増額補正は、前年度繰越金が確

定したことにより積み立てを行うものであります。 

 なお、財政調整基金は、今年度７億円を取り崩しておりますが、今回の補正分と前回

までの計上分と合わせた積み戻し額ですが１億３,９９４万６,０００円を積み戻すこと

となり、現時点での基金残高は６億９,５４０万８,０００円となる見込みであります。 

 １７ページ、１８ページをお開きください。 

 下段の３款民生費、３項児童福祉費、１目児童福祉総務費、２０節扶助費、特定教育・

保育施設、施設型給付３７０万９,０００円の増額補正は、こども園に勤務する職員に対

しての処遇改善加算の認定に伴う調整であります。 

 ２１ページ、２２ページをお開きください。 

 一番下段の６款農林水産業費、１項農業費、４目畜産業費、１９節負担金補助及び交

付金、酪農施設電源確保緊急対策事業（農業振興基金事業）補助金２５万７,０００円の

増額補正は、事業実績により調整するものであります。 

 ２３ページ、２４ページをお開きください。 

 中段にあります、２項林業費、２目林業振興費、８節報償費、有害鳥獣駆除奨励金８

０万５,０００円の増額補正は、捕獲頭数の増加に伴う調整であります。 

 ２つ下にあります、１９節負担金補助及び交付金、未来につなぐ森づくり推進事業補
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助金２５５万円の増額補正は、造林事業の事業量増加によるものであります。 

 ２５ページ、２６ページをお開きください。 

 上段にあります、８款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、１５節工

事請負費９２９万１,０００円の減額補正、２２節補償補填及び賠償金５４万６,０００

円の減額補正は、交付金事業費の執行見込みによる調整であります。 

 ３段目にあります、５項住宅費、１目住宅管理費、１１節需用費、公営・町営・職員

住宅修繕料１１２万４,０００円の増額補正は、執行見込みによる調整であります。 

 ２７ページ、２８ページをお開きください。 

 上段にあります、９款１項消防費、２目非常備消防費、８節報償費、消防団員退職報

償金７７万７,０００円の増額補正は、消防団員２名の退職に伴うものであります。 

 一番下段にあります、１０款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、１９節負担金

補助及び交付金、中体連・中文連参加出場費補助金１０４万円の増額補正は、今後の執

行見込みにより調整するものであります。 

 以上で歳出を終わりまして、７ページ、８ページをお開きください。 

 １、歳入ですが、３段目にあります、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生

費国庫負担金、５節児童福祉費負担金１５７万９,０００円。 

 １番下段にあります、１５款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、６節児

童福祉費負担金７５万６,０００円の増額補正は、歳出で説明いたしました、こども園に

勤務する職員に対する処遇改善加算認定に伴い負担金を調整するものであります。 

 ９ページ、１０ページをお開きください。 

 ２段目にあります、１６款財産収入、２項財産売払収入、１目不動産売払収入、２節

その他不動産売払収入、立木売払収入１６６万６,０００円の増額補正は、売払い額の確

定によるものであります。 

 下段の１８款繰入金、２項基金繰入金、５目１節農業振興基金繰入金２５万７,０００

円の増額補正は、歳出で説明いたしました、酪農施設電源確保緊急対策事業補助金に農

業振興基金を充当するものであります。 

 その下、１３目１節個性あるふるさとづくり基金繰入金１０万円の増額補正は、寄付

者の意向により特別養護老人ホーム備品購入費に充てるものです。 

 １１ページ、１２ページをお開きください。 

 上段にあります、２０款諸収入、４項雑入、２目１節過年度収入、過年度子どものた

めの教育、保育給付費負担金１,２３６万６,０００円の増額補正は、平成２９年度国庫

負担金及び道負担金の額の確定による精算交付であります。 

 以上で歳入を終わらせていただき、４ページをお開きください。 

 第２表、債務負担行為補正でありますが、１、変更。 

 事項、防災行政無線更新事業（デジタル化）。 

 限度額、３億３,９９６万６,０００円を３億３,５５０万円に変更するもので、期間の

変更はありません。 

 次に、５ページ、６ページをお開きください。 
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 第３表、地方債補正でありますが、１、変更。 

 これは、事業費の調整に伴い限度額を変更する内容であります。 

 起債の目的。 

 公営住宅建設事業２,４８０万円を２,４１０万円に、一般補助施設整備等事業７８０

万円を８８０万円に、緊急防災・減災事業１億５,６１０万円を１億５,４００万円に、

辺地対策事業４,２１０万円を４,０３０万円に、過疎対策事業３億３,９４０万円を３億

３,６００万円に変更するものであり、起債の方法、利率、償還の方法は変更ございませ

ん。 

 以上、令和元年度本別町一般会計補正予算（第１１回）の提案説明に変えさせていた

だきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午前１１時０２分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出、地方債補正一括とします。  

 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） それでは歳出１３ページ、１４ページ、２款総務費、１項総務管

理費、１４目基金費、２５節積立金、財政調整基金で１億３ ,９３４万３ ,０００円が計

上されてございます。こちらについて、お伺いをいたします。  

 まず、年度中、令和２年の３月末まででございますけども、何らかの事情等によって、

さらに積み戻しされるような予定とか見込みというものがあるのか否か。  

 ２点目でございます。現時点での積み戻し額でございますが、当初の見込みと比して、

どのような結果となっているかというところの認識についてお伺いいたします。  

 ３点目でございます。当初では４億円取り崩しまして、年度において７億円というと

ころでございますけども、この積み戻し額によって７億円弱になるというところでござ

います。  

 こちらの例年約４億円前後というか、そういった取り崩しがなされているというとこ

ろから察するに、このまま行くと、２年経たずして、財政調整基金が底をつくと、この

ような認識を持ってよろしいのかどうかというところでございます。  

 ４点目でございますが、この現状を踏まえてこれまでにおいて、何らかの議論等があ

ったのかどうかについてお伺いをいたします。  

 この２款については４点でございます。  

 続きまして、１９ページ、２０ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生

総務費、１１節需要費、修繕料、車両１５万円計上されてございます。こちらの積算根

拠詳細について、お伺いをいたします。  

 続きまして、２１ページ、２２ページ、４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥処理費、

１１節需要費及び１３節委託料、印刷製本費、業務委託料ということで指定ゴミ袋に関
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するものが計上されてございます。こちらの積算根拠についてお伺いをいたします。  

 続きまして、２３ページ、２４ページ、６款農林水産業費、２項林業費、２目林業振

興費、８節報償費、１２節役務費、１９節負担金補助及び交付金。こちらまず８節、１

２節でございますが、いわゆる有害鳥獣駆除に関してでございますけども、捕獲増とい

うところの御説明がございました。こちらの実績数と、この積算根拠含めて、実績数等

をお伺いいたします。もし可能であればですけども、前年と比してどうなのかというと

ころでございます。  

 続きまして、１９節の部分でございます。造林事業増との御説明がありました、未来

につなぐ森づくり推進事業でございますが、こちらの詳細をお伺いするものでございま

す。 

 続きまして、２５ページ、２６ページ、８款土木費、４項都市計画費、２目公園費、

１３節委託料。こちら運営委託料、交通公園１０万円減額されてございます。こちらの

今補正予算の提案に至った経緯ですとか事情ですとか背景ですとか、この減額提案の積

算の根拠についてお伺いをするものでございます。 

 続きまして、歳入に移ります。７ページ、８ページ、１３款使用料及び手数料、１項

使用料、６目土木使用料、２節都市計画使用料、こちら本別公園使用料でゴーカート、

ボート、それぞれ１万６,０００円、４万２,０００円の減額が提案されてございます。

こちらの積算の根拠、背景、事情等をお伺いするものでございます。 

 続きまして、９ページ、１０ページ、１６款財産収入、２項財産売払い収入、１目不

動産売払い収入、２節その他不動産売払い収入、立木売払い収入というところで１６６

万６,０００円計上されてございます。こちら立木等の販売ということでございますが、

この詳細、例えば量とか、どこのどのような質のとか、詳細についてお伺いするもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは私のほうから、財政調整基金の関係の御質問につい

て答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の今後の見込みという点でございますけども、例年ですと、３月の補正予

算段階でその年度の執行状況によりまして、予算の調整が行われます。 

 例えば平成３０年度ですと、３月に約１億３,０００万円くらいの積み戻しが行なわれ

たのですけども、その辺は今後の予算執行状況にも応じてになりますが、先般開催しま

した予算編成会議の中でも、令和元年度の予算執行に当たっては、引き続き抑制を図っ

ていただいて、３月になるべく多くの積み戻しを行ないたいということでのお話しはさ

せていただいたところです。ですから、現時点でいくら程という具体的な数字は上げら

れませんけども、例年度どおり３月でなるべく多く積み戻しができるように努めてまい

りたいと考えております。 

 当初の見込みとの関係でございます。当初予算、今年度財政調整基金の関係でござい

ますけども、おおよそ、これまでの前年並みで１億５,０００万円程度は積み戻せるだろ
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うということで、年度当初は考えてございましたけども、当初４億円を取り崩して、９

月補正で３億円を取り崩しましたので、そういったところでも非常に厳しい状況とはな

りましたけども、先ほどの話と重複いたしますけども、今回おおむね１億４,０００万円

程度積み戻しも行ないましたし、今後特別交付税ですとか、各種交付金の確定も見なが

ら、なんとか当初取り崩している４億円に近い額は積み戻してまいりたいというふうに

考えております。 

 御質問にありました現状認識ということで、２年で底をつくのではないかという、そ

ういう認識を良いかということだったのですけども、まず今、令和元年度で一つ目標と

言いますか、思っていますのが、今回の積み戻しでおよそ６億９,５００万円程度になり

ますので、なんとか８億円まで積み戻しするような状況にしていきたいと、８億円を維

持しながら、なんとか来年度以降は取り崩し額を、最終的には同額程度は積み戻しでき

るような財政運営を行なっていきたいと考えておりますので、御質問にありました２年

で底をつくという認識という部分でございますが、確かに今年の４億円を続けるとそう

いう状況になりますけども、そうならないように今後努めていかなければならないとい

う認識でおります。 

 この間、何らかの議論がされたかということでございますけども、今、話をさせてい

ただいたような内容については、予算編成会議の内容を検討する際、理事者のほうとも

その辺の現状報告をさせていただいて、今後の財政運営についても議論させていただき

ましたし、予算編成会議の中でもそういうことも含めて、各職員にはお話しさせていた

だいたところです。以上です。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） それでは１９ページ、２０ページの４款衛生費、１項保

健衛生費の車両修繕の部分についてお答えをさせていただきます。 

 こちらは循環バスの修繕になります。どのように積算をしたかというところなのです

けど、当初予算１５万円ほど予算を見ておりまして、今年度上半期までにほぼこの額が

使いきるような状況であったということから、残りまだ５カ月あるということで、バス

も老朽化していることから、同額程度補正をさせていただいたということです。以上で

す。 

○議長（高橋利勝） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 私のほうから、４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥処理費の

需要費、印刷製本費ですが、当初見込んでいたのが５リットルのがもっとたくさん出る

という形で考えていまして、昨年と比べまして、５リットルにつきましては１０月末現

在で、去年が４万８,０００、今回が２万５,０００ということで、それに伴って予算見

ていたのですけども、今袋が２０リットルとか大きな袋のほうに今年については変わっ

てきまして、枚数的には当初予算と同じような形で考えておりまして、その部分で増額

の補正となっております。 

 根拠として委託料につきまして、取り次ぎと取り扱いの積算根拠と言うのが、販売価

格に対して取り次ぎが２．１パーセントの消費税部分を取り次ぎしているほうに支払っ
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ていまして、取り扱いのほうが５パーセントプラス消費税でそこが販売業者のほうに出

して積算して出しています。袋の販売価格が上がった部分で、増額になっております。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） 私のほうからは２３ページ、２４ページの第６款の有害鳥獣の

捕獲奨励金の関係も含めて、未来につなぐ森推進事業、そこの間の部分の歳出について、

御質問のあった内容につきまして、答弁をさせていただきます。 

 まず最初に、捕獲の実績数と積算根拠ということですが、当初の予算につきましては、

これまでの実績を基に予算化をしております。昨年度の正確な捕獲頭数については、今

日資料として持っていませんが、基本としてはそういったことで御理解をお願いしたい

と思います。 

 現状といたしまして、１１月末の時点で鹿が当初予算２００頭に対して、２３８頭。

それと今回の大きな補正の積算根拠となりましたのは、中型の獣類、いわゆるキツネ、

タヌキ、アライグマの頭数ですが、それらを合わせまして当初２５頭の予算を持ってい

ましたが、現状として８８頭、３倍以上に伸びています。 

 あと大きくはカラスも２５０羽の予算を持っていましたが、現状としては３６０羽程

度が駆除されて、このままでいきますと、もっと多くということで、それともう１点あ

りますのが、今回、国有林との捕獲連携事業で、国有林が予算を持ちまして、餌を置い

て、そこに誘導して捕獲をすると。これまでもモバイルカリングという形で実証して、

ここ３年ほど実施されていなかったのですけども、今回実施をすると、そこで約４５頭

の新たな捕獲頭数を計画しております。それで鹿については今回３００頭に補正をする

と、合わせて先ほど言いました中型獣類、キツネ、異常に増えているのがタヌキなので

すが、タヌキの駆除数がかなり多くなっていますので、予算２５頭を１０５頭に今回見

込みとして増やさせていただいております。カラスについても、町で設置していますカ

ラスの罠につきましても、毎週のように駆除しないといっぱいになってしまうという状

況も含めてありますので、当初２５０のところ５２０羽それぞれ奨励金の額に基づいて、

今回増額をさせていただいた内容となっています。 

 続きまして、未来につなぐ森づくりの内容ですが、これにつきましては造林事業であ

る植栽と、植栽に向けた下刈り等の事業に対する道の単独の事業となっています。 

 道と合わせて実施をする場合については、道１６パーセント、町が１０パーセントと

町の負担も求められている事業ですが、内容につきましては、今回事業が造林の事業、

植栽地拵えが１３ヘクタールほど増となっています。その分に関わる増という形で今回

補正をあげさせていただいております。 

 最後もう１点、歳入に関わる立木の売払い収入の増の関係ですが、場所については、

新生地区にある新生団地という町有林になります。面積的には約８ヘクタールの面積で、

基本的にはカラマツを中心とした町有林であって、今回の事業に向けては前年度、前木

の立木調査を実施して、カラマツが２,５５６本、１,６０８立米ほどです。広葉樹が６

３４本、これは１００立米ほど、立木の体積数にすると１００立米ほど。合計で本数が

３,１９０本で、１,７０９立米程の体積数となって、この内容で今回入札に出して、結
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果１６６万円予算より増えたというので、今回補正をさせていただいています。以上で

ございます。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 私のほうから２５ページ、２６ページの運営委託料、交

通公園の答弁をさせていただきます。 

 御質問のいただきました、運営の経緯というか業務内容でございます。 

 本別交通公園の運営の業務委託内容につきましては、交通公園で交通ルールを学びな

がらゴーカート、バッテリカーを利用してもらおうと４月から１０月までの間の１２２

日間におきまして、本別町の交通安全協会に委託をし、運営をしているところでござい

ます。 

 業務の内容としましては、やはりゴーカート、遊具の乗車の管理、遊具の安全な走行

などの管理を交通公園内でお願いをしているというものでございます。 

 あと、積算の経費というものでございますけども、主に運営管理人やパート賃金、そ

れぞれに分けまして、日数の賃金を見ているところでございます。そのほかの経費では

やはり燃料やオイル、その他の消耗品などを見ているところでございます。 

 また、ゴーカートに掛ける保険料も計上をしているところでございます。 

 以上が、交通公園の委託の内容でございます。 

 ７ページ、８ページのゴーカートの収入でございます。当初の予算の考え方としまし

ては、ゴーカート、ボートの収入は過去で利用の一番多かった平成２９年度の収入を予

算化しております。 

 今年につきましては、雨の日が１１日間ほどございました。その日におきましては、

ゴールデンウィークやお盆、または夏休みですか、お盆期間中の御利用の多い時に当た

らなかったということで、ほぼ当初予算に近い収入になったということでございまして、

今年は当初予算に対しては１万６,０００円の減額としているところでございます。以上

でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは歳出、１３ページ、１４ページ、２款総務費の２５節積

立金、財政調整基金の部分でございますが、こちら前年並みに１億５,０００万円程度積

み戻したいというところで、約１億４,０００万円というところでございました。３番目

にお伺いをいたしました、このまま行くと２年弱で底を突いてしまうのではないかとい

うところでございましたけども、御答弁いろいろいただいている中で、思いというので

すか、なるべくその取り崩しを減らして、積み戻しを多くというところのそういった思

い、そこはわかるのですけども、ここについて具体的な議論というのがまずあったのか

どうか。こうこうこう言う方策をもって、こうするのだというところまで至っているの

か、思いを共有するところで留まっているのかどうかについて、これまでの議論、これ

からの議論についての部分について、お伺いをいたすところでございます。 

 具体的な計画等があるのか、あったのかどうかというところでございます。そこまで

踏み込んで議論されているのかどうかというところでございます。 
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 私、あとお伺いしたのが、このまま行くと、例年どおり行くと４億円取り崩ししてい

るわけですから２年でなくなってしまいますよね、というところで認識はよろしいので

すよねというところでございます。 

 続きまして、１９ページ、２０ページの修繕料の分でございます。循環バスの老朽化

がというところで御答弁いただきましたが、具体的にどこがどのように故障しているの

か、いわゆる専門的部分の具体的名称まではあれですけど、どのような認識で１５万円

も消化してしまったのか、今後見込まれるのかというところをお伺いいたします。把握

している限りで構いませんので。 

 続きまして、２１ページ、２２ページの４款衛生費の１１節需要費の部分でございま

す。これまでであれば、５リットル用の袋が多く使われていたよ、多く売れていたよと

いうところが、大きなもの２０リットル等に移行していっているというような御答弁だ

と理解したのですけども、その背景たるや何か事情があるのか、町民の需要というもの

が何故そういうふうに変わっていったのかとか、それが当初見込めていなかった理由と

かその辺についてお伺いをするところでございます。 

 続きまして、２３ページ、２４ページ、６款農林水産業費の８節、１２節の部分でご

ざいます。こちら鳥獣被害等が拡大していっているよと、中でも鹿もそうですし、中型

のキツネ、タヌキ等もというとこでございますけども、このキツネとかタヌキ等の駆除

頭数が上がっていく、駆除頭数が上がるということは、それだけ生息している数も上が

っているから、それに比して上がっているというところだと思いますが、これに伴う農

業被害というものが、町の声として挙がっているかどうか。キツネやタヌキ等に何らか

の被害というものが及んでいるのだよというような、声とか実態の把握等はされていら

っしゃるかどうかお伺いいたします。今後という意味でいきますと、今年上がっている

中で国有林での色々な処置というところも御答弁もいただきました。今の現時点の認識

で構わないですけども、当然今年がこういう実績になっているというところであれば、

今後これからという部分についても、何らかの見解をお持ちなのかどうかというところ

とですね、あとはこのいわゆる、報償費の部分でございますけども、実際駆除に当たら

れる方々に対しては、こういった対策とか金額についても十分だというような御認識な

のか、まだまだやはり駆除頭数の増加に伴って、検討の余地とか、そういったところが

あるというようなお考えなのかどうか、お伺いいたします。 

 続きまして、２５ページ、２６ページ、８款土木費の部分でございます。１３節委託

料、交通公園での委託の内容については、お答えいただきまして理解したところでござ

いますが、なんで１０万円下がったのですかというところについて、なんで１０万円減

額というふうに見込んでいるのですかという、その背景、事情についてお伺いをしてい

るところでございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それではお答えをさせていただきます。 

 １点目の具体的な議論という部分でございます。当然今回の予算編成に当たって、あ

るいはこれまでの予算執行に当たってもそうなのですけども、有利な歳入、そういった
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ものを確保していくということで、いろいろな情報ですとか、そういったものをしっか

りと把握をしながら進めていくようにという指示は、これまでも繰り返し行なってきて

おります。 

 そして、今取り組んでおります、行政改革ですとかそういった取り組みをしっかり、

予算に反映をさせるようにということでも、課長等会議、行革推進本部会議の中でも行

なっておりますし、あと今後予算編成に当たっての、副町長、総務課長調整の中でもそ

ういったところはしっかりと反映をさせていきたいと考えておりますので、そういった

ところで今後の予算編成に向けての議論の中で、そういったものをよりはっきりとさせ

ていきたいなというふうに考えております。 

 ２つ目の令和元年度当初で４億円取り崩しましたので、当然来年、再来年もこの４億

円という財政調整基金を取り崩すとなれば、今の残高から見れば当然そうなる、２年で

底をつく現状にはなると思います。そういった状況にありますので、来年度以降その基

金の取り崩し額というのは、しっかりと抑制を図ってまいりたいというのが、今の考え

方でございます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 循環バスの修繕の関係で、どのような修繕を行なったか

という御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、バッテリーの交換というのが、２台バスがあるのですが、それぞれバッテリー

の修理、交換が必要ということで行なっていたりですとか、あとテールランプがつかな

くなったということでの交換を行なっていたり、あと乗り降りの自動ドアが開かなくな

ったということもあって、そこを見てもらったりというようなことで修繕をかけており

ます。以上です。 

○議長（高橋利勝） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） ごみの袋の関係で、５リットルから２０リットルに変えたこ

とで、当初見込めなかったかという御質問なのですけど、それに対しては初めてのこと

なので、平成２９年度ベースの実績から当初予算を組んでいました。 

 理由的なものというのは、今まで５リットルの袋がというのは、生ごみの袋が、５リ

ットルが使われて多かったと認識しています。それが今度、燃やすごみに変わりました

ので、それが５リットルじゃなくて、燃やすごみに紙だとか全体が入って、２０リット

ルや１０リットルの大きなほうの袋に移行したと考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） ご質問にありました、特にキツネ、タヌキ、中型の部分が増え

ていることでの農業被害ということでありますが、直接的にこういう被害がという報告

はございませんけれども、基本的に罠をかけるのは、例えば農家の住宅周辺の倉庫です

とか、そういったところが多いですし、基本的に家庭で作っているトウキビをタヌキに

食われたとか、そういった状況の野菜等についての被害は若干ありますけれども、合わ

せてキツネが牛の出産に対していたずらをするですとか、そういったところも含めてあ

りますが、ただ、そこから離れた場合にやはり農業被害に影響を及ぼすと、作物に影響
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を及ぼすというのは十分考えられますので、そういったことに基づきながら今、捕獲の

対策をしておりますので、今後もそういった形では続けていきたいというふうに思って

おります。 

 それと、奨励金等含めて駆除員に対する報酬も含めた今後の対策ということですが、

基本的に何年か前の一般質問でも御答弁をしていますが、今国のほうから、鹿に限定を

させていただきますが、鹿で１頭捕獲すると７,０００円と、町の奨励金と合わせて１万

円を超える今、奨励金が出ております。もちろん他市町村と比べると高かったり低かっ

たりとか、そういうのもありますけども、基本的に国の対策等で今の水準が下回る状況

になってきた時には、そういった駆除員の協力に対する貢献やなんかも含めて、検討は

して行きたいと思います。 

 合わせて鳥獣対策ですが、今年度の予算でも計上させていただいています、獣害の駆

除や将来的に本別町に定住をして、そういうことに携わるということで、地域おこし協

力隊を募集しておりまして１月から農林課のほうに採用が決まりまして、猟銃、罠両方

の資格を持っている方ですので、そういったことも含めて対応出来る体制も取れる状況

にもありますし、農協と協力しながら国の１００パーセントの補助を用いた防護柵の設

置事業も積極的に取り組んでおりますので、そういったことで今後につきましても、獣

害対策については力を入れて取り組んでまいりたいと思っております。以上でございま

す。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 交通公園委託料の関係でございます。この１０万円の減

額につきましては、随意契約の見積り合わせの執行残でございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは１３ページ、１４ページ、２款総務費の２５節積立金、

財政調整基金の部分について、改めてお伺いをするものでございます。 

 御答弁をいただきました中から、私自身の理解といたしましては、副町長及び総務課

長を筆頭にこうした編成会議等で、今後のことについては真剣に考えていくと、陣頭指

揮を取っていくというところなのかなと、御答弁だと理解したところでございます。 

 ついては、総務課長、副町長が中心になって、やはり強い姿勢を持って財政の調整基

金の積み戻しもそうですし、取り崩しについても真剣に、真摯な姿勢で立ち向かってい

くと、そういう強い御覚悟であるとか、姿勢がお持ちだというような認識でよろしいの

か否か。最後お伺いをいたします。 

 続きまして、２３ページ、２４ページの６款農林水産業費の８節報償費の部分でござ

います。 

 こちら対策等についてでございますけども、地域おこし協力隊の方の採用が決まって

いることも理解しておりますので、そういう意味で言うと新たな駆除の体制というのは、

新しい風というか、新しい空気感が生まれてくるのかなと理解するところでございます。 

 その中で、御答弁いただいた中で報償費等の部分でございます。国７,０００円、町で

３,０００円で、１万円を超えるものというところで御答弁いただきましたものが、国の
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施策等で今の水準を下回った場合は検討していくというような御答弁でございましたが、

御答弁を裏返せば逆に、この水準が続いていくのであれば検討はせず、というようなこ

とになるのか、その辺について改めてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） まず１点目の基金の関係でございますけども、梅村議員のとお

りでございます。やはり今、町民の皆さんで審議いただいています、行政改革推進委員

会、総合計画等で今、議論が上がってきているところでありますので、それを踏まえな

がらしっかりと予算編成に取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） 質問ありました、奨励金の関係ですが、基本的に国が７,０００

円、町は今３,５００円、１万５００円という内容になっておりますが、基本的にはその

水準を下回った場合ということで、答弁をさせていただきましたし、今後はただ情勢的

に色々な意味でかかる経費ですとか、そういうのは年々上がっていることも含めてあり

ますので、その分については適宣、本別町で推薦をしています駆除員の方々の御意見や

御要望もきちんと聞きながら、その辺については値上げも含めて適正なと言いますか、

水準を保った中で事業を取り組んでまいりたいと思っています。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） ２点ほどお伺いいたします。 

 １０ページの財産収入の中で町有林の売却がありますけども、これ植生何年生のもの

かお伺いいたします。 

 それから、２３ページ、２４ページの農林水産業の中で、報償費の８節奨励金の中で、

有害鳥獣の予算の増額になりますけども、目的計画頭数以上になったときに農協のほう

からも助成金入っていると思うのですよね。今回は農協のほうに要請しないのかどうか、

その点お伺いします。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） １点目の立木売払いの、立木の何年生かというお話ですが、申

し訳ありません。今、担当のほうできちっとした年数を調べていただきますので、もう

ちょっとお待ちください。大体、基本的には５０年から６０年生を伐採にという形では

実施をしていますが、今回の場所については何年生かというのは契約書の中ではありま

せん。申し訳ありません。 

 それとＪＡの捕獲の関係ですが、この分については、申し訳ありません。町が携わっ

ている部分ではありませんので、猟友会と農協のほうで捕獲に対して実施をしているも

のですので、その辺については、捕獲頭数が上がったらどうするのか、そういうのを含

めて町から要請をすることはございません。以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） そうしたら、農協の助成金は直接猟友会に入っているという理解
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でいいですか。 

そうすれば猟友会のほうから農協に要請すれば、追加料金って出てくるのじゃないで

すか。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） 農協のほうで猟友会に対して、農業被害の防止ということで、

基本的に私の知っている中身で言うと、５０万円ということでそれは頭数が増えても減

っても５０万円という形で助成が出されているというのは、承知をしております。 

 それで補助のほうは、農協から猟友会のほうに補助をされていると、そういう内容で

ございます。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） １点だけ御質問します。 

 ２６ページの土木費の住宅管理費の１１節需要費でございますが、これは１１２万４,

０００円ということで修繕費でございますが、これは察するところでございますけども、

説明欄には公営・町営・職員住宅とありますが、これ多分公営住宅のことかと思うので

すが、当初予算で毎年３００万円なり５００万円なり組んでいると思うのですが、近年

富に空いている公営住宅が何か多いように感じるのです。何が言いたいのかって言うの

は、この修繕費が間に合わないから、修繕出来ないと他の方々いれられないということ

ではないと思うのですが、こういうものについては当初から、やはり見込んだ中で予算

組んでおくのが筋じゃないかと思うのですね。 

 それで定例会だけでなくて、臨時会もあるものですから、もし空いているところがあ

るとすれば、長くあるとすれば、空いていれば、それを速やかに入居していただくと。

これは収入にも関わることですから、その辺どのような考え方をしているのか、そこま

で及んでいなくて単純に足りなくなったから増額ということであれば、それなりの御答

弁を求めるものでありますし、これが影響して、空いているところが長く維持されてい

るっていうのですか、そういうことがないと思いますが、その辺の考え方だけお聞きし

たい。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 今、大住議員の御質問にお答えします。 

 当初の予算の考えとしましては、公営住宅４１６戸ございます。年間で想定される入

退去の修繕、または入居中における生活している時の修繕。また、定期的に交換するも

のがあるのですけども、そういうものの修繕を極力最小限で、想定をしまして当初予算

３６４万円という計上をしてきております。 

 ただ、議員さんが言われるように、やはり公営住宅なので我々もいつも室内に入って

見ているわけではございませんけども、あと今回発生してきている修繕におきましては、

入居中の修繕がありますけども、やはり多いのは入退去の修繕が、１２月中までにかか

ってきたお金については約３６０万円ほどかかってきております。これらも含めまして、

今後修繕をして行こうというふうに考えていますけど、もう予算が不足してきておりま
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す。 

 １１２万４,０００円の根拠につきましては、冬季に向けての不凍栓だとかそういうも

のの配管だとか、そういうものの修繕だとか、浄化槽、そういうものも傷んできます。

浄化槽の配管修理なども出てきます。また、一般的な修理、ドアノブだとか浴室などの

修繕も出てきますので、それらを見越しまして、今回増額させていただきました。 

 ただ、議員さんが言われましたように空き家の分については、修繕に時間を要しない

ものというのですか、極力そういうものは早く修繕をして、募集をかけて、入居させて

いるという状況でございます。そういう中での今回の補正でございます。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。追加答弁。 

○農林課長（菊地敦） 先ほどの篠原議員からの伐採の林齢ですが、先ほどお話しした

とおり、大体５０年から６０年を目途に伐採をしていますが、今回の場所につきまして

は、カラマツで５２年から５５年生で、広葉樹につきましては５２年から５３年生の樹

木というふうになっております。以上でございます。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８０号令和元年度本別町一般会計補正予算（第１１回）についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８０号令和元年度本別町一般会計補正予算（第１１回）について

は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩をいたします。 

午後 ０時０１分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第８１号  

○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第８１号令和元年度本別町国民健康保険特別会計

補正予算（第４回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 
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○住民課長（田西敏重） 議案第８１号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予

算（第４回）について、提案内容の御説明をさせていただきます。  

 今回の補正は、額の確定及び執行残によるものが主なものとなっております。  

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２万５,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億８,９５６万５,０００円とするものでございま

す。 

 それでは、歳出から事項別明細書により御説明いたします。 

 ５ページ、６ページをお願いします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１３節委託料２,０００円の減額補正

は、国保旧被扶養者減免の減免期間見直し対応に伴うシステム改修の執行残でございま

す。 

 ２目連合会負担金、１９節負担金補助及び交付金８万４,０００円の減額補正は、負担

金額確定によるものでございます。 

 ５款保健事業費、３項健康管理センター事業費、１目施設管理費、１２節役務費１万

４,０００円の減額補正は、ガラス清掃業務の執行残によるものでございます。 

 ２目健康管理事業費、１３節委託料７万５,０００円の増額補正は、妊婦歯科健診の受

診者数が増加見込みのためでございます。 

 続きまして歳入について御説明いたします。 

 ３ページ、４ページをお願いします。 

 １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、２節後期高齢者支援金

分現年課税分の補正は歳入歳出の調整分を計上するものでございます。 

 ３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金、２節保険給付費等交付金（特

別交付金）２,０００円の減額補正は、歳出で説明しましたシステム改修費に対する交付

見込み額減によるものでございます。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、３節その他一般会計繰入金は

歳出で示しました、保健事業費、健康管理センターの施設管理事業と健康管理事業の調

整分でございます。 

 以上、議案８１号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第４回）の提案

説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

 藤田議員。  

○１１番（藤田直美） 歳出５ページ、６ページの５款保健事業費、健康管理センター

事業費の１３節委託料、妊婦歯科健診についてですが７万５ ,０００円の増額となってお

ります。  
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 当初より増えているのが受診者数の増とありますが、これは希望者だけに行なってい

るのかどうか。またそうであれば、健診の時期や受診率について伺いたいと思います。  

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。  

○保健福祉課長（飯山明美） 藤田議員の御質問にお答えいたします。 

 妊婦歯科健診でございますけれども、こちらは昨年度まで、たまご教室で集団で妊婦

さんに対する歯科健診を行なっていたものを、年３回の中ではなかなか来ていただけな

いということで、個別の受診方式に変えたものでございます。 

 基本、母子手帳を取りに来て、妊婦さんになられた方については、皆さん受診するよ

うにお勧めはしておりますけども、行く方と行かない方がおられるという状況になって

おります。 

 すみません、２点目が聞き取れなかったのですが。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員、もう一度お願いします。 

 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 健診の時期ですが、妊婦ですので安定期がよろしいかと思うの

ですが、その時期などをどのように勧めているのかを伺いたいです。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 御質問にお答えいたします。 

 基本的には安定期に入ってからということで、５カ月以降くらいの時期を勧めていま

す。母子手帳を取りに来たときに１度勧めて、あと妊娠期の中くらいに妊婦の受診券を

また取りに来られる時があるので、そのときに受けていない方については、後半８カ月

くらいまでの間の中で、もし受けていなければ受けて下さいというようなお勧めをして

おります。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８１号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８１号令和元年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第４回）

については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 
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◎日程第９ 議案第８２号  

○議長（高橋利勝） 日程第９ 議案第８２号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３回）ついてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 議案第８２号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３回）について、提案内容の御説明をさせていただきます。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７０万１,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,１６３万３,０００円とするものでござい

ます。 

 それでは事項別明細書により、歳出から御説明いたします。 

 ５ページ、６ページをお願いします。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、１７０万１,０００円の減額は、北海道

後期高齢者医療広域連合への負担金の額が確定したことによるものです。 

 続きまして歳入について御説明いたします。 

 ３ページ、４ページをお願いします。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、歳入歳出調整により減額す

るものでございます。 

 以上、議案第８２号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）の

提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８２号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８２号令和元年度本別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
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回）については、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第８３号  

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 議案第８３号令和元年度本別町介護保険事業特別会

計補正予算（第４回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 議案第８３号令和元年度本別町介護保険事業特別会計補

正予算（第４回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、国庫補助金の確定、事業執行見込みによる調整が主なものであります。 

 予算書の１ページをお開き下さい。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１８３万６,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億１，８６３万６,０００円とする内容であ

ります。 

 それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 ２、歳出ですが２段目の、１款総務費、３項介護認定審査会費、２目認定調査等費、

７節賃金１６１万円の補正は、要介護認定に係る訪問調査員が雇用できなかったことに

よる減額です。 

 次の、３款地域支援事業費、２項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業

費の８節報償費、９節旅費、１９節負担金補助及び交付金及び下段の、２目任意事業費、

８節報償費の補正は、事業執行見込みによる減額です。 

 ３ページ、４ページをお開き下さい。 

 １、歳入ですが、３款国庫支出金、２項国庫補助金、３目１節事業費補助金５８万円

６,０００円の増額は、令和元年度介護報酬改定等に伴うシステム改修の国庫補助金の内

示によるものです。 

 ４節、１目保険者機能強化推進交付金１５１万７,０００円の増額は、保険者機能強化

推進交付金の内示によるものです。 

 三段目の７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、２節地域支援事業繰

入金１５９万５,０００円の減額は、事業の執行見込みによる減額及び保険者機能強化推

進交付金の内示により一般会計からの繰入を減額するものです。 

 ３節その他一般会計繰入金２２０万９,０００円の減額は、介護保険システム改修経費

補助の内示及び訪問調査員が雇用できなかったことによる事務費分の減額です。 

 以上、令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）の提案説明に変え

させていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括とします。  
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 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） ５ページ、６ページの第１款総務費、３項介護認定審査会費中

で説明があった、臨時雇賃金ということで訪問調査員が雇用できなかったための、調査

員不足による減額というふうに説明されたと思います。  

 まず介護訪問調査員の業務内容というのは、どういうことなのか改めて説明をいただ

きたいということと、何名分の減額なのか１人分なのかそれとも複数なのか。  

 それから、介護訪問調査員が雇用できなかったことによる被保険者というか対象への

影響等について伺いたいと思います。  

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。  

○保健福祉課長（飯山明美） 御質問にお答えいたします。  

 まず１点目の業務内容につきましては、これは要介護認定を受ける時に御自宅等を訪

問させていただいて、心身の状況を確認させていただく訪問調査を行なうのが業務の内

容となっております。  

 人数につきましては、１名分を見ておりました。１年間お願いをするということで、

１名分を見ておりまして、随時募集をしているところでしたが、この時期に至って確保

ができないということで、４月から１２月分を減額をさせていただいております。  

 この方が確保できなかったことによる影響という部分につきましては、調査につきま

しては、市町村職員ですとか事業所のケアマネージャーであれば調査が実施できますの

で、私ども職員がその分をカバーして実施をしているという、そういう状況になってお

りまして、利用者様に確保できなかったことによって御迷惑をかけているということは、

今のところないのではないかというふうに考えております。以上です。  

○議長（高橋利勝） 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 本年４月から１２月分の予定していた調査員が確保できなかっ

たということの金額ということで、その確保できなかったことについては、担当職員等

で手分けをしてというか対応したということで実際の対象者には影響なかったというこ

との説明でした。  

 一つは、この調査員というのは有資格というか一定の資格が必要なのかどうなのか。

私の頭の中では、例えば一定のそういう知識がある人で町民の方で、どなたでもやれる

のか、それとも一定の資格というか経験等が必要なのかどうなのか。確保できないとい

うことであれば、相当色々な難しい一定のハードルがあるのかなっていうふうに、わか

らない立場では思っていますけども、その辺について伺いたいということと、本来はい

て然るべき調査員がいないことをスタッフがカバーしたということは、それは良いこと

というか対応したということについては評価できるのですけども、それは本来のスタッ

フがやる業務の時間を作って対応しているということで、本来はやっぱり調査員という

のは、いなきゃいけないものなのかどうなのか。その辺の介護の法的な決まり等含めて、

来年度に向けても介護調査員の確保っていうのは必要になってくると思うのですけど、

そういう全体的なこと、有資格のこととかカバーするにあたっての負担の部分とかそう

いうような部分について、もう少し伺いたいと思います。  
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○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。  

○保健福祉課長（飯山明美） 御質問にお答えいたします。  

 まず訪問調査員の資格でございますけれども、まずは市町村職員で一定の研修を受け

た者であればできるということになっております。  

 ただ、私どもの町の考え方としては、ただ市町村職員であればいいということだけで

はなくて、保健医療福祉、人の体の状態ですとか、心の状態だとかっていうことを見ら

れる専門的な資格を持った方に行なってもらうのが、より正確な調査に至るのではない

かということで保健医療福祉の何らかの資格を持った方ということで募集をしてきてお

ります。  

 ただ、御存じのとおり今、医療従事者も介護従事者もなかなか確保ができないという

ような状況の中で、そういう資格の方を臨時職員で募集してもなかなか来ていただけな

いというのが、今年の現状でありました。  

 このことに対してですけれども、来年度以降どうしていこうかというのは、内部でも

検討しているところでございます。本当であれば、そういう方が専門にいてくれて、調

査の部分は任せられるといいのですけども、確保ができないとなると、現在の人員の中

でやりくりが可能なのか、あるいは委託というような形で外の方にお願いをするという

ような部分も少し増やしたほうがいいのかというのは、新年度に向けて検討している最

中でございます。以上です。  

○議長（高橋利勝） 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 法的に必ず町村としてそういう方を置かなきゃならないという

ことで、それに対応できるのは一定の有資格者ということだから、現職員でも対応でき

るという中身だというふうに理解しました。  

 法的に必ず訪問調査員というのを、この介護保険事業進める中で置かなきゃならない

ということなのかどうか、その点ももう１度伺います。  

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。  

○保健福祉課長（飯山明美） 法的に置かなければならないということではないです。  

 市町村が実施するということになっておりますので、市町村職員で研修を受ければ、

はっきり言ってしまえば事務職員でもその研修を受ければ、その調査をすることは可能

ではあります。  

 ただ、先ほども申し上げましたように、きちんと相手の方を見ていけるというところ

では、本町といたしましては専門職資格にこだわっているということでございます。  

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  
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 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８３号令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８３号令和元年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第４回）

については、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１１ 議案第８４号  

○議長（高橋利勝） 日程第１１ 議案第８４号令和元年度本別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第４回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美） 議案第８４号令和元年度本別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第４回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、前年度繰越金確定及び指定寄付金による備品購入が主な内容でござい

ます。  

 それでは、予算書の１ページをお開き願います。  

 歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５万９ ,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ、２億９ ,８０４万６ ,０００円とする内容であります。 

 それでは、事項別明細書により歳出からご説明させていただきます。  

 ５ページ、６ページをお開き願います。  

 ２、歳出、１款介護サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業費のうち寄付者

の意向によりまして、４段目１８節備品購入費、施設等備品は臥床、床に臥せると書き

ますけども、いわゆる寝て過ごす方の多い利用者の離床を促すためのリクライニング車

椅子２台の購入２８万円に充てるものであります。その他につきましては、予算執行額

確定による調整でございます。  

 戻りまして、３ページ、４ページをお開き願います。  

 １、歳入、１款サービス収入、１項介護給付費収入、２目自己負担金収入、３節過年

度負担金収入１０万８ ,０００円の増額は過年度の自己負担金滞納繰越分を計上するも

のでございます。  

 ３款１項１目寄付金、１節指定寄付金１８万円の増額は、本別町勇足元町○○番地○

○にお住いの○○○○様から５万円の寄付を、陸別町小利別にお住いの○○○様から３

万円の寄付を、匿名の方から１０万円の寄付をいただいてございます。  

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目１節一般会計繰入金２３５万５ ,０００円の減額

は、歳出で説明しました事業執行見込み並びに歳入前年度繰越金の増額等及び個性ある
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ふるさとづくり基金に寄付された寄付者の意向により特養の備品購入に充当するため、

本別町北３丁目○○番地○○にお住いの○○○○様からの寄付金１０万円を繰入し調整

するものでございます。  

 ５款１項１目繰越金、１節前年度繰越金２３０万８ ,０００円の増額は、平成３０年度

決算の確定によるものでございます。  

 ６款諸収入、１項１目１節雑入１万８ ,０００円の増額は、各種選挙不在者投票特別経

費を計上するものでございます。  

 以上で、令和元年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４回）の提案説明

とさせていただきます。よろしく御審議をお願い申し上げます。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出一括といたします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８４号令和元年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

回）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８４号令和元年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４回）については、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１２ 議案第８５号  

○議長（高橋利勝） 日程第１２ 議案第８５号令和元年度本別町簡易水道特別会計補

正予算（第３回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第８５号令和元年度本別町簡易水道特別会計補正予

算（第３回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、配水管等施設の修繕料の増及び事業執行残による減額が主な内容であ

ります。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５７万４ ,０００円を減額し、歳入
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歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２ ,５９６万４ ,０００円とする内容でございま

す。  

 それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明をいたします。  

 ６ページ、７ページをお開きください。  

 ２、歳出ですが、１款１項簡易水道費、１目一般管理費、１２節役務費３万６ ,０００

円の増額は口座振替手数料単価の改定によるものでございます。  

 ２目維持修繕費、１１節需用費３９万７ ,０００円の増額は、漏水修繕や防除施設の修

繕、施設機器の修繕により支出が増えているものでございます。勇足簡水検水ポンプ修

繕と漏水修繕１箇所分を見込みまして、これらを修繕するための補正でございます。  

 そのほかのものについては、執行残による減額になっております。  

 ４ページ、５ページをお開きください。  

１、歳入ですが、２段目の４款１項繰入金、１目１節一般会計繰入金の３８万１ ,００

０円の減額補正は、収支の調整によるものです。  

 ５款１項繰越金、１目１節前年度繰越金の１６５万４ ,０００円の増額は、前年度の繰

越金の確定によるものでございます。７款１項町債、１目１節簡易水道事業債の１８０

万円の減額は水道管移設工事及び機器更新工事の執行残によるものでございます。  

 次に、３ページをお開きください。  

 第２表、地方債補正でありますが、１、変更の内容としましては、起債事業の事業費

の確定に伴い限度額を変更するものです。  

 起債の目的、簡易水道事業１ ,１１０万円を９３０万円に変更するものであり、起債の

方法、利率、償還の方法は変更ございません。  

 以上で、令和元年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）の提案説明とさせて

いただきます。よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出、地方債補正一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８５号令和元年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）につ

いてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  
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 したがって、議案第８５号令和元年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第３回）に

ついては、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１３ 議案第８６号  

○議長（高橋利勝） 日程第１３ 議案第８６号令和元年度本別町公共下水道特別会計

補正予算（第４回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第８６号令和元年度本別町公共下水道特別会計補正

予算（第４回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、歳出では国庫返還金確定による増及び個別排水処理施設整備事業よる

合併処理浄化槽設置基数変更よる増でございます。歳入では前年度繰越金確定による増

及び消費税の還付よる増が主な内容でございます。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 歳入歳出予算補正。  

 第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７４万２ ,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１ ,１４９万３ ,０００円とする内容でございま

す。  

 それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。  

 ６ページ、７ページをお開きください。  

 ２、歳出ですが、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節役務費１７

万５ ,０００円の増額は口座振替手数料単価の改定によるものでございます。  

 ２３節償還金利子及び割引料６８万２ ,０００円の増額は、平成３０年度の機器更新工

事により取り外した機器の鉄くず売払い費の国庫補助金返還金額の確定によるものです。 

 一番下段の２款土木費、１項下水道費、２目個別排水処理施設新設費、１５節工事請

負費１３０万円の増額は、西美里別地区で新築物件の申込みが１件あったため、増額し

対応するもので、当初予算８基の予定でしたが、６月に１基、９月に３基、今回の補正

で計１３基の設置となっております。  

 そのほかのものにつきましては、執行残による減額になっているところでございます。 

 ４ページ、５ページをお開きください。  

 1、歳入ですが、４款１項繰入金、１目１節一般会計繰入金９７３万６ ,０００円の減

額は収支の調整によるものでございます。  

 ５款１項１目繰越金、１節前年度繰越金の３３４万７ ,０００円の増は前年度の繰越金

の確定によるものでございます。  

 ６款諸収入、２項１目１節雑入６９３万１ ,０００円の増は消費税の還付によるもので

ございます。  

 ７款１項町債、１目土木債、１節下水道債１２０万円の増額は歳出で説明いたしまし

た合併処理浄化槽の設置基数の増によるものでございます。  

 次に、３ページをお開きください。  
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 第２表、地方債補正でありますが１、変更。  

 内容としましては、起債事業の事業費の変更に伴い限度額を変更するものであります。 

 起債の目的、個別排水処理施設整備事業３ ,４７０万円を３ ,５９０万円に変更するも

のであり、起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。  

 以上、令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第４回）の提案説明とさせて

いただきます。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は歳入歳出、地方債補正一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８６号令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第４回）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８６号令和元年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第４回）

については、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１４ 議案第８７号  

○議長（高橋利勝） 日程第１４ 議案第８７号令和元年度本別町水道事業会計補正予

算（第３回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第８７号令和元年度本別町水道会計補正予算（第３

回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、薬品費の増および配水管施設修繕費の増が主な内容でございます。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 収益的収入及び支出。  

 第２条、令和元年度本別町水道事業会計予算（以下予算という。）  

 第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 収入の第１款水道事業収益、第１項営業収益は３万６ ,０００円増額、第２項営業外収

益は１３０万２ ,０００円増額補正して、収入の総額を１億５ ,３４０万４ ,０００円とす

るものでございます。  
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 支出の第１款水道事業費、第１項営業費用は１３３万８ ,０００円増額補正し、支出の

総額を１億５ ,３４０万４ ,０００円とするものでございます。  

 それでは、予算説明書により、主なものについて御説明をいたします。  

 ５ページ、６ページをお開き下さい。  

 収入ですが、１款水道事業収益、１項営業収益、４目その他営業収益の３万６ ,０００

円の増額は新設用量水器の売却見込みによるものでございます。  

 ２項営業外収益、２目他会計補助金１３０万２ ,０００円の増額は収支の調整による一

般会計補助金でございます。  

 次に支出ですが、１款水道事業費、１項営業費用、１目原水及び浄水費の薬品費９７

万５ ,０００円の増額は本別川の有機物の量が高かったため、薬品の使用量が増加したこ

とによるものでございます。  

 ２目配水及び給水費、修繕料３２万１ ,０００円の増額は漏水修繕や弥生町ポンプ場機

器修繕等により支出が多かったため、漏水等に備え増額するものでございます。  

 １段下、材料費７ ,０００円の増は弥生町ポンプ場機器故障時に使用した給水パック１

９枚分を補てんするものでございます。  

 ４目総係費、手数料１９万１ ,０００円の増額は口座振替手数料単価の改定によるもの

でございます。  

 ７ページ、８ページをお開き下さい。  

 ７目その他営業費用、材料売却原価３万６ ,０００円の増額は収入で説明しました新設

用量水器の売却見込みによる量水器購入費でございます。  

 そのほかのものにつきましては、執行残による減額になっております。  

 次に１ページにお戻りください。  

 中段、資本的収入及び支出。  

 第３条、予算第４条本文括弧書中６ ,５９２万４ ,０００円を６ ,５９９万３ ,０００円に、

５ ,８９７万１ ,０００円を５ ,９０３万４ ,０００円に、６９５万３ ,０００円を６９５万９ ,

０００円にそれぞれ改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでご

ざいます。  

 収入の第１款資本的収入では、事業費確定により第１項企業債で４００万円減額補正

して、収入の総額を５ ,３３８万７ ,０００円とするものでございます。  

 支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費は３９３万１ ,０００円減額補正し、支出

の総額を 1 億１ ,９３８万円とするものでございます。  

 補正の内容は執行残によるものでございます。なお、予算説明書の説明は省略をさせ

ていただきます。  

 企業債。  

 第４条、企業債でありますが、予算第７条に定めた起債の限度額を次のように改める

ものでございます。  

 起債の目的、配水施設整備改良事業の限度額４ ,７００万円を４ ,３００万円に改める

ものでございます。  
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 なお、起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。  

 ２ページをお開き下さい。  

 他会計からの補助金。  

 第５条、予算第１１条に定めた補助金の金額を１３０万２ ,０００円増額補正し２ ,６

７８万７ ,０００円に改めるものでございます。  

 たな卸資産購入限度額。  

 第６条、予算第１３条中５３６万３ ,０００円を６３４万５ ,０００円に改めるもので、

主に薬品費の増額によるものでございます。  

 以上、令和元年度本別町水道事業会計補正予算（第３回）の提案説明とさせていただ

きます。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は収益的収入及び支出、資本的収入及び支出など一括とします。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８７号令和元年度本別町水道事業会計補正予算（第３回）について

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８７号令和元年度本別町水道事業会計補正予算（第３回）につい

ては、原案のとおり可決されました。 

◎日程第１５ 議案第８８号  

○議長（高橋利勝） 日程第１５ 議案第８８号令和元年度本別町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第５回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤野病院事務長。 

○病院事務長（藤野和幸） 議案第８８号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第５回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正につきましては、収益的収支で、人事異動に伴います給与費及び決算見込

みによる経費の調整が主な内容となっております。  

 補正予算書の１ページをお開きください。  

 第２条の収益的収入及び支出でありますが、予算第３条に定めた収益的収入及び支出
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の予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款病院事業収益、第２項医業外収益

を６万１ ,０００円増額し、収益の合計を１３億８ ,９７４万９ ,０００円とするものであ

ります。  

 支出では、第１款病院事業費用、第１項医業費用を２０４万３ ,０００円減額し、費用

の合計を１２億７，０００万円とするものであります。  

 第３条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でありますが、職員給

与費を２９０万４ ,０００円増額し、７億８，５５７万２ ,０００円とするものでありま

す。  

 第４条、他会計からの補助金は、退職手当組合事前納付金を２万円増額し、６３３万

４ ,０００円に、基礎年金拠出金公的負担経費を４万１ ,０００円増額し、１ ,７１７万１ ,

０００円にそれぞれ改めるものであります。  

 次に３ページ、４ページをお開きください。  

 補正予算説明書でありますが、上段をご覧ください。収益的収入及び支出の収入では、

１款病院事業収益、２項医業外収益、２目他会計補助金、１節一般会計補助金６万１ ,

０００円の増額補正につきましては、人事異動等に伴います繰入基準に基づく一般会計

からの繰入金の変更でございます。  

 次に下段、収益的収支の支出ですが、１款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費

９６万１ ,０００円増額、２節手当１３０万７ ,０００円の減額は人事異動等による調整。 

 ３節賃金２８７万３ ,０００円の増額は、パート職員等の増員によるもの。  

 ４節退職給与金１７万４ ,０００円増額、５節法定福利費２０万３ ,０００円の増額は、

いずれも決算見込みによるものです。  

 なお、内訳は５ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説明は省略させ

ていただきます。  

 続きまして、その下３目経費、２節報償費１９０万６ ,０００円の減額は、医師の出張

や休暇時の代替え医師の派遣回数の減少によるものです。  

 ７節光熱水費３６万５ ,０００円の減額は決算見込みによるものです。  

 １３節賃借料１５９万円の減額はハイヤー借上料、在宅酸素濃縮装置借上料の決算見

込みによるものです。  

 １５節委託料１０８万６ ,０００円の減額ですが、４ページ右側説明欄、下から２つ目、

全自動血液凝固測定装置点検委託５８万３ ,０００円の増額は、平成１８年に購入しまし

た機器に作動不具合が生じ、専門業者に点検を委託するため、今回補正をお願いするも

のです。他の項目につきましては、決算見込みによる調整を図ったものです。  

 以上、令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５回）の説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議をお願いいたします  

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。  

 質疑は収益的収入及び支出など一括とします。  

 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） ３ページ、４ページ。支出、１款病院事業費用、１項医業費用、
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３目経費、２節報償費、出張医師謝礼金、こちらは派遣回数が減少したというところの

御説明をいただいたところでございますが、その減少した経緯、額も大きいものですか

ら、この内容の詳細とか背景とか事情等がわかるように御答弁を求めるものでございま

す。  

 続きまして、１３節賃借料でございます。ハイヤー借上料として６２万５ ,０００円、

こちらハイヤー等の単価等を考えていくと、けして少なくない額だなというところでご

ざいますので、この減額に至った経緯等について詳細を求めるものでございます。  

 １５節委託料のうち、電子カルテシステム保守５８万円と、代替医師派遣６４万４ ,

０００円が計上されてございます。こちらについても、御提案に至った経緯ですとか御

需要等について詳細の御答弁を求めるものでございます。  

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。  

午後 ２時２４分  休憩  

午後 ２時２５分  再開  

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 藤野病院事務長。  

○病院事務長（藤野和幸） 梅村議員の御質問にお答えいたします。  

 まず、３目経費の２節報償費、出張医師謝礼金１９０万６ ,０００円の減額でございま

すが、こちら当院の医師が学会へ出張、または休暇等で病院を不在になる場合、または

手術等で札幌、帯広等から医師を派遣のお願いをする際の出張費の謝礼金でございます。 

 こちら、学会の出張代替分につきましては、３回分経費を見ておりましたが、こちら

１回に減。あと、医師の休暇に伴う派遣、こちら２回見ておりましたが回数ゼロという

ことで減額。あと、手術の応援医師、こちらも２回見ていましたが減額ということで、

まず金額でございますが、学会の出張につきましては３回を１回に減らしたということ

で５２万５ ,０００円の減額。  

 当院の医師が休暇に伴います医師の派遣につきましては、２回を０回にと申しました

が９０万５ ,０００円の減額。  

 あと、出張応援医師、手術の応援医師２回をゼロ回ということで、４７万６ ,０００円

の減額になります。  

 こちらにつきましては、当院の医師が学会等で出張する場合、当院は不在となります。  

 医師の休暇等で不在になる場合もございます。そのような場合に備えまして、外部か

らの医師の派遣をお願いすることになりますが、当院医師の内部の中で日程調整やり取

りをいたしまして、その辺を調整の結果、外部から医師を派遣しなくて済んだという部

分で、その部分の減額でございます。  

 続きまして、１３節賃借料のハイヤー借上料６２万５ ,０００円の減額でございますが、

先ほどの報償費とも関わってまいりますが、そういった派遣等で当院に見えられる医師

の帯広、または池田等から本別までのハイヤー代、こちらについては当然その分なくな

りましたので、必要がなくなったという部分の減額。  

 あと、当院、嘱託職員で１名運転手雇用しておりますので、できる限りハイヤー等は
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使わず、やはり経費節減ということから当院の公用車での送迎をできる限り調整して実

施した結果の減額でございます。  

 続きまして、１５節委託料の電子カルテ保守の関係の５８万円の減額でございますが、

こちら電子カルテの補修システム、札幌のＳＥに万が一の場合には来ていただくという

ことで、予算計上しておりましたが、こちらにつきましても、運行が現状スムーズにい

っているということで、ＳＥの札幌からの派遣４回見ておりましたが、こちら０回とい

うことで、その分５８万円の減額となっております。  

 あと、代替医師の派遣でございますが、こちら６４万４ ,０００円の減額ですが、こち

らにつきましては、先ほどの報償費の場合は当院と医師個人との派遣になりますが、１

５節では病院対病院の応援派遣の依頼、その部分で予算計上していた１０回分が２回に

終わったということで、その分６４万４ ,０００円の減額となったものでございます。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。  

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いをいたします。  

 ２節の報償費の部分でございます。医師の休暇等の部分で計上されておりまして、２

回が０回にと言うような御答弁もございました。  

 これら、昨今、本町のということではありませんけども、一般的にというところで、

医師や医療関係の従事者の職務に対する、いわゆる労働時間ですとか休暇とかというと

ころの問題視されるような傾向もあると認識しているところでございますが、本町にお

いては、経費削減等の観点から様々な御努力なされているのかなと察するところでござ

いますけども、そういった医師及び医療関係従事者に過重な負担がかかっているとか、

そういうような状態には陥っていないのかというところをお伺いいたします。  

 また、１３節の賃借料のハイヤーの借上げの部分でございます。  

 具体的な事例としてお示しいただきました、帯広ないしは池田から本町への送迎とい

うことでございましたけれども、仮に、往路復路ございますが、帯広からまたは池田か

らということでございましたら、町外のタクシー会社、ハイヤー会社さんへの支出とな

っているのでしょうか。この点についてお伺いをいたします。  

 以上、お伺いいたします。  

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。  

○病院事務長（藤野和幸） 梅村議員の質問にお答えいたします。  

 まず、報償費の関係で当院の医師、看護師等含めました医療職員につきまして、過重

な労働になっていないかという御質問かと思いますけども、そのようなことにはならな

いように職員のみならず不足な部分についてはパート等の職員を配置するなど、看護師

等につきましては、そういう職員を手当しているところでございます。  

 また、医師につきましても現状でございますが、週１回程度の当直で済むように過重

な労働にならないように、今のところ配置できているところでございます。  

 あと、ハイヤーの関係でございますが、こちら帯広、池田等のハイヤーの送迎につき

ましては、町内の業者さんを使わせていただいております。以上でございます。  

○議長（高橋利勝） 梅村議員。  
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○３番（梅村智秀） ２節の報償費の部分でございます。医師や看護師、いわゆる医療

関係の従事者からそういった労働環境、いわゆる勤務時間ですとか、そういったものに

関する声というものはないという認識でよろしいのでしょうか、というのが１点でござ

います。  

 ２点目、賃借料のハイヤーの借上げの部分でございますが、こちら全て町内業者さん

へのお支払いという認識でよろしいのでしょうか。いわゆる送迎、往路復路、来る時、

帰る時ということでございますので、来る時に関しても、帯広が発、池田が発という場

合でも町内の業者さんが送迎に、お迎えにあがっているというような認識でよろしいの

でしょうか。  

 また、１５節の部分でもありましたし、全体的になのですけど、いわゆる、例えば予

算計上の部分で、代替医師の派遣については１０回が２回にとか、医師の休暇の部分も

２回が０回にとかというところで、結構回数として、多い回数が減っているというふう

にお見受けするところでございますが、全体通して、総括としてですけども、能率的で

効率的な運営というものがなされているという認識でよろしいでしょうか。当初の計画

と現在のこのように御提案されたものについて、かい離があるものですから、能率的で

効果的な運営がなされているよという認識を持っていいものかどうか、お伺いをするも

のでございます。  

○議長（高橋利勝） 藤野病院事務長。  

○病院事務長（藤野和幸） 梅村議員の質問にお答えいたします。  

 まず、報償費の関係で過重な労働ということで、先ほども申し上げましたとおり、医

師につきましては、週１回の当直で済むように調整できておりますし、看護師につきま

しても、病棟であれば当直等当然ございますが、そこにつきましても基本的には週１回

でできるように、残念ながら何人かは月５回の時もございますが、基本的には月４回の

当直で済むようにできております。  

 あと、当院、技師関係につきましても検査技師、レントゲン技師等につきましても、

各３名ずつ現在人員確保できていますので、その部分においては、過重というような声

は、私は現在のところ聞いてはおりません。  

 続きまして、ハイヤーの関係でございますが、先ほど１件、私、訂正させていただき

たいと思います。  

 まず基本的に、池田、帯広から迎えに行く場合でも全て本別ハイヤーさんを利用させ

ていただいております。ですから、帯広に迎えに行く場合も、本別から本別ハイヤーさ

んに迎えに行っていただいております。  

 ただ１件だけ、帯広から脳ドックの判定の先生に来ていただいておりますが、ここだ

け帯広のハイヤー会社さんを、先生の強い要望がございましたので、そこは配慮をさせ

ていただきまして、そこだけ帯広のハイヤー業者さんを使わせていただいているところ

でございます。  

 あと、１５節で、現時点では能率的にできているかどうかということでは、できてい

るのかなと考えているところでございます。  
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○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。  

 これで討論を終わります。  

 これから、議案第８８号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５

回）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第８８号令和元年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

５回）については、原案のとおり可決されました。 

◎散会宣告  

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は全部終了しました。  

 念のため申し上げます。  

 明日１２月４日から９日までの６日間は休会であり、１２月１０日午前１０時再開で

あります。  

 これをもって通知済みといたします。  

 なお、一般質問の通告は、１２月５日正午をもって締め切ります。  

 質問のある方は、締め切り時間厳守の上、提出願います。  

 本日は、これで散会します。  

 御苦労さまでした。  

散会宣告（午後 ２時３７分）  
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開議宣告（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第１ 行政報告 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 行政報告を行います。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 公用車の車検切れについての行政報告をさせていただ

きます。 

 企画振興課が義経の館で保管管理しております、本別公園一帯の維持管理のために

使用する軽貨物自動車、帯広４０の５、１２７１の車両につきましては、令和元年９

月２８日に車検が満了日となっておりましたが、車検整備を失念し、令和元年１１月

２４日まで使用するに至ったところであります。車検が切れて以降の使用状況につき

ましては、９月が２日間、１２キロメートル、１０月が１５日間で７３キロメートル、

１１月が６日間で３７キロメートルの計２３日間、１２２キロメートルの使用をした

ところです。 

 当該公用車につきましては、車検が切れていることを１１月２８日に認知をして、

車検切れが判明後、同日に車検整備のため整備工場に入庫、令和元年１２月４日に車

検整備と車検の取得が完了したところであります。町民の皆様、また町政に対する信

頼を損ねることとなり、深くおわびを申し上げますとともに、今後、同じ事態を招か

ぬように運行日誌と公用車の車内に車検満了日の表示をして、運転前に確認するなど

を行い、再発防止を徹底し、信頼回復に努めてまいります。 

 以上、公用車の車検切れについての行政報告とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） これで、行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 一般質問を行います。 

 順次、発言を許します。 

 ２番柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） それでは、議長の許可をいただきましたので、通告済みの１問、

新年度予算編成に向けての事務事業の見直しについてを質問させていただきます。 

 町の計画的な財政運営を行うための財政調整基金が減少する中で、先日の決算審査

認定におきまして、他の議員から、財政調整基金は２年で底を突くのではないかとの

質疑があり、総務課長から何とか８億円を目標に推移していきたいとの答弁がござい
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ました。果たして可能なのかと疑問を感じたところであります。令和２年度の予算編

成において、各種事務事業の見直し及び補助金、負担金のあり方について抜本的な見

直しを行い、持続可能なまちづくりを進めていくために、どのような考えを持って臨

むのかを伺います。 

 １、歳入に見合った歳出は、一般家庭の台所事情では当然のことです。が、自治体

財政運営においても同様と考えます。歳入が減少する中で、どのような事務事業の見

直しを行い、新年度予算編成を行っていくのか、また具体的な事務事業の廃止、また

は見直し項目があるのかについて伺います。 

 ２、決算審査特別委員会において、補助金、負担金についての抜本的な見直しが必

要とする旨の質疑が、複数議員から出されていました。行政改革の補助金、負担金検

討部会の中で、どのような議論がなされ、新年度予算編成に反映されているのかにつ

いて伺います。 

 ３、利用頻度の少ない公共施設の廃止、町民以外の利用が多い本別公園のゴーカー

ト、ボートなどの利用料金の値上げ、キャンプ場の利用料の徴収など、町の台所事情

を見直すために、歳出削減と歳入増加施策をどのように考えているのかを伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 柏崎議員の新年度予算編成に向けての事務事業の見直

しについての質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、１問目の質問でありますが、議員御指摘のとおり、これまでの地方交付税の

削減に伴いまして、財政調整基金は年々減少をしております。本町の財政状況は、大

変厳しい状況にありますことから、１１月２９日に開催いたしました令和２年度の予

算編成会議におきまして、予算の重点化、効率化を図る中で、経常経費の削減、基金

依存度の解消、公債費の負担軽減に取り組みながら、予算編成に当たりましては、人

口減少による税収の伸び悩み、地方交付税の減少など、歳入の大幅な増収が見込めな

いことから、歳入に見合った歳出の原則のもとに、行政諸課題への適切な対応を実現

できる持続可能で、安定した財政運営に努める旨の考えを職員に示しながら、全体で

確認をしたところであります。 

 事務事業の見直しにつきましては、行政改革推進本部事務事業評価部会において、

評価の調整部会でありますけれども、ここで限られた財源の中で最小の経費で最大の

効果を上げる。そのためには町民皆さんとの協働のまちづくりに、成果は出ているの

かの視点をもって、４８１の事業の中から、一般財源が１ ,０００万円を超えている４

５事業と、昨年度に拡大と削減、検討となった１２の事業、これを合わせて５７事業

について評価を行ってきたところであります。 

 評価結果につきましては、削減継続が１２事業、縮小が３事業、統合が１事業、終

期を設定する事業が１事業、さらに要検討を要する事業が７事業、合わせて２４事業

を対象に見直しをするように定めながら、行政改革推進本部事務局から、各担当部局
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に通知をし、新年度予算に反映させるように指示したところであります。 

 具体的な事務事業の見直しにつきましては、今後の予算査定時に評価結果をどのよ

うに反映しているのか、また町民の皆様の御理解が得られるかなど、各担当部局から

十分なヒアリングを行った上で判断をして、新年度予算を作成してまいりたいと思い

ます。 

 次に、２問目の補助金、負担金の見直しについてでありますが、まず補助金につき

ましては、１２８件の補助金のうち、債務負担行為による利子補給などの１２件の補

助金を除きまして、１１６件の補助金につきまして、これは例外を設けずに補助金と

しての公益性と的確性の確保を基本として、補助期間の終期設定、さらに補助対象経

費の厳格化、事務事業の補助の原則に基づいて事業主体のあり方の検討など、五つの

視点から見直しの方向性を定めながら、これに基づき、行政改革推進本部の補助金見

直し検討部会が、見直し作業を行ったところであります。 

 具体の見直しに当たりましては、役場が事務局を担っております団体について、自

立を促進していくことの必要性や補助団体の活動内容が、所期の目的が住民ニーズに

適合しているかどうか、否かですね。これについて補助金を支出するほかに、代替の

手法がないのか否か、また補助金の積算根拠の妥当性などの議論を行ってきたところ

であります。この結果として、見直しが２５件、減少が１１件、終期設定をしたのが

２件、廃止を決めたのが２件、統合が２件の合計４２件を見直し対象といたしまして、

新年度予算に反映させることとしております。 

 次に、負担金でありますけれども、今年度から初めて負担金のあり方について検討

を行っておりまして、池田町や足寄町近隣と本町にとっての利益にかなう負担金であ

るか、これゼロベースからの検討をしてきたところでもあります。検討の結果といた

しまして、１８７件の負担金の中で繰出金や他の団体と協調する道営畑総事業などの

４１件の負担金を除きまして、１４６件について審査をし、取りやめが１８件、検討

が２件、終期設定が１件、附帯意見１件の合計２２件を対象として、見直しを図って

いくことといたしました。 

 事務事業の見直し、補助金と同様に、各担当部局から十分なヒアリングを行った上

で、新年度予算に反映したいと考えております。 

 なお、事務事業評価、補助金及び負担金の見直しにつきましては、先般１１月２９

日に開催の町民有志などの皆さんで組織をいただいています、行政改革推進委員会に

結果内容を見ていただき、御了承をいただいたところでもあります。 

 次に、３問目の本別公園施設に関する利用料金の値上げなどについての御質問の答

弁をさせていただきますが、まず本別公園内のボート、キャンプ場、御所の利用者は

年々増加をしておりまして、公園一帯の整備を年次的、計画的に進めることで、さら

に新たな来訪者やリピーターが増加し、町全体の観光客数を押し上げることができて

いると考えています。 
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 また、施設管理の費用、人件費など維持補修費のほかバンガローの改修、またボー

トの入れかえなどの費用を賄い、より魅力ある公園づくりを進めるためにも、受益者

負担の原則に基づいた利用料金の値上げについて、関係団体からの意見を十分に聞き、

検討を進めてまいります。 

 ゴールデンウイークや夏休みの繁忙期につきましては、町外の利用者が９割を占め

るという、そういう結果が出ていますが、施設管理職員からもこのような報告をいた

だいていますが、繁忙期の料金設定や民間によります指定管理などの手法についても

今後、検討を進めていく必要があるというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、現在の厳しい財政状況の中で、歳出におきましては徹底

した経常経費の削減、歳入においては適切な利用者負担、受益者負担を求めつつ財政

確保に努めて、持続可能な安定した財政運営に努めなければならないと考えておりま

す。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） それでは、１項目めについて再質問させていただきます。 

 予算編成会議という中で、庁内で、どのような編成会議の体制をとっているのかに

ついてお願いします。 

 次に、今、本町の予算編成の体制というのは、１件査定という形をとっていると思

うのですけれども、近年、大きな都市については、枠配分査定ということを取り入れ

ているというのも現状ではございます。本町におかれましての枠分、配分査定を導入

するというようなことに、どういったメリット、デメリットがあるのかお聞かせ願い

ます。 

 予算編成会議の中で、これからいろいろな職員が財政に関して興味を持つというの

ですか、注意を払って財政を進めていくという中で、若い職員にも財政のことを知っ

てもらうという機会をつくるために、講習ですか、そういうものも検討したらいかが

ですかということについてお伺いします。 

 以上、３点について再質問させていただきます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） ちょっと質問と一緒にならないかもしれませんが、予算編成会

議の御質問ありました。 

 予算編成会議と予算を査定する、予算を調整するのですけれども、査定する会議等

が別だということをひとつ、そこを分けて考えていただきたい。予算編成会議という

私どもやるのは、来年度の予算をどのように組み立てる、予算をつくる、先ほど申し

上げたようなことを含めて、財政状況だとか、国の財政の状況だとか、また取り巻く

環境だとか、総合計画やそれぞれの計画の中で、どのようなことを新年度予算に盛り

込むかと、そういう方針について全体職員の中でやるのが、編成会議ということでやっ
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ています。 

 そのほか、各課から予算案が出ていたやつは年明けに、まず最初に副町長と総務課

長が中心になって各課からの聞き取り、ヒアリングして予算査定をすると、最終的に

それをまとめて絞り込んだやつを私が入って、町長と査定ということで最終的に決め

ると、これが予算編成と予算査定の流れであります。 

 今、質問にありましたように、配分方式のメリット、デメリットというのですけれ

ども、私もこの配分方式というのは、国だとか結構やっているところ多いのだと思う

のですけれども、私の本別町では配分方式という方式は、残念ながら答弁するような

予算編成になっておりませんので、あくまでも先ほど言いましたように、総合計画含

めてそれぞれ通常のまちづくりの課題や、また方針を積み上げて各課でそれぞれ、教

育委員会なら教育委員会、また建設なら建設、企画なら企画でそういう課部局で、そ

れぞれ自分のところの予算を積み上げてきて、全体的にまたそれを一つずつ細かく検

証して、査定の中で最終的にどれを予算に盛り込むかと、そういう細かい、細分化さ

れたものをしていくというのが、これが予算の会議であります。 

 今、もう一つ御質問の若い職員には、特にこれらのような財政状況含めて予算のあ

り方、研修するべきでないかということでありますが、それも一つの私どもの目指す

方向の中にもあるのかなというふうに思っています。今までは、予算というのはどう

やってできていくのか、また、これが国の状況など含めて、それぞれ今までもこのよ

うな研修はやってきておりますけれども、しっかりとした方向性含めて、御質問につ

いては十分に検討しながら進めていって、全体的に職員全体の認識を向上させると、

そういう意味でも日常的なそういう研修、勉強の場というのは、必要になってくるだ

ろうと、こう思っておりますので、その分については、まず答弁をさせていただきた

いと、以上であります。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） それでは再質問させていただきます。 

 枠分配分査定は本町においては、ちょっとそぐわないということをおっしゃられま

した。枠分配分査定は、各課に歳入に合わせて歳出を枠配分するという中で、これだ

と赤字が絶対ないなというふうに思うのですけれども、すぐには無理だというか、大

きい都市がやっていることだと思うのですけれども、検討されたことがあるのか、そ

ういうこと。今、財政が厳しい中で、検討がされたのかというのをお聞きします。 

 それと、３点目の講習の中で、これまでもされていましたよということなのですけ

れども、どんな研修をされていたのかをお聞きします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収） それでは、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 枠分細分の部分の予算配置でございますが、先ほど町長が申したとおり、うちは全

体を見ながら、その年の各課の重要事業等で進めてきております。今までは財政厳し
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いときには、需用費一律５パーセントカット、１０パーセントカットというふうな導

入をしてきております。今、議員がおっしゃるような枠分配分は、今まではしてきて

いないというのが現状でございます。 

 それから、もう１点の職員の研修につきましては、今、職員の中からも自分の仕事

を進める上で、やはり財政状況について知りたいと、今、まちの状況どうなっている

かというのを把握したいと、そういう職員がいます。そういう職員が数名集まって、

町の総務課の職員のほうから今までの財政状況、それから今後の見通し等の勉強会を

しているというような職員もいます。本町に採用された職員については、職員研修の

中でしっかりと、この部分の研修もしております。 

 また、あと予算編成会議、それからいろいろな総合計画の中でも本町の予算につい

ては、そのような形でおろしてきて、職員もその中に入ったときには一緒に聞くとい

うような形で、勉強しているというそんな状況でございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 職員の研修のほうもやっているということで御説明ありました。

ｓｉｍ２０３０という対話型自治体経営シミュレーションゲームというのを御存じで

しょうか。御存じであれば、すごくいい研修というか、全国で１５０の自治体が取り

入れて、今、半年待ちぐらいにはなっているのですけれども、すごく職員も議員も町

民もみんなが一緒になって、町の財政について勉強できるという機会を設けられるい

い機会だと思うのですけれども、そういう研修を取り入れるというようなお考えはお

ありでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私のほうからお答えをさせていただきます。 

 今、議員のほうからありましたｓｉｍ２０３０という関係ですけれども、福岡市の

職員の方が考案されたということは存じておりますけれども、実際どういう中身で実

施されているかというのは、ちょっとまだ私、そこまでは存じていないものですから、

今、町長、副町長のほうからもその研修、講習会の考え方ありましたけれども、私ど

もとしても厳しい財政状況を乗り越えていく上では、職員のそういった意識ですとか

考え方、そういったものは当然しっかりと予算というものに対して、考えていってい

ただきたいという考え方もございますので、その辺は意識しながら、今後、取り組ん

でまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） そちらのｓｉｍ２０３０の詳しいこと書いてある本、持ってい

ますのでいつでもお貸しします。 

 それでは、２項目めに移らさせていただきます。 
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 補助金、負担金の削減問題ですけれども、補助金、負担金を検討される検討部会と

いうのがあると思うのですけれども、その体制についてどういう体制で行っているの

かを伺います。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 柏崎議員の御質問にお答えいたします。 

 行政改革推進本部につきましては、課長職、あるいは課長補佐職で組織しておりま

して、部会におきましては、補助金検討部会ということでその部会、それぞれ部会、

先ほど町長の答弁にもありましたとおり、事務事業の部会、あるいは使用料の部会等

がありますけれども、その課長職、あるいは課長補佐職で大体人数的には、１人が二

つの部会に属するような形で構成されておりまして、管理職、課長補佐職で構成した

メンバーで、中身を検討させていただいている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 課長と課長補佐が、１人が二つの部会に入るということで進め

ているという中で、先ほど町長のほうからも説明がありました。補助金に関しては４

２件を見直したと、間違っていたら済みませんね、負担金のほうでは２２件を見直し

たということをお伺いしました。これ４２件で幾らだったのか、２２件で幾らだった

のか、お聞かせ願います。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 柏崎議員の御質問にお答えいたします。 

 補助金の中で見直し対象としましたのは、見直しで減少、あるいは終期設定等含め

て４２件ということで、答弁させていただいた内容でございますけれども、その対象

事業費といいますか、額につきましては１億２,４９０万円が、その対象事業費となり

ますけれども、これは誤解のないように再度説明させていただきますが、これは対象

事業となる総額でございまして、これが全て例えば変わるということではなくて、例

えば減少だとか、廃止という方向で見直しを指示しておりますけれども、当然、町民

の皆様の団体だとか、暮らしに直結しているものでございますので、総額としまして

は、今、言いました１億２,４９０万円が４２事業の総額となりますけれども、これが

イコールそのまま全て変わるとかということではないということだけ、御理解いただ

きたいと思います。 

 また、負担金につきましても、見直しの件数は２２件ということでございまして、

これの対象総額が９８万６,０００円というふうになってございます。これも今言いま

した補助金と同様に、全てがこれがなくなるということではなくて、これをどう減ら

す、あるいはどう変えていくかということの対象経費ということで、御理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 
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○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 今、１億２ ,４９０万円と９６万６ ,０００円という中で進めて

いくというお話の中、やっぱり補助金、負担金というのは、勝手に決めてやれること

ではないと思うのです。それで大切なのは、説明と選択と対話だと思います。その中

で、この補助金はこうだから減らさなければならないのだよという、町民に説明した

りということがすごく大事になってくるのかなと、減らす時には大事になってくるの

かなと思うのですけれども、そういった説明等はどのような形で町民には、補助金、

負担金に関してしていくのかというのをお聞かせお願いします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） お答えいたします。 

 柏崎議員がおっしゃるとおり、町民の皆様の団体の活動ですとか、そういったもの

に直結をしている関係で、基本的には行革の推進本部の事務局のほうから、こういっ

た形の評価の結果につきましては１１月の中旬、その前段から数字のほうについては、

各所管課ともやりとりしながら、内容についてあらかじめ確認しながらというような

ことで、事務局のほうとは進めております。 

 当然、今、予算編成をそれぞれの所管課で進めておりますけれども、やや２カ月弱

の中でそれぞれの団体、あるいは関係者と協議していただくことを前提としながら、

進めていただくようにお願いはしているところでございまして、当然、調整の時間が

足りないだとかそういった部分もあり得るかと思いますし、そういった部分について

は、そういった事情をしっかりしんしゃくしながら、進めていかなければならないと

いうふうに思っておりますので、そういった形で進めているということで、御理解い

ただければと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） ３項目めの質問に移らせていただきます。 

 ゴーカートやバッテリーカーやボートの値上げ、公共料金の値上げなのですけれど

も、やはり歳出が削減というところで、歳入をふやすという中で、この辺の値上げと

いうのは、すごく検討しなければならないのかなと思います。例えば、御所とか本別

公園に関しては、バッテリーカー、ボート、ゴーカートの値上げは、先ほど関係団体

とありましたけれども、どのような団体とその協議をしているのかお聞きいたします。 

 公共施設の廃止等なのですけれども、一例を挙げますと、仙美里のコミュニティセ

ンターですとか、共栄の情報発信センターなどは、その例に挙がってくるのかなとは

思いますけれども、そちらの１年の経費等はどのように今なっているのか、お聞きい

たします。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） お答えいたします。 
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 柏崎議員おっしゃられます、観光施設のそういった使用料の関係でございますけれ

ども、関係団体として私ども今考えているのは、観光協会、本別町にございまして、

観光協会の役員の皆様、当然、観光協会の役員の中には、自治会の自治会長さんも入っ

ていただいている、あるいは商工会、それから農協等々にも役員の中に入っていただ

いている関係もございます。 

 当然、観光振興を進めていく上での団体ということになりますので、まずはそういっ

たところから考え方、御意見を皆様から伺うのと同時に利用される方、当然、お子様

から老若男女問わず、ボート、ゴーカートやなんかも使っていただきます。また、町

外からも使っていただくという状況もございますので、例えば町外というのはちょっ

と難しい部分あるかもしれませんけれども、当然、地元の子どもたちも使っている関

係もありますので、例えばそういった関係、いわゆる学校そういった部分や学校行事

や何かでも使っていただいている経緯もございますので、そういった部分も含めて利

用者の方に価格の関係だとか、そういったサービスの内容含めてどうあるべきかとい

うところは、しっかり意見を聞いてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、二つ目にありました、施設の維持費の関係でございますけれども、仙美

里のコミュニティセンターのほうでございますが、年間の維持管理費の総額でござい

ますけれども、管理費用、あるいは光熱水費等合わせまして、年額で約７４万円程度

の額というふうになってございます。 

 それから、観光情報センター、共栄にあります施設でございますけれども、これに

つきましては、これも同じく管理費用と光熱水費等合わせまして、平成３０年度決算、

先ほどのも３０年度の決算でございますが、約３０２万円程度ということの維持費と

なっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） 本別公園のは、ある程度わかりました。それで情報発信センター

と仙美里コミュニティセンターの年の大まかな予算が言われました。仙美里コミュニ

ティセンターについては７４万円ということですが、こちら仙美里の駅をバスの待合

所と軍馬の記念館として活用しているとは思います。 

 先日、ちょっと行ってきたのですけれども、あそこ床暖ですよね。床暖ですと、多

分、ずっとつけっぱなしなのかなという中で、勇足のように別に国道沿いにバス停を

設けて、軍馬の記念館は隣の仙美里の公民館、もしくは資料センター、資料館のほう

に移動するなどの措置、そのとこはやはりそこに携わっている人たちと、先ほど言っ

たように対話をして進めていくのが、ベストではないかなと思っています。 

 情報発信センターについては、３０２万円と言われました。情報発信センターにつ

いては２４時間トイレということで、運営されているのかなと思うのですけれども、

２４時間となると、ずっと電気をつけている。トイレの中に関してはセンサーライト
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でしたので、行ったときにつくという状態ですけれども、中に関してはずっとつけっ

ぱなしだと。昼間はあそこは中のほうはついていないですけれども、情報発信する器

械はずっとつけっぱなしになっているというところで、あそこに休憩なさる方もかな

りいるとは思いますので、でも２４時間必要なのかなというのも感じるところではあ

りますが、そういった検討はなされているのでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） お答えいたします。 

 まず、仙美里のコミュニティセンターのバス停の考え方でございますけれども、おっ

しゃられるとおり、本当に財政これだけ厳しいというようなことが、るる説明させて

いただいたところでございまして、当然、経費節減につながることということの御提

案でありますし、私ども担当としてもどれだけ維持管理費を減らしていくかというの

は、これはどの施設に限らず、大切なことだというふうに思っております。 

 もちろん先ほどからも、柏崎議員に配慮いただいているとおり、利用される方との

関係もございますので、当然そういった部分、自治会の方々に御意見をお聞きするだ

とか、あるいは利用しやすい環境をしっかり維持していくということも、大切な観点

だというふうに思っておりますので、そういった見直しをするということについては、

大事なことだというふうに思っておりますので、そういった部分、検討してまいりた

いというふうに思います。 

 また、共栄の観光情報センターの関係でありますが、基本的にはそれぞれ実際仙美

里におきましては、仙美里コミュニティセンターがトイレずっと使えるようになって

いまして、もとは勇足のコミセンが、そういった形でトイレを開放していた状況にあ

ります。ただ、勇足コミセンについては、これからの利用状況に鑑みまして、今、休

止しているところでございまして、そのトイレの代替措置として観光情報センターと

いうところも、その役割を担ってきたところでもございます。そういった部分もござ

いますけれども、ただ、今、議員からおっしゃられたとおり、あらゆるそういった方

法、経費の削減というのは、また考えていくことは命題だというふうに思っておりま

すので、そのあり方ですね。例えば、開館の時間であったり、シーズンごとにどうす

るかだとか、あるいはさらに光熱水費を削減する方法がないか、そういったものにつ

いては、引き続き検討してまいりたいというふうに思いますし、特に冬場の暖房費だ

とかというのは、結構大きくかかる傾向にございますので、そういった部分何か工夫

ができるかどうかというところも、引き続き検討してまいりたいというふうに思うと

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） ただいま、仙美里のコミュニティセンターと情報発信センター

については御説明ありました。やはり歳出を削減するということで、今回、質問させ
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ていただいていますが、歳出を削減し、新たな政策に経費を投入するということは、

今の本別町はかなり難しいのかなと考えています。その中でより一層、一般財源を確

保するために必要になってくることは、何なのかをお聞きします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収） ちょっと難しい質問かなと思いますけれども、私どもが職

員に対する予算編成会議の中で、しっかりおろした部分があります。これは従前から

進めてきた経常経費の徹底した削減、それから事業の見直し、それから予算要求の積

算にあっては、前例踏襲による考え方を改める、従前と同じようなことを考えるなと

いうことです。改めて全ての施策、事業について、事業効果や決算、それから執行状

況の分析、検証を行い、必要な経費のみを上げてくださいというような形で説明をし

ております。 

 やはりそういいながらも現実、町民の方と一緒に生活をして事業を展開してきてお

りますし、進めてきておりますが、やはり地域と密着した事業というのは大切な部分

があると思います。この部分につきまして、担当課のほうでしっかりといろいろな関

係機関、団体、町民の方と接しながら、意見を聴取しながら予算に反映をしていくと

いうのが、一番重要かと思っていますので、その辺も含めて新年度予算の編成に当たっ

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 柏崎議員、申し上げますけれども、今の質問については１項目

めにかかわる質問になるので、細目方式は、項目を戻らないことになっていますから、

その点についてはそういうことで御了承ください。 

 あと、３項目め、なければ終了ということになります。 

○２番（柏崎秀行） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、６番大住議員。 

○６番（大住啓一） 議長の許可をいただきましたので、２問について質問をいたし

ます。 

 なお、行政の不祥事と非常時におけるトップとしての対応は、についての項目は、

この場での質問を保留し、財政健全化のための行財政改革の進め方は、について質問

をいたします。 

 それでは、１問目の財政健全化のための行財政改革の進め方について伺います。 

 現在の財政状況、これにつきましては財政調整基金、残高約７億円でございますが、

では町民の皆さんの生活を支える予算編成は、非常に厳しいものと考えております。

財政を立て直すには、根本的な行財政改革が必要と思いますが、考え方を伺います。 

 本町の財政は、近年の地方交付税減額や急激な人口減少など、非常に厳しい状況に

あり、危険水域に入っている状態だと思います。これらのことを鑑み、以下４点につ

いて伺います。 
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 なお、前段の柏崎議員の質問と類似した質問があり、重複しないようにいたします

けれども、重複した場合には、御理解を賜りたいと思います。 

 それでは、１点目の特別職、一般職の給料、また定数外職員の賃金など、人件費の

抑制を行うべきと思いますが、お考えは。 

 ２点目でございますが、町民の皆さんに御負担をいただいている使用料の見直しと

補助金の抜本的な見直しを行う考えは。 

 ３点目の使っていない町有地の処分と利用していない施設の維持、管理方法を徹底

的に見直すべきと思いますが、お考えは。 

 ４点目でございますけれども、本定例会冒頭の行政報告の中で、令和２年度の予算

規模を７４億円程度の規模で見込んでいるとの方針が報告されましたが、現状を鑑み

たとき、６０億円前半が妥当と思いますが、７４億円とした根拠と新年度予算編成に

向けた考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 大住議員の１問目の財政健全化のための行財政改革の

進め方についての御質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、議員御質問のとおり、本町の財政状況は、これまでの地方交付税の大幅な削

減によりまして、財政調整基金の取り崩しで対応してきたという状況でありまして、

予算編成、また財政運営を行ってきた中で、非常に財政調整基金が年々減少している

という現実は、大変厳しい財政運営を強いられているという現状でもあります。 

 今後もこの現実をしっかりと踏まえながら、歳入において増収が見込めない中、ま

た、持続可能で安定した財政運営を行っていくためには、歳出全般にわたる徹底した

行財政改革の取り組みが必要でありますことから、令和２年度の予算編成会議におき

まして、第５次の行財政改革推進計画の内容、各検討部会の検討結果の予算への反映

を指示したところであります。 

 １問目の質問でありますけれども、特別職の給料につきましては、平成１４年度か

ら一律３パーセント、１６年度には町長が５パーセント、副町長が４パーセント、教

育長が３パーセント、平成１７年度にも町長が１０パーセント、副町長８パーセント、

教育長が６パーセントの削減を実施しておりまして、ほかの特別職もこの時期には、

それぞれ大変な御協力をいただいてきたところでもありまして、また一般職につきま

しては、平成１７年度には５パーセント、翌１８年度には４パーセント、１９年度に

３パーセントと、また、２０年度には２パーセントの独自削減を実施してきたところ

であります。 

 御質問にあります人件費の抑制につきましては、現時点では、基本給の独自削減等

を実施する考えではありませんが、なお、定数外職員につきましては、令和２年の４

月から会計年度の任用職員制度が導入されますが、予算編成会議において、会計年度

の任用職員の予算計上に当たっては、事務事業の適正化や統合や配置などを踏まえた
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人員の配置を再度検証することとして、業務内容や重要性などを考慮した上で、勤務

形態を柔軟に検討するように指示をしたところであります。 

 ２問目の使用料の見直しと補助金の抜本の見直しについての御質問でありますが、

御承知のとおり、使用料につきましては、平成２９年度に見直しを行いました。平成

３０年４月から現行の料金体系となっておりますが、改定に当たりましては、町民負

担の公平性の確保と公共施設の利用を促進する観点で、それまで施設ごとの維持管理

費の約５０パーセント、これを受益者負担としていたものを、会議室、屋外体育施設、

集会所などに分類をして、維持管理費の２５パーセントの受益者負担とする使用料を

設定したところであります。 

 また、使用料の改定に合わせまして、住民ニーズを見きわめながら、老朽化した施

設の廃止や使用料を下げても、なお稼働率の低い施設の統廃合などを進めていくこと

といたしました。この見直しによりまして、平成２９年度と平成３０年度を比較いた

しますと、利用者数はほぼ同じでありましたが、施設の使用料につきましては、１１

５万６ ,０００円で、約３割の減額となってきたところであります。 

 現在、行政改革推進本部の事務局の素案によりまして、稼働率の低い１８の施設を

統廃合検討の対象として選定をして、今後、管理する担当部局と協議の上、議会並び

に町民の皆様の御理解をいただいた上で、令和３年度から順次、統廃合を実施する考

えで準備に入りたいと考えております。 

 また、御質問にあります使用料の見直しにつきましては、社会経済情勢の著しい変

化があった場合に見直すこととしておりますことから、普通交付税が減少し続けてい

る現状に鑑み、見直しの検討に着手をしてまいりたいと考えております。 

 補助金の見直しにつきましては、先ほど柏崎議員の御質問にも答弁をさせていただ

きましたが、１２８件の補助金について、公益性と的確性が客観的に認められるかの

検証の確認を行ってきました。 

 具体的には、町が本来実施すべき事業を代行していただいている団体を除きまして、

運営基盤が脆弱な初期段階において、団体が自立するまでの一定期間について、補助

が行われるべきものとの考え方から、終期の設定を行ったり、また、事業の必要性、

目的が明確にされ、補助金額が目的の達成のために必要な金額の積み上げ、かつ、不

公平が生じないかなどの見直し方針によって評価を行いました。 

 評価の結果につきましては、見直し、減少、廃止、統合すべきと評価したものは、

４２件となったところであります。今後は、各団体とも協議を行う中で、次年度中の

予算に反映をさせていくもの、また、次年度以降に見直し、廃止していくもの等はあ

ると考えておりますが、財政状況を鑑みながら前例踏襲ではなくて、仮に補助金が新

たに新設された場合に、交付決定をする内容の事業もあるか、また、支出した補助金

が町民の皆様の幸せや、満足度が得られる効果や、成果を発揮し得る事業であるかど

うかを念頭におきながら、抜本的な見直しを図ってまいりたいと思います。 
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 ３問目の利用していない町有地、施設の考え方についての質問でありますが、利用

していない町有地につきましては、現在のところ隣接地を所有されている方々の希望

に応じて、この売却をしている状況でもあります。今後とも隣接地の所有者へのあっ

せんなどを実施しながら、遊休地の売り払いを積極的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 また、未利用施設の維持管理方法につきましては、現在、行政改革推進本部で協議

をされておりますので、施設の統廃合とあわせて廃止、また利活用の検討をしてまい

りたいと考えております。 

 ４問目の御質問でありますが、本定例会の冒頭で行政報告しました令和２年度の予

算編成方針におきまして、一般会計の財政規模の見込みについては、７４億円程度と

報告をさせていただきましたが、これは当初予算の予算規模ではなくて、現時点にお

いての令和元年度の決算見込み額を基礎に、総務省の令和２年度の地方財政収支の仮

試算と、本町の総合計画、実施計画に基づいたこれで推計いたしました財政規模、い

わゆる令和２年度の最終的な決算規模を推計したものであります。 

 議員の御質問のとおり、当初規模の予算につきましては、近年の状況を見ましても

特別な大型事業を除きますと、おおよそ６６億円台から６７億円台の程度で推移して

いるところでありまして、今後は財政調整基金の残高の減少を踏まえながら、これま

でと同様の基金に依存した予算編成が困難な状況であることを鑑みながら、６５億円

程度を限度とした予算編成とすることが、必要であるというふうに考えております。 

 このことからも前段で申し上げましたとおり、歳出全般にわたる徹底した行財政改

革の取り組み、従前から進めてきました経常経費の徹底した削減、緊急度、優先度を

踏まえた事業の取捨選択に努めていくつもりであります。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午前１０時５７分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） それでは、再質問をいたします。細目方式でございますので、

１点ごと進めてまいりたいと思います。 

 まず１点目でございますが、特別職、一般職、定数外の関係でございます。 

 先ほどの御答弁の中で、平成１７年なりに削減しているので、現段階ではというよ

うな町長の御答弁ありました。財政状況がよければ、条例どおり戻しても構わないと

かいろいろございますでしょうが、ほかの議員の方々の質問もありましたとおり、本

町においての財政は財政調整基金が、もう７億円しかないという状況の中でですね、

当然、町民の皆さんに御負担をいただく、これは使用料だとかその辺に伴わず、介護
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保険料等々にも相当影響していることになると思います。これは町民の皆さんに御負

担をいただく前に、町長、特別職の方々もちろんですが、職員の方々もやはり襟を正

すところはただしていくのが筋だと思います。 

 細かい再質問させていただきますと、町長の給料は減額、現在７４万７ ,０００円で

ございます。これは十勝管内で、帯広市を除きまして音更町の８５万９ ,０００円、一

番最後といいますか、一番安いところは広尾町の６６万７ ,０００円でございます。本

別町は、こういうものに順番をつけるのはいかがかと思いますが、実質６番目という

ことになろうかと思います。幕別、芽室、新得、士幌ということになってございます。 

 それと、職員の方々のラスパイレス指数です。これは国家公務員に対して１００と

して、何ぼかということでございますが、ことしの８月４日のマスコミ報道によりま

すと、本別町は９６ .６でございます。昨年は９５ .６でございます。国の部分から、

１００に届いていないからいいのではないかというお話もありますが、町長のお手元

にもありますとおり、今月、１２月号の月刊誌これによりますと、全道１７９これは

市も村も入った中ですが、本別町の職員の方の全支給額が、全道で４４番目でござい

ます。１７９のうちの４４番目でございます。５９７万円ほどの支給額があるという

内容になってございます。この辺のことがマスコミ等々に出ていて、町民の皆さんに

だけ御負担をいただくというのは、ちょっと理が合わないのかなという気がいたしま

す。 

 それと、定数外職員、先般の臨時議会で条例改正しまして、来年の４月から国のい

う今の定数外職員の皆様の待遇やらを変えていくと、それは大変結構なことでござい

ますけれども、今現在、定数外職員の方の人数が、２２４名というふうに聞いてござ

います。何名か違えば訂正していただいて結構ですが、その中で職員数、正職員の数

２２３名、１名しか違わないということです。それで全科目の賃金額、これは定数外

職員の方にお支払いしている分が概略で申しますと、約４億１ ,０００万円の支給でご

ざいます。これは決算委員会等々でも、相当議論させていただきましたが、このよう

な中身になっていて、１点目の給料なり賃金の見直しを一つも行わないで、新年度予

算に向けた使用料だとか、町民の皆さんに負担をしていくというのは、極めていかが

なものかと思いますが、その辺の見解をお伺いします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 第１問目の給料削減の御質問でありますが、ラスパイレス指数

の数字も出していただきましたけれども、以前にも月刊誌の報道のやつを見せていた

だいたことあるのですが、これどこを標準にして掲載しているのかというのは、非常

にわかりづらいというか、例えば十勝管内でもかなりラスパイレスも含めて、職員全

体の給料体系というのが、低いほうにずっとなっているのですが、それでこの計算で

いくと、全道４４番目ということですから、これがちょっと、月刊誌をつくっている

会社に聞かなければなりませんけれども、ただ、正しい計算方式がちゃんとなされて
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いるだろうというふうには思うのだけれども、でもこのことがひとり歩きしてしまう

と、いかにも高額な給与を手にしているみたいなことになってしまうので、これは余

り私どもは参考にできないのかなというふうに思います。 

 ただ、御質問ありましたように、毎回ラスパイレスの御質問ありますけれども、去

年とことしは１パーセント、ラスパイレスが上がりましたけれども、それは給与改定

の中で上がりました。でも、その中で職員が、かなり十勝の中でもずっと今、始まっ

たことでないと言えばそれまでかもしれませんが、そういう厳しい中で、中には独自

削減も、議員も現職のときにその一人だったと思うのですけれども、独自削減まで職

員にもしていただきながら、本当に危機的な状況を乗り越えてきたということであり

ますから、そのようなことが起きないように、今、この御質問の中にもありますよう

に、歳入に見合った歳出をしっかりと予算に反映しながら、公共料金の見直しについ

ては、これはただ単に見直すというだけでなくて、長い間本当に頑張って、公共料金

をなるべく負担を大きくしないようにということで、努力した結果でありまして、そ

の中でもこういう諸情勢ですから、それぞれのいろいろな経費も上がってきて、そし

てまた消費税の部分もいろいろ変わってきながら、そういう経済環境が変わったとい

う中では、見直すところは見直していかなければならないなと。 

 逆に、よかれと思って長い間、本当に公共料金をずっと据え置きにしてきたときに、

いよいよこれは施設も古くなって、また、その更新するなどなど含めたときに、その

値上げということの見直しになると、割と高額な見直しになりかねないということの

反省を含めて、適切な状況においてはその施設の運営などなど含めても、やっぱりそ

れぞれ受益者負担という形の中で適正な負担額を決めて、適度な改正をしていくこと

が必要でないかという、そういう立場に立っておりますので、そういう面では財政が

厳しくて、平成１４年ころから始まったごみの収集から施設の利用も全て町民負担を

強いていくという、お願いするというような状況であれば、それは議員の質問のとお

り、みずからその辺を、身を削りながら町民の皆さんと一緒にということであります

けれども、今、そのようなことにならないように、しっかりとこの財政運営をしてい

くということでありますので、そのことも含めて第１問目は、答弁をさせていただき

たいなというふうに思います。 

 もう１度言いますけれども、それぞれ国の定められたこの財政規模の中で、それぞ

れ基金も財政規模の２割ということも含めてあります。これらを含めて、何度か答弁

しておりますが、財調のものにつきましては８億円を維持しながら、これからの財政

運営をしていくと、このように答弁をさせていただきますので、そのような国の基準

に沿った中で、本町の財政を安定した財政の運営に努めていきたいと、こう思ってい

ますのでよろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長から御答弁いただきましたが、要は、私が言った月刊誌の
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話は、余り当てにならないのだということのお話と、これから財政状況が予算を組ん

でみて組めなくなるというか、言葉悪いですけれども、そうなってきたときには、対

応するというような話かと思います。 

 私がお話ししているのは、結果的にそうしなければ太刀打ちいかないような状況だ

というふうに考えておりますので、現段階から町長が率先して、クリスマス過ぎには

各担当課から、総務課の財政担当に予算が上がることになっているはずなのです。そ

れは予算編成会議でも、それは述べていると思いますが、先ほどの質問もありました

とおり、町長の強い指示でこれだけの額しかないということになれば、当然、担当課

のほうで人件費をどうするということも出てくると思うのです。これは職員だけ負担

をかけるのではなくて、当然、トップたる者が、その範を示すのが当たり前だと思っ

ています。 

 それと、４億数千万円の賃金が歳出で計上されていると、決算委員会でもありまし

た。これの２２０数名の定数外の職員の方々、これはどのような考え方しているのか、

これから予算組んでみないとわからないなんていう、そういうお話には当然ならない

と思うのですが、もう方針としては決まっていると思うのですね。その辺をどのよう

に考えているのかということと、町長の御答弁では１度１７年に下げているから、自

分の給料も含めて、財政状況見た中で対応するということでありますけれども、私に

お話させていただければ、余りにも悠長なことでないかなと思っております。 

 したがいまして、この点について、定数外職員の関係、もう少し細かくということ

と、職員の方々のラスパイレスが９６台だからいいのだではなくて、御自身の給料も

含めて予算編成をしていく上で、どのようにお考えになるかという具体的なお言葉で

御答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 前後するかもしれませんけれども、職員の給与が９６.５パーセ

ントだから、いいということではありません。比較は、その月刊誌との比較で、国の

定められたラスパイレス指数は９６.５ですか、ですけれども、その月刊誌に載った分

の全道で４４番の高額の給料みたいなことには、私は、それは必ずしも当てはまるよ

うな状況でありませんから、そのことについて答弁申し上げたところであります。 

 財政規模、私も町長に就任させていただいてから、財政調整基金は６億円を超えた

ことは最初ありませんでした。こういう中での財政運用でしたから、毎年大変な思い

で財政の予算査定をやってきたと、そういう経過であります。時には予算の積み上げ

ていくと、予算の規模からすると、予定額よりも１０億円も８億円も７億円もふえた

時代もあって、それを調整するのに大変な苦労したと、そういう歴史もありましたけ

れども、今、私どもがやっている、思っているのは、そういう歴史も踏まえて、本別

の適正な財政規模、人口にも合わせた財政規模は、この程度だということを含めて職

員の皆様に示しながら、本当に残念でしたけれども、今までは約３億円、基金から積
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みおろして、それで予算を組んで、その後、年度末までに３分の２とかそのぐらいを

積み戻しができると、そういう予算でやりくりをしました。 

 残念ながら今回は、病院の一時借入金の問題もあって、特に３億円拠出しようと、

そういうことも含めてそこがどんといきましたから、１０億円を割ってしまったとい

うことでありますから、そういう財政の今までの運用の仕方をすると、町民皆さんに

財政が厳しいから、今、負担を強いるとかというそういうところの状況には、私ども

はまだまだしたくありませんし、そういうことでなくて、職員も答えたように、財調

はせめて８億円はしっかりと財政規模の中で確保しながら、毎年、予算のやりくりを

していくと。こういうことで方針を持ってやっておりますので、御質問のように、町

民に負担強いるのだから、特別職も職員も身を削ってやるべきだということでありま

すけれども、私どもは今、現時点ではそのような状況ではありませんので、独自削減

という考え方には至っていないということでありますので、申し上げておきたいと存

じます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは私のほうから、定数外職員の考え方について答弁

をさせていただきます。 

 先ほどの柏崎議員の答弁の中にもございましたけれども、定数外職員、４月から会

計年度任用職員に移行いたしますけれども、その予算の考え方につきましては、事務

事業の適正化ですとか、統合配置、そういったものを踏まえて、いま一度しっかりと

必要人数、人員配置については再度検証、検討するということと、業務内容や重要性

などそういったものをしっかり考慮した上で、勤務形態ですね、フルタイムなのかパー

トタイムなのか含めてですけれども、そういったものをしっかり柔軟に検討するよう

にということで、指示を行ってまいりました。 

 今、予算要求に当たっては、各担当課と総務課の担当のほうで、個別調整も行いな

がら進めております。具体的には、予算要求が上がってきた時点で、その辺はしっか

りと検証しながら、予算計上していきたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長の細かく時間のかかった御答弁いただきましたが、端的に

申しますと、この後にも最後のほうで予算の関係も質問いたしますけれども、基金を

積み戻すとかそういうお話は、この段階では私はしておりません。後でするかもしれ

ませんが、今、お話させていただいているのは、月刊誌がどういう書き方をしようと、

町民の皆さんに誤解を招いては困るので、きちっとした形でラスパイレスが９６、１

００行っていないからいいのだよだけでなくて、おっしゃっていることもわかります

けれども、御自身の給料を、どのような考え方しているのですかという聞き方をさせ
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ていただいています。その辺を明快に御答弁いただくということと、定数外職員云々

については、今、担当のほうから説明ありましたけれども、予算編成ある程度煮詰まっ

た段階で、当然、当然ですけれども、マスコミ発表の前に議員等々にも報告があると

思いますけれども、町民の皆様にどのように周知していくのか、この段階ではなかっ

たのですが、その辺の確認をさせていただきたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） どのような考え方かというのですけれども、先ほど一番先に答

弁をさせていただきました。財政危機のときから３度にわたって、それぞれ特別職含

めて給与の削減をして、それはそのまま据え置きということにしておりますから、そ

れはそういうことも含めて、決して１回も復元したわけでありませんので、それは引

き続き給与削減という形の中で、それはこれからも取り進めていくことになろうと、

こう思います。 

 あと、今、御質問ありましたように、それぞれどのようにそれらを含めて、どう考

えているかということでありますけれども、誤解のないようにということであります

けれども、誤解のないようにしてほしいのは、本当にもってそのとおりでありまして、

これはどういう計算でどうなったかというのは、それはここで議論することでありま

せんから、あれですけれども、あくまでも町民の皆さんにお知らせをしていかなけれ

ばならないのは、国の基準であるそれぞれ職員の基準をしっかりとお知らせするとい

うことも大事であります。 

 また、予算についてのこれをどう周知するのかということでありますが、予算はも

ちろんこの予算を積み上げて、予算を確定した場合については、これはもちろん一番

先に議会にちゃんと皆さんにはお諮りして、議会でそれぞれ議論していただいて、承

認いただくということでありますから、その後、議会の中での予算がしっかりとでき

上がれば、いつものように広報紙で、ことしの予算の台所ということも含めて、タイ

トルは別かもしれませんが、どのようにどういうところにどういうような配分をされ

たかというのは、それは細かく広報の中で、全家庭にお知らせをするということにさ

せていただくというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） １点目につきましては終わりまして、次、２点目に移ります。 

 町民の皆さんに御負担いただている使用料と補助金の関係でございます。 

 この件につきましては、先ほど申しましたように、前段で柏崎議員が質問しており

ますし、答弁もいただいているところでございます。１点だけお話させていただきま

すと、補助金、先ほどとかぶるかもしれませんが、数が相当あって、４億数千万円と

いうことになっているかと思うのですね。これ数字違っていたら言ってください。い

つの時期かということで、訂正していただいて構いませんが、必要だから今は出した
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のだということのようですが、町民の皆さんに補助金出すということは、非常にまち

のことで活動していただいた方々には、必要だということで認識してございますが、

この辺で削減していくに当たって、事務事業等々にもかかわってくることでございま

すが、４億数千万円を全部削ってしまえと、半分にしてしまえと、そういう乱暴な言

い方ではございません。それなりのシステムがあって、それなりのプロセスがあって、

こういうふうにしたのだよということですから、当然、町民の皆さんと関係団体の方々

と協議を進めていった上での予算編成をすると思うのですが、その辺の考え方の一旦

をお聞かせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 補助金の部分については、今、議員の御質問に答弁、先ほど柏

崎議員の質問にも答弁しましたけれども、１２８件の補助金について公益性だとか、

また的確性が客観的に認められるかという検証、確認を行ってきたところでありまし

て、具体的に申し上げたのは、本来、町が実施すべき事業、これはこれを代行してい

ただいている団体、これを除いて運営基盤が脆弱な初期段階において、団体が自立す

るまでの一定期間について、補助が行われるべきであるというふうに考えておりまし

て、これはその中でも年数ですね、終期を設定をすることを一つと、また事業の必要

性、また目的が明確にされ、補助金額の目的達成のために必要な金額の積み重ね、こ

れを行いながら、不公平が生じていないかなど見直しについて評価をしてきたところ

であります。 

 この評価につきましては、見直しと減少と廃止と統合、四つ、これを設定した中で

それぞれこの評価を行ってきて、そのものについては４２件がその対象となったとこ

ろでありまして、これらについても今後とも各団体とも協議を行う中で、新年度の予

算に反映させていくもの、また新年度で結論が出なくて、次年度以降に見直していく

ものなど含めて、今後の財政状況を見ながら前例踏襲だけでなくて、この補助金が新

たに申請された場合に交付する内容も含めて、支出した補助金がそれぞれ団体や町民

の皆さんの暮らしの中で、満足感が得られるような効果だとか、成果を発揮する事業

であるということを念頭におきながら、抜本的な見直しを行っていくということにし

ておりますので、そのように実施をしていきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長の意気込みといいますか、抜本的には、これは財政状況見

れば当たり前なことであって、ただ、何年も何十年近くも補助金で活動していただい

ている町民の皆さんには、どういう形で、行政の専門用語の終期設定だとかそういう

ことわかるのですが、そうではなくて町民の皆さん本意に立った目線で説明に入るか、

入らないか、どういうお考えなのですかということをお聞きしているのです。その辺

を再度。 



－ 23 － 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 必要として長い間、また一定の期間を頑張っていただいたそう

いう団体ですから、これは御質問のとおり、これを見直す段階においては、先ほど言っ

た４項目の見直しありますけれども、それぞれについては本当に丁寧な説明をしなが

ら、なおかつ理解もいただきながら、それぞれ予算に反映できるようなそういう、こ

れからの補助金のあり方について実施をしていくと、こういうことにさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 続きまして、３点目に入りたいと思いますが、３点目でござい

ます。これは使っていない施設の関係等々になろうかと思いますが、何回か質問させ

ていただいてございます。土地の関係では、一番町民の人たちが気にしているといい

ますか、ふるさと銀河線の跡地だとか、例えば旧学校の用地だとか、先ほども答弁で

ありました隣接が云々というのがありました。この辺も行政改革を進めるに当たって、

町民の皆さんの代表である推進委員会の方々に話ししていると思うのですが、町広報

等々も通じて、そういう形で今の行政の進め方、不要とは申しませんけれども、使わ

なくなった町有財産をどうするのかということも周知していくのが、私は筋だと思い

ますし、額が大きい小さいでなくて、そういう考え方を町民の皆様にお示しした中で、

いろいろな部分で入っていくのが現実的な話であり、町民の皆様も安心できる部分か

と思います。 

 したがいまして、今、例に挙げさせていただきました銀河線の用地については、ど

の辺まで一定終了したのか、終了していないのか、また学校用地についてはどのよう

な形になっているのか。これは最近、統合したとかでなくて古くから、本別には二十

数校、小学校、分校も含めてあったはずです。その辺の土地もどのようになっている

か、今、調べていないのであれば、何かの機会で報告いただいても結構ですが、その

考え方としてどのようにするのか、お知らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也） 私のほうからは、大住議員の御質問にありました銀河

線跡地の関係について、お答えさせていただきたいと思います。 

 銀河線用地につきましては、これまで鉄道跡地の有効利用を図っていただくため、

基本的には足寄の町境から池田の町境まで、それぞれ延長がある中で、やはり隣接さ

れた方が一番利用しやすいという現状に鑑みまして、これまでそれぞれ仙美里地区、

勇足地区等を中心に、譲渡してきた経過がございます。 

 譲渡のほうにつきましては、この間、平成１９年、銀河線ちほく高原鉄道から譲渡

を受けて以降、それぞれ用地確定測量等経まして、それぞれ売買のほう進めてきてお

りまして、この部分につきましては、隣接する部分についての譲渡可能な用地につい

ては全て終了したというところで、担当としては認識してございます。 
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 ただ、大住議員、先ほどの御質問の中にありましたとおり、当然、１回それぞれ要

望を聞いた中で譲渡は終わっておりますけれども、譲渡、完全に終わってから数年経

過している経過もございますので、場合によってはまた状況が変わっているですとか、

そういったこともあり得ることは、否定できないということと思いますので、例えば

また新たな需要が出てくる、あるいはそういったものがないのかどうかということも

結果的には、また新たな売却につながるということもあり得るかと思いますので、今

後その辺のやり方については、まだちょっとどうするかというのは、今、御質問いた

だいたばかりですので、特定した考え方ではありませんけれども、そういったところ

を取り組むべきということの御提言をいただいておりますので、そういったものにつ

いて今後、方策として新たな歳入の手法となり得るわけですから、そういったものに

ついて検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田 収） 私のほうから、以前の学校跡地の部分について説明させて

いただきます。 

 今は、地域集会所となっていると思います。ここは以前、小学校、中学校があった

ところを地域の皆さんの御理解と思いを持って、閉校をさせていただいております。

その跡地につきましては、やはり地域の方の考え等を重要視いたしまして、やはり公

民館として残して、自分たちで旧学校のところで何かのイベント等をしたいと、そう

いうふうな気持ちがありました。そういう形で残してきております。その間、公民館

が古くなって雨漏りするだとか、老朽化になりまして、今、地域集会所という形で各

地区に改築、改修をして、設置をしている経過がありました。 

 やはり地域が必要としている施設ということでありますので、地域に必ず運営委員

会というのがありますので、その方たちの意見を聞きながら、維持管理をしておりま

す。もし、地域の方が使わなくなったとか、もう使う人がいなくなったので町に返還

をしたいだとか、そういうふうな意見になったときは、再度こういうふうな検討をし

ていくことになるかと思いますけれども、今のところは地域からは、まだ使わせてい

ただきたいということがありますので、そういう形で今、考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） それでは最後になりましたが、４点目でございます。予算の規

模ということで答弁いただいてございます。 

 通告書にも書いてありますけれども、先ほどの御答弁でもありました。規模という

役所的な考えでいきますと、７４億円なのでしょうけれども、我々から考えると、ど

う転んでも財政調整基金がもう７億円切ってくるかこないか、それで人件費もこのま
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まいけば相当なものになる。補助金、使用料等々についても、ある程度現状維持で様

子見だとかという町長の御答弁、そのような状況の中で、昨年の当初予算ですら６９

億円何がしが当初予算ですよ、あくまでも。 

 私が申し上げたいのは、平成２８年には６７億円ちょこっと、２９年には６６億円

ということになっています。このぐらいの規模でも、まだ多いのかなという気はいた

します。先ほどの枠を設定してという国なり、大きな市はそういうことをやっており

ますけれども、そこまでやらないにしても大枠を行政報告等々で、決算で出てきた数

字かわかりませんけれども、町長の強い意志として６３億円程度ということで決めて

いくのなら６３億円、６５億円程度ということであれば６５億円ということで、予算

編成会議でそのような話をしたか定かではございませんけれども、そういう指針を町

長のほうから出していかないと、職員の方も困るのでしょうし、それぞれの方々が町

民の皆さんと接しているということになったときに、予算の規模すら、当初予算の規

模ですら雲をつかむような話では、全くお話にならないと思うのですね。それで予算

規模が出てから、自分たちの給料なりも決めていくようなお話であれば、ある意味本

末転倒の部分もあるので、この予算規模ということに関して、現段階で想定できる考

え得る部分、先ほどの答弁でありました６６億円ぐらいというふうに聞きましたけれ

ども、その辺をもう少し突っ込んで６０億円前半だとか、そのぐらいの規模で、それ

がきょうお話になったから全部コンクリートでいくというふうには、私も当然思って

いません。 

 ですから、その辺の指針として今このやりとりの中で、どの程度の規模を考えてい

るのか、３点目まで進めさせていただきましたが、それらも踏まえた中でこの予算規

模、当初予算の規模をどのように考えているのか、お知らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは私のほうから、財政規模７４億円の話をまず最初

説明させていただきます。 

 先ほど、答弁の中でもありましたけれども、今回、予算編成会議の中で示しました

７４億円というのは、本別町として１年間を通じた中で、これくらいの財政規模、簡

単に言いますと、決算規模は、この程度に見込めるだろうということでございます。 

 推計の根拠としておりますのが、例えば町税ですとここ数年の状況、あるいは地方

交付税でしたら総務省が今、出しておりました概算要求ですとか、そういった数字を

参考にしながら、そして３０年度決算見込みから、大体どれくらいの前年度繰越金が

出るかとか、そういったものを総体的に鑑みまして、最終的には７４億円規模になる

だろうというのが、予算編成会議で示した金額でございます。当初予算を編成してい

くに当たって、実際、例えば歳入に見合った歳出を考えていかなければなりませんの

で、その予算規模から含めて例えば、当初交付税がどの程度実際見込めるのだろうか

とか、そういったものを精査をしていきます。 



－ 26 － 

 そういったことを考えていった中で、先ほどもありました当初予算の規模として今

考えておりますのが、近年の当初予算規模が、大体６６億円から６７億円で推移をし

ております。今、地方交付税の状況等も見た中で令和２年度、本町の当初予算規模と

しては６５億円程度になるのではないかということで、今、推計をしておりまして、

そこをベースにしながら予算編成に当たっていくように、今、考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 財政担当の課長のほうから細かくありました。６５億円でもど

うなのかということあります。ただ、この場で、それがどうしたこうしたということ

は申し上げるつもりはございません。これから町長も答弁でいただいたように、いろ

いろな作業があると思います。改めまして、６５億円で税収の見込みが、年が変われ

ば出てくることになろうと思いますし、交付税も最終的に特別交付税の発表があって

から、普通交付税の額が想定されるであろうということから、６２億円がいいのか、

６５億円がいいのかということになろうと思います。それらを鑑みたときに、今まで

質問させていただいた中身を全部、使用料から始まって職員の皆さんの給料、特別職

の給料も含めて、町民の皆様に知らしめた中での編成をしていくか否かということを

お聞きしたいので、その辺の答弁を、どのようにお考えになっているか求めるもので

ございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） それぞれの料金の見直しなどを含めては、先ほどから答弁させ

ていただいていますように、見直し、継続、廃止、また統合など含めて、それぞれの

歴史や都合もありますから、それぞれの団体の、そこをしっかりと見ながら、所期の

目的が達成されたものについては、そういうところで年限というのですか、終期設定

をしながらということも含めて答弁させていただきました。 

 それらを合わせて、今後、予算に反映できるものについてはしっかり反映をさせて

いただきながら、そしてまあまあ継続をしなければならないものについては、これか

ら継続をしながら順次協議やまたそれぞれ推計含めて、これからそれぞれの団体にお

いての進め方を、これからともに協議をさせていただきながら、結果を出していくと

いうことにしたいと思います。それら含めて予算規模については、それぞれ今まで御

質問いただいたもの、反映できるものはしっかり反映させていただきながら、そして

また継続できるものは、町民皆さんの生活に直結した近い予算でありますから、その

ことを大事にしながら、町民皆さんに負担の強いることがないような予算をつくれる

ように、しっかり努力させていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 
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○６番（大住啓一） 前向きの答弁といいますか、いただきました。これらのことを

今、相当の時間をかけて議論させていただきました。３月の定例会は予算も入ってく

ることでございます。その前にプレス発表する前に当然議会には、後刻、相談がある

と思いますけれども、その前ぐらいに町民の皆さんに広報等を通じてこういう内容、

今、お話になった私が話させていただいた給料全て使用料等々も含めて、どのように

なったかということの周知はどのように考えているか、最後になろうと思いますが、

お知らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） あくまでも予算ですから、これは議会の審議を絶対していただ

かなければならないことですから、ここで決定されたものについては、確定したもの

については、先ほども答弁しましたけれども、つぶさに細かく町民の皆さんにお知ら

せをさせていただく、こういうことにしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 予算ですからという言葉が出れば、予算委員会でやればいいの

ですけれども、ただ、これだけの議論をさせていただいて、町民の皆さんもきょう傍

聴に来ている方もかなりおられます。年明けて、編成作業が始まったときに、こうい

う状況で令和２年の予算を持っていくのだよという考え方をお示しするのが、町民の

皆さんが主体となった行政の進め方でないかと思いますが、その辺どのようにお考え

になっているのか、再度お聞きいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 質問のいただいている趣旨はよく理解できますが、ただ、予算

をこれから積み上げて決定していくのには、相当の金額のというか、予算規模の差も

出てくるのかなというふうに思います。先ほど言いましたけれども、例年７億円だと

か、多いときは１０億円を超えるぐらいの予算要求があって、それを調整していくと

いう大変な作業もあるということでありますから、それだけ積極的な予算を各課から

上がってくるということも、また裏返しなのかと思いますけれども、そういうことも

含めて確定をしない部分については、余り住民に知らせるということにはなじまない

のかなと思いますが、大事なところはしっかりと決まったところ、そして方針がほと

んど確定したものについては、順次そういう中で大事な町民の暮らしにかかわること

ですから、そこは周知をできるところについては、していきたいなというふうに思い

ます。 

 以上であります。 

○６番（大住啓一） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、３番梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、議席番号３番梅村智秀による、通告済み２問につい
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て一般質問をとり行います。 

 なお、２問とも一問一答細目方式を採用選択ありということで進めさせていただき

ます。 

 まずもって傍聴者の皆様、足元の悪い中、議場３階まで足をお運びいただき、まち

のことを知ろう、まちのことを自分事にそうした姿勢については、とても頭の下がる

思いで心よりの感謝を申し上げます。 

 それでは１問目、町政まるごと見せて魅せる！諸会議の積極公開、お手元の通告書

３ページでございます。 

 質問事項、町政まるごと見せて魅せる！諸会議の積極公開。 

 質問要旨、町の諮問機関など、町政に重要な影響を及ぼす諸会議において、動画な

いしは音声、会議資料等の積極公開をすることにより、町民による町政への理解と関

心が高まり、町の発展に寄与することにつながる。現在までの対応と今後の方針につ

いて事実と所信をただす。 

 １、執行機関である町に設置される審議会等の各種会議は多くあり、町民がその存

在や目的、役割を正しく十分に把握するのも容易ではない。町政に大きな影響を及ぼ

す重要な議論も展開されており、一部については会議録とその資料等がホームページ

上などでの公開がなされているが、その数は極めて少なく、十分ではない。情報公開

のあり方を再検討し、再整備する必要がある。 

 ２、動画や音声による会議の公開は、会議録では伝えきれない発言のニュアンスや、

議論の雰囲気などをも伝える方法として有効である。また、視覚障がい等をお持ちの

方への福祉向上、インターネット操作環境にない方、高齢者等との新たな接点の芽生

え、そして主権者である町民の皆様に速やかに情報が伝わり、さらなる町政への参画

が期待されるため、速やかに実施に移す必要がある。 

 ３、ＯＣＴＶ、帯広シティーケーブルに委託または提携、ユーチューブ、無料動画

配信サービスなどを採用し、動画や音声の公開を行うことは、続く不祥事等をも含め

た町からの重要な報告も、つぶさに町民の知るところとなり、町政への信頼が高まる

ものである。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 梅村議員の町政まるごと見せて魅せる！諸会議の積極

公開の質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、１問目の会議の経過等を含む情報公開のあり方の再検討、再整備する必要の

関係の御質問でありますが、御質問のとおり、町に設置される審議会等につきまして

は、各分野にわたります政策の企画立案段階におきまして、内容の妥当性について審

議をしていただくほか、意見などをいただくことによって補正、補強し、熟度や完成

度を高めていくことを目的としています。 

 公開されています会議録や資料等の数が極めて少ないということでありますが、ま
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た、十分でないということでありますが、御指摘のこのことでありますけれども、基

本的には本別町情報公開条例の前文において、町政への諸活動について説明する責任

を果たし、その公開性を高め、まちづくりへ町民への参加を促進するとうたっており

ますので、公開になじまない会議などを除きまして、本条例の精神にのっとり会議録

や資料について、積極的な運用と公開に努めてまいるところであります。 

 次に、２問目でありますが、動画や音声による会議の公開についての御質問であり

ます。 

 御質問のとおり、視覚障がい等をお持ちの方への情報提供の方法としては、大変有

効な手法であるという認識は持っているところであります。また、こうした機会によっ

てインターネットとの新たな接点の芽生えに関しても、一定の理解はするところであ

りますが、一方で、インターネットによる公開とした場合、本町圏域のみならず、全

世界への不特定多数に向けた公開となることでありますので、公開後の２次利用やま

た悪用がないとは限らないために、各種会議における出席委員や傍聴されている方々

の個人情報保護について、検証する必要があるものと考えております。 

 また、動画や音声の公開に必要な収録や編集機材の整備、また新たに発生しますこ

とから、録画や編集作業に係るスタッフの配置、それから労力の負担なども考慮する

必要があるものと考えております。 

 したがいまして、動画だとか、エア音声による会議の公開につきましては、これは

懸念される事案について検証と検討を加えるとともに、それぞれの会議の委員の皆様

に意見を伺うなどをしてから、対応していかなければならないというふうに考えてお

ります。 

 次に、３点目であります。放送事業者ＯＣＴＶ、ユーチューブに委託、提携し、動

画や音声の公開を行うことでありますが、この質問につきましては、会議などの公開

に関しましては、２点目の御質問で今答弁させていただいたとおりでありまして、一

定の検討及び準備が必要となりますので、これらの課題が解決されることが優先とな

りますので、現状においては取り組みは難しいものと考えております。 

 ただ、重要な報告につきましては、町民の皆様への速やかなる報告が必要となる案

件に関しましては、別の問題となりますので、これとは分けて対応したいと存じます

ので、よろしく御理解を賜りますようにお願い申し上げて、答弁させていただきます。 

○議長（高橋利勝） 一般質問の途中でありますが、ここで暫時休憩をいたします。 

午前１１時５６分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、午前中に引き続きまして再開をいたします。 
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 改めましての再開でございますので、改めまして傍聴者の皆様に足をお運びいただ

きましたことについて、心よりの御礼を申し上げます。 

 それでは、１番項について再質問を行います。 

 町長からも御答弁いただいたとおり、法律や条例、規則、要綱などで定めるところ

により、多くの附属機関や関係団体等があり、また行政機関内部、つまりは町の内部

においても、さまざまな審議や協議など行われる会議等が、たくさんあるというとこ

ろでございます。 

 また、町が一定額以上の補助金を支出する団体、これらについても公開の努力を求

めることができる、このように定められているところでございます。つまりは、まち

づくり全般ですとか、病院や地域医療、高校ですとか、地域の交通、高齢者や障がい

者に関連するようなもの、役場内での審議や協議、ありとあらゆるものがいわゆる情

報公開というか、この対象となっているのかなと認識するところでございます。 

 もちろん大前提といたしまして、法令等の規定により非公開とされるもの、個人情

報が含まれるもの、こういったものは除かれるということは理解しているところでご

ざいますが、１番項のうちの１番目のお伺いでございますけれども、まず、この認識

についての誤り、この公開対象となる会議とか、そういったものについての認識の誤

りがないのかということの確認をさせていただきます。まちづくり全般に関するもの、

病院や地域医療、高校、地域の交通、高齢者や障がい者に関すること、役場内での審

議や協議、こうしたありとあらゆるものが対象となるのかなというところの確認でご

ざいます。こちらがまず１点目。 

 また、こちらも先ほど御答弁の中で情報公開条例、この前文まで御紹介いただきま

して、その他ホームページ内の情報公開制度の運用状況という欄にも、知る権利を最

大限に尊重、保障することにより町政への町民参加と信頼を確保し、開かれた町政の

確立を目的として情報公開制度があります。このようにもうたわれてございます。御

紹介いただきました条例の前文、こちらにも崇高なことが書かれてございます。こう

いったところから読み取るに、もちろんこれ見せたいというお考えでよろしいのです

よね。また、言いかえるならば、見せなければならないというところの認識でよろし

いのかどうかというところが、１番項の２番目のお伺いでございます。 

 また、御答弁いただきました中で、全世界に配信される、このようなこともありま

した。僕、とってもいいことだと思うのです。世界に発信ができるというところです

から、これはまさに積極的にやっていく必要があるというふうに考えるところでござ

います。懸念されるところとして、２次利用ですね、公開された動画の２次利用、ま

た第三者に権限を移譲していないにもかかわらず、利用されてしまうというところの

懸念も示されたところでございますけれども、私の見識のつたなさではあるのですけ

れども、私が把握している限り、行政が関連する会議の動画とか音声が２次利用され

た被害というのは、なかなか余り例がないのかなというところでございますけれども、
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こちらについて懸念されるような具体的な事例とか、どのようなイメージのことを懸

念されているのか、もしお考えがあるのであれば、御披瀝いただきたいというところ

でございます。 

 当然、この動画や音声等について町に、いわゆる著作物として町に、そうした権利

というものが発生するものでございましょうから、そういった意味での保護対象とい

うものになるというふうには考えるところでございます。もし事例等があるのであれ

ば、お示しいただきたいというところでございます。 

 全世界に配信されるのだと、全世界に不特定多数にということでございましたので、

私の考えるところでございますけれども、もし、まかり間違って世界の有名な芸能人

とか有名人、そうした方の目にとまって、本別町というものが十勝の本別から世界の

本別へと躍進する、そうした可能性にもつながっていくのではないのかなというとこ

ろでございます。 

 当然、こうした我々の議場でのやりとりもそうなのですけれども、誰に見られても

変わらない、変わってはいけないと。本会議場と、例えば小さな会議室等で話すこと

が変わるとか、そういったことはあってはならないわけですから、全世界の不特定多

数の方々に見られようとも、そうした姿勢は変わらず、行政として、公人として、変

わらない姿勢というもの、発言が変わらないというところは、そうあらなければなら

ないというふうに考えるところでございます。 

 先ほどの世界に、全世界に不特定多数に配信ということでございますが、言語の問

題もあるでしょうし、そうした世界的に何かしらかの問題になるということは、極め

て可能性の低い懸念であるというふうに認識するところでございます。当然、こうし

たところについては、しっかりと法的対応をとるというところ、また、それらの周知

をしっかりしていくというところで、払拭できる懸念ではないかなというふうに認識

するところでございます。 

 これは事例でございますけれども、例えばですけれども、都道府県議会等について

は、会議１００パーセント公開されております。これ行政とはまた違うものかもしれ

ませんけれども、やっぱりそういった動画の配信とかというものは、今、時代のスタ

ンダード、まさに今これから取り組もうということでは、ちょっと遅いのかなという

ふうに感じるところでもございます。そういったところがある中で、また町民の個人

情報等は十分に配慮していかなければいけない、これも当然のことでございます。 

 これも一例でございますけれども、地方公共団体等でこうした会議等を積極的に公

開している、そういったところについては、例えば出席委員の３分の２以上の賛成が

あれば非公開とするというようなルールを定めたりとか、顔は映さないとか、そうい

うようなルールを事前に策定するというところで、対処できるのかなというところの

事例もございます。 

 ただ、１点、町民の方といえども、中には公金の支出を受けるというような方、報
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酬であったりとか、費用弁償等を受ける方という方もいらっしゃると思いますので、

そういったものについては、一律保護というだけではなくて、やはり一定の責任は持っ

てもらうと、負っていただくという必要はあるというふうに考えるところでございま

す。 

 また、私の通告書の中で、十分な公開がなされていないよというところに際しての

御答弁でございますが、町長の御答弁にもありましたホームページ内ですとか、情報

公開条例の前文等にいろいろな理念や考え方、目的なんかがうたわれておりますけれ

ども、その目的の達成のために実態と理想の部分との乖離といいますか、どのような

差があるのかなというところ、こちらについてどのように認識をされているのかとい

うのが、１番項の３番目のお伺いでございます。掲げられている目的とか、そういっ

たものと実態、現状というものについての乖離、その差はいかようにあるというふう

な認識なのかについて、３点お伺いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） いろいろ可能性含めて質問をいただきました。逆に答えをいた

だいたのかという気もしないでもないですけれども、いずれにいたしましても諸会議

含めて、先ほども答弁させていただいたように、各種の委員もいますから、そこを私

どもがいろいろな今手法を凝らして、インターネットから含めて情報化だというけれ

ども、それぞれの会議、趣旨に基づいてはそこまではなじむようなことに、まだまだ

私どものところで検証もできていませんし、また各種委員になっていただいている皆

さん方にもそこら辺は、十分な理解をいただかなければできないことでありますので、

私ども行政のほうだけで検討して、どうこうするということでありませんので、そこ

はいろいろ御質問いただきましたけれども、私どもは先ほど言いましたように、これ

らに係る収録だとか、スタッフだとか、また編集する、また時間などなど含めたり、

いろいろな条件からいってもこのような部分については、世界に発信したら有名人も

見て、なんていういろいろな話もありましたけれども、当然、私どもの行政のそれぞ

れの審議過程含めて、まだそこまでは私どもとしては考えていませんので、その辺に

ついては御理解いただきたいと思っています。 

 また、いろいろ情報が十分でないとか、公開できないということありますが、十分

でないところなど含めて、まだまだそのような検証もできていませんが、私どもはで

きる限りの情報は、しっかりと公開をさせていただいているつもりでありますので、

その方式や媒体については、まだいろいろ議論があるかもしれませんが、まだまだ私

どもとしては現行のホームページや、また広報含めた媒体を通じてそれぞれ公開させ

ていただきながら、必要であれば特集を組んだり、それぞれの機関の機関紙なども活

用しながら、それぞれまちづくりの情報の公開をさせていただきたいということであ

ります。 

 総じて、一項目ずつではありませんが、総じてこの各種会議における出席委員の傍



－ 33 － 

聴、先ほど言いましたように、それから個人情報の保護いろいろ含めて、そこまでは

今、御質問いただけるようなレベルまで、私どもは考えていないということも含めて、

対応がしきれないような状況も含めて、先ほど答弁させていただきましたので、その

ようなことで対応をさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いをいたします。 

 ただいま御答弁いただいた中から言うと、いわゆる町民から委嘱等された委員等と

いうところを想定しての御答弁だと思うのですけれども、私、先ほども述べましたホー

ムページ内にある情報公開制度の運用状況のところに記されている部分ですとか、町

長みずから御披瀝いただきました情報公開条例の前文の部分でございますけれども、

こちらにうたわれている崇高な部分と、大きな乖離があるというふうに感じるところ

なのですけれども、この辺について改めてお伺いをするところでございます。 

 検証ができていないとか、十分でない、対応しきれていないとか、だったらこのう

たい何ですかという話になりませんか。条例やそういったホームページの中でのうた

いというものがありながら、十分ではない、対応しきれてはいない、検証できていな

い、これまるっきりできていないというあかしのことを、今、御答弁なされたという

ことになりますよね。この辺の、だから理念や目的としてうたわれている部分と実態

の乖離については、ではどのようにお考えなのですか、それでよしというようなお考

えなのでしょうか。 

 それと委員と、それは我々のような政治家、町長や我々議員のようないわゆる公人

とは違う、そこはやっぱり一線引く必要というのは、十分あると思うのです。ですか

ら、例えば先ほど一例として示させていただきました、事前にその会議や団体ごとに

伺いを立てて、どうだろうと。こういうような試みをやってみたいのだけれども、音

声の公開していいだろうか、顔は映さないから、肩から下とか足元だけでもいいから

撮影をさせてもらえないだろうかとか、そういうような打診をしてみることすらしな

いということなのですか。 

 私、冒頭述べたように多くの、私自身も議員として未熟なのでしょうけれども、町

にこうした会議とか、団体とか、どれほどあるのかというのが把握しきれないぐらい

あると思うのです。もう数十、１０、２０ではなくて数十の会議というものが、存在

するというふうに思っているところでございます。 

 実際、では現在の実態がどのようなのかというところですけれども、私の調査能力

とかそういったものが、至らないというところがあれば御指摘いただきたいところで

ございますが、例えばホームページ内にある各種会議という欄がございますけれども、

そちらの情報を見ると、各種会議に計上されているのがある、６件ですね。本別町地

域公共交通会議、本別町まち・ひと・しごと創生推進委員会、本別町総合教育会議、



－ 34 － 

本別町健康長寿のまちづくり会議、居住支援会議、障がい者自立支援協議会、こちら

だけは掲載があります。 

 この中でほとんどが概要だけが書かれているとか、一部の要綱だけが張りつけられ

ているとか、そういったレベルのものでございます。一番記載があるもので、本別町

地域公共交通会議で、最後の更新が平成２９年１月１２日、約３年ぐらい前の書面協

議のものですか、といったものが、資料が張られているというところでありまして、

検証できていないとか、そういうレベルにないのではないのかなというところなので

す。これも改めてのお伺いになりますけれども、その実態と目的や理念としていると

ころの乖離について、どのようにお考えなのかというところをしっかりとお答えを求

めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 先ほど申し上げましたように、今、前文のことを取り上げて御

質問いただいていますが、公開されています会議録だとか、資料の数が極めて少ない

ということでありますけれども、本別町の情報公開条例、この話さっきも前文しまし

た。前文について町政の諸活動、また、これの説明責任を果たす、その公開制を高め、

まちづくりへ町民の参加を促すというふうに、こういうことで前文をうたっています

から、これについてそれぞれ今御質問ありましたように、いろいろの審議会がありま

す。これは公開が順次できる審議会と、また公開になじまないそういう審議会もあり

ます。全部で総数３７ぐらいの審議会があるのですが、その中でできるものについて

は、例えば健康長寿まちづくり会議だとか、総合計画の策定審議会だとか、こういう

ものについては、公開できるものについてはしっかりと公開をさせていただいていま

すので、また、その中でも先ほど言いましたように、公開できるものについては可能

なものはしっかり公開をさせていただきながら、また、御質問にもありますように、

それぞれ審議会で委員がおられますから、委員だとか、また町民の皆さんがいる中で、

そこが公開になじまないというような部分含めては、それは公開をさせていただけな

いということであります。 

 先ほど、質問をいただいていましたように、この検証ができていないとかなんとい

うだけのそういう言葉尻の問題でなくて、これは検証ができるものとできないものと、

また公開ができるものとできないもの合わせてありますけれども、これだけのたくさ

んのものありますから、それはそれぞれ今まで一つ一つやる審議委員の皆さんに、こ

れは出していいかとかどうですかという話は、まだ具体的には大きくそれを公開につ

いてのお話は、しているということは全部ではありませんので、そこの辺についても

含めて、それを動画媒体含めて、インターネットなんかで公開したらどうだという、

そういう積極的な提案でありますけれども、そのことについては十分、個人情報も含

めて、何回も同じこと言いますけれども、また審議委員の皆さん方のそれぞれの了解

だとか、参加するその思いも含めてそこら辺の了解というか、御理解をいただけなけ
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れば、そのような公開の方法の機会が、なかなかできないということも含めてありま

すから、その辺については順次、これからの課題として取り組むべきは取り組んでい

くということにさせていただきたいというふうに思っています。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ちょっとそもそものところでの確認なのですけれども、これは

そもそも非公開ではないですよね、公開されるものですよね。こちらもうたい書きと

してあるのですけれども、非公開とすることができる情報は、最小限にとどめており

ますというふうにホームページにあるのです。当然ですから、会議の中で個人情報に

触れたり、いわゆる町政の執行に影響を及ぼす、そうした機微に触れるような部分に

ついては非公開とするということですが、そういったことが含まれるからと、全部非

公開にするとかということにはならないというふうな理解するところでございますが、

この辺のお考え、どういったところのお考えをお持ちなのか。まず、これそもそもは

公開するものですよと、それを僕は公開するものですから、総務課の窓口に行って情

報公開請求をすれば、会議録と個人情報等に墨消しとかがされたものが交付されると、

作成されている会議録等については交付される。 

 つまりは請求があれば、公開しますよということですよね。ただ、それをもう少し

皆さんの目に触れるように公開、だからつまりは動画の配信や音声の配信、またそう

いったものを積極的にホームページに、紙ベースのものも含めて張りつけていくとい

うことをしなければならないし、するとうたっているのではないですかということを

お伺いしているのですよ。まず、そこの認識について改めて確認をさせていただきた

い、こちらについての御答弁を求めるものでございます。 

 続きまして、今、町長から御答弁あったとおり、総合計画の部分でございます。私、

ホームページ拝見する中で、こちらはしっかりしているなというふうに感じたものが、

いわゆる直近のものでございますけれども、政策と計画というところにある第７次の

本別町総合計画の策定についてでございます。こちらについては、それぞれのアンケー

ト結果とか、諮問書、委員名簿、資料、関係条例、会議録、こちらも７枚に及ぶもの、

発言者の氏名等もついてというのが公開されている、これが本来だということを私申

し上げているのです。ほかでなぜそれができないのかというところ、ではこの総合計

画の策定の会議とその他、先ほどおっしゃられた３７の審議会ですか、この審議会で

どういう差があるのですか。その他についても、審議会では３７かもしれませんけれ

ども、その他、役場内にあります審議会とか、協議や審議が行われている、そうした

ものもあるものですから、３７にいろいろ積み重ねられていくというところですよね。 

 こちらについて、まず、音声、動画に至る前の部分だと思いますけれども、最低で

もこうした流れというか、決まったことだけとか、概要だけではなくて、こういう人

たちの中でこういう議論がされて、こういう資料をもとに議論がなされてきたのだと

いうことが読み取れるように、それを町民に広く公開していく必要があるというとこ
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ろでございます。第７次総合計画の、こちらは今の現時点、今の現時点という意味で

いうと、僕は評価に値するものだし、本来、こうなければいけないものだというふう

に認識してするところでございますが、その他の審議会等といかような違いがあるの

か、どのように違いがあるのかというところについて、具体的に明らかにしていただ

きたいと、こちらについて御答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 総合計画の部分については、大変お褒めをいただいてありがと

うございます。私が今答弁しているのは、情報公開はするかしないかの、情報公開す

ることは当たり前のことですから、情報公開します。ただ、その方法として今御質問

のように、動画だとか音声でやるという部分については、それは何回も言いますけれ

ども、審議委員の皆様もいますし、また傍聴者もいますし、町民の方もいます。ただ、

そこが動画だとか音声で、本当にそれを発信していいのかということも、それについ

ては今までも、この部分については先ほど言いましたけれども、これについては請求

だとか、そういう話もまだ私どももしていませんし、そういうことが求められたこと、

今までありません。 

 そういう面では、先ほど何回も答弁しましたけれども、それを準備するためには、

例えば２時間の会議を全部編集して、それを動画にするといったら、それは２時間が

何時間になるか、また、そのスタッフもいるし、いろいろなことも出てくる。そうい

う物理的なものや人的なものや、それからいろいろの経費の問題、そして先ほどから

何回も言っているけれども、それぞれ審議をいただいている審議委員の皆さんの個人

情報だとか保護だとか、そういうものにかかわってくるものですから、それは議員が

質問して、これはいいことだからやれやれということかもしれませんが、そのことは

ありがたく受けとめますけれども、それだからといって私どもの役場のほうから、そ

れをすぐいいことだから、それをすぐやりますということになりませんということを

言っているのですよ。 

 ただし、情報は公開しますから、情報公開、よくやられているから知っていると思

うのですけれども、情報公開は請求があればちゃんとやる、情報は請求しますから、

隠しているものとか、非公開では決してありません。ただ、そこになじむものとか、

なじまないものがあります。動画だとか、音声にしたら、だからそのものについては、

まだまだ私どもはそういうところのレベルには、至っていないということをお話させ

ていただいたところですから、それを私どもがレベルに行っていないということは、

そのレベルといったら言い方悪いかもしれませんが、そこまでのそれぞれ審議会委員

の中の委員の皆様方と協議だとか、それから何回も言いますけれども、会議の中身の

発言などなど含めて、それはいろいろな内容によっては支障も出るだろうと。そのこ

とがまたいろいろなところでの配信されることによって、また誤解を招いたり、それ

が問題になるのだなということについては、避けなければならないなということの中
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で、これは勝手な邪推か心配事なのかもしれませんが、まだまだそこまでの状況には

至っていないということも含めて、これまで答弁させていただきました。 

 もう１度言いますけれども、情報は公開するということは、私どもは原則でありま

すから、公開します。ただし、方法論については、きちっとそれはまだできるものと、

まだやっていない部分とあるということを含めて理解してください。そして、できる

情報公開の方法論として、情報公開制度だとか、閲覧だとか含めて、そういうものに

ついてはきちっといつでも公開できるようになります。ただ、すぐ情報公開できるよ

うな会議の状況と、また時間を要するような状況とも、たくさんあるということ。そ

れはどれだけのものがあるのかというと、全部審議会でやりませんけれども、それら

含めると３７ぐらいの項目のそれぞれの、そういう情報公開に値するようなふうにな

ります。そういう中で一つ、健康長寿まちづくり会議だとか、その経過については、

即時、情報公開をできるような体制をとっているということを含めてお話させていた

だいて、それを見ていただいたということでありますから、その辺については、ぜひ

御理解をいただければなというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 基本は、やはり公開なのだよと、非公開にしているわけではな

いよと、ただ、その方法だというお話でございました。あわせて、そのレベルに至っ

ていないとか、御表現がどうかということはさておき、今、十分ではないとか、その

レベルに今の時点では至っていないというような趣旨の御答弁もいただいたところで

ございます。 

 ということは、それも私ども即座に全部を、動画や音声上げていけというお話でも

ないわけで、それらは仮にレベルに至っていない、十分ではないけれども、御認識は

おありなのであれば、当然、情報公開条例にうたわれている、前文にうたわれている

理念ですとか、目的、そういったところから鑑みても、やはりこれは検討していかな

ければいけない。また、その審議会等も多々ある、多数あるということであれば、そ

れらに打診をしていく。それはやっぱり聞いてみないとわからないですし、当然、町

民の方、そういったものに参画していただける町民の方というのは、特に意識が高かっ

たり、まちづくりに対する思いがある方というふうに私自身も認識しておりますので、

その自分たちの参画や発言がまちのために生きるということであれば、ぜひという方

もいらっしゃるというふうに私自身は、自身の政治活動の中では把握をしているとこ

ろでございますので、そういったところの打診、御答弁の中に検証や検討ということ

も、一番最初の御答弁でいただいたところでございますが、そうしたところの不十分

さ、至らなさというところを埋めるために、検証や検討そういったものの打診という

ことをしていくようなお考えがあるのか否かについて。即座に、それを実行に移して

くれということではないというところは、御理解いただいた上で御答弁を求めます。 
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○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 不十分だとかと、いろいろな見解はあるでしょうけれども、私

どもが先ほどから答弁しているのは、情報公開は原則ですよと、公開しますよと。た

だ、方法論について、わかりやすくは相手のいることですから、役場だけで決めれる

ことではないということをお話させていただきます。でも、そのことがこれからも必

要だということは、私どももそれは認識は持っているつもりであります。ただ、それ

するのにたとえ話ですけれども、２時間の会議やった、会議やって、それを全部編集

して記録に残す、また動画に残す、音声に残すといったら、相当の時間数も必要だ、

例えばですよ。そういうことも含めてありますから、それをやるのは、それぞれの条

件等の環境を整えなければならないということ含めてあります。 

 それで１番は、審議をいただいている各種委員の皆さん方に、こういうことがこれ

からどうでしょうということを含めて、それぞれ御相談、協議をさせていただいて、

物によってはそれだったら、そういったことだったら自由な意見も、自由な意見とい

うか、議論も出ない、そのことが動画だとか音声もし出るとなったら、それだったら

とても参加できないよねということになるのかもしれませんし、逆にそういうこと

だったら、積極的に自分を発言しようという人いるかもしれません。ただ、そういう

ところのきちんとしたルールづくりしながら、それを進めていかなければ、今、質問

されたから、そうですねと、いや私もそう思っているから積極的にやりますというこ

とでは、なかなかスムーズにはいかないということ含めて、そこは理解いただきたい

なと思っています。 

 そのためにも、やるかやらないかも含めてありますけれども、やれるような環境を

どうつくるか、そのことについてそれぞれ各委員、可能な委員会という先ほど言いま

した、情報公開可能な委員会というのもありましたけれども、なじむなじまないもあ

りますけれども、それ含めて委員の皆さん方含めて、それぞれ協議をさせていただき

ながら、方向性、そしてやる上でのルールをしっかりと確立して、これを取り扱って

いきたいなと、こう思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは１番項終わりまして、２番項に移らせていただきます。 

 ただいま方法論等についてのお考えを示されたところで、打診というか、ルールづ

くりとかそういったものについては、お伺いをしていくというところを理解をしたと

ころでございます。 

 当然、これ私の考え方の部分でございますけれども、やはり情報公開の中で効果的

な見せ方は何だろうというふうに考えたときには、やはり書面だけではなくて、動画

や音声の公開だというふうに私自身は考えるところでございます。御答弁いただいた

とおり、スタッフの配置、労力というようなところ、また機材についても触れられて
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おりましたが、それらも当然必要だと思います。それはありますけれども、繰り返し

になりますけれども、やらなきゃだめでしょというところなのです。条例等でもうた

われているし、ホームページでもそのように紹介されているわけですから、では紙ベー

スの会議録であればいいのかと、そういうスタッフの労力が必要ではないのかという

ところかも、でお考えなのかどうかわかりませんけれども、私自身もやったことあり

ますのでわかりますし、職員がやられているのも拝見したことございますが、いわゆ

る会議録調製、音声とか録音した音源から文字起こしをしていくと、本当に大変だと。

また、それも集中できるような環境、いわゆる個室にこもってとかできるのであれば

いいのですけれども、隣で話し声が聞こえてくる、電話が鳴る、途中で声をかけられ

て作業の手をとめるとか、そうしたいわゆる集中できる環境というものに、現在の役

場の体制ではないというふうに、私自身は認識しているところでございます。 

 当然、ですから公開等に時間がかかっていくというところで、やはり情報というも

のにはスピード、速さというものが本当に重要でありますから、これが会議録の調製、

紙ベースのものをつくっていくというところで、おくれていくということは本当に致

命的な欠点であるというふうにも思いますし、例えば、てにおは、がちょっと違った

りとか、句読点の位置が変わったりすることによって、意味合いが変わることもある

というところでございます。そういったところの理由から、動画については、そういっ

た雰囲気等も手に取るようにわかるというところでありますし、何より早くできると

いうところからも、こちらは積極的に取り入れていく必要があるというふうに考えた

ゆえんでございます。 

 また、これらを前提とした上でございますけれども、例えばこの動画の編集の部分、

お時間が、労力がというところでございますが、こちらに字幕なんかも入れれるよう

なことが、もしできればですけれども、動画として目でも見える、音声として耳でも

聞こえるということになれば、目や耳が不自由な方へのやさしさへつながっていくと、

というか、そもそもこれ、できてなければだめだというふうに思うのです。現状とし

て、このまちにおいて、目や耳が不自由な方々に対して、どのように情報公開という

もの、どのように町政の参画をというものをしていっているのか。確かに、会議等開

いたりとか、呼びかけの場というのはあるのかもしれませんけれども、個人として知

りたいときに、そういった情報を入手できるというのが、今の情報社会の中での正当

な当然な権利であるというところでありますから、人の介助とか、団体にならなけれ

ばできないということではなくて、個人としてもそういったところができるようにと

いうような体制については、最大限の努力をしていくというふうに考えるところであ

ります。 

 当然、本町においては福祉でまちづくり宣言というものもしてございますし、人権

を尊重し、一人一人が生きがいを持てるまちづくりというふうにうたわれております。

会議等を動画公開することによって、これは当然、順序とか方法とかあるのも十分承
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知した上でございますけれども、目や耳が不自由な方々へ情報を伝える努力、町政の

参画を促すということについて、実態がどのようにあるのかというところと、今後ど

うあるべきだというふうにお考えなのかについてお伺いをするのが、２番項の１番目

の質問でございます。 

 また、町では高齢者のインターネット環境について、インターネットの見れる環境

にあるかどうかというものについて、詳細の調査はしていないというところが、かつ

ての所管事務調査で御答弁されたところでございます。ただ、普及率は進んでいるの

だよというような回答もありましたところで、そういったものが見れるようになれば、

スマートフォンやパソコン等で見れない方に対して、見れない方が見れる方を頼った

りとかすることによって、家庭内で見れる子どもさんやお孫さんに対して、お声かけ

があったりとかというところで、新たなそういう触れ合いというか、会話が生まれて

きたりとか、そういった効果も見受けられるのかなというふうに思うところでござい

ます。 

 こうしたことがきっかけで、自分も見てみたいというところで、例えばパソコン教

室へ通ってみようかだとか、そういったスマートフォンやパソコン等を入手して、練

習してみようかとか、そういったことになれば、新たな消費活動とか外出につながっ

ていくというふうに認識するところでございますし、町内におけるインターネットの

普及率、そういったものが高まっていけば、万が一の災害時の情報伝達等なども含め

て、よいことというのはたくさんあるというふうに考えるところでございます。 

 こちらについて、まずそうした目や耳が不自由な方々について、２番項の一つ目お

伺いしてきたところでございますが、どのようにお考えになられているのか、現状の

部分とお考えの部分について改めてお伺いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） たくさんの質問いただきましたけれども、特に、先ほどと答弁

は変わることはないというふうに思っておりますので、御理解いただきたいなという

ふうに思います。 

 ただ、一番先にも答弁させていただきましたけれども、本当に目や視聴覚、また耳

に障がいを持っておられる方の情報の提供等については、この部分については、今、

御質問の動画とか音声というのは、有効な手段であるということは認識しているとこ

ろであります。それをどうするかについても、先ほど申し上げましたとおり、それぞ

れ収録、編集またこの整備をする、動画や音声というものについては、それぞれ各種

出席の委員の方々のその条件、環境も含めて整えなければ、配信できるというような

ことにスタートできなくなりますから、これらも含めてそういう一定のルールをつく

りながら、しっかりと対応していくその作業に、これから入っていくということにぜ

ひしたいなというふうに思っています。 

 早くやれれば一番いいことですが、なかなかスムーズにいくということに、私ども
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も今、答えづらい部分がありますけれども、何回も言いますけれども、審議をいただ

いている皆さん方含めて、その条件や環境も整いながら、そしてまた、それが一歩前

へ進むとなると、前に進むだけのルールづくりをしっかりしなければ、この問題とい

うのは進めづらいということでありますので、そういう時間もいただきながら、しっ

かりと対応できるようにしていきたいなと思っています。 

 また、ネットの普及などなど含めては、これはまた別な事業も含めていろいろとあ

りますけれども、どのぐらいの普及率かどうかというものは、私どもは把握しており

ませんけれども、そういう時代になってきているということも事実でありますし、ま

た、若い世代の方々含めてもそういうネット配信だとか、スマホを含めて非常に普及

率が高くなっているということも、私どもも承知をしておりますので、それらに対応

できるような環境をしっかり整えて、対応ができるかできないかを、これから判断を

させていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めまして、２番項のお伺いでございますが、動画配信とか音

声配信についてのお考えというところの繰り返しになりますので、そちらではなくて、

いわゆる現状の認識とか実情のお伺いでございますけれども、現在はそういった目や

耳が不自由な方というものに対しての情報公開というのは、どのようになされている

のか。その実態を踏まえて、今後はどうあるべきだというふうに具体的にお考えにな

られているのか、福祉でまちづくりという宣言をされている首長として、お答えをい

ただけたらというところでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 特に、耳の、音声の取得に不自由な方々のそこについては、残

念ながら、今、私どもが対応しているという事実はないというふうに思っております。

ですから、先ほどの質問のように、それもできるようにするためには、それぞれの条

件含めて対応していかなければならないというふうに思いますし、大事なまちづくり

の情報でありますから、この現行のものに含めて、それらの環境も整えるということ

も含めてお話させていただいていますので、現状の部分については、そのような状況

になっているということであります。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいまの御答弁からですけれども、いわゆる目や耳が不自由

な方々に対して、そうした対応している事実はないということでございましたので、

これそういったお体に不自由なところがあっても、同じく町民でありながらも、今の

御答弁からわかるとおり、取りこぼされているのではないですか、そういった方々は。

これですね、福祉といってもいろいろな福祉があると思いますけれども、そうしたと
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ころがおざなりになっているというところから、結局、うたいや書かれていることは

崇高だけれども、実態が伴っていないという評価につながりかねないし、一定程度の

そうした声を私自身も耳にしているところでありますし、私自身もただいまの答弁を

もって、そう感じたところでございます。 

 続きまして、２番項終わりまして３番項へ移らせていただきます。 

 町長の御答弁の中で、いわゆる個人情報等の管理とか、そういったところについて

の部分で、重要な報告の部分について分けて対応をしていくと、そういうような考え

方が示されたところでございますが、例えばでございます。町長が、けさ、追加でな

された行政報告の部分でございますけれども、これ委員とか町民の方が参画されるよ

うなものであれば、個人情報の取り扱いとかそういったものがさまざまな懸念とか、

解決しなければいけない材料というのがありますけれども、別にこの本会議場で話さ

れていることも全公開、動画や音声ではありませんけれども、会議録も公開されます

し、傍聴に来ていただけたり、情報公開請求をすれば、全てこれ紙ベースでも資料と

して入手することができるわけで、これは全世界の人、誰でもできるわけですよね。 

 そういったところから鑑みると例えば、ここは町長１人だけが映って撮影して、ユー

チューブで発信すれば、読み上げて発信すれば、そうした公人である政治家の町長し

か映らないわけですから、町長さえよしとすれば、よろしいのではないでしょうか。

例えば、行政報告も読み上げる部分について、二、三分もあれば十分に終わる程度で

すよね、きょうの部分についても。それもいわゆる機材等のお話もありましたけれど

も、タブレットやスマートフォン、そういったもので撮影してできるわけですし、当

然、町長が報告される部分については、そうした保護されるべき情報というのはない

わけですし、あればそこを排除した上で配信、撮影されればいい、撮影、配信されれ

ばよろしいわけですから、これまで述べられてきたような懸念というものは、全てク

リアできると、解決できるというところでございます。 

 また、機材等のお話もございましたけれども、今、申し述べたように、昨今そういっ

たものの進化が著しくて、特段高価な機材というものを必要としていないと。皆さん

お持ちのポケットに入っている携帯電話、録画機能がついているスマートフォンとか、

町長もお持ちのタブレットとか、そういったもので気軽に撮影ができると。なかなか

画質等もそんなに悪くありませんし、十分にそうした用はなすというふうに理解して

いるところでございます。 

 例えば、そうした行政報告の部分についてでございますけれども、これはインター

ネットの部分もそうでしょうし、例えば本町においては、いわゆるＯＣＴＶのケーブ

ルテレビ網もありますし、こういったものでも撮影したものを映像の提供すれば、多

分、業務提携の仕方によっては、配信料とかそういったものについては無料でやって

いただけるというふうに。例えば、帯広市等は市議会をＯＣＴＶとかで配信とかされ

ておりますので、そのような管内の地方公共団体に類似したような提携ということは、
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できるのではないかなというふうに感じるところでございます。 

 機材の部分についても、随分と懸念を示されておりましたけれども、今、述べたよ

うに、三脚等をそういったタブレットとかスマートフォンあれば十分できますし、数

百万円もかけた機材を買って、やりませんかということをお話ししているわけではな

いのです。町においても、いわゆるそういったものがあるのかどうかなのですけれど

も、例えば議会事務局にはデジタルカメラ、これは動画の撮影ができるかどうかとい

うこと、私、把握しておりませんけれども、町においてもそうした最新のものでなく

ても、例えばそういった動画の撮影できるような機材とか、既にないのかどうかとい

うところについてお伺いをいたします。 

 例えば、町においてもいわゆる町長が、私用と公用でお使いになられている電話と

災害用で使われている電話、あと教育委員会で使われている電話とかというのがある

中で、これ私の記憶の中では、町長が私用と公用で使われているもの、通信料は町で

お支払いされているけれども、器機については町長の私物だということだから、これ

はお使いになるわけにはいかないのかなと思いますけれども、例えば防災用に持って

いるものとか、教育委員会で使われているものというものについては、どういった器

機、どういった性能のものなのかというところですね。町所有されているタブレット

やスマートフォンとか、動画撮影可能なデジタルカメラとか、そういったものの保有

の実態は、既に保有されているのかどうかというものを３番項の１点目としてお伺い

をいたします。 

 先ほども述べましたとおり、耳の痛いというか、余り触れたくない話題かもしれま

せんけれども、昨今やはり不祥事というものが続いておりまして、けさも公用車の車

検切れについて、御報告があったところでございますけれども、一連の税の横領の事

件から、ふるさと納税のワンストップ特例の事務手続、農業者年金事務手続の遅延、

そして本日、行政報告がなされた公用車の車検切れというところでございます。 

 こちらについても先ほどの懸念とかというところは、完全に払拭できるわけですか

ら、町長がおひとりでやった報告を、町長がみずからの言葉できちんとしていくとい

うところをなされると、それをもってやはり町民の理解や信頼とか、そういったもの

に僕はつながっていくと思うのです。これはほかの議員の中からも、そういったもの

は積極的に、早く公開していくべきだというような意見等もあるというふうに認識し

ておりますし、私も当然のことだと思っているのです。やはりそういったものを見れ

る環境にない方々にとっては、広報紙というものになってくるのかもしれませんけれ

ども、まず新聞報道をして、新聞報道も紙面の関係上から、かいつまんだところしか

記載がないわけですから、その背景とか事情というのは全くわからないで、公用車の

車検切れとか、税横領がまたこうしたとか、こうした事務手続の不備があったみたい

な記事しか載らない。といった中で、町民感情としては、何じゃこれはということに

なってくると、でもそれをきちんと町長のお言葉で、町長のお顔を見ながら、こうこ
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うこういうことがあって、こういうふうな事態があったと。今後は、こうしていきた

いというところをきちんと述べられることによって、しっかりとした体制をとってい

るのだということのお示しになるというふうに考えるところでございます。 

 もちろんこれ悪いことばっかりではなくて、喜ばしいことなんかもたくさんあると

思うのです。例えば、スポーツの大会、優秀な成績をおさめたとかもそうですし、そ

ういったところ、まずは町民の方々とかが参画する審議会等に、不安や懸念があるの

であれば、町長おひとりで、またはそういった職員、特別職にある職員ですとか、理

事者の方々がそういったものを積極的にやっていくということであれば、何ら問題が

ないわけでありますから、やはり見せることが前提でありますし、見せなければいけ

ないという義務もあるわけでございますから、その辺についてのお考えを改めてお伺

いをするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） たくさんの質問いただきましたけれども、基本的には私が個人

でやるということになりませんので、そこはかたくお断りをさせていただきたいと思

います。これはあくまでも行政で、町のことであったら、町もそうですけれども、議

会の皆さん方の御理解もいただけなければ、これはできないことですから、そのこと

をしっかりと理解をいただきながら、私がひとりで機材持っているからと、例えばで

きるということではないというふうに思いますので、それはないといいながらも、そ

こら辺はしっかりと責任持ったその環境、先ほど言いましたように、ルールをつくっ

てから、そういう発信ができるようにしなければならないと思っています。 

 また、残念ながら不祥事は事務的ミスを含めて、この場の報告についてはしっかり

これは町民の皆さんに、マスコミの皆さん方も御理解をいただいていますけれども、

これは行政報告の問題なども今質問いただきましたけれども、これはこの議会も含め

て、広報も含めて対応させていくということであります。情報は常にスピード感を持っ

てということでありますが、それはスピード感を持ってやることについては、私ども

も何の異論ありませんが、それを発信するまでのそれぞれの条件、環境を整えながら、

対応してまいりたいと思っています。 

 今のタブレット、スマホ、デジタルの時代ということでありますが、これはそれぞ

れ担当課のほうから、状況については答弁させていただきますけれども、総じてこの

問題につきましては、それぞれ条件、環境を整えなければならないということ何回か

申し上げましたけれども、それらを含めて公開するにしても、一定のルールをしっか

りと確立させた中で対応していかなければならないということでありますので、そこ

は御理解をいただければなというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ただいまの御答弁からすると、いわゆる個人とおっしゃいまし
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たか、私、公人というふうに申したのですけれども、町長は政治家でございますし、

公人でございますが、その公人であり政治家である、政治家髙橋正夫町長としてもお

断りするということ、私は出ませんよと。自分の言葉で、自分ひとりを撮影してもらっ

て、自分の言葉で町民に対して謝罪をしたり、理解を求めたり、報告をしたりという

ことをしないということ、今、明確に御答弁なされた、お断りしますというふうに御

答弁されたということの認識でよろしいのかどうか、お伺いいたします。ちょっと私

の認識違いであれば、そちらを御指摘いただければというところでございます。まず、

そちらお答えいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 質問をいただいて、あれできるこれできる、これしますという

ことは、そういうことは言われた部分で、私が公人だろうが個人になるか、私は言わ

れたことをやるということにはなりませんということで、はっきりさっき申し上げま

した。ただ、一連の質問の中で、このような情報の公開の方法ですね、動画だとか、

ネットだとか、これをやるのにしても、それらの環境やそういうルールもつくってい

かなければ、これは前に進まないことですから、それは今後、そういうルールづくり、

何回も言いますけれども、審議委員の皆さんや町民の皆さん、そういう条件も環境も

ルールもつくらなければ、行政としての発信ということにはならないということ含め

て、それはいろいろ審議委員の皆さんも、それだったら審議委員にはとても参画でき

ないとか、逆にそれだったら積極的に、さっきそんな例も言いましたけれども、そう

いう状況を整えて、ですからいろいろ提案もいただきましたけれども、その部分につ

いては私は町長としても、また公人としてもその部分については、私は一定のルール

ができない限りは、この質問の中の、前の、これはできるのではないかという部分に

ついては、それは私は今の段階では、その部分についてはできないということを申し

上げましたので、そこは誤解のないようにしっかり御理解いただければと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 誤解してはいけないと思うので、改めてお伺いいたしますが、

今、御答弁いただいた審議会等とかというお話は、もう終わっておりますので、１番

項の部分で終わっておりますので、そちらについてのお考えもわかりましたよという

ところで、私が今申し上げたのは、行政報告等、こういった不祥事、また不祥事だけ

でなく喜ばしいこと、慶事も含めて、それは町長が町長として発信をしていくことで

あれば、何らルールも必要ないし、それは理事者の皆さんとか、そういった方々だけ

でルールづくりというのはできるわけですから、そういったお考えはないのか。 

 これだけ不祥事が続いている中で、御自身のお言葉で、それを例えば動画配信とか

音声配信でやるお気持ち、そこまでして町民に対して理解を深めて、信頼を高めてい

こうというようなお気持ちはないのかというところなのです。それを僕に言われて、

自発的にはまだ検討されるかもしれないけれども、人に言われてはやらないというこ
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とをおっしゃっているのか、ちょっとこの辺明確にもう一度、改めてお伺いをいたす

ところでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 質問ですから、質問に答えて答弁をさせていただきますから、

あれとこれといろいろなことを提案いただきました。例えばの話ですけれども、例え

ばの話でこうこう、そうですね、私もそれこれをやっていきますよということにはな

りませんということを言っているのですよ。個人でとか、やるとか、日常の発信する

部分は、それは誰しも皆さんあるかもしれませんが、ただ、きちんとしたルールづく

りだとかなければ、それはさっきと質問違いというかもしれませんが、私は先ほどの

答弁とずっと一連のものだと思っていますから、そういう面での答弁になっておりま

すので、そこは細目方式で一つ一つと言うかもしれませんが、質問の中の、全体の質

問の中の項目だというふうに理解しておりますので、そこは、もし私の言い方が悪け

ればそれは訂正をさせていただいて、そこだけということには、私はならないという

ことをぜひ御理解をいただきたいなと。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 繰り返しになります。これ細目方式で、審議会等の公開につい

ては終わっていますので、そちらについての御答弁は結構でございますから。僕が今

申し上げているのは、これだけ不祥事、いいですか、これだけ不祥事続いていますよ

ね、町長。町長が自発的にそういったことについて、町民に報告をしたり、理解を求

めたり、信頼を取り戻したいということについては、町長の御意向や理事者だけのルー

ル策定でできますよねと、そういったことをするお考えありますかということをお伺

いしています。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） いずれにしろ、メディアも含めて、メディアというか、器機類

含めて発信する部分については、私の持っている器材ということで言いたいのでしょ

うけれども、違うのですか。 

（発言する者あり） 

いやそうでなくて、それなかったらできないわけですから、その辺は御理解いただ

いて。ただ、発信することについては、それはやっている人もいますし、やっている

こともあります。ただ、やり方として、そのことが例えば今言われた不祥事だとか、

楽しいこと含めて、ただ、私、髙橋正夫個人でやるのだったら、それはいいかもしれ

ませんが、本別町としてやらなければならないとなったら、きちっとした私ひとりだ

けの見解だとかでなくて、それなりのルール、一定のルールというのがなければ、本

別町を代表する発信になるわけですから、そこは梅村議員に理解していただきたい部

分が、こういうこともできる部分について、たくさんの提案は本当にありがたいと思
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いますけれども、それをやるためにもいろいろ一定のルールとかして、また規制では

何かありませんけれども、そういう範囲を決めて、やり方も含めて考えなければなら

ないのかなと、こう思っておりますので、それをしっかりとできないうちは、私はや

るべきでないと思っておりますので、そういうことで答弁したところでありますので、

そこはぜひ御理解をいただければと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） もう１問あるので、そろそろ終わりたいのですけれども、町長

のお気持ち一つでできますよね。町長として別に発信すればいいわけですし、それは

町長がそういった形で、町長は皆さんのお声を聞いて、町政執行をしているというふ

うに認識していますから、そういう独裁政権のようなことやっているわけではないと

いうふうに思っていますから、町長の一声で勝手に何かを執行するということではな

くて、町長のお気持ちがあって、理事者の皆さんで諮ればできることですし、機材ど

うこう関係ないのです。それはスマートフォン一つでもできますし、機材も関係あり

ませんし、審議会等町民が関わりとかも関係ない。ただ、町長のお気持ちとして、ルー

ルをだから御自身でつくって、つくることを呼びかけをして、それを配信していった

りとか、より町民の理解を深めたり、信頼が高まるようなことをやるお気持ちがある

のか否かということでございますから、ルールづくりが難しいみたいな、そういう複

雑なことを私お伺いしているのではないのです。そこについても、多分、町長のお気

持ちと理事者の皆さんの協議だけでできるというふうに、私は理解しておりますし、

そういったところまでをして、より町民に理解を求めたり、しっかりとした正しい情

報を速やかに報告をしていくというようなお気持ちとかが、あるか否かというとこで

ございます。お伺いをしているところは、そちらなのです。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 失礼ですけれども、質問の内容が大分理解してきました。今さ

らかと思うかもしれないけれども、今、言われたように、私も言っているのは、ひと

り個人で、個人ひとりだけでやると、まち全体のことですから、それは言葉遣い一つ

にしても問題がなければいいけれども、何かある可能性だってないわけでないのです

よ、失礼ですが。それだったら、例えば、今、お話いただいたり、例えば理事者の中

でそういう協議がされたとか、そういうところが問題共有して、そこから発信すると

いう部分については、私もぜひ、積極的にそれを発信していきたいなと思っています。

そういうことのルールをしっかりとつくって、それを発信することについては、私も

それはやぶさかでありませんし、そのことはしっかり逆に大いに発信をしていきたい

なというふうに思っています。ということでよろしいでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 最後に、確認という意味でございますけれども、そういった町

長のお気持ちや理事者の協議だけで済むものについては、やぶさかではないと消極的
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なものだけではなくて、大いに発信していくということの検討や検証をなされるお気

持ちがあるという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） やぶさかでないというのは、消極的でないですから、私は。や

ぶさかでないということは、やらないということではないです。やるということです

から、ですからしっかりそこの部分については、御質問のとおり、やっていくという

ことは、そのとおり私も思っています。 

 私も確認で言いますけれども、それが一定のルールというものは、例えば理事者を

含めて、そのことができれば私はそのことについては、しっかり対応していきたいな

と、こう思います。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ２時２９分  休憩 

午後 ２時４０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、２問目に移ります。お手元の４ページ、５ページで

す。それでは、通告書にのっとって質問をさせていただきます。 

 ゴーカートで突き抜けろ！ほんべつ名物交通公園。 

 交通公園のゴーカートは知名度も高く、その利用者も多い。町ホームページなどで

紹介し、交通安全協会へ管理委託を行っているが、さらなる広報の充実、運営体制の

整備により、その認知度と利用者は増加をする。現在までの対応と今後の方針につい

て事実と所信をただす。 

 １、「ゴーカート」とインターネット検索をすると、本別町交通公園が最上位ない

しは上位に検索表示されることが多い。あわせて、その他メディアなどでも紹介され

たことからか、大型連休や夏休み期間中の休日には、駐車場にまで及ぶ親子連れらの

行列ができるほどである。その行列は来場者増によることだけではなく、ゴーカート

の故障による稼働率の低下も一因となる。しかし、来場者がふえる休日の緊急故障対

応体制が十分ではなく、その体制整備、人材育成等が課題である。 

 ２、これだけ認知度が高く、利用実績もあるゴーカートなのだから、本別町の名物

として、さらなる広報と認知度の向上を図り、新たな歳入増に活用する必要がある。

一例として、ふるさと納税寄付者による貸し切り対応や優先乗車、また、ゴーカート

車体や交通公園に企業広告を施す、さらには高額寄付者の専用車を用意するなど、取

り組む姿勢一つで手法は幾らでもある。 

 ３、せっかく本町に交通公園があるのだから、町民にも、より有益な施設として利
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用していただく検討も必要である。昨今、全国では幼児、児童が犠牲となる痛ましい

交通事故も散見され、運転者の意識はさることながら、歩行者として日ごろの交通安

全に対する意識の涵養も重要である。交通公園本来の趣旨を損なわぬように、交通法

規や具体的に身を守る所作などを身につけてもらうために、幼児、児童はもとより、

高齢者等をも交え、交通安全教室等の実施も検討し、本町の交通安全意識の向上と町

民ふれあいの場、そして本別交通公園ゴーカートを町民がまちの財産として再認識す

る機会とすべきである。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 梅村議員の２問目のゴーカートで突き抜けろ！ほんべつ名物 本

別公園についての質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の交通公園の人気上昇に伴います来場者増によります、休日における

ゴーカートの緊急故障対応体制の課題につきましての質問であります。 

 現在、休日での対応を極力少なくするために、ゴールデンウイークや夏休みに入る

前に、ゴーカートやバッテリーカーの全体的な点検や整備をしてきており、休日での

故障は少なくなってきている現状でもあります。しかし、休日での運行は全車を使用

しながらの運行もしておりまして、利用される方、特にお子さんも多いことから、そ

れらの運転の操作によりまして、遊具の損傷が出てくることもままあります。 

 交通安全協会での対応ができないときには、町の職員で対応をしていただいており

ますが、現在は少人数での対応をしてきておりまして、今後の緊急故障対応につきま

しては、平日、休日問わず複数の職員での対応ができるように進めてまいる所存であ

ります。 

 ２点目の本別町の名物としてのさらなる広報と認知度の向上につきましては、現在

の宣伝方法は、広報やホームページ、町の観光パンフ、雑誌での紹介をしてきており

まして、交通公園の人気度は高く、利用実績も定着をしてきております。今後におき

ましても、さらなる人気の向上や利用増を図る宣伝方法や、取り組みなどを行ってい

くことが必要だというふうに考えております。 

 なお、一例でございますが、ふるさと納税をいただいた方への貸し切り対応などで

ございますが、現在、新たな取り組みを実践するため、事業推進のワーキンググルー

プを設置しておりますが、このワーキンググループでは本別公園を中心とした、本別

町らしい魅力的なまちづくりに関する意見も多く出されておりますので、今後、これ

らに向けては協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

 ３点目の交通安全意識の向上によります交通公園の利用につきましては、交通公園

は旧自動車教習所を整備したものでありまして、信号機や各種標識により、ただ走る

だけではなく、一時停止やカーブの減速といった、交通ルールを学びながら遊べる公

園として運行をしているところであります。 

 また、現在までの交通安全に向けての利用状況でありますが、町内保育所や幼稚園
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での横断歩道の正しい渡り方や、路上訓練によります交通安全教室を行ってきており

まして、ゴーカートやバッテリーカーにも、先生や親御さんと一緒に乗車体験もして

いただいています。町外からの利用もありまして、学校行事として小学校の低学年に、

先生が交通ルールの指導をしながら利用されておりまして、そのほか障がい者の学校

も含めて、子どもたちがマンツーマンで指導をしていただける、そういう交通ルール

を学ぶいい環境にあるということもＰＲの大きな成果として、出てきております。 

 今後におきましても利用者の皆様には、交通公園としての目的も認識をしていただ

きながら、本施設の有効な利用を促していきたいと思いますし、ゴーカートやバッテ

リーカーも楽しめる町民のふれあいの場としての利用を進めてまいりたいというふう

に思っています。 

 以上、御質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは、１番項について再質問を行います。 

 こちらネットで検索すると、最上位とか上位に検索される、これは本来であれば企

業等は、こうなるために莫大な費用をかけたりとかして、対策をするというようなも

のでございます。これが幸いにも本別においては、特別な対応はしていないというふ

うに認識をしているところでございますけれども、こうした現況にある、これを生か

さない手はないですよというお話なのです。 

 もう人気があるというところから、ことさら述べるまでもないのですが、その中で

町長の御答弁にもあったとおり、フル稼働しているときの故障等があるよと。私も何

度も利用したことがあるのですが、やはりそうしたことによって縁石に乗り上げてし

まったりとか、そういうことによって一気に稼働率というか、そういったものが悪く

なる。そうすると、行列の解消が、なかなかなされないというようなことに陥るわけ

で、今現在、少人数で対応しているものを複数でというような御答弁いただきました

けれども、こちら実はエンジンがついてタイヤがついているから、いわゆる整備に当

たったりメンテナンス、そういった知識や経験なのですけれども、どれでも一緒とい

うわけではないです。 

 例えば、自動車においても貨物車と乗用車は、やっぱりそういった特性が変わった

りとか、重機なんかになると、同じように見えてもやっぱり違ってくる。このゴーカー

トというものも本当に特殊なものでございまして、やはり経験を積まないとその修理、

いわゆるコツをつかむということですか、経験を積んでいくということは、やっぱり

実際に現場で修理をするということを繰り返していかないと、なかなか身につくもの

ではないのですよ。一般的な国家資格の整備士を持っている人に、はい、やってみて

くださいと言っても、多分、なかなかできるものではないというふうに感じるところ

でございます。 

 今現在、少人数で対応しているものを複数でということでございまして、これやは
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りどうしても少人数で対応していて、その方が何らかの事情で、例えばけがや体調不

良も含めてでございますけれども、その任につけないというふうになったときには、

著しくこういったものの運行、運営に支障を来すわけで、こちらについては早急にそ

の対策をしていく必要がある。具体的に言うと、やはり今現在できる人にやりたいよ、

興味があるよ、特に気持ちがあるというのは、好きだということが大切でありますの

で、そういった人を充てていくというような形で、そういった技術とか経験、いわゆ

るコツというものを共有していくというところの人材育成が必要であるというところ

でございます。 

 こちらについてですけれども、僕、自動車に対しての一定のそういう知見は持って

いるというところで、国家資格等も有しておりますというところからあるのですけれ

ども、こういうゴーカートのような特殊なものを直すというのは、本当に特殊な技術

なのです。こういったゴーカートにかかわらずなんですけれども、こうした特殊な技

術を持っている職員、例えば何々に詳しいよ。カメラに詳しいよ、でも何でもいいの

ですけれども、そうしたときはどうしても人間は、その方にアドバイスを求めたりし

ますよね。それは当然、その方の知見を生かすというところでは、有効的なものだと

思うのですけれども、やっぱりどこかで御自身の仕事が、おろそかになったりという

ところもあるわけですから、そういったところの評価、いわゆる職業能力といいます

か、そういったところをしっかり評価するような体制というのがあるのかどうかとい

うところでございます。 

 僕自身のこれは個人の意見でございますけれども、人事院の勧告等でいわゆる給料

等を一律上げていくというよりは、こうした個々人の職員の能力というものをしっか

り評価して上げていく、一律何となく上がっていくというものよりは誰もが認める、

あなたはこれができる、こういう取り組みをしてきたから、こういう評価をするのだ

というものがあれば、より本気度が高まっていったり、御自身のやる気というものに

つながっていくというふうに考えるところでございます。 

 １番項についてお伺いでございます。これから複数で対応していくというような御

答弁あったところでございますが、人材育成とか教育について、今後、ゴーカート整

備についての人材育成や教育について、どのように取り組んでいくというようなお考

えかという点が１点目でございます。 

 ２点目については、そうした特別な職業能力等についての適正な評価体制というも

のがあるのかどうかというとこでございます。 

 この２点について、１番項のうちからお伺いをするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） １点目の答弁をさせていただきますが、御質問のとおり、行列

できるほどの人気ですから、故障も当然多いし、それほど新しい物ばっかりでありま

せんから、あるのですけれども、見た感じ割とエンジン的にも難しい取り扱い、また、
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ブレーキなども含めてですけれども、あるのかなというふうに思いますから、御質問

のとおり、ただ国家資格持っているからできるということでないことは、私も一定程

度理解をしています。 

 ただ、今までは、これを管理していただいている安全協会の人たちも人をふやした

り、交通整理したりして、大変な御苦労してやっていただいています。そこの中で故

障というのがでると、せっかく来ていただいた人たちに、また余分な時間を費やすと

いうふうになりますから、そういう意味では、故障が起きてもスムーズに対応できる

ということで、ともすれば今までは、なかなかできる技術でないということもあるか

もしれませんし、また、特に腰の軽い、本当にこういうことにすごく興味を持ってい

るというか、協力的な職員がいつでも駆けつけてきてくれて、一緒にしていただいて

いると、こういうことも実は聞いています。 

 でも１人また２人に集中しても、大変なことでありますから、また勤務時間などが

ありますので、そういうことが来てしまうので、これは課の中でも複数で、なるべく

多くの人で対応するようにして、労働過重になったり、いろいろな不都合のときにも

責任感持てば、どこかへ行きたくても行かないでくるというようなこともありますか

ら、そういう時間も取れるように、しっかり対応していくということできました。 

 ただ、連絡悪いことがちょっとありましたから、それは連絡体制はしっかりとって、

必ず管理していただいている側のほうから連絡いただいて、そこから責任者が整備を

いただく人たちに連絡するという体制をしっかりとっていくことをしたいというふう

に思っています。 

 評価の関係ですが、人事評価でですね、いろいろ今度、ことしから設けております

ので、総合的な評価としては、それぞれ課の中で評価をいただいて、それの順次、積

み上げていくことになりますから、そういう貢献度も含めて、こればっかりでありま

せんが、職員としての貢献度など含めて、これは評価の中で順々にカウントできるよ

うにしていきたいなと思っています。いずれにいたしましても、これだけの本当にネッ

トで見たら一番先に出てくる、また、すばらしい動画も出てくるという公園でありま

すから、一層この利用者がふえてくることがありますので、それは御質問のとおり、

人材育成という意味では、しっかりと支障の出ないように、また、労働過重に偏るこ

とのないように、全体の少しでも多くの中の人材を育成して、特にやる気のある職員

の方や興味のある方、そしてそこに思いを寄せてくれる人たちをしっかり育成しなが

ら、本別の名物の本別公園のゴーカートの維持管理、運行に努めていきたいなという

ふうに思っています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） １番項終わりまして、２番項に移ります。 

 こちらなのですけれども、通告しているとおり、これを単に２００円、３００円の
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乗車料金で、ただ周回をさせるということだけではなくて、やっぱりこれだけのコン

テンツ、材料ですから有効活用していこうと。ふるさと納税とかについても、ふるさ

と納税の事務手続のミスというものがあったけれども、僕は以前もお話させていただ

きましたが、ふるさと納税で失った信頼、ふるさと納税で取り戻すというところでご

ざいます。 

 例えばですけれども、いわゆるスポーツカーなんかをイメージしてもらえれば、ス

ポーツ選手の衣服なんかもそうですよね、たくさん企業広告等が張られていたりとか、

こういったものを町内外から募ればいいのではないかなと思います。例えば、高額な

ものについては、車全体に企業広告を施してもいいよですとか、例えばコースの周り

に看板等設置したり、受け付けをできる小屋にそういった企業広告を張りつけたりと

か、そういったようなことについても、募集をしていくということも、有効だという

ふうに考えるところでございます。当然、そういったものの塗装したりとか、ステッ

カーを張りつけたり、これ町内業者を使ったらいいのではないですか、商工業の発展

にもつながっていくというところでございます。 

 ですから、単にゴーカートとして乗車をさせるだけではなくて、町内の商工業も潤

うし、そういった町内外から注目もしてもらえる、そういったものに利活用していく、

こういった考え方が必要だというふうに考えるところでございます。 

 また、ボート乗り場のように、周辺に飲食店の出店ですとか、管内も最近キッチン

カーの取り組みとかがすごく盛んでございますし、町内にもそういった飲食テントと

かを出店される業者さん、いらっしゃいますから、そういった希望を募ってみるとか、

そういったことも有効的ではあるというふうに考えるところでございます。 

 これホームページ上でゴーカートの動画ですね、本別公園の動画が紹介されてござ

いまして、タイトルにつけましたゴーカートで突き抜けろというもの、交通公園とは

いいながらもイメージとしては、レースとか車のイメージというのがあるからなのか、

ゴーカート、私、今、提案したようにゴーカートを使って、本別を売っていこうとい

うようなお考えなのか、その動画の中にあるゴーカートで突き抜けろ、これにはどん

な思いを込められて、このキャッチを使われているのかなというところでございます。

端的なもので構いません。 

 あとは、今、御提案させていただきました、ふるさと納税等を利活用して車体への

広告とか、施設周辺への企業広告、また飲食テント等の誘致とか、そういったものに

ついてのお考えや検討についての所見をお伺いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 御質問にありますように、ここは基本的には交通公園ですから、

よくそういう御意見もいただくのですよね。もっとスピードの出るだとか、コースを

広くしてサーキット場みたいな感じにならないかというのですけれども、それをやっ

てしまうと本当にけが人続出、また大変なことにもなりかねないというのが、本当に
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今の現状を見ても混んだときにはあれだけ、縁石どころか乗り上げてみたり、コース

を抜けて走っていく子がいてみたり、いろいろなことがありますから、そこは本当に

基本的な交通公園というルール、一定のルールはきちっと守りながら、これだけの人

気を博しているゴーカートの交通公園ですから、これは先ほど申し上げましたけれど

も、職員の中でワーキングで今この活用含めて協議をいただいて、例えばクラウドファ

ンディング、ここで本別公園全体の中の遊具からどうするかということ含めて、提案

をしていただくという間近までいっているようでありますから、それを含めてまたそ

ういうことが全体の構想固まり次第、今、御提案いただいた例えば企業広告をいただ

くとか、そういうものについてはクラウドファンディングを含めて、本当に有効な方

法だなと思いますので、そういう意味ではゴーカートで突き抜けろ！というタイトル

でユーチューブ、ホームページで出していただいているプロですね。この人たちに本

当に、えっと最初思うかもしれませんが、本別公園の魅力を発信するためには、すご

く有効な画像だなというふうに思っていますし、また、天気もそうですね。青空の中

でのあの動画見たら、本当に行きたくなるなという、私もそんな感じするぐらい、す

ばらしいとこなのですから、これをしっかり有効に活用させていただきながら、今、

おっしゃっていただいたような提案も含めて十分検討させていただいて、少しでも有

効な手段ができるように努めていきたいなというふうに思います。 

 以上であります。 

（発言する者あり） 

○議長（高橋利勝） 制限時間が来ましたので、これで質問については打ち切らさせ

ていただきます。 

○３番（梅村智秀） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、１番水谷議員。 

○１番（水谷令子） 議長の許可を得ましたので、次の１問を質問いたします。 

 外国人労働者と共生するまちづくりへ。 

 現在の日本社会は、空前の人手不足です。本別町においても外国人技能実習生が３

１名滞在しています。人材確保に苦戦している中、外国人労働力は必要不可欠です。

本別町としても、共生するまちづくりを進めていくべきと考えますが、見解を伺いま

す。 

 町内において外国人技能実習生の滞在状況は、８件の農家に１１名、国別に中国、

フィリピン、タイ、インドネシア、６件の企業に２０名、国別に中国、ミャンマー、

タイ、このようになっています。 

 それでは１問目です。外国人技能実習生を招いた国際交流事業を実施し、実習生の

交流や日本語教室、日本文化の体験、本別町の魅力を知ってもらう、ほんべつ学や、

地域の行事に参加してもらう。このことは、多様な交流や体験を通して地域との接点

が生まれ、町民にも国際交流の場となると考えますが、見解を伺います。 
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 二つ目、本別町においても、介護職の人材確保が重要な課題になっています。施設

の努力にも限界があり、行政が直接乗り出さなければならない時代になっています。

本別町でもＧＯ！ＧＯ！介護本別体験セミナーなどを行っていますが、上川管内の東

川町など３町と介護施設関係者が、外国人向け奨学金制度を創設し、道北５町村も参

加するなど、全国から注目されています。外国人労働者を受け入れていく必要がある

と考えますが、見解を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 水谷議員の外国人労働者と共生するまちづくりへの質

問の答弁をさせていただきます。 

 北海道は、全国を上回るスピードで人口減少が進行し、さまざまな業種で人手不足

が深刻化している中、持続的な発展のために外国人材を受け入れることとしておりま

すが、ますますこれは重要な担い手となるというふうに思っています。広大な北海道

において、受け入れる外国人が多様な地域に居住することから、それぞれの地域にお

ける受け入れ環境整備が必要であるとともに、地域地元住民などとの交流の拡大を図

ることで、これも重要であるというふうに思っています。 

 御質問にあったとおり、現在、本別町には農業、建設業を中心にして、約３９名が

本別町に外国人人材として暮らしているところです。本町におきましても、これまで

の国際交流の取り組みは、国際姉妹都市の提携を結んでおります、オーストラリアの

ミッチェルとの交流が主としての経験でありますが、あくまでも定期的かつ短期的の

相互交流によってもたらされる、国際異文化コミュニケーションの醸成などを主たる

目的にしてきたところであります。 

 したがいまして、労働を主とする技能実習と、これに伴います一定長期滞在による

日常生活を通じた国際交流に関しましては、これまでに私どもの経験したことのない

新しいこの取り組みとなるものと認識しているところであります。一定の外国人の環

境、居住者が増加し続ける自治体においても、これまでに前例のないさまざまな課題

に直面しながらも、対応がされてきているようでもあります。 

 本町におきましても、特に建設業における作業員の労働者不足、また昨年、ことし

にかけて外国人技能実習生の受け入れ企業がふえている状況にもあります。外国人技

能実習生に、まちのお祭りや行事に参加をいただくことで、本別町の歴史や文化に少

しでも触れていただく機会になると考えており、これらの機会を通じて、外国人技能

実習生と多くの町民が交流することで、互いの文化や習慣を理解し、町民にとっても

国際的な感覚を醸成する機会につながるものと考えています。 

 先日、開催されました町民文化祭においても、数名の外国人の技能実習生の方々が

来場いただき、受け入れ先の企業を通じて、文化協会所属団体の体験希望があること

も伺っております。 

 一方で、出身国が多岐にわたっておりますことから、英語を話せる方ばかりではあ
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りませんので、交流事業を実施するには、言葉の障壁などの課題もありまして、今後、

交流事業を進めていく上で、関係者による十分な協議が必要だと考えております。 

 まずは、自治会などで開催をしていただいています、お祭り的なイベントへの参加

など、地域での交流から、徐々にその輪を広げていくことも必要だというふうに考え

ています。関係者の皆様の御理解と御協力についても、心からお願いをする次第でも

あります。 

 ２問目の質問でありますが、本町では、第７期の銀河福祉タウン計画におきまして、

介護職場における人材の確保策を最重要課題として、これを取り組んでいます。御質

問にありますとおり、介護サービス事業者が連携して事業所とそこで働く職員、また、

本別町を知ってもらうことで、就職していただくための職場体験セミナーを実施する

など、官民一体となった取り組みを進めることで、介護職員の確保に努めているとこ

ろでありますけれども、今後も慢性的に人材不足が続くことから、サービスの維持、

確保の観点から、外国人人材を受け入れざるを得ない状況であることは、十分に理解

をしているところでもあります。外国人人材の介護現場における受け入れにつきまし

ては、在留資格として介護技能実習などがありまして、受け入れ方法やどのような支

援が必要なのかなど、介護サービス事業者連絡会で検討を行っているところでありま

す。 

 また、町内の事業所にとっては、留学生がよいのか、また、あるいは資格を有する

就労者としての受け入れがよいのかなど、条件や状況を踏まえながら、検討する必要

があるというふうに思っています。 

 また、外国人人材の雇用を予定している事業所もありますので、これまでの介護人

材の確保策に取り組みながら、外国人人材をこれからの介護人材確保のあり方につい

て、協議、検討を進めてまいりたいと思います。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） １問目ですが、私がこのように考えた理由と、今現在、外国人

技能実習生が本別に来るまでの過程を少しお話ししたいと思います。 

 少子高齢化に伴い、人手不足の解消のため、外国人人材の導入が進んでいますが、

十勝管内では平成２９年度、働く外国人は１ ,１２３名であったのに対し、平成３０年

度には１ ,３４４名へとなり、２００名増加しているところです。 

 また、事業主の方から伺いますと、外国人技能実習生を受け入れるまでには、本国

に出向き、面談をして採用し、現地の日本語学校に入り勉強した後に、日本の国の許

可を受けている管理団体で１カ月ほど勉強して、やっと本別町にやってくるそうです。

期間としては１０カ月かかると言われています。また、月に１度、管理団体による訪

問指導が行われており、そこでは企業でどのように働いているか、また、どのような

交流が行われているか、地域とかかわっているかなどの査定が行われるそうです。こ
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のようなことは、今現在、本別町では企業努力によって、また農家サイドによって行

われているところです。 

 昨年度から外国人技能実習生を企業で受け入れてから、住宅がまちの中にあること

から、スーパーでも買い物をしている姿や自転車に乗っている姿、また、先ほど町長

もおっしゃったように、文化祭に参加している外国人など、よく見かけるようになり

ました。そこでやはり声をかけていいものか、どこの国から来たものか、町民として

は迷っているところが多いようです。それぞれの国の例えば挨拶から始める、イベン

トなどで各国の挨拶、おはようございます、こんにちはなどの提示をして触れ合う。 

 また、十勝管内でも今、模索中ではありますが、先日、実習生と十勝交流人材交流

会がありまして参加しましたが、交流している内容などを見ると、今現在、本別町で

取り組んでいる行事内容や、事業内容を取り入れているものが多くありました。この

ことにより本別町は、外国人労働者を受け入れる先進のまちとなるのではないかとい

うふうに思っています。 

 また、農家の方は、まちで交流する場を用意していただけたら、ぜひ参加したいし、

息抜きが大切だ、孤立させたくない、せっかく本別町に住んでいるのに、本別町の魅

力を知ってもらいたいなどという意見を聞きます。農業団体においても近い将来、外

国人技能実習生を雇用する方向になるのではないかと言っているところであります。

住宅の問題も起きてきますし、そうなると、彼らが生活する中でいろいろな問題が起

きてくると思います。相談したいのに対応がおくれて、問題がどんどん大きくなって

しまう、そのようなことが起こらないためにも農家や企業だけでなく、全ての問題に

対処することはとてもできません。地域と接点を持って、行政が直接乗り出していく

方向にいかなければならないと思っています。 

 その点で、例えば地域おこし協力隊を設置する市町村窓口では、行政サービスを提

供する一環として、通訳や生活相談を受けているところがあります。また、地域の人

材や団体の活用として国際交流協会、民間企業などを考えていく考えはないか伺いま

す。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 質問いただきましたけれども、これらの問題というのが出てく

るのですよね、今の質問のね。それで一つの例ですけれども、建設関係の企業の皆さ

んは、外国からそういう実習生含めて受けるのには、国をある程度統一しましょうと

いうことで、例えばミャンマーならミャンマー、タイならタイとかと、ベトナムも来

ていますよね。そういうところを、なるべく一つの国の中で行くことによって、後々

の言葉の学習だとか、そういうのをやりやすいようにしようということで、本別の施

設を借りて、できれば講師が見つかれば、そこで日本語の勉強をできるようにしたい

という、そういうようなことの提案をいただいたり、いろいろしました。 

 いろいろ国際交流の話も全部しました。帯広ですね、ＪＩＣＡと協力してというこ
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ともいろいろ協議をさせていただいていますが、いかんせん職種がそれぞれ違う、ま

た勤務時間も違うというのがあるのですけれども、私も余り外国の言葉は認識ないの

ですけれども、それぞれ英語圏で話せる国と、そこの国の言語で話す国とばらばらな

のですね。なかなか通訳の方というのは、話せばミッチェルみたいな一つの国でした

ら、英語の国際協力協会にお願いしてということでいつもやっているのですけれども、

この実習生の部分については非常に多国籍というのですか、多くの国がいるものです

から、なかなかそこがどのように対応していいかわからないというのも、私どもの悩

みの一つなのですよ。 

 ですから、この部分についてはどういう方法ができるか、これからいろいろ検討、

協議をしなければなりませんし、また雇用していただいている雇用主の皆さん方にも

積極的にまたそういう情報だとか、また、そういう発信もしていただきながら、そう

いう環境ができるようにということで、とくになくてはならない人材ですから、そう

いうことも含めていろいろ対応をしていかなければならないなと思っています。 

 入管法が変わって、これからそれぞれ資格なんか取ると、また、この年数は一時帰

国しなくも、ずっとまた更新できるという制度にもなりますので、そうなると、ある

程度の年数がたてばひょっとしたら、家族の人も本別に来ていただけるというような

ことも出てくるのではないですかね。その時には、もちろん言葉と習慣なのですけれ

ども、習慣はなれることできますけれども、特に言葉はやっぱり一番の障壁になりま

すから、それと子どもさんがいれば就学の問題、就学前の保育の問題なんかあります

から、そういうことも考えながら私どもも対応していかなければならない。 

 今、ほとんど御質問のとおりだと思うのですが、そういうことも考えながら対応し

ていきたいなと思いますから、その事業主、雇用主の皆さん方とより連携をとりなが

ら国際的な交流して、本別町の企業、産業に欠かせない人材として、これからずっと

働いていただくためにもそういう方向というのは、しっかりとっていかなければなら

ないなというふうに思っておりますので、議員もまたそういういろいろな情報があり

ましたら、ぜひお知らせをいただきながら、せっかく来ていただいて安心して暮らし

ていただける、そういう本別町であるということをより広がっていけば、まだ、たく

さんの人たちがそういうところに来ていただく可能性も、広がってくるのかなという

ふうに思いますので、そこについてもよろしくお願いしたいなと思っています。以上

です。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） 実習生と直接交流した感じでは、大学出てきた方もいらっしゃっ

て、日本企業に勤めていた方もおり、英語が少ししゃべれる、また日本語も通じる、

開きはあります。 

 先日お話ししましたら、生活面では病気になったときの病院の対応、このことがや

はり一番心配だというお話がありまして、日本語と英語をしゃべれる方を、実習生を
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病院に連れていって、通訳してもらったという実績があります。 

 また、ごみ出しのルールですね。この面においても簡単な、各国の企業の側では早

速ポケトークを買って、ミャンマー語は特にわからないので、検索しながらインター

ネットで調べて行ったという努力もされているのですね。その後はポケトークを買っ

て、利用しているというお話も聞きましたけれども、なんせ外国人実習生の場合、日

本語をしゃべるというそういうノルマもあるらしく、やっぱり査定に来るらしいので

すね。そこのところが、やはり企業も苦慮しているところであるというところなので、

ぜひこれから本別町としても、外国人が選ぶ時代になっていくと思うのですね。そし

て良質な人材を本別に来てもらうためにも、選ばれるまちづくり、共生するまちづく

りをしていかなければならないと思っていますので、その点でもう１度、町長に確認

したいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） いろいろな手法で、今、通訳やりますけれども、ポケトークで

通じるということ、なかなかないのですよね、私もやってみました。自分で言ったこ

と、英語で通じなかったですから、それは私の発音が悪いのですけれども、でもそん

なようなことで、コマーシャルでやっているようなわけにいかないということ現実で

すから、一番いいのは本当に直接通訳できればいいのですけれども、何せかんせ先ほ

ども言いましたけれども、たくさんの国の方おられますから、ある企業は例えば、２

名、３名の外国人の方を来ていただくには、そこで責任者がいて、町の住宅一つ借り

たら、そこでシェアして、隣に責任者がいて常に通訳できると、そういうこともあり

ますから、私どももそういう環境を整えるためには、最大限努力したいと思いますけ

れども、ただ、先ほども言いましたけれども、雇用主と、企業の皆さん方が積極的に

そういう発信だとか、相談もいただかなければできないということなので、そこをど

うですか、どうですかと行くわけにいきませんから、そういうことも含めてそういう

連携がとれるような環境に、ぜひしていただきたいなというのが私の願いであります。 

 先ほど言いましたように、一つの国の言葉をきちっと話ができるようにと、そうやっ

て学校まで開こうというそういう業界の人たちもいますので、そんなことも含めてど

ういう方法がとれるのか、私どももこれだけ多くの皆さんが他国から来ていただく、

全部が対応できるというのは難しいですけれども、例えば英語なら英語、また日本語

を専門に教えるというか、そういうことは個人対応でなくて、そういう受け入れ側の

必ず受け入れるそういう紹介状とか、そういう企業なんかあるわけですけれども、そ

ういうところと本別が、町で受け入れた企業や何かの皆さん方が、組織的にきちっと

対応できるようなそういうことも、私どももしっかりと呼びかけながら、対応してい

ければなというふうに思いますので、そういうことを含めてぜひ働きかけをしていた

だきながら、私たちも頑張っていこうということを思っておりますので、よろしくお

願いします。 
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○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） 町長のほうからは、働きかけながらと、向こうから働きかけて

ほしいというお話でしたけれども、これだけふえたのですから、やっぱり農家、企業

と話し合いを持ち、今の現状の問題点、行政として本別町として行動しなければなら

ないことは、どこなのかということをきちっと把握していくべきだと思いますが、見

解を伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 今、言いましたように、こっちでどうするどうするというわけ

にはいきませんということを言っています。それは人のことですから、ですからこう

いうことで相談とか困っているから、こういうことの対応だとかと、それはまちとし

て、行政としてのできることは積極的に対応させていただきたい。それは先ほど申し

上げましたように、本町の大事な産業、企業を支える人材でありますから、そういう

ことを含めて、せっかく世界各国から来ていただいている人たちが、安心して暮らし

ていただける働く環境にある本別町と言われますから、そういう意味で責任持って雇

用をしている方々、雇用している企業の方々、それを照会している企業かどうかわか

りませんが、そういう方々が責任持って行政、町と情報交換やそういう対策の協議が

できるということでなければ、私どもから幾ら、お節介ということになりませんけれ

ども、それはなかなかやりかねることでありますから、そういうことも含めて情報交

換、そしてまた積極的な連携ができるように、ぜひ努めさせていただければなという

ふうに思っています。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） ２項目めですが、介護職の人材確保における問題においてです

が、事業者が関連して官民一体になって、取り組みが行われていると思います。また、

ＧＯ！ＧＯ！介護本別体験セミナーが行われていますし、奨学金制度も充実したもの

だと思われますが、今、行われている現状でこれまでに参加した人数、または採用し

た人数、課題などを伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 御質問にお答えいたします。 

 まず、本別福祉セミナーの関係ですけれども、こちらは平成２８年度から事業を始

めております。参加された方々は、２８年度が１１名、２９年度が１７名、３０年度

が１９名、令和元年度、今年度が１４名の方が参加をしていただいております。 

 その中から、実際に本別町の町内の事業者に就職された方というのが、２８年度に

つきましては１名、２９年度参加された方については３名、３０年度参加された方に

つきましては５名、今年度参加された方は、まだ内定ですけれども、一応今のところ

２名が内定というように聞いております。 

 やっていく中での課題というところでは、全事業者、介護サービス事業者が、この
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事業に実行委員として参加をしていただいて、みんなでどういうセミナーにするかと

いうところから、ずっと検討してきておりまして、人材確保という観点と、あとは町

内事業者間の連携ですとか、輪をつくっていくというところでは非常にいい、どちら

に対してもいい効果が出ているのかなというふうに思います。 

 あとこれを、継続をどういう形でしていくかというところが、これからの課題であっ

て、例えば、だんだんうちでは採用予定がないのだけれども、これに協力しなければ

ならない、いつまで協力しなければならないのかですとか、いろいろな事業者間の温

度差というのは多少ありますので、そういうものも含めて本別町に介護人材を呼び込

むためにということで、共通の思いを、モチベーションを持ち続けていくというとこ

ろが、課題なのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） これまで対応された方は、継続して勤務されているのかという

点と、それから町長のほうから、外国人の受け入れを考えていく方向になっていくの

ではないかという答えがありましたけれども、十勝管内では帯広大谷短大に社会福祉

介護福祉専攻、また帯広コア専門学校には介護福祉科があり、また、ここでは多くの

外国人の学生がいると聞いていますが、十勝管内全体として、このことを考えていく

という方向性になっていくのか、伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） お答えいたします。 

 介護サービス事業者の中での退職というところでは、いろいろな事情もあっての退

職される方はいますけれども、この福祉セミナーで入ってきた方については、今のと

ころ皆さん、継続して働いていただけているのかなというふうに捉えております。 

 あと、十勝管内の状況といたしましては、十勝管内養成校が２校ありますけれども、

主に大きな福祉法人の方々が、現地に行って学生を留学生として入っていただいて、

そしてそこを卒業して資格を取ったら、自分の事業所にというようなそういう契約の

中で、外国人を受け入れているというふうに聞いております。十勝管内各市町村でも

介護人材確保策につきましては、十勝の定住自立圏の中でも情報共有はさせていただ

いているのですけれども、現状としましては、今、うちのまちではこういう対策をし

ていますというような情報交換にとどまっていまして、そこからさらに一歩踏み込ん

でどうしていこうかというところまでは、至っていないのが現状であります。 

 以上です。 

○議長（高橋利勝） 水谷議員。 

○１番（水谷令子） 本別町において、養護老人ホームの建設がおくれています。こ

のことは、介護人不足ということから始まっていると思います。本別町において、介

護職の人材確保は、本当に重要な課題であると認識していますので、いま一度、この
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課題において十勝管内全体として考えていくという考えを持っていったらよいのでは

ないかと思いますので、どのような考えか、もう１度お伺いします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 十勝管内全体ということですけれども、十勝はいち早く、もう

何年になりますか、音更の前町長のときですから、３年、４年ぐらいになるのですか

ね。帯広に、今、十勝から２カ所、養成学校があるというお話させていただきました。

特に大谷短大、四十二、三名の定員だったと思うのですが、半分にいって、またその

半分になったということを含めて、何とかここで養成をしていただける、十勝管内み

んな、十勝管内町村が全部の力を合わせて、ここで養成をしていただこうと。そして

コア学園もプラス、一緒に頑張っていただこうということで、実は奨学金制度なども

含めて、全町で取り組むのだというお話もいろいろしました。 

 音更が、過ぎた話ですけれども、一番先に１,０００万円以上の強のお金を出して、

大谷学園にそれぞれ養成の支援をしたということでありまして、各町村は合わせて、

本別町でもやっていますけれども、それぞれ人材養成の資格だとか、また招聘するた

めの必要な経費だとか、そういうものをそれぞれ自治体が負担をして、人材の養成に

努めていこうと、こんなようなことで協力させていただいているというのが現状であ

ります。でき得れば、その中で両学校が多くの人たちが来てくれればいいのですけれ

ども、なかなか日本の少子化の中では難しいということで、特にコア学園は去年、こ

としはベトナムですか、たくさんの研修生を受け入れて、そこで語学も技術も含めて

卒業生を出しているということになります。 

 なかなか今の段階で、本別町とかというわけにいきませんけれども、先ほど課長の

ほうから答弁させていただきましたように、十勝間で大きな法人が直接また研修含め

て資格を取って、雇用させていただいてということになっていきますので、それらの

効果も含めて、もう時期出てくるのかなというふうに思いますから、また、そこに期

待することも多いということでありますので、そのことについてはこれからの本別町

の今、特養の建てかえで社会福祉協議会、それぞれ人材育成で相当頑張っていただい

ていますけれども、それらも含めて、直接外国人の人材というわけにいかないかもし

れませんが、そういうトータルで介護をしていただく人材が、十勝管内でふえていく

ように、自治体もみんなで協力しながら努力していくということになっておりますの

で、言うなればオール十勝でしっかりその対策をとっていくということにさせていた

だくということでありますので、その辺はこれから徐々に成果の出るように、努力さ

せていただきたいと思っています。 

 以上であります。 

○１番（水谷令子） 以上で終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時３５分  休憩 
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午後 ３時４５分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、１８時程度まで延長いたします。 

 次に、１１番藤田議員。 

○１１番（藤田直美） それでは、議長のお許しをいただきましたので、次の１問に

ついて一般質問させていただきます。 

 私は、細目方式を選択させていただきました。 

 民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直しについて。 

 現在、本別町においても保証人の確保が困難な状況にあります。２０１７年５月に

民法の一部を改正、２０２０年４月１日施行する法律が成立され、保証人に関する規

定が削除されたことに伴い、本町の条例等も改正することが必要だと考えます。 

 以下の４点について伺います。 

 １、民法改正を踏まえた、公共住宅の入居に際しての取り扱いについて、平成３０

年３月３０日付国土交通省住宅局住宅総合整備課長の通知の内容と本別町の対応は。 

 ２、連帯保証人の要件を満たせず、入居に至らなかったケースと主な内容について

伺います。 

 ３、現在、公営住宅に入居するには、２名の連帯保証人が義務づけられていますが、

今後、改正民法等の状況を考えると、身寄りのない住宅確保要配慮者、低所得者や高

齢者、障がい者、移住者、外国人等の増加も考えられることから、入居の条件として

連帯保証人を２名確保は困難であるとし、保証人制度を廃止するべきです。考えを伺

います。 

 ４、退去時の原状回復の費用負担の現状と制度改正の必要性について伺います。 

 以上、４点について考えを伺います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 藤田議員の民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直

しについての答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の民法改正を踏まえました、公共住宅の入居に際しての取り扱いにつ

いてでありますが、これは平成３０年３月３０日付で、国土交通省住宅局住宅総合整

備課長通知の内容と本別町の対応についてですが、通知は公営住宅の入居に際して、

保証人、連帯保証人を含む取り扱いについてでありまして、事業主体、地方自治体の

判断にゆだねられたということであります。地方自治法に基づきます技術的な助言と

して通知をされてきました。 

 また、通知の内容は、近年、身寄りのない単身高齢者が増加していることなどを踏

まえると、今後、公営住宅の入居に際し保証人を確保することが、より一層困難にな

ることが懸念されますことから、保証人を確保できない人のため、入居できないといっ

た事態が生じないようにしていくことが必要であるということであります。 
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 仮に、保証人の確保を求める場合には、改正民法の施行に伴いまして、新たに極度

額の設定が必要となります。また、必要に応じて機関保証を活用することなどにより

まして、保証人の確保が難しい方の入居を円滑にしていくことも必要である、とあり

ます。本別町の対応といたしましては、公共施設としての公営住宅を適正に利用して

いただくために、連帯保証人については従来どおり、２人を立てていただきたいと考

えています。 

 ２点目の連帯保証人要件を満たせず、入居に至らなかったケースと主な内容につき

ましては、連帯保証人要件を満たせず、入居に至らなかったケースは、今まではござ

いません。本町では、法人などによる保証として、本別町社会福祉協議会で実施をし

ております、生前事務委託契約事業や死後の事務委託契約事業、安心お預かりサービ

ス事業の制度などの利用を認めておりまして、この制度を利用して連帯保証人を立て

ていない方は、現在の入居者では、この制度を利用している方が２件でございます。 

 ３点目につきましては、今後は、改正民法にあります保証の極度額を設けた中で、

連帯保証人を立てていただくことで進めてまいります。 

 ４点目の退去時の原状回復の費用負担と現状と制度改正の必要性につきましては、

入居時にお配りしております入居のしおりに基づきまして、費用負担の区分をしてい

ただいておりまして、基本的には入居者の過失により破損や汚損した箇所の修繕費用

負担をいただいておりますので、現制度により進めてまいりたいと考えております。 

 以上、民法改正に伴う公営住宅の入居要件の見直しについての質問の答弁とさせて

いただきます。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） まずは、１項目めの再質問をさせていただきます。 

 この通知では、標準条例案を改正し、保証人に関する規定を削除いたしました。公

共住宅の入居条件に、連帯保証人の確保を前提とすることから、転換することを求め

ているものです。本別町は今までどおり、保証人を２名立てていくということですが、

家賃債務の保障や法令等に違反した場合、入居者にかわって一切の事務について、責

任を負うこととなるのか、連帯保証人の資格と責務について考えを伺います。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 藤田議員の１項目めの再質問にお答えをしたいと思い

ます。 

 まず最初に、連帯保証人の資格でございます。入居決定者、今の規則と同じでござ

いますが、入居決定者と同等以上の所得を有するもの、また原則として町内に居住す

る方、また独立の生計を営んでいる方、また町税及び使用料を滞納していない方でご

ざいます。また、町内に求めれない場合ですけれども、町外でも認めているところで

ございます。 

 ２点目の連帯保証人の責務につきましては、改正民法では極度額の範囲で、保証の
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責務を負ってもらうということになっておりますので、責務については、そういうこ

とで進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 極度額につきましては、今回、民法の改正に伴いまして、保証人を外さない場合は、

保証人の緩和というかそういうことも含めまして、極度額という限度額を設定しまし

て、つけなさいということで進めてきておりますので、それに伴う極度額という形で

つけることになっております。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） １項目については、保証人を２人とするという考えのもとの

お話だったかと思います。 

 ２項目めに移りたいと思います。再質問させていただきます。 

 主な改正の第２は、家賃の減免または徴収猶予の説明中に、民生部局との十分な連

携を追記したことです。標準条例案では、収入が著しく低額であるとき、病気にかかっ

たときなどこのような場合、民生部局とも連携し、収入等の状況や事情を十分把握し

た上で、家賃減免等の適切な対応を行うことが必要であると追記しております。 

 本別町では、先ほどの御答弁では、２名の方が本別町社会福祉協議会の制度を活用

して、今後においても保証人の免除等を行っていくということだと思って聞いており

ました。ですが、改正民法では、新たな契約について案が出されており、現行の保証

人については、今後も保証内容の契約が継続されることとなります。今後は、高齢化

によって認知症の方がふえていくことや、保証人の死亡や辞退する方が出てくること

など、さまざまな事態が予想されております。新たな保証人を見つけるのは、大変困

難である状況だと考えまして、その対応と現在行っている事業、先ほど社会福祉協議

会の制度のお話もされておりましたが、今後、予想される支援についても具体的な説

明を受けたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） ２項目めの再質問でございます。 

 今、お話ありました民法改正に伴います、機関保証という意味での内容でございま

すけれども、事業につきましては、現行では連帯保証人の設定の困難な方は、法人等

による保証として、先ほどお話ししましたけれども、本別町社会福祉協議会で実施し

ている生前事務委託契約事業や死後事務委託契約事業、また安心お預かりサービス事

業の制度などの利用を認めているところでございます。 

 また、支援につきましては、民生部門で進めております、本別町生活困窮者自立支

援庁内会議とも連携を図りながら、生活困窮者に対する支援体制をとっておりまして、

今後も庁舎内連携をとりながら進めていきたいなというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 
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○１１番（藤田直美） 今の御答弁の中に保証人、確保の方になると思いますが、社

会福祉協議会などの制度を活用して、法人等の保証を認めているという御答弁もあり

ましたが、緊急連絡先の確保、身寄りのない高齢者死亡等の家財処分、その他適正な

債権管理といいますか、滞納者への指導など、その他入居者の生活全般の支援を福祉

的視点の連携も含めて、行政が対応できるのであれば、保証人廃止も可能と思います

が、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ３時５９分  休憩 

午後 ４時００分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 先ほどと、ちょっとお話がかぶってしまうかもしれま

せんが、保証人の廃止ということも可能かということでございますが、やはり先ほど

の民法改正に伴いまして、保証人はつけるということになっておりますので、同じ福

祉制度、先ほどお話ししました、そういうものの視点での対応をしていくという形で、

進めさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 次に、３項目めの再質問をさせていただきます。 

 現在の連帯保証人については、ある意味、無制限に債権者から請求できる仕組みに

なっておりますが、民法改正に伴い、法律上限度額という、極度額ですか、保証人に

対してつけられることとなります。連帯保証人にとっては、連帯保証人を保護する有

利な制度とも考えられておりますが、一方では、極度額がどのように算定されるかわ

からない状況の中、数字として具体的に見えてくることによって、連帯保証人の確保

が難しくなるのではないかという懸念、心配もされております。 

 今後、新たに極度額を設けるということですが、基準となるものがあるのか、十勝

管内の状況では、保証人制度を廃止するというような市町村がどのぐらいあるのか、

その点について協議されているのか、また、協議の内容を伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） ３項目めの御質問にお答えします。 

 御質問の中身は極度額の基準、あと管内の取り組み状況と、あとこれまでの取り組

み状況ということでございますが、まず１点目の極度額の基準でございます。平成３

０年３月３０日に、国土交通省住宅局から示されている極度額に関する参考資料とい

うのがございまして、裁判所の判決におきまして、平均で家賃の約１３.２カ月の事例

がございます。それらをもとに今後、そういうものを検討していくという形になるか

と思います。 

 また、２点目でございます。十勝管内の先ほどお話あった廃止する市町村は幾らあ
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るかということで、これは振興局で取りまとめを今現在やっている数字でございます。

今後、各市町村でどういう取り組みになるか、まだ、確定はしていないと思いますけ

れども、今現在のアンケートというか、その調査の状況でございますが、連帯保証人

の廃止を検討している市町村が５、廃止をしない方向で検討しているところが１１、

未定が３と伺っているところでございます。 

 また、この間に我々としても、いろいろこういう公営住宅の入居の問題点ございま

す。いろいろ協議をさせていただきました。先日、１１月２６日ですか、本別町で改

めて７町呼びかけ、集まっていただいたのが７町村ございまして、その中で今後、保

証人の絡み、外さない場合の限度額、極度額だとか、そういうもの含めまして勉強会、

意見交換会をやっているころでございます。これをもとに今後進めていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 基準となる数字については、かなり高額になるのかなという

印象を受けました。管理上、保証人に関する規定を削除することのメリット、デメリッ

トを十分検討することは、必要とされるところですが、セーフティネット機能を有す

る住宅困窮者のための公営住宅の趣旨に沿った形で、明確な規定を町民の立場、入居

者の立場で改定するべきだと考えております。民法施行が２０２０年４月１日である

ことから、早急に整備することが求められていると思いますが、今後の日程をどのよ

うに考えているのか。また、仮に保証人の確保を求める場合、保証人が見つからない

ときの対応を募集案内などに記載するなど、配慮が必要になってくるのではないかと

思いますが、考えを伺います。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） ３項目めの再々質問になりますか、今、お話のあった

２０２０年４月１日から民法の改正ということで、我々の根拠、我々の町村としても

３月末までに規則の改正を進めてまいります。 

 また、先ほどお話のあった周知、住民周知という部分でございますけれども、これ

については新たに入居手続をされる方には、随時、窓口で対応していきたいというふ

うに考えておりますし、既存の入居者につきましては、収入申告時で行う連帯保証人

の確認の際に、行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（高橋利勝） 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） ４項目めの再質問に移ります。 

 住宅の原状回復、修繕費用の負担区分についてですが、入居者負担で修繕する項目

の見直しをするところはないのか、賃貸契約における現状回復の費用負担については、

トラブルを未然に防止するため、改正民法においても原状回復の範囲について明文化

されております。過大な原状回復の費用負担は、公営住宅本来の趣旨に反すると考え、

経年劣化を除く入居者の責任、入居者の責めに期する事由において、修繕の必要が生
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じた場合の度合いをわかりやすくする必要があると考えますが、例えば、入居時に配

付される入居のしおりですが、公営住宅修繕負担区分表でも細かく記載されておりま

すが、その中で畳表がえについては、すり切れが甚だしく、縦糸があらわれているも

の、焦げ穴、すり傷、切り傷が裏まで達しているもの。ここまではよいのですが、そ

の後、日焼けによる変色、縁のすり切れと書かれており、入居者負担となっておりま

す。この部分は、経年劣化としてよいのではないかと思って読みました。 

 このほかにも現状と合っていない記載が、今後も出てくると予想されることから、

居住年数や家族構成によって、経年劣化と判断することは大変難しいとは思いますが、

仮に保証人を求めることになると、入居者はもとより保証人への周知はするべきです

し、トラブルを未然に防ぐとともに、精神的な負担を少しで軽くするため、写真や絵

を多く使い、わかりやすく明記しておくべきと思いますが、考えを伺います。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） ４項目めの御質問でございます。 

 修繕費用の負担区分ということでございますけれども、賠償については基本的に入

居者の責めに負うものとしておりまして、先ほど話があった畳の表がえなど、利用に

よって傷んだものを賠償してもらっておりまして、賠償があった場合は敷金を利用し

ながら、負担をお願いしているところでございます。 

 また、経年劣化につきましては、当然、役場の負担で修繕を行ってきているところ

でございますが、先ほど議員からの経年劣化の判断の難しいところという質問があっ

たと思うのですけれども、この部分につきましては、区分表につきましては、現状に

合った検証してまいりたいなというふうに思っておりますし、また、しおりの最後の

ほうになるのですけれども、この表に区分されていない修繕箇所というのが、ちょっ

と明記されておりまして、そういうものが発生した場合については、その都度、検討

の上ということで負担区分の決定をしていくというふうになっておりますので、その

辺も考慮しながら今後進めていくということにしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○１１番（藤田直美） 終わります。 

 ５番篠原議員。 

○５番（篠原義彦） 議長の許可がございましたので、通告の１問について質問させ

ていただきます。 

 ことしの農業生産と今後に向けて、本町の基幹産業である農業経営を取り巻く環境

は、非常に厳しい中ではありますが、安定した営農を持続するための施策がさらに必

要かと思いますけれども、町長の考え方を伺いたいと思います。 

 ことしの生産は、天候が安定した中で、畑作は平年以上の収穫と思っています。Ｊ

Ａ本別町の取り扱いでございますけれども、小麦については反収が１０ .３俵、豆類は

大正金時が３ .６俵でございますが、小豆、大豆については４ .３俵となり、ビートは
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６トン、糖分１６ .９、馬鈴薯は澱原が６１俵、加工馬鈴薯が６０俵という数値で終わっ

ております。酪農については、生乳の生産は、昨年の３万９ ,０００トンから３ ,００

０トンほど伸びまして、４万２ ,０００トンで終わる計画になっております。乳肉の個

体販売は高値が続いていますが、少し下がった傾向にもありますけれども、高値安定

できております。 

 さらなる安定を目指して、次の点について町長の考え方を伺いたいと思います。 

 まず一つ目、地籍調査の準備段階に入っていると思いますけれども、早期実施によ

る基盤整備の確立。 

 ２番目に、労働力の軽減と確保。 

 ３番目に、高額な機械、施設の投資に対する対策。 

 ４番目に、バイオマスの早期実施。 

 以上、４点について、町長の考え方を伺いたいと思いますけれども、よろしくお願

いします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 篠原議員からのことしの農業生産と今後に向けての御

質問の答弁をさせていただきます。 

 ことしの農業生産は、今、篠原議員からお話がありましたように、畑作物は平年作

から平年作を超える収量となっておりまして、酪農、畜産におきましても生乳生産、

個体販売ともに順調に推移をして、不安定な天候、季候が続いた中でありましたが、

生産者の方々の適切な圃場の管理、また飼養管理のもとで、よい出来秋を迎えること

ができたと考えております。 

 まず、質問の１点目でありますけれども、地籍調査の早期実施による基盤整備につ

いてでありますが、地籍調査の実施につきましては、長期にわたる大型事業でありま

すので、本年５月の課長等会議で、職員間の意思疎通を図りながら、６月の議員協議

会で、概要説明をさせていただいたところであります。 

 また、準備担当職員によります事業実施の中の十勝管内２町に事業実施状況調査、

さらに釧路法務局帯広支局に出向き、地籍調査実施に当たっての事前の打ち合わせを

行いまして、地籍調査を円滑に推進するために、関連部局長で組織をいたします内部

組織として、地籍調査事業推進委員会を立ち上げまして、地籍調査実施に当たっての

課題の整理、また予算の措置などの協議と打ち合わせ、また令和３年度事業着手に向

けて準備を進めているところであります。 

 次に、基盤整備についてでありますが、本町全体は、これは歴史をちょっと言いま

すと、昭和３２年からこの基盤整備を実施をして、平成８年からはこのパワーアップ

事業、これは北海道の単独事業で実施したわけでありますが、それも含めて本町もずっ

と続けてきているわけですが、ここに至りまして、本町全体を美里別川を境に二つの

地区に分けて、今年度から勇足川を道営畑総事業、本別の２地区として令和９年まで
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の９年間で整備が始まり、令和３年からは仙美里川のもう一つの地区を本別３地区と

して、令和１０年までの８年間での整備を計画しているところであります。２地区合

わせて総事業費は４２億３ ,０００万円、受益者戸数は１０１戸、うち暗渠排水が１ ,

０７０ヘクタールの整備などを進める計画となっています。 

 ２点目の労働力の軽減と確保につきましては、労働力の軽減対策といたしまして、

ＪＡ本別町によりますコントラクター事業の拡充が、積極的に進められております。

また、ＴＭＲセンターの稼働やさらなる労働力軽減策としては、営体協畜産部会内で

哺育センターの設立に向けた調査、検討を行っておりまして、今後も必要とされます

労働力の軽減策につきましては、調査、検討を図ってまいりたいと考えております。 

 労働力確保に向けましては、本別町営農指導対策協議会を中心に、労働力、人材確

保事業の取り組みとして、新規就農や雇用就農、移住を目的に道内外の都市圏で開催

をされております、新農業人フェアや移住フェアの相談会などへの参加、また学生の

就労相談、人材募集を目的に北海道立農業大学校の生徒の就職相談会、キャリアサポー

トにも参加するなど、さらなる労働力、担い手確保に向けて取り組みの推進を図って

きているところであります。 

 ３点目の高額な機械、施設の投資に対する対策につきましてですが、生産者の方々

の相談や要望に基づきまして、強い農業・担い手づくり創業支援事業や畜産クラスター

事業の国の補助事業を積極的に活用しながら、施設や農業機械の整備、導入を図って

います。近年では、スマート農業の推進によりまして、高精度ＧＰＳシステムを利用

いたしました農業機械の自動操舵技術の導入もふえておりまして、生産性の向上と労

働力の軽減に寄与するだけでなく、農薬や肥料、燃料などのコスト削減に有効な手段

となっているために、引き続きＪＡ、また関係機関とともに、事業の推進を図ってま

いります。 

 また、ＪＡ、北海道糖業、町での共同で、生産者の要望によります独自の施設の整

備事業として、圃場の損壊防止と収穫の保管作業の効率化を図る目的で、てん菜のス

トックポイント整備事業の実施をしています。今後も地域の課題や実情、要望を把握

しながら、国の事業を積極的に活用しますとともに、対応に努めてまいりたいと考え

ています。 

 ４点目のバイオガスの早期実現に向けては、本年３月の定例議会で質問をいただき

まして、その答弁といたしましても本町の計画内容と、北海道電力からの道東エリア

での売電の受け入れにつきましては、送電網の増強が必要となり、その工事費に約６

００億円、工期で１０年から１５年かかるという通告があったことなどを報告させて

いただいたところでありますが、しかし、ことしの１０月に北海道電力が道内で道東

エリアを含め、送電網の増強計画案を国、経産省に対し提示をしました。その内容に

ついては、道東エリアについて、私どもの役場にも報告がありました。空き容量を２

０万キロワット程度増強するということでありまして、工期が５年、工事費は１００
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億円程度の見込みとして、それぞれ大幅な内容の変更を発表し、本町と農協にも説明

に来たところであります。 

 内容につきましては、これまでのＦＩＴ、電力の固定販売買い取り制度ですが、こ

のＦＩＴも活用することができる見込みで、手続や実施に伴う、要領、要綱などの詳

細については、今後に示すということでありますので、十勝バイオマス関連事業推進

協議会などと連携をして、本別町の家畜ふん尿利活用対策協議会において、バイオマ

スプラントの整備に向けた再確認設立や運営方法などについて、協議を進めていかな

ければならないと考えています。 

 いずれにいたしましても、本町農業の振興と農業生産の維持、規模拡大に対応した

事業の展開や必要となる担い手と労働力確保に向けて、農業者、関係機関が協力して

一体となって、この施策を実施、検討を進めてまいりたいと考えております。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） 何点か再質問をさせていただきます。 

 まず、地籍調査の件につきましては、膨大な費用と期間がかかる予定でございます

けれども、目安として農地関連でどの程度の計画を持って進んでいるのか、お聞きし

たいと思います。 

 それから、２点目の労働力の軽減と確保は、これは自分たちで、できるだけのこと

をやらなければならないし、ある程度、機械に頼っていくのですけれども、町長、念

頭の挨拶の中で、スマート農業の推進ということを挨拶の中でうたわれておりました

けれども、現在、町内でこれに類する事業がどの程度普及しているのか。ＧＰＳ利用

した自動車道だとか、搾乳ロボット、あとヘリコプターによる作業だとかありますけ

れども、その点わかりましたらお知らせいただきたいと思います。 

 それから、ビートのストックヤード、北糖と町との話し合いで進めておりますけれ

ども、ことし雨の多い中ストックポイントが整備されているため、非常にスムーズに

搬送が行われているように思いました。今後、どの程度まだ残っているのか、希望が

あるのかもお知らせいただきたいと思います。 

 バイオマスについては、組合長会で随分、関係省庁に要請したようでございますけ

れども、結果的に町村会の首長が先頭に立って要請運動を興さないと、なかなか前に

進まないということを聞いておりましたのですけれども、今、御説明にありましたよ

うに進むということでございますので、このことについてはよろしいです。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 篠原議員の地籍の計画年ということでございます。 

 今、ここに市街地も入れたという部分もちょっと入っておりまして、おおよそ市外

耕地部と市街地を合わせまして、約５０年間という計画で、今、進んでいるところで

ございます。当然、耕地山林部分は優先して進めていくということで、ほぼ耕地部分
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の年数がかかわっているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（高橋利勝） 菊地農林課長。 

○農林課長（菊地敦） スマート農業の推進の関係につきましてお答えをさせていた

だきます。 

 近年、国の補助事業も含めて、取得する農家がふえてきています。これまでに農協

等に問い合わせをしながら、設置状況含めて調査をしていますが、農協のＧＰＳのア

ンテナを利用して今作業を実施している方が３５戸ほどあります。合わせて民間の似

たような形で、農機具会社のほうもアンテナを設置をしていますので、そこを利用し

ている方が約５戸、合計で４０戸ほど今、利用者として登録をしているという状況に

なっております。 

 ＧＰＳの貸与機械につきましては、戸数イコールにはなりませんので、２台、３台

と持っている方も含めてありますので、つかんでいるのはおおよそ５５台ほどが、そ

ういったＧＰＳに対応する機械をつけた農作業機械、トラクターが、導入をされてい

るという状況にあろうかと思います。基本的に、今、農家戸数約２６０戸ほどですの

で、そういった形で今の普及率を考えると、１５.４パーセントほどと。ただ、これか

らどんどんとこの関係につきましては伸びてくると、事業を利用される方もふえてく

るのかなというふうに思っております。 

 続きまして、ストックポイントの整備状況ですが、一応、今年度までの事業として

今の現状としては考えていますけれども、延べで７１戸で９２カ所の整備状況となっ

ております。 

今後の希望ということですが、３年間の事業として、ことしで一応終了となってお

ります。 基本的に手を挙げた方について、実施をしてきていますが、ただ今回、今

年度３カ所ほど、これは農家さんのほうの都合も含めてありまして、設置場所の雑木

切りが間に合わなかったですとか、整備するところに土砂を入れてという状況だった

のですけれども、その土砂入れができてなかったりとか、そういう状況も踏まえてあ

りますが、今、農協、そして北糖のほうとも協議して、手を挙げた残り３カ所につい

ては、実施をする方向で検討は今させていただいておりますので、先ほど言った９２

基プラス３基という形で、整備がされているという状況になっております。 

搾乳ロボットの関係ですが、近年の状況で言いますと、搾乳ロボットが、平成３０

年中に２戸が整備をされています。あわせてロータリーパーラー、これ御存じかと思

いますが、活込の３戸法人で実施をしているロータリーパーラーが、３０年度で１戸

という状況になっています。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） バイオマスの関係でありますけれども、御質問いただきました
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ように、農業団体も熱心に研修会やったり、また要請活動もしてきました。これは御

質問ありますように、十勝の基幹産業の大事な一翼を担うバイオマスプラントですか

ら、ただ大型にすると、このＦＩＴの制度がなければ、なかなか運営ができないとこ

ろでありまして、十勝管内の協議会をつくって強力に要請をして、経過としては北電

から、先ほど申し上げたような５年で１００億円というような案を、また受け入れた

というようなことになっておりますけれども、ただ、本別町についても協議会で協議

をされていっているのですが、大きくすると本別の酪農、そんなに大きなメガファー

ムがあるわけでありませんから、どちらかというと個別完結型も含めて対応すべきで

あると、私はこう思っているのですが、今、農協と町も含めて協議会でやっているの

が集中型が１カ所と、これ二、三千頭クラスですね、できるということでありますか

ら、ここもなるべく、ヨーロッパから技術屋を呼ぼうとかそういうことでなくて、で

きる限り国内で維持管理もスムーズにできるようなそういうプラントをつくりながら、

この制度に乗ってしっかり対応していきたいなというふうに思っていますが、これも

また当然、農業者や農業関連との協議にもなりますけれども、そういう大型のやつと、

さらにまた地域別に個別完結型のやつもつくることも、一つの方法でないかなという

ふうに思っておりますので、これらもまた、農業者の方々と相談しながら進めていき

たいと思います。 

 ５キロワット未満であれば、今でも接続可能だということの方針も出ておりますの

で、希望する農業者の方にとっては、どういう選択をするかも含めて、また、早くこ

の制度に乗れるように、それぞれまた情報交換しながら、対応してまいりたいなとい

うふうに思っています。 

 今、十勝管内約３０基ぐらい予定をして、施業待ちでありますから、本別町特にま

だ１基もないというような状況でありますので、できる限り早く設定できるように、

私どももしっかり勉強して頑張っていきたいなというふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） 最後に２点ほど質問させていただきますけれども、農業を取り

巻く環境、非常に厳しいのは変わりはございません。コスト増だとか、労働力不足、

ＴＰＰ、日米貿易の問題など、こういう不安は増していきますけれども、こういう情

報をいち早く農業者に提供してもらうのと、やはり生産規模の基盤の強化とか規模拡

大、家族経営の維持など、多様な担い手が安心して営農できる体制を今後、支援、対

策が必要かと思いますけれども、町長の考え方を伺います。 

 もう一つ、ビート工場、操業始まりましたけれども、まだ本格操業でないようなお

話を聞いておりますけれども、その辺、町長、何か話聞いていたらお知らせ、日量３ ,

０００トンとか３ ,２００トンぐらいを裁断するのだけれども、まだ２ ,５００トンぐ

らいという話聞いていますけれども、もしわかれば、その辺もお知らせいただきたい
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と思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 本当に篠原議員御質問のとおり、１月１日から日米の合意協定

ですから、この後どんどんどんどんというか、非常に関税が下がっていくわけですか

ら、与える影響は特に十勝の農業、本別の農業に一番、日本の農業の中でも与える影

響は多いということなると思います。特に、乳製品や肉類、畜産もそうですし、また、

そのほか医療だとか薬品の問題なんかいろいろありますけれども、問題はそれと種子

法ですね、日本でやったね。これについても、大変なことになりかねないと私どもは

危惧しているのですけれども、例えば、私どものキレイマメの原原種をつくっている

中性光黒、今度、種とれなくなったら大変なことになるのですね。それが、まさか外

国の一多国籍企業に管理をされるなんていうことには、絶対あってはいけないことで

すから、これは北海道も含めて、その種子法については北海道独自の条例もつくって

いただくには、道議会含めて頑張っていただいていますので、何とか十勝農業、本別

農業を守るために、それぞれ努力させていただければと思っています。 

 特に、日米、これはＴＰＰ含めても想定されるというのが、完全実施までのところ

で３８０億円だとか、いろいろ数字出していますけれども、現場での意欲だとか風評

だとか含めても、かなりな影響が出てくるのではないかと。一番心配なのは若い世代、

また、担い手の方が本当にこれから農業に従事していただけるかということが、私ど

もの一番の懸念するところでありますから、そういうことのないように、特に持続継

続できる農業の現場の支援策を国にも、しっかり求めてきているところでありますが、

ただ、対策と政策ではえらい違いなものですから、当面の対策はやってもらわなけれ

ばなりませんが、やはり究極はずっと安心して、まさに今御質問のとおり、安心して

食料生産のできる大事な基幹産業の農業が、これからも延々と続けるそういう政策を

国も含めて、しっかり対応していただくように私どもの役割として、これは全力投球

で頑張っていきたいなと思っていますし、また、そのことを農業団体、農業者含めて

しっかり連携をとりながら、今まで以上に元気の出る農業づくりに努力してまいりた

いなというふうに考えております。 

 それと、製糖工場ですが、本社の社長さんも北海道の専務になるのですか、本別の

工場長さんにも来ていただきました。２８日から本格操業が始まっています。ただ、

たくさんのビートですから、一気に流してもなかなか裁断する時間とかありますから、

かなり精度は上がっているようでありますけれども、本格操業になっていることは間

違いありませんので、３月の末ぐらいまで時間がかかるであろうということでありま

すが、私の願いは３月の末までかかっても、ぜひ大事な生産物、そしてまた工場にとっ

ても、農業者にとっても、まちにとっても大変なことしはすばらしい年であるはずな

のですから、このことを十分に発揮できるように、事故の起きたあとについては、関

連する自治体も含めてしっかりと挨拶、それぞれお世話になったことも含めてやって
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いけるように、直接お話をさせていただいて、私ども今後ともいろいろなこの部分で、

できる限りの支援をさせていただくことも話させていただきました。 

 そういう意味では、私どもも本当に願う、煙が工場から出ているというあの風景は、

何といっても一番の喜びでありまして、そういう意味では本格操業が始まって、まだ

わずかかもしれませんが、順調に推移をしてきているということの状況でありますの

で、以上、報告させていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 篠原議員に一言申し上げます。 

 ただいま答弁、許しましたけれども、北海道糖業は行政と直接かかわりありません

ので、こういう場での質問というのは、ちょっと注意していただければと思います。

（「答弁の前に注意してください。答弁の前に。」と発言する者あり）答弁は、今回

はいい。（「私としては、言った後にそういう説明をしてください。終わってからの

こと、いいです。」と発言する者あり） 

○５番（篠原義彦） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 次に、６番大住議員。 

○６番（大住啓一） 議長の許可をいただきましたので、午前中保留してありました、

行政の不祥事と非常時におけるトップとしての対応は、について質問をいたします。 

 近年、本別町における不祥事は、大小を問わず毎年のように起こっており、また災

害や予期しない出来事が起きています。事件、事故に対する町民の皆さんへの説明や

住民の方々の生活を守るための対応が不十分であると思いますが、考え方を伺います。 

 本町の不祥事は、平成２８年６月定例会におきまして、私の一般質問から税金収納

において横領事件が発覚いたしました。本定例会初日の議員協議会において、不納欠

損者を対象とした町税収納調査及び公用車の車検切れが報告されました。 

 本年３月には、ふるさと納税の手続ミスにより、多くの方々の御厚志に背き、著し

い信用失墜となった事件。先月の議員協議会において明らかになった農業委員会事務

局の年金に係る手続の不手際等々の事件について、町民の皆さんへの説明が不十分で

あると思います。 

 税の徴収については、横領事件の額も含めて現在、約４２０万円になるとの報告が

ありました。早急に全容解明を図り、町民の皆さんに説明すべきと思います。公用車

の車検切れは、言語道断の事件ですが、今後の対応を速やかにかつ詳細に説明すべき

と思いますが、お考えは。 

 また、昨年の胆振東部地震時の災害対策本部設置が大幅におくれた対応や、誘致企

業、これは昭和３２年の議会で議決しました製糖工場のことですが、に対する町支援

の考え方をお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 大住議員の２問目でありますが、行政の不祥事と非常



－ 76 － 

時におけるトップとしての対応についての御質問の答弁をさせていただきます。 

 冒頭でありますが、町民に信頼されるべき公務員という職にありながらも、たび重

なる不祥事の発生につきましては、大変重く受けとめておりますし、町政に対する信

頼を大きく損ねましたことに対して、議員各位含め町民の皆さんに、深く重ねておわ

びを申し上げる次第であります。 

 １２月３日に、緊急の課長等会議を開催をし、重なった不祥事について報告し、小

さなミスが大きなトラブルになることを肝に銘じ、業務の遂行に当たっても、当たり

前のことを当たり前に行うことなどを各課長に啓蒙したところであります。今後も引

き続き職員教育や研修を徹底して、法令遵守はもとより、常に全体の奉仕者としての

強い自覚と緊張感を持って職務に専念するよう、職員の徹底した意識改革を図り、町

政の信頼回復に全力で取り組んでまいるものであります。 

 各種不祥事にかかわる町民への説明についてですが、不祥事が発生をして御迷惑を

おかけした方々への対応などが全て終了した段階において、町広報紙及びホームペー

ジにおいて、経過と説明を掲載させていただいたところでありますが、農業委員会事

務局の年金にかかわる手続の不手際、公用車の車検切れにつきましては、同様にお知

らせをさせていただきたいと考えております。 

 また、税の横領事件に関しましても過日、開催をいただきました議員協議会におき

ましてお答えしたとおりでありますが、１２月中には全容を解明し、監査委員におけ

る監査をいただき、また、明らかになった段階におきましては、各種媒体を活用して

町民の皆さんにもお知らせをしたいと考えております。 

 昨年の胆振東部地震における災害対策本部の設置についてですが、本年６月の定例

会の大住議員の一般質問でも答弁させていただいておりますが、災害発生からすぐに

役場としての対応を行い、朝には対策会議を設置し、対応したところであります。し

かし、長時間にわたる停電によります通信手段が、全て不通になるという事態が発生

しましたので、人命に危害が及ぶおそれが想定された段階において、迅速に関係機関

との連携を図るために、災害対策本部に切りかえて対応したものでありますので、御

理解をいただきたいと思います。 

 また、誘致企業に対する支援についてでありますが、企業において不測の事態が生

じた場合については、該当の企業と連携を密にして、でき得る支援について対応して

きたところでありますが、今後においても誘致企業が何を求めているのか、また、何

をするのかを的確に捉えながら、支援を行ってまいりたいと考えております。 

 以上申し上げて、答弁といたします。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） かなり問題が幾つも出てきて、議会のたびに質問させていただ

いてございます。 

 まず、税金の関係でございますけれども、先般の議員協議会で４８０数件の不納欠
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損の全容解明を図っていると、ほかに不納欠損処理をした以外に２２２件の税の追跡

調査をしましたところ、額で１３９万円、約１４０万円ほどが出てきていると。先ほ

どもお話させていただいたように、春先に出てきた５６万円と足しますと４２０万円

ぐらいになると。まだ、残っているのが、今、町長の答弁にもありましたとおり、１

２月中ということでございますから、まだ６件ほどあろうかと思います。６件だった

か２１件だったか、６件だと思いますけれども、その辺で全容といいますか、出てき

た段階で、これは町民の人たちに速やかに、不納欠損も４００件ほどやっている、２

００件の領収書ある、ないから調べているということでございますから、早急に町民

の皆さんに結果といいますか、それを示していくということになろうかと思うのです

が。その辺、今の御答弁でもありましたように、年内に方向性が出れば、年明け早々

の臨時議会等々の招集もあるかもしれませんが、そのときも含めて我々議員はもとよ

り、町民の皆さんに周知するべきではないかと思っております。 

 順不同になるかもしれませんが、公用車の車検切れについてですが、きょうも冒頭

に行政報告がありました。先般の開会日の議員協議会では、法令違反になるというこ

とで、私ども質問させていただきましたところ、警察署にも相談しているということ

でございます。それがどのような指示といいますか、指導といいますか、結果が来て

いるのか、その辺、わかる範囲の中でお知らせいただきたいということと、余りきつ

い言葉ではお話ししたくないのですが、公務員が管理する車が道路交通法の法令に違

反するようなことがあっては、これはお話にならないということでございますので、

警察当局からどのような指導といいますか、お話があったのか、まだであれば、どん

なになっていますかとお聞きするぐらいの気持ちがあって、しかるべきかなというふ

うに思ってございます。 

 それと、細かく言いますと、ふるさと納税だとか、６月には今回質問であえて言わ

なかったのですが、町のホームページが閲覧できなかっただとか、本当に大小問わず

あります。町長、おっしゃるように、職員の皆さんも一生懸命やっておると思います

けれども、なかなか町民の負託に応えられないと。全体の奉仕者というのは、今さら

でなくわかっていることでございますので、その都度その都度、町民の皆様方に細か

く進めていくべきでないかというふうに思っています。 

 それと、災害等々については、昨年のブラックアウトになった部分については、こ

れは余り予測ができなかったということで、対策本部のは、これはある程度理解はい

たしますけれども、行政が把握しないことには、今、電子器機が発達していまして、

電池がなくなると一切使えないということでございます。町民の皆さんは、全てスマー

トフォンだとか、電子器機で情報を得ているという方々も多いものですから、先般の

教訓をきちっと皆さんで、共有するというような形で進めていったほうがよろしいの

ではないかと思うものですから、その辺もどのように考えているかについて、再度お

伺いいたしたいと思います。 
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 それと、ビート工場の関係は、先ほどの議員の質問もありまして、細かく答弁をし

ていただきましたので、これはその辺にとどめておきたいと思います。 

 あとは、ビート工場につきましても、先ほど来の話ですが、町の基幹産業を担う大

きな組織でございますので、関係機関との協力を密にしていただいて、進めていくの

ではないかと思いますが、その辺の考え方も再度伺うものでございます。 

 それと、今月号の町の広報でございます。これでページをめくりますと、アンケー

トの結果が載ってございました。私も注意深く見て、まだ詳細の字は見ていないので

すが、若い方々が、なかなか本別に住みたくないという方が４０パーセントぐらいい

るのですね。いろいろな理由があって、そうなったと思うのですが、私なりに分析し

ますと、こういうことが続いていると、いいまちだということにもなってこない部分

があると思いますので、経験豊富な町長でございますから、速やかに町民の皆さんと

報告なり御相談なりしていただいて、住みよいまちづくりに励むべきだと思いますが、

その辺も何点かなりましたけれども、含めてお伺いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 何度も、何度か大住議員の質問から、それぞれ全容解明まで、

今日までということでありますから、何度か質問いただきましたけれども、ここで議

会の皆さん方からも徹底して、もうこれ以上ないぞというぐらいきちっと調査をする

ほうがいいということでありますから、本当に今、全力を挙げて多くの調査をして、

１２月中にはその全容が解明できることでありますので、これが解明されてまた、そ

れぞれ監査委員の皆様にも御足労かけるのですが、ここで監査にお願いをして、結果

が出た部分については、速やかにそれぞれ法的な手段含めて対応するということと、

その結果出たときには、年明けになったら臨時議会かどうかになるかと思いますが、

その節も町民の皆さんにはしっかりと広報等含めて報告させていただきながら、これ

からの対応をさせていただきたいと思います。 

 また、車検の関係でありますけれども、警察との協議ということでありますが、こ

れまだ事情聴取というか、現場の聴取が全部終わっていませんので、今まだここで答

えるわけにいきませんが、当初申し上げましたように、事件性があるかないか含めて、

警察のほうでも十分に聞き取りをしながら、対応していただくということになってお

りますので、その辺も結果が出ましたら、また報告させていただきたいというふうに

思います。 

 ふるさと納税、残念なことに年度末、連絡がおくれたばかりに、税の控除が受けら

れないというような事態になったということ、本当に申しわけないことしましたけれ

ども、その後、担当も大分頑張っていただいて、ふるさと納税の状況も非常に拡大を

しながら、頑張ってきておりますので、そういうことも一つのあってはならないこと

ですけれども、その後を全力で職務に当たって、信頼回復に努めていただいていると

いうことでありますので、ここもそういう中身を報告させていただきたいと思います。 
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 次に、ブラックアウトの件ですけれども、震度３でしたから、それでも本当に私ど

もの職員みんな、それぞれの持ち場全員集まって、前に議員にも言われたことありま

すが、早朝から集まって、それぞれ自分の受け持ちの施設や何かの点検もしながら働

きました。ただ、直接、被害とかというのがありませんでしたから、対策会議でずっ

とやっていました、課長会議で。御質問にありましたように、まさか電池がなくなっ

たというか、ＮＴＴも含めて通信網が途絶えるなんていうこと想定していませんでし

たので、そういうことも新たな教訓としてしっかり、これからもあり得る、想定でき

るようなことになるわけで、そのことを大事にしながら、この対策のあり方について

も、人命にかかわるものについては、早急に対策本部ということも含めて、これは今

までの教訓を生かしながら対応させていただくのと、また、この通信網が途切れると

いうことは、これだけ大変なことになるのだという新たな認識もできましたので、そ

れぞれ地震、暴風、大雨いろいろな災害ありますけれども、常にこのことを、やっぱ

り人命預かるためには通信情報というのが一番でありますから、こういう教訓を生か

しながら、今度の対策に生かしていきたいなというふうに思います。 

 また、誘致企業の関係でありますが、これは本当に残念ながらいろいろなことが起

きたということもありまして、企業名は言えないということでありますから、言いま

せんけれども、ただ、私どもはその中でもできることはないか含めて、いろいろ日常

生活の支援だとか、また、それぞれ重機、備品だとかいろいろな対策をしました。連

携とりながら、ただ、あれやったこれやったということは、言えることではありませ

んが、常に大事な本町の支えの大きな企業でありますから、基幹産業の本当に担い手

でありますから、そこを大事にして常に連携をとりながら、できる支援にはまた協力

はこれからも、この前もそうですけれども、これからもしっかりとっていくというこ

とを申し上げて、それも本町のほうから札幌支社、本別までもそれぞれの企業の代表

の方々含めて、さらにまたその意思確認をさせていただいて、これからもそれぞれ協

力していくということにしておりますので、その辺については変わらず努力させてい

ただきたいと思います。 

それから広報紙ありました。私も広報紙見て、やっぱりこういうことも当然影響し

ているのだろうなということがありました。まちが元気で希望を持って、今後、本別

でこれからも自分たちが、私たちがここで頑張っていくぞと、そういうイメージを持っ

てもらえるまちづくりにしていかなければならないと、改めて影響は私どもも感じな

がら反省をしているところであります。そういう面も含めて、これからのまちづくり、

総合計画含めて、しっかりと対応させていただければと思っています。 

 以上申し上げて、答弁とします。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長のほうから、決意表明を受けているわけでないのですが、

しっかりと対応したいということでございます。 
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 先に質問させていただいた警察署との協議をしているか、していないかというのは

ちょっと聞こえてこなかったので、それは再度。 

 それと、これからしっかりと運営していきたいということと、これだけ、災害の災

害対策本部は別にいたしまして、大きい小さい別にしてやはり職員の方々が一生懸命

やった結果も含めて、町民の皆さんに不利益だとか、協力してもらった人方に不利益

が生じている、ふるさと納税しかりですけれども、それらについての申しわけない表

現を使うわけでないのですが、職員の方々の処分、それと当然、監督責任というのが

出てくると思うのです。これは税金の関係が、まだ残っているということもあります

ので、今までの町長の御答弁では、それらがということが、全容がわかってからとい

うことなのでしょうけれども、それらも含めて処分の関係をどのように考えているの

か。これだけのことがあったので、一般的に新聞紙上になっています口頭注意だとか

その辺がいいのかわかりませんが、これはいろいろな委員会があるようでございます

ので、その辺に諮るのか諮らないかも含めて、これは大きなことですから、トップと

してどのようにお考えになっているか、その辺の考え方をお聞きしたいということと、

先ほど警察との関係がちょっと聞こえてこなかったものですから、議員協議会で相談

するということであったものですから、その辺等含めて、今、いろいろなミステーク

やら問題が大きくあるということでございますので、その辺の処分をどのようにする

かということをお伺いしたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 車検切れの警察の協議は、先ほど申し上げましたけれども、事

情聴取の最中でありますから、まだ終了しておりませんので、本来でしたら報告した

いのですけれども、まだ少し残っているということでありますから、それは後ほど、

それら終了しましたら報告をさせていただきたいと思います。 

 それぞれ一連の関係のものですが、これ何回か質問いただきました。常に倫理委員

会にしっかりかけて、これらの反省も含めて、また、それぞれ法律に照らし合わせな

がら、適切な処分というものをしっかりすることで、また新たな意識、緊張感持ちな

がら仕事をしてもらうという意味では、それぞれその担当のみならず、取り巻くそれ

ぞれの関係者含めて、それは適切な処理をさせていただくと、こういうことにさせて

いただきますので、よろしくお願いします。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 町長の今の御答弁では、税金の関係が全て出てからという、私

なりに考えをいたしました。 

 それと、警察署には相談をしなかったのですが、しなかったらしないでいいのです

が、私、何回も言うようですけれども、さきの議員協議会、警察署と相談するという

ふうに聞いていたものですから、私の勘違いであれば勘違いでいいのですけれども、
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その辺、どんなことになっているのでしょうか。要するに公用車の車検切れの関係、

それが先ほど来から言っているのですけれども、私の質問が悪いのか、答弁というか、

聞こえてこないものですから、その辺だけ再度お話させていただきたいということと、

これから１２月中には税金の関係、今まで出てきている部分もあるので、懲罰委員会

とは言わないのでしょう、そういう委員会があって、そこに諮問すると、当然、関係

者ということですから、トップである町長も含めてという解釈でよろしいのか、その

２点。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 警察の協議をしている、事情聴取含めて、今、聴取中であると

いうことで、結果について、まだ報告は残念ながらできないという状況にありまして、

今、警察署が現場の職員、また管理している側の職員の聴取が終わり次第、警察の判

断がいただけるということでありますので、それ協議中であります。捜査中でありま

す。 

 また、処分については倫理委員会の中で、それぞれどこまでの処分とするかは、倫

理委員会の中で、先ほど申し上げましたように、法律にも照らし合わせながら、倫理

委員会の中できちっと対応していただくということにしておりますので、そのことで

終わりたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） お答えはそのとおりで結構かと思いますが、私も言っているの

は、警察が今捜査という言葉が出ましたので、捜査中であれば、捜査権を侵害するわ

けにいかないので、きちっと出たときに、来年になるか、年内に間に合えばいいので

すけれども、それも私ども町民の皆さんに報告していただく。それを踏まえての処分

内容になってくる部分もあるかと思うのですね、内容によっては。それは私がどうの

こうの言う立場ではございませんけれども、いずれにいたしましても倫理委員会に出

して、それなりの処分をするということで、町長に伺いましたので、町長御自身はど

うなのかということも最後にお聞きしたい。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 倫理委員会ですから、どういう処分がどこで、どこまでという

のはきちっと調査、そして倫理委員会で協議することでありますから、私自身がどこ

までということは、私からは言うべきでもありませんし、そこまでの、私も委員であ

りませんので、それは倫理委員会の判断に任せるということであります。 

 それと、捜査については、何回も言っていますけれども、今、この事象が起きたこ

とについて、当初、議員協議会でも言わせていただいたのは、事件性があるかないか

を含めて、それは多分ないだろうと思うけれども、でもきちっと調査をするというこ

とは、警察の役割で大事なことです。そのとおりですよね。それを今、事情聴取とい
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うか、をして公園の管理と、こっちの車両管理している職員のことですね、事務方の、

この聴取が終わらなければ、警察のほうから報告がいただけない。終わった後にいた

だければ、結果は報告をさせていただきますと、こういうことであります。ぜひ御理

解いただきたい。 

○６番（大住啓一） 終わります。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をいたします。 

午後 ５時０２分  休憩 

午後 ５時１４分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １０番阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 議長のお許しがあったので、２問について一般質問を行いま

す。 

 私は、従来どおりの細目方式ではない方式でやりたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 １問目ですが、ふるさと納税で、ほんべつ応援団づくりの推進をということで伺い

ます。 

 本別町の個性あるふるさとづくり寄付、いわゆるふるさと納税事業は、全国からの

大きな支援をいただきながら発展してきたものと考えます。さらに、本事業を通した

まちづくりを進めるために、リピーター対策やクラウドファンディングの検討を進め

るべきと考えますが、見解を伺います。 

 クラウドファンディングは、下に書いてありますけれども、インターネットなどで

呼びかけて、資金を調達する方法というふうになっています。 

 本町のふるさと納税事業は平成１８年度から始まり、平成２９年度までの寄付総額

は１億６ ,０２８万円、そのうち、本のまち・夢プラン事業を初め、町の各事業に利用

してきた総額は４ ,１００万円となっています。これは町のホームページで調べました。

平成３１年度は、寄付額４ ,１８０万円、寄付者は２ ,７５８人です。３月１６日から

１１月１５日分で、これは町広報に載っています。 

 ２０１３年、平成２５年の１２月の第４回定例会で、ほかのまち、ほかの地域でも

取り入れているふるさと納税にかかわる、そのまちの返礼品を本町もつけてはどうか

という提案をさせていただきました。そして翌年の２０１４年の平成２６年から、こ

の返礼品がスタートしたわけです。 

 そこで伺います。 

 一つ目ですが、寄付者で希望者は、町ホームページで、県、氏名、寄付額が公表さ

れていますが、特にリピーターについては一層のつながりを深めていくこと。そのた

めの具体的取り組み、例としてイベントや御所の宿泊、キャンプ、農業体験、また本
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日、交通公園の利用というようなことも出ています。そのようないろいろなアイデア

をもとに、そういう取り組みをすることが大切だと考えますが、見解を伺いたいと思

います。 

 １０月の初めに、産業厚生常任委員会で群馬県の川場村というところに行かせてい

ただきました。そこは全国一の道の駅なので、ふるさと納税とは直接関係ないのです

けれども、私が驚いたのは、報告書にあるとおり１８０万人の利用者、訪れる方がい

らっしゃって、リピート率が７０パーセントということなのですよ。ちょっと私もリ

ピートについては、ずっと一般質問も含めて伺ってきているところなのですけれども、

川場村にどうやって調べたのと聞いたら、わからなくて、そこのやっている会社のほ

うに聞いてもわからなくて、結局、県庁に電話したのです。群馬県に。 

 そうしたらイベントのときに、訪れている人にリピート率を調べるということで、

私が言いたいのは、本別のふるさと納税でもリピーターを大切にして、まちづくりの

一環として大切にしていきたいということは、何回も申し上げてきたことなので、そ

のリピーターについて、現在の取り組みについて伺いたいというふうに思います。そ

ういう趣旨です。 

 ２番目ですが、道内でもふるさと納税事業を活用してクラウドファンディング、さっ

き言ったように資金調達の方法による施設整備初め、諸事業に取り組んでいる自治体

がありますが、本町においてもクラウドファンディングの事業の推進を図るべきと考

えております。このことについても、これまで何回か申し上げてきていると思ってお

りますが、内部でいろいろ検討していくという趣旨の答弁もあったというふうに思っ

ております。その点で、クラウドファンディングについて、どの程度の検討がされて

きているのか、他町村、他の自治体の例でも記念になる施設を建てるためにとか、道

路の整備とか、それから最近では災害の関係で、クラウドファンディングで災害のお

金があっという間に集まったという、やっぱり日本人はすごいなと思ったのですけれ

ども、そういう意味で本当に心でつながるふるさと納税事業というのを、私はいつも

言っているつもりなのですけれども、クラウドファンディングは、寄付された方が、

自分の寄付が本別町のあれに使われたということは、一つの誇りになると思うのです

ね。そういう意味で、本町としてクラウドファンディングを具体化していくというこ

とは、私は重要だと思っておりますが、その辺についての見解を伺いたいというふう

に思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫）〔登壇〕 阿保議員のふるさと納税で、ほんべつ応援団づくりの

推進の質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の御質問についてでありますが、議員御指摘のとおり、ことしも毎年、

もしくは１年の間に複数回寄付をいただいている方への対応、非常に大切なことだと

いうふうに思っております。返礼品の送付につきましては、寄付への感謝と同時に、
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町民の皆さんが日々集まっていただいております、地域の魅力を寄付者の方にも共有

してもらい、まちづくりに参加する一体感を持ってほしいという気持ちもあります。 

 寄付の回数に関係なく、本別町のファンをふやしていく取り組みとして、電子メー

ルや郵便などを活用して本別町のイベント情報や宿泊施設の情報、旬な特産品の情報

などを届けることについて、現在、具体的に検討をしておりまして、新年度から開始

できるように準備を進めているところであります。 

 また、２点目のクラウドファンディングの取り組みについてでありますが、現在の

ところ、先ほども梅村議員の質問の中で答弁させていただきましたけれども、町内の

ワーキンググループを設置いたしまして、本別町の魅力発信と地域活性化につなげて

いく取り組みとして、クラウドファンディング事業の実施に向けた協議を行っている

ところであります。まだ、具体的にどこにどうするかというまでの議論が煮詰まって

いませんが、先ほど一つ例で申し上げましたように、本別公園のさらに魅力アップ、

充実ということ含めて、まず第１候補としてそういう意見が、今のところ多く出され

てきているということをつけ加えさせていただきたいと思います。 

 今、各部局において、まちのため、町のために必要な事業として資金があったら新

たにチャレンジできる事業、また資金があったからもっと充実させることのできる事

業といった視点で議論を重ねて、全国の寄付者に賛同してもらえる事業であることも

意識をしつつ、事業の選定を行っているところであります。 

 このクラウドファンディング事業につきましても新年度から開始できるように、具

体的な協議を進めてまいりたいと考えています。いずれにいたしましても、これまで

本別町に大きな支援をいただきながら、発展してまいりましたふるさと納税の取り組

みでありますから、さらにこの事業を通じたまちづくり推進を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 先ほど申し上げたように、日本一の道の駅の川場村は、いろ

いろなプラスの要素が重なっていたのですね、東京の世田谷区の何十万人ですか、そ

ういうところとの、世田谷区のほうから声かけられて、決してこちらから声かけたわ

けではないなんていう話も強調されていました。言いたいのは、リピーターを大切に

しているということは、ほかのいろいろなふるさと納税にも限らずだったと思います

けれども、例えば、公園を訪れてくれている人も含めてリピーターを大切にするとい

うことは、重要なこと、要素だというふうに思っております。 

 それで、先ほどちょっと具体的に聞かなかったのですけれども、直近でよろしいの

ですけれども、ふるさと納税にかかわるリピート率、あるいは人数等を伺って、先ほ

ど町長は、いろいろな町の情報を発信するのだという趣旨もあったのですけれども、

今現在、具体的にどういう対応されているか、まず伺いたいというふうに思います。 
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 それから、クラウドファンディングについての会議も、本町として何がいいか、そ

れで公園あたりの整備がいいのではないかというところになっているということなの

ですけれども、これも庁内会議でいろいろ検討することは、もちろん大切なことだと

思うのですけれども、やっぱり町民の財産をつくるわけですから、何らかの形で町民

の声を聞けるようなことを考えるべきだというふうに思っております。 

 私は書かなかったのですけれども、私も公園の中で、いろいろな人が訪れるすばら

しい公園なので、何か共感するものがあればなと思っておりますが、私の案は野外音

楽堂ですが、そういうことも含めて、いろいろ住民の方々からの意見を聞く場という

のを設ける必要があるし、ぜひ設けてほしい。我々、町民の公園なのだというところ

で、先ほど来の議論もありますけれども、町民の皆さんの意見を聞く場をぜひ設ける

べきだというふうに考えますけれども、その点について伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは私のほうから、御質問にお答えをさせていただき

ます。 

 まず、リピート率の関係でございます。パーセントでいきますと１４.６パーセント、

人数でいきますと、寄付をしていただいた方３,３２１名のうち４８６名ということに

なっております。議員おっしゃいますとおり、リピーターを大切にしていくというこ

とは、大切な要素というのは、私どもも十分思っているところでございまして、先ほ

ど、町長の答弁のほうからもありましたけれども、４月に向けてリピーター対策とい

う言い方が適当かどうかわかりませんけれども、その辺の取り組みを具体的に行って

いきたいということで、今、準備を進めております。 

 今現在、複数のポータルサイトで寄付の受け付けを行っておりまして、その中で個

人情報の取り扱いという部分もございますので、その承諾事項の中で、メールマガジ

ン等による情報提供を行う際に、アドレス等を利用するということの承諾項目も加え

まして、そういった情報発信に備えて、準備を行っているところでもございます。 

 具体的にどういった内容で行うかというところでの協議の中では、例えば、パンフ

レットのみ送付をするということでは、ちょっとどうなのかというところもございま

す。当然、寄付の勧誘というふうに捉えられても困りますので、そういった制度の趣

旨からも逸脱しないような内容での取り組みということで、例えば、町長のお礼と寄

付による事業の成果、そういったものもあわせてお知らせできるような内容での取り

組みを考えておりますけれども、どちらにしましても新年度の４月中には、そういっ

た取り組みができるように、今、準備を進めているところでございます。 

 クラウドファンディングの関係でございますが、事業推進のワーキンググループの

中で協議を進めております。阿保議員からもありましたけれども、町民の声を聞く機

会、この辺についてもワーキンググループの中で具体、協議をしていきたいというふ

うに考えております。 
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 以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） とりわけリピーターの対応の関係ですけれども、何回もこの

ことは取り上げていて、とりわけ本別の豆類の関係とかも、多分、リピーターの方が

とっていただいているのではないかなというふうに、想像ですけれども、本当に大切

にする本別を思ってくれる方々が、リピーターになってくれているということを考え

たときに、今、いろいろメルマガとか、町長のお礼というようなこともあるのですけ

れども、いろいろ案としては私も前に出していたことあると思うのですけれども、あ

る町民からも言われたのですけれども、本別の冬の雪あかりナイトの写真というのは、

非常にすばらしい写真だよと。ああいうのを本別の絵はがきにしたらという意見もあ

りまして、要は、この本別の持っている意外と地元で気づかないよさというのはある

ので、そういうのを写真なり何かの工夫をしていくということと、もう一つ、体験型

で、これもずっと言ってきていることで、御所とか、農業体験等も返礼というか、リ

ピーターなんかを中心に声をかける。そのことによって、リピーターの本人だけでは

なく、その家族とか友人とか子どもとかが来たときに、また本別というものが一歩親

しまれるのではないかなという想像をしていることで、いろいろな案を議論しながら、

積極的にリピーターを身近に、リピーターの方に本別を身近に感じてもらうという努

力が、引き続き進めていっていただきたいというふうに思っている次第ですが、４月

中にそれなりの案が出てくるということで、ほかのまちの例なんかも参考にしながら

進めていくべきだというふうに考えますが、くどいようですけれども、この点につい

てもう１度、伺いたいと思います。 

 クラウドファンディングは、冒頭申し上げたとおり、寄付された方が自分の寄付は

こういう形になったのだということが非常に励みというか、誇りになるというふうに

感じておりますので、これについては本当に議論を進めて、できるだけ早くリピーター

の方を中心に、ふるさと納税を申し込んでくれた方々というべきでしょうか、そうい

う人方に本別は今こういうクラウドファンディング考えていますと、そこに丸をして

もらうようなそういうことを進めていくべきだというふうに思いますので、少しでも

本別が知られて、身近に感じてもらえるそういう努力を、ここ一、二年の中で進めて

いっていただきたいというふうに考えている次第なのですけれども、その点について、

再度伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 答弁をさせていただきます。 

 ふるさと納税に関しましては、この間、さまざまな御意見もいただいております。

また、先ほど来、ことしの３月にありました、ふるさと納税のワンストップ特例の手

続ミス、こういった点もお話をいただいております。そういったこともありまして、

職員としましてもしっかりと対応していけるように、今、取り組みを進めております。 
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 特に、クラウドファンディングの件につきましては、ワーキンググループの中、そ

して事業者ですね、町観光協会、そして委託事業者の中での協議もいろいろ進めてお

りまして、第三者の意見等もお伺いをしながら、今、準備を進めているところでござ

います。本日、阿保議員からいただきましたリピーターの関係もそうですけれども、

そういったものも受けとめながら、しっかりと議論してまいりたいというふうに考え

ております。 

 先日ですか、浦幌町が、ふるさと納税の関係で、目標額を下方修正しないというよ

うなお話もありましたけれども、本町おかげさまで寄付の額自体は、昨年度と比較し

ますと、１２月８日現在で５ ,６００万円ぐらいの寄付を全国の方からいただいており

ます。去年の決算が５ ,７００万円ですので、この時点で去年の決算に迫る額いただい

ております。こういったことも含めて、しっかりと考えてまいりたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 寄付額がふえることは、もちろん喜ばしいことだし、大切な

ことだと思っていますし、こういう事業に取り組んでいるということの一つの成果だ

というふうには、もちろん思っています。それも重要ですけれども、当初からずっと

言っているのが、ふるさと応援団づくりという立場でのふるさと納税の取り組みをし

てほしいと、だからリピーターも大切にしてほしい。正直いって、毎年１回くらいずっ

とこの質問しているのですけれども、リピート率がなかなか出てこなかったのですよ

ね。それでさっき言った、川場村で１８０万人も来て、７０パーセント以上のリピー

ト率で、親子二代にわたってなんていう話も聞いているのですけれども、やっぱり大

事なのは規模ではなくて、そこの考え方というか、私は志というふうに思ってきたの

ですけれども、ふるさと納税を取り組むに当たっても、そういう志が全国に本別を見

ている方が、そこの琴線に触れるというか、心に触れるというか、そういうことが結

果的に数字がまた上がってくるというふうに、私は思っています。 

 だから、数字を無視すれという意味で言っているわけではありませんけれども、必

ず結果として数字が後からついてくると、私も個人的に思っているのは、１億超えと

いうふうに思っているのですけれども、でもそれは今申し上げたような人と人とのつ

ながり、本別を、ふるさとを思う人たちのつながりということから広がっていってほ

しいなという、これは希望ですけれども、そういう観点も大事にしながら取り組んで

いただきたい。そういう考え方で、もちろん数字が上がっていくことは大歓迎ですけ

れども、そういうことも必ず忘れないで、川場村の全国一の道の駅を目指すとは言い

ませんけれども、考え方として大事なことだというふうに思って、学んできたつもり

なので、その点についての一つの考え方の基本の①ぐらいに思ってくれればいいなと

いうふうに思っているのですけれども、その点について伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 
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○町長（髙橋正夫） 本別に、ふるさと納税していただく前に、個性あるふるさと寄

付条例というのをつくって、本町の四つの柱のまちの政策に応援していただきました。

それがずっと来て、２６年から、ふるさと納税の返礼品を切りかえてきました。おか

げさまで、今、阿保議員の御質問のように、リピート率も再計算できました。 

再計算するときに、担当の職員とも話ししたのですが、金額ではないのですけれど

も、熱心にふるさと納税していただいている御家族がいたり、また、それぞれ個人の

病院があったり、いろいろな人がいるのですが、そういう人たち含めてぜひ機会があっ

たら、まずは本町で、余りまだ具体的に広くは言ってはいませんが、ふるさと住民票

という制度があるのですよ。それらも含めて活用しながら、今、御意見いただいたよ

うなこと、例えば四季折々の風光だとか、文化だとか、そういうものを発信をさせて

いただいたり、より身近に感じてもらいながら、そしてできれば私どもが担当職員含

めて、そういうリピーターのところにポイントを決めながら、直接御挨拶に伺うとか、

そういうことも含めて細かく連携をしていこうと。 

 折しも、ことしの春からなつぞらの十勝の上映ありましたから、そういう意味では

一層十勝も、また本別への思いというのが、より良いイメージを膨らませていただい

ているということあると思いますし、また、十勝の１９市町村が東京の葛飾区と台東

区との連携協定をするということになりますので、一層進むというのですか、仲間が

ふえていくということになっていきますので、それらの利点も生かしながら、今、御

質問いただいている特に本当に思いを込めてリピーター、リピートをしていただいて

いる方に、さらにまた御支援の魅力が、本別とのかかわりが深くなるようなそういう

事業を取り組んでいきたいなというふうに思いますし、そのことをワーキンググルー

プの中で、職員全体の中に行き渡るように、そして町民皆さんからも多くの御意見を

いただきながら、本別町としてより発信できる、そういう環境をつくっていきたいな

というふうに思います。新年度から、何とかそれの方向に向かってスタートできる努

力していきたいなと思っています。御意見ありがとうございました。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） それでは、２問目行きます。 

 住宅リフォーム助成 制度の改善、継続はということで伺います。 

 個人住宅と空き家住宅の改修等についての助成制度として、これまで多くの町民の

皆さんに利用されています。現制度は令和２年までの期限ですが、今後の制度のあり

方等について見解を伺います。 

 本制度の制度利用の応募者は、本年度の予定が７０件に対して３２件ということで

す。対象者は町内に居住、その住宅の所有者、または賃貸住宅の借り主で、その住宅

に居住していることなどが基本となっております。これは助成交付要綱に書かれてお

ります。平成３０年４月１日に改正施行されております。平成３０年の予算ですけれ

ども、この住宅改修に係る予算９１０万円、平成３１年は７６０万円、３０年は９０
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戸の予定、本年は先ほど申し上げたように７０戸の予定ということです。 

 既に全国、あるいは全道各地で住宅リフォーム助成というのは、いろいろな自治体

で始まっていたのですが、２０１３年、平成２５年のこれは町議選挙のあった年だっ

たかな、３回定例会が１０月だったのですけれども、１０月にこういう制度、本別で

もやりましょうという提案をさせていただいて、翌々年ですね、２０１５年の平成２

７年からスタートということになったというふうに思っております。 

 ①ですが、現行の助成交付要綱では、住宅の所有者または借り主で、かつ、居住し

ていることが条件になっています。しかし、これは実例があったのですが、所有者が

町外で、その家族が居住している事例、あとは子が建設、または賃貸した住居に親が

居住している事例などがありますが、いずれも先ほどの要綱からすると、助成の適用

となっておりません。 

 要綱の第１条には、この要綱の目的として、町民が安心して住み続けられる住まい

づくり、空き家の利活用、地域経済の活性化を図るというふうにありますが、その観

点から条件の見直しや緩和などを行うべきというふうに考えますが、この点について

見解を伺います。 

 ②ですが、現行制度では、助成制度の利用は１回、３条５項と規定されていますが、

本助成制度を継続するとともに、この利用回数の制限についても検討すべきというふ

うに考えますが、見解を伺います。 

 御承知かと思いますけれども、管内町村で本町のように１回というふうに決めてあ

るところが、会計年度内１回で、何回でもいいよという話で、でもその町は５万円な

のですよね、本別１０万円なのですけれども。だから、私が言いたいのは、この制度

を提案したときにも言ったのは、一つの経済を刺激する起爆剤というか、きっかけに

なるし、町内業者の仕事の確保ということもあるし、商品券も、半額は商品券で出し

ているので、商品券が出回るということは、建設と関係ないところでもちゃんと経済

が動くということで、町内で町内のお金が回るということが重要なのではないでしょ

うかと。発足当初は１００万円以上の工事に対して３０万円という金額で、非常に十

勝でも図抜けていたというふうに思っておりますけれども、金額はもちろん利用者は

多いほうがいいのですけれども、町としての姿勢や考え方としては、こういうことで

本別町に定住していただきたいと、本別町の町民としていてほしいという態度の表明

につながるということを再三申し上げてきて、この制度を町長が決断をして、関係者

と一緒にこの制度をつくっていただいたというふうに認識しておりますので、その点

からすると、１回限りということが意味としてはわかるのですけれども、定住促進と

いうことを考えたときに、どうなのかなというふうに私は思っています。その点につ

いての見解を伺いたいというふうに思います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 阿保議員の２問目の住宅リフォーム助成制度の改善、継続はの
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御質問の答弁をさせていただきます。 

 御質問ありましたように、阿保議員の質問含めて、平成２７年度から実施をさせて

いただきました。３年間のまず期限を切ってやりました。最初は３０万円、十勝の中

でも群抜いていい制度だなということでありましたけれども、それを進めながら第１

期として、非常に反響が多い中で進めさせていただいて、より多くこの分を幅広くた

くさんの町民の皆さんに利用していただく、これを含めて金額下げましたけれども、

３０万円のときには３年間で４３５件、初めはということでありましたけれども、こ

れらの工事をいただいて、助成金は８ ,２３０万円、経済効果は商品券と合わせて、住

宅改修工事の費用で３億９ ,７００万円余りと推計をしたところであります。 

 平成３０年度から令和２年度までに、第２期として助成対象の拡大と助成額を変更

して進めてきましたところであります。昨年度は７１件、助成額は７１０万円という

ことでありまして、経済効果は５ ,３５８万円と推計しているところでありますが、本

年度は御質問にありますように、１１月末の時点で助成対象者は３２件、助成予定額

は３２０万円、経済効果は３ ,２７０万円程度と見込んでおります。 

 しかしながら、近年は助成件数はかなり少なくなっておりまして、この事業を利用

する方は、ある程度浸透してきたのだなというふうに思っていますし、御質問１点目

の助成条件の見直しや緩和などを行うべきであるということでありますが、基本はや

はり住宅の所有者や借家の借り主で、居住していることが条件になると考えておりま

すが、諸事情で所有者が居住できずに、家族が居住している場合もあると考えられま

すが、第２期目が終了する令和２年度までは、現行のとおり取り進めさせていただき

たいなというふうに思います。 

 御質問２点目の助成制度の継続と利用回数の検討についてでありますが、これまで

この事業は一般財源の充当により進めてきておりまして、財政支出等も厳しい状況で

ありますが、本支援制度存続の判断は、この事業第２期目の３年間の受け付け状況を

勘案して、財政的にも継続できるかどうか制度内容の見直しとあわせて、もう１度判

断していかなければならないというふうに考えております。 

 なお、現時点では、来年度で本事業を終了して、継続するかどうかについて、まだ

決定しておりませんが、このような制度もどうすれば継続できるか含めては、２期目

が終了した時点で、今、御質問のそれぞれ条件緩和もできるかどうか含めて、検討を

していきたいなと思っています。 

 何よりも定住をしていただく、そして業界の皆さん方にも地元の事業としてしっか

り仕事していただく、商工会の商店街の商品券も含めたり、いろいろな方面にそうい

う効果が及ぶようにということで始めさせていただいた、このリフォーム制度であり

ますから、何とか継続できるような方向含めて、あと１年、令和２年の第２期の最終

年度の状況も判断しながら、対応させていただきたいというふうに思いますので、以

上申し上げて答弁とさせていただきます。 
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○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） まず一つ、近年、件数が減ってきていると、それは当然そう

なると思います。１回しか使えないのですから、中身は別としても１回やった方は、

御遠慮くださいという話になっていると思いますので、件数は減ると思うのです。だ

から毎年やるように新たな制度は、私、新たな制度が継続するという観点で申し上げ

ていますので、新たな制度としては、２回目、３回目も可とするというようなことを

前提に、制度設計をすべきではないかなというふうに思います。 

 ただし、初めて、例えば申し込む方は、それを後回しということには多分ならない

ので、その辺は調整が必要だと思いますけれども、新聞記事、町長もお読みになった

と思います。本別と同じように１回きりですよというふうに決めていたまちが、それ

を解除して会計年度内ということ、会計年度内に１回ということにすると、申し込み

がふえたと。そこは先ほど申し上げたとおり、５万円だそうですね、だから私は金額

ではないと思っています。町の姿勢だというふうに思っております。 

 それで、一番最初に制度のこういう制度をやりましょうという提案をしたときの議

論としては、このまちに住み続けていきたいという方が、多分、この制度を利用しま

すよという議論だったというふうに思うのですよ。人口減対策だなんて、大げさなこ

とを言うつもりはないのですけれども、少なくともそういう気持ちを持っているとい

うふうに想像できるということで発展してきた制度だと、私は思っております。 

 当然、町の財政事情も議員としては当然知っているつもりでいますので、同じ金額

３０万円を続けろとか、そういう話には当然ならないし、でもこのまちに、あなたに

住んでいてほしいのだということの議論は、これは金額は抜きにしても考えるべきだ

というふうに思っております。 

 それで何人かの町民にですね、いろいろな町民というよりも、何人かの町民の方か

ら声かけられて、非常に助かったと。その方、３０万円利用した人なのですけれども、

それは助かるわなと思っているのですけれども、いずれにしても本当によかったと。

例えば、台所の改修なんかは男の人よりも女の人の問題だと思うのですけれども、そ

ういうことを率直に言ってくれて、でも、もう使えないのだよねという非常に残念そ

うな声。だから、金額ではなくて、目的の１番には、先ほどの要綱にもあるとおり、

このまちで安心して住み続けられる、そういうまちづくりの一つのアイテム、手段と

してこの制度は私は継続すべきだと思うし、もちろんそのときの財政事情で、ことし

は７０件の予定で３２件ですか。継続するとして、その件数は例えば５０件にすると

か、それから補助額を今１０万円を、もう少し下げるとかというようなことも、議論

も含めて、でも町の姿勢としては定住対策だというところをつかんで離さないで、こ

の制度について考えていくべきだと、私は現時点で思っております。 

 来年度やって、再来年度から継続するとしたら、また新たな制度になるかもしれな

いのですけれども、先ほど申し上げたように、再来年度から新たな制度で発足させた
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いという立場で一般質問しているつもりですので、この点について再度伺いたいと思

います。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） 本当にここでいるかどうか、１００万円かかるのに、ここで投

資していいのかというような話がいろいろあったりして、そんなこと言わないで、

ちょっとずつ改修して、ここに居たんだから、住みなれたところがいいでしょうとい

うような話も、本当に多くの先輩方に、そんな話をさせていただいた経過も歴史もあ

るのですけれども、この事業をやることによって、今、阿保議員がおっしゃっていた

だいたことは、全て私どもその思いでやってきたつもりでありますけれども、この制

度が金額だけでなくて、こういう制度があることで、そういう改修をためらう人たち

が、その背中を押すというのですか、そういう意味では大きな決断をしていただける

呼び水にもなったのだろうと、こう思っていますし、それが３０万円から１０万円に

なってきて減るかといったら、そうではなくてやっぱり必要なとこへと言われれば、

私の住宅もそうですけれども、多少水回りをやれば、また今度、窓の結露対策だとか、

床がと、なってくるのですよね。ですから、一気にはできませんけれども、そういう

少しでも快適な環境を保てるような改修をするとなれば、やっぱりある程度の回数も

必要になってくるのかなともありますし、それのおかげでまた元気よく本別の中で生

活していただく、そういう思いも含めてあります。 

 先ほどから言いましたように、そういうことも含めて、ずっと１期、２期進めてき

て、これも財政を無視してはできませんけれども、でもどこでこの財源を使うかとい

うのは、それは多くの費用対効果を含めたり、そういう大きな心の支えだとか問題を

含めて、町民の皆さんが本当に喜んでいただけるような政策ができればなと思ってお

りますので、これは前向きに、担当のほうはかなりやる気満々でありますけれども、

私どもも責任ある立場としてそこはしっかり、どうすればこの制度が持続、また継続

できるかということを含めて、十分にいろいろな角度から検討しながら、前向きに協

議をさせていただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○１０番（阿保静夫） 終わります。 

───────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（高橋利勝） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 長時間にわたり御苦労さまでした。 

散会宣告（午後 ５時５４分） 
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開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（高橋利勝） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 本別町選挙管理委員及び補充委員の選挙 

○議長（高橋利勝） 日程第１ 本別町選挙管理委員及び補充委員の選挙を行ないます。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦にし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 従って、選挙の方法は、指名推薦によることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 従って、議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは指名を行ないます。 

 選挙管理委員には、小林信雄さん、山下孔三さん、天池二郎さん、齊藤一成さんを指名

いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長において指名いたしました方を選挙管理委員の当選人と決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 従って、ただいま指名いたしました、小林信雄さん、山下孔三さん、天池二郎さん、齊

藤一成さんが選挙管理委員に当選されました。 

 次に、選挙管理補充員には次の方を指名いたします。 

 第１順位矢野邦夫さん、第２順位太田則幸さん、第３順位細野真由美さん、第４順位河

合篤史さん、以上の方を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議長において指名いたしました方を選挙管理委員補充員として当選人と決定

することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 従って、ただいま指名いたしました第１順位矢野邦夫さん、第２順位太田則幸さん、第

３順位細野真由美さん、第４順位河合篤史さん、以上の方が順序のとおり、選挙管理委員

補充員に当選されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 発議第２号 

○議長（高橋利勝） 日程第２ 発議第２号本別町国保病院の運営に関する調査特別委員

会設置の件についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 方川一郎議員、御登壇ください。 

○９番（方川一郎）〔登壇〕 発議第２号本別町国保病院の運営に関する調査特別委員会設

置の件についての提案理由の説明を行ないます。 

 国保病院の収支バランスの悪化に伴い現金不足が生じ、年度途中９月定例会において、

一般会計より資金不足の解消並びに収支の改善を図るため、３億円が繰り入れられた。 

 一般会計から病院への繰出金に対して、一部は交付税措置されるものの、その額は例年

を上回っていること、国保病院における前期分までの繰越欠損金、いわゆる累積欠損が２

０億円を超えていること、また以前から国保病院内において経営改善に向けた取り組みを

行なっていますが、議会としても病院経営の現状と課題、経営改善の取り組みについて、

調査しなければならないと判断したところであります。 

 なお、この件についても一定期間集中調査を行なう必要があるということで、前回の議

員協議会で一致したことから提案したところであります。 

 それでは、調査特別委員会設置内容について、説明をいたします。 

 一、特別委員会の名称。本別町国保病院の運営に関する調査特別委員会。 

 二、設置根拠。地方自治法第１０９条第１項及び本別町議会委員会条例第５条によりま

す。 

 三、目的。町民の生命を守る病院を存続させるため、運営経営の健全化に向けた調査。 

 四、設置年月日。令和元年１２月１１日。 

 五、委員の定数。議長を除く１１人。 

 六、調査期間。調査終了まで。 

 七、その他でありますが、その他必要な事項は、本特別委員会において協議し決定する

ことといたします。 

 以上であります。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） それでは発議第２号についてお伺いいたします。 
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 提案理由の御説明が提出者からなされたところでございますが、まずこちら記載のあり

ます後段、全議員が一致したことから提案したということがございますが、この全議員が

一致というところについて、何を持って全議員という御認識で提案されたのかというとこ

ろが１点。 

 合わせて、一般会計からの繰入金、先立ての補正予算の３億円のことを差されましたこ

とと、累積赤字が２０億円を超えているというようなことについても、触れられたことで

ございます。 

 ただ、これらについては、これまでの運営についてもそうですし、補正予算についても

議会として承認可決したというところでございますが、議会としては認めたけれど、さら

にその上で調査する必要があるというような趣旨での御提案なのかというところを、この

提案理由の部分についてのお伺いがまず１点でございます。 

 続きまして、２点目でございます。 

 必要なところについては、本委員会において協議し決定というところでございますが、

発議するに当たっての現時点でのというところのお伺いでございますが、着地点というか、

目標地とするところをどこに置かれた上での発議、御提案なのかというところです。 

 例えば、いわゆる勉強会的な位置付けなのか、それとも議会として、しっかりとした政

策提案をして、それを実現させるといったところまでを目指した上での発議、提案なのか

という点についてお伺いいたします。 

 あともう１点。３点目でございますが、この特別委員会、議長を除く１１人がというと

ころの記載がございます。委員の定数の部分ですね。個人の政治家、議員としての政治活

動等に何ら制限等は及ばないというような認識でよろしいか。 

 以上３点、お伺いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。 

○９番（方川一郎） 先般の議員協議会において、特別委員会の設置の件については議会

運営委員会でもって、方向性が出たので、全議員に議員協議会において、その席で説明を

させていただきました。 

 その折、議運のメンバー以外の方に聞き取りも議長のほうからされたというふうに認識

していますし、そういう意味では設置について、特別異論はなかったということの判断か

ら全議員がそういう設置についての賛成と言いますか、採決取ったわけではありませんけ

ど、概ねそういうことで了解を得られたのかなというふうに判断をしたところであります。 

 それと目的の関係でありますけども、これはやはり本別町の町民の皆さんの生命を守る

ということで、大事な国保病院であります。そういう意味でこれからの運営に大きな支障

があっては、やはり大変だということも、その一番大きな理由でありますし、そのことを

今後運営するためには今までも色々な議論がされてきた経緯はありますけれども、そうい

うことで今後の国保病院の経営をこれからもしっかり維持できるために、我々も調査し、

またその中で色々議会としての意見も出せるのではないかということであります。 
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 それと今まで、議場において色々協議、議論をされた中身でありますけども、そういっ

た意味では今までも先般の９月議会の３億円の投入もそうでありますし、また、今まで平

成１２年からの病院の経営と、相当な年数が経ちますけども、そういう意味では累積赤字

が２０億円を超えたということであります。そういった意味では、そのことは今までの結

果として捉えているところでありますし、今後そういったことで益々そういう危機的状況

に至らないために、事前にやはりこの委員会をもって調査し、あるいは今後の経営に向け

て、大きく変わっていけたらいいなということの意味でも議会として、これから活動して

いく必要があるかなというふうに思います。 

 議長を除くという部分については、特別委員会は通常そういった形式に委員会条例等も

ありまして、そういうことも謳っておりますので、あと、ここの個人の政治判断と言いま

すか、そういった意味では今後特別委員会が設置された中で、また色々どういう調査をす

るかどうかということは、当然議論になってくるというふうに思っていますので、そこら

辺の部分では、今後委員会が設置された中で協議されるものというふうに、私は判断して

いるところであります。 

 答弁漏れありましたら、御指摘いただきたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いをいたします。 

 まず、１番目の部分でございます。確かに議員協議会でそうした御提案というかお話が

あったところでございます。ただし、御答弁のとおり、議長から議運メンバー以外にとい

うことで意見を賜りたいということでございました。 

 その際、私、現時点において質疑や意見等は持ち合わせていないというような発言をし

ております。当然、私の胸の内の中では、これまでもこの病院の問題というものについて、

色々質疑や意見等を述べさせてもらっておりますから、胸の内としてはそういった思いが

あるのですけども、ただ、会議のあり方とか会議の評決とか、その辺の認識として、私と

しては賛意というものは示した覚えはないわけであって、それが全議員一致というふうに、

こうした公式の場で示されるということは、ちょっと遺憾であるというところでございま

す。 

 胸の内まで、御忖度いただいた上で書かれたのかどうかわかりませんけども、そこにつ

いてどのような事実を持って、このように御提案されたのかというところを改めてお伺い

するものでございます。 

 また、提案理由の部分でもう１点お伺いした、一般会計からの繰入金の部分、いわゆる

３億円の補正予算の部分であるとか、累積赤字の部分というところについて、議会として

承認可決してきたよと、ただし、その上でも調査する必要があるというところであって、

そこについては認めたのだけれども、その余について調査をするということなのか、認め

たことについても、改めて協議というか、検討していくという趣旨なのかについて、お伺

いを改めてするところでございます。 
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 また、現時点の部分で構わないのですが、発議するにあたって、いわゆる勉強会的な部

分、こうなったらいいなというようなところなのか、着地点というものを明確にした上で

の発議なのかというところです。 

 その着地点というところが、例えばでございますけども、繰り返しになりますが、政策

提案をした上で、それを実現させるべく具体的提案をしていくとか、というようなところ

までをお考えの上での発議なのかというところについてなのです。 

 その辺は、今の時点では定まっていない中での発議なのか、しっかり明確なそういった

ものがあるのか、あるのであれば、どういうことなのかについてお伺いをしているところ

でございます。 

 ３点目にお伺いをいたしました、委員の構成の部分でございますけれども、私がお伺い

した中では、例えば特別委員会に所属している委員というものが、個人の政治活動で、例

えば委員会の中で触れられているようなことについてですよ、委員会外において発言やそ

の政治活動を行なうということに制限があるというふうにお考えでしょうか。言いかえれ

ば、逆に制限はないという理解でよろしいのですかというところでございます。 

 拙い経験の中で私が学んだ中では、特段その辺を強制とか規制するような法令根拠等は

ないのかなと認識しているところでありますので、それはまた別の問題で、個人の政治活

動の部分については、制限等はないよというような理解でよろしいかってところをお伺い

してございます。 

 以上３点、改めての御答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。 

○９番（方川一郎） まず１点目の議員協議会においての関係でありますが、当然皆さん

方の意見を聞いたということでありまして、採決をしたわけでもありませんし、そういっ

た意味では全議員の賛同を得たという理解は、ある意味していませんけれども、そういう

ことでまた逆に、そのことに反対の意見も当然出なかったということに私は認識している

ところでありますので、そういった判断をさせていただいたということであります。 

 また、この設置して議論の関係もありますけども、そうした中身も今後でありますけど

も、今から私がこういう中身、こういう中身ということを、全て述べるということにはな

りませんけども、当然設置されたら特別委員会の委員長仕切りでどういった調査をするか

ということは、今後の流れになってくるのかなというふうに思っていますし、当然経営改

善ということでも謳っていますし、そういう意味では国保病院の存続に向けて、さらに議

会としても調査をし、また当然これは町民もこういうことはどうなのだということは当然

提言できることになっていこうかというふうに思っているところでもありますし、また、

個人の政治活動等の他に、特別委員会の関係ではそういうことで、個人の政治活動を特別

制限するというふうには私は捉えていないということであります。 

 以上で全てなっているかどうか、また質問があればお願いします。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 
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○３番（梅村智秀） 改めてお伺いいたします。 

 提案理由の部分でございますが、当日の議員協議会において、議長の発言でございます

が、それでは大多数の方が設置をしてもよろしいということですので、それを受け止めて

ということで議運のほうにということでございましたので、その議長の御発言というとこ

ろから紐解いても全員のという認識をされるのは、やはり甚だ問題があるというふうに考

えるところでございます。なので、そちらについての見解を、改めて発議者としてどのよ

うにお考えなのか。お伺いをするところでございます。 

 続きまして、その発議にあたり、現時点においての目標点と言いますか、その辺につい

てはただいまの御答弁から察するに具体的なものは、今はないと、今後委員長を中心に検

討協議をしていくというような認識でよろしいかどうかが、２点目でございます。 

 ３点目の部分についてですが、発議者としては、いわゆる個人の政治活動等を制限する

ものはないというような御認識の上での発議だというところの理解で受け止めてよろしい

か。以上３点、改めましてお伺いするところでございます。 

○議長（高橋利勝） 方川議員。 

○９番（方川一郎） 当然先ほども申し上げましたけども、議員協議会において全員の賛

同を得たというふうな字句で説明をいたしました件については、そこのところ、そういう

ふうに捉えられたということは、大変表現に誤りが若干あったのかなというふうに思いま

すが、私の認識では大多数の方が、特に反対もなかったということでありましたので、そ

ういう認識を得たところであります。 

 それと、特別委員会の関係でありますけども、その中で当然、説明員の皆さんに来てい

ただくなり、なんなりして、調査をするところでありますけども、その中身も調査した中

でですけども、今後に向けて病院改善に向けての、やはり議員の皆さんそれぞれのお考え

等々あると思います。そういった意味でその中で議論し、あるいはそういった提言もされ

て、最後に終了すれば報告書等も当然作られるわけですから、そういう意味ではある意味

経営改善に向けた提言がなされるというふうに私は思っているところであります。 

 また当然、個人の政治活動等々の町の中と言いますか、そういった意味でそのことで制

限する話しではないというふうに捉えるところであります。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、発議第２号本別町国保病院の運営に関する調査特別委員会設置の件について

を採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第２号本別町国保病院の運営に関する調査特別委員会設置の件につい

ては、原案のとおり可決されました。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午前１０時２３分  休憩 

午前１０時２９分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま設置されました、本別町国保病院の運営に関する調査特別委員会の正副委員長

の互選の結果について報告します。 

 委員長に藤田直美委員。副委員長に大住啓一委員と決定いたしました。 

 以上、報告といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第８９号 

○議長（高橋利勝） 日程第３ 議案第８９号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理について

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第８９号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理について、提案

理由の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律（以下「適正化法」という）が、令和元年６月１４日に公布された

ことに伴い、関係条例を改正する必要が生じましたので、提案をするものであります。 

 それでは、改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。 

 本別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正。 

 第１条、本別町印鑑登録及び証明に関する条例（昭和５５年条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改める。 

 これは、適正化法の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたこ
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とにより改めるものであります。 

 職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部改正。 

 第２条、職員の分限についての手続及び効果に関する条例（昭和２６年条例第５１号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「法第１６条第２号」を「法第１６条第１号」に改める。 

 これは、適正化法第４４条により地方公務員法第１６条（欠格条項）が改正され、同条

第１号「成年被後見人又は被保佐人」の削除による号の繰上げであります。 

 職員の旅費に関する条例の一部改正。 

 第３条、職員の旅費に関する条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第３項中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加え、「第１

６条第２号から第５号」を「第１６条各号」に改める。 

 これも、適正化法第４４条により地方公務員法第１６条（欠格条項）が改正され、同条

第１号「成年被後見人又は被保佐人」の削除により改めるものであります。 

 本別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。 

 第４条、本別町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条第２項第２号中「法第３４条の２０第１項第４号」を「法第３４条の２０第１

項第３号」に改める。 

 これは、適正化法第７５条により児童福祉法が改正され、同法第３４条の２０第１項第

１号「成年被後見人又は被保佐人」が削除されたことに伴う号の繰上げになります。 

 附則。この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 以上、議案第８９号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理についての、提案説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） １点だけですが、附則でこれが可決された時の施行月日が１２月１

４日となっていますけども、この根拠はどういうことなのでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午前１０時３５分  休憩 

午前１０時３６分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 今回の適正化法の改正に伴いまして、それぞれの関係条項につ

きましては、令和元年１２月１４日から実施するようにということで、通知がございまし
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たので、それに基づいて施行の日を１２月１４日としております。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） この関連条例部分について、全部関わる部分については１２月１４

日からという通達なり、省令が来ているという解釈でよろしいのでしょうか。 

 それであれば、できれば説明の時に言っていただければ、こういう無駄な時間費やさな

くて済んだものですから、その辺。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 説明が不十分で大変申し訳ございません。 

 基本的に、法律の施行日が令和元年１２月１４日となっておりまして、総務省からの通

知等も１２月１４日から施行、実施するように通知があります。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８９号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８９号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理については、原案のとおり

可決されました。 

────────────────────────────────────────────― 

◎日程第４ 議案第９０号 

○議長（高橋利勝） 日程第４ 議案第９０号過疎地域における固定資産税の課税の特例

に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 議案第９０号過疎地域における固定資産税の課税の特例に関す

る条例の一部改正について、御説明いたします。 

 今回の改正の内容は、固定資産税の課税の特例期限を２年間延長するものでございます。 

 それでは、改正条文を朗読して説明に代えさせていただきます。なお、カッコ書きの朗
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読は省略させていただきます。 

 過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例。 

 過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例（平成１５年条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

 附則第４項中「平成３１年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

 附則。この条例は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 以上で、議案第９０号過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改

正についての提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９０号過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部

改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９０号過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一

部改正については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第９１号 

○議長（高橋利勝） 日程第５ 議案第９１号本別町立へき地保育所条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 議案第９１号本別町立へき地保育所条例の一部改正につ

いて、提案理由の説明をいたします。 

 本町のへき地保育所は、子育て世帯の減少や保護者の就労状況の多様化などにより、利

用児童数の減少が進んでいます。 

 現在、勇足へき地保育所は入所定員５０名に対し２２名の児童が入所、仙美里へき地保

育所は同じく入所定員５０名に対し５名の児童が入所しております。 
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 特に仙美里へき地保育所については、利用者数の減少により、集団での教育、保育の環

境を整えることが出来ない現状から、この間、入所児童の保護者、仙美里小学校校区内の

就学前児童の保護者に対し、現在の地域の就学前児童数をお示しし、今後どうしていくこ

とが、子どもにとって一番良いのかを主眼とし話し合いを行ってきたところです。 

 １０月２３日に保護者会において大きな規模での教育、保育を選択したことから、仙美

里小学校区内の皆様を対象とした説明会を１１月２２日に開催し、保護者の皆さんの選択

に対し、地域としての御理解をいただきましたので、仙美里へき地保育所を、令和２年３

月３１日をもって閉所、また、勇足へき地保育所の入所定員につきましては、勇足地区の

就学前児童数の推移、現在策定中の子ども・子育て支援事業計画との整合性を勘案し、入

所定員を変更するものであります。 

 それでは、条例の案文を朗読し、提案とさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は

省略をさせていただきます。 

 本別町立へき地保育所条例の一部を改正する条例。 

 本別町立へき地保育所条例（昭和４０年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表、勇足へき地保育所の項中「５０名」を「３４名」に改め、同表仙美里へき

地保育所の項を削る。 

 附則。この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 以上、議案第９１号本別町立へき地保育所条例の一部改正についての提案説明とさせて

いただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 藤田議員。 

○１１番（藤田直美） 閉所によって、本別町の財政的にはどのような影響があるのか、

また地域の方、保護者の方の理解は得られているということでしたが、現在の利用者はこ

ども園に通うこととなると、利用料や交通事情などが変わってくると考えられます。御意

見などはなかったのか、その点も伺いたいと思います。 

 また、行政報告の中でも環境に慣れるため、交流をしていくという報告もあったかと思

うのですが、早めの慣らし保育というのが大事かと思うのですけども、いつどのようにし

て行なっていくのかというのを伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） この間、保護者の皆さま、在園児のお母様お父様と数多

く話し合いをしてきました。親のほうからは利用料のことについては、出ておりません。 

 というのは、３、４、５歳のお子様が１０月１日から無償化になった件もあるのかなと

思います。利用料が実際へき地より町のこども園のほうが高くなるのは御承知のとおりで

すけども、親からはどうなるのってことはございませんでした。 

 あと、通園の足の確保なのですけども、それぞれ仙美里元町に住んでいる保護者につい

ては、確かに遠くなるのですけども、仙美里地区となりますと美里別のほうから来ている
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方、あとは活込のほうから来ている方が在園児でおりました。 

 距離は本別に来るのと、仙美里に行くのは、距離はさほどかわらないという親の思いが

あったのかもしれませんけども、足の確保等についての質問もございませんでした。 

 ２問目の慣らし保育なのですけど、現在も通常の中でも勇足保育所、仙美里保育所のお

子さんがこども園に行って、交流するのは通年でやっております。 

 これが議決いただきました以降、月に１回こども園のほうで、フリーの開所日というの

を作っております。その日に当てながら、月１回のペースで行なっていきたいと考えてお

ります。そのことも保護者にはお伝えをしてありますので、足りないのであれば例えばこ

ども園に要請しながら、もう１回くらいやりたいと、うちの保育士先生もついていってい

ますので、子どもの様子を見ながら早く慣れるような環境を作って行きたいと考えており

ます。 

 子どものことを主眼として、この形になったのですけども、担当する課長としては当然

数字も把握しております。現在のへき地保育所２つあるのですけども、もし議決をいただ

いて無くなった場合、来年１箇所になります。 

 そうなりますと補助金も入っておりますので、１箇所なくなったことによって、歳入歳

出差引きまして、約１,５００万円くらいの一般財源の減と計算上はなっております。以上

です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 現在２名の保育士さん、いらっしゃるというふうに伺っていたの

ですけども、閉所ということになりますと、来年度からのその方々の職場というか、状況

はどうなるのか、どういうふうに考えているのかを伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） 子ども未来課にきて６年になります。保育士の年齢も当

然把握していますし、子どもの数を把握しながら、この仕事をさせていただいています。 

 ２名の保育士が定年退職いたします。勇足保育所、これは人事ですので、理事者が決定

することでありますので、発達支援センターにも１人減りますので、その辺で最終的には

当然人事ですので、私の決定でありませんので、課から理事者のほうにお願いをしていき

たいと考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） ただいまの質疑の中で、１,５００万円減額になるというようお話が

ありました。 

 それはへき地保育所を閉所したから、減額になるという考え方でよろしいのですか。 

 そうなってくると、子どもたちの将来とか保育だとかそういうことを度外視した上での

聞こえ方ですよ、お金だけっていうふうに聞こえるものですから。そうではなくて、ちゃ
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んとした遠くから通う、今の御答弁から活込から、美里別から通うにはそんなに遜色ない

という言い方でしたが、地域の人達が納得したにしても、小さい子にそんな不憫なことを

あえてすることはないと思いますけども、御答弁の中で金の減額だとかそういうお話が聞

こえてきたものですから、その辺をきちっとした対応ができるような形を考えていると思

いますけども、再度。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫） へき地保育所を閉所したから財源が浮くという話で言えば、そうで

なくて、聞いてください。 

 財源はどうなるのですかという質問がありましたので、それはあえて勇足と仙美里があ

りますけども、保育士を含めて、補助金もありますけども、議決をいただいて仙美里保育

所が閉所ってことで決定することになれば、今までの予算の中では１,５００万円程度の一

般財源の投入が少なくなる、こういう答弁をさせていただきましたので、子ども達が不憫

になるとかそういうことでは決してありませんので、そういうことはあくまでも財源はど

うなるのですかという質問に対して答えたということでありますので、そこは御理解をい

ただきたいと思います。以上であります。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 理解したつもりで質問してございますけども、あまりにも高齢者の

方とか子ども達に不憫に聞こえるような、間違ってもそういう御答弁なさらないようにし

てですね、財源がどうのこうのっていうのは、財源がこうなってこうなりますと、ただし

１,５００万円が一般会計から減っても、例えば他に使うことがあれば同じことになるので

はないのですか、それはないのですか。例えばこども園にどうするこうするとかってこと

は出てこないのですか。これは予算の委員会でないから、これ以上申し上げませんけども。

その辺どのようにお考えになっているのか。また３月の予算委員会の時にはそれらが出て

くると思いますけども、その辺の全体を眺めた中での御発想をいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次） お答えいたします。一番最初の提案理由の中で説明をさ

せていただきました。子どもたちにとって、一番いい方法は何かということを中心に保護

者の皆さま、地域の皆さまとお話し合いをしました。３人卒園していって、２人残った中

で教育、保育をするよりも大きな規模の中で子ども達の教育、保育をしていくほうが、親

がいいという判断をしていただきました。 

 理事者もその地域の保護者の思い地域の思いのあと、この決断をし、議案提案をさせて

いただいています。１,５００万円という数字は、質問いただきましたので、私は課の課長

として計算は当然しておりますけども、単純にそれは一般財源としては減りますけども、

新しい子どもの施策等を考えながら、進めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） ３回目ですから、これ以上申し上げることはないと思いますが、今
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課長が答弁したように、金の流れだけで小さな子ども達は考えていないということで、地

域のお父さんお母さん、御父兄の方々も理解しているところで、私どもがどうのこうのと

申し上げるつもりはございません。 

 それであれば、当初からきちっとした提案説明の中で、財源がこうだからこうだという

のであれば、それなりの説明もしてここにいる皆に理解を得るような形をしていかないと、

やはりちょっと見ている方向が違うのではないかということを申し上げたい。 

 ですから、１５００万円をほかに使うということになれば、予算委員会でないからそれ

以上申しませんけども、３月にそれなりのことが出てくるという解釈でよろしいのですか。 

○議長（高橋利勝） 髙橋町長。 

○町長（髙橋町長） 財源のところに集中してお話しいただいていますが、決して財源が

浮くから閉所するとかということでは決してありませんので、先ほど言いましたけども、

地域の方々の説明も相談もずっとずっとしてきて、そして保護者ももちろん、地域の皆さ

んの理解もいただいてこういう結果にせざるを得ないということで、決断をいただいたと

いうことになります。 

 その中で、これが閉所になった場合、財源はどうなるのですかという質問ですから、そ

ういう中では今の課長の試算では当然していますけども、そのときの一般財源１,５００万

円については、それは一般財源１,５００万円という話をしただけで、子どもたちに閉所す

るから財源が目的であるとかそういうことはありませんので、あくまでも今までも答弁さ

せていただきましたけども、子どもたちのこれからの未来のために、どういう保育が一番

必要なのか、こういうことの結果でありますので、決して財源が主眼で子どもたちのへき

地保育所を閉所すると、そういう考え方ではございませんので、そこら辺はどうか御理解

をいただきたいと思います。以上であります。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９１号本別町立へき地保育所条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９１号本別町立へき地保育所条例の一部改正について、原案のとお

り可決されました。 
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 暫時休憩します。 

午前１０時５５分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第９２号 

○議長（高橋利勝） 日程第６ 議案第９２号本別町水道事業給水条例の一部改正につい

てを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第９２号本別町水道事業給水条例の一部改正について、

提案理由の御説明を申しあげます。 

 提案理由につきましては、水道料金の改正によるものでございます。 

 現行の水道料金は消費税改正に伴う改正を除きまして、平成１６年４月以降改正をして

おりません。 

 この間給水人口の減による給水収益の減、老朽機器更新等による減価償却費の増、経営

状況は悪化の一途を辿っております。それに比例して一般会計からの補助が増大し続けて

いる状況であります。 

 今後も施設の耐震化や老朽管路の更新など、安全安心な水道水の供給ためには計画的な

投資は必要不可欠でございます。自主財源の確保及び一般会計補助を増大させずに水道事

業の経営を維持していくため、条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容につきましては、料金を現行の内税方式から外税方式とします。 

 家事用１、家事用２、家事営農用、営農用、浴場用超過分、臨時用は税抜き価格ベース

で５から６パーセント、税込み価格で７から８パーセント程度の料金引き上げとしており

ます。 

 業務用・工業用・浴場用基本料金は消費税改正相当分に近い税込み価格で２パーセント

程度の料金引き上げとしております。 

 業務用の基本水量は１５立方メートルから１２立方メートルに改正し、相応して基本料

金を引き下げます。 

 家事用２の設定による低所得者世帯の軽減、家事営農用の設定による農業世帯の軽減に

つきましては産業振興の観点から引き続き継続していきます。 

 改定時期につきましては令和２年４月分の３月使用分からとします。 

 それでは改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書き等の朗読は省略さ

せていただきます。 

 本別町水道事業給水条例の一部を改正する条例。 

 本別町水道事業給水条例（平成１０年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 
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 第２３条を次のように改める。 

 料金。 

 第２３条、料金は、別表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金の合計額

に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により算出した消費税の額及び地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により算出した地方消費税の額を加えた額とする。

この場合において、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 別表中、区分、基本水量、基本料金税込、超過料金１立方メートル当たり、税込。 

 家事用１、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。 

 家事用２、８立方メートル、１,２１８円、２４５円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２９円。 

 業務用、１５立方メートル、４,２０４円、２９１円。 

 工業用、４０立方メートル、１１,１１３円、２９１円。 

 浴場用、１００立方メートル、１１,１１３円、１１２円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２９円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、５７０円を、区分、基本水量、基本料金、超過料金１

立方メートル当たり。 

 家事用１、８立方メートル、１,８００円、２３８円。 

 家事用２、８立方メートル、１,２００円、２３８円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８００円、２３８円。ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２６円。 

 業務用、１２立方メートル、３,１２０円、２７０円。 

 工業用、４０立方メートル、１０,３００円、２７０円。 

 浴場用、１００立方メートル、１０,３００円、１１０円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２６円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、５５５円に改める。 

 附則。 

 施行期日。１、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 適用区分。 

 ２、改正後の本別町水道事業給水条例の規定は、令和２年４月分として徴収する料金か

ら適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。 

 以上、議案第９２号本別町水道事業給水条例の一部改正についての提案説明とさせてい

ただきます。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 阿保議員。 
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○１０番（阿保静夫） まず今回の改正によって、供給単価、給水原価の計算表あります

よね。それで例えば平成３０年の決算の数字しか持っていませんけども、供給単価が２５

４円８６銭、これは１立方当たりということだと思いますけども、それから給水原価が３

４６円９６銭、平成３０年度の決算資料からですが、この部分というのは、この今回の改

正で変わってくるのかなというふうに思うのですけども、その辺について１点伺いたいと

思います。 

 それから、今年度平成３１年、令和元年の予算では一般会計からの繰り入れを５７９万

円ほど減額をしてということなのですけども、この改正によっての、改正以降の繰り入れ

というのはどのように考えているのか伺いたいと思います。 

 合わせて、この改正による影響額、総額と１戸当たりの平均の水道料金って出ていると

思うのですけど、１戸当たりの平均という形になろうかと思います。業務用や何か色々あ

るので、どういう計算のされ方をしているかわかりませんけども、私が聞いている１戸あ

たりというのは一般家庭の１戸あたりという趣旨で聞いていますけども、その辺の数字を

試算があれば伺いたいというふうに思います。 

 それから、説明があったように業務用の料金が、基本水量が１５立方メートルから１２

立方メートルということで基本水量も３立方メートル減ったという中で基本料金が業務用

のみが引き下げという格好になっているふうに思うのですけども、これの理由というのは、

一回説明があったかもしれませんけども、改めて伺いたいと思います。以上。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午前１１時２１分  休憩 

午前１１時２１分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小出建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（小出勝栄） 質問にお答えします。 

 供給単価と給水単価の関係なのですけども、これは決算に当たり算出するものでござい

まして、今のところ算定はしておりません。 

 影響額の関係なのですけども、一応令和２年から１０年間で水道下水道合わせて１億円

程度の増収を見込んでおります。 

 支出についても、１０年間で３億円程度減少させるということを見込んで、総額で一般

会計からの繰入金を１０年間で４億円の減少を見込んで、料金設定を考えております。 

 それと、家庭ごとですね。一応使用者の大部分を占める水道料金の家事用と下水道も合

わせてしまうのですけども、一般のうち約４割を占める基本料金のみの世帯で、月の影響

額が２５７円、年間の影響額で３,０８４円。約２割から３割を占めている現役世代、一般

的なモデル３人から４人くらいの家族の世帯ですね。平均的な月の水量が大体１５ｔから

２０ｔになります。月の影響額ですけども、４７２円から６２６円の間。年間で５,６６４

円から７,５１２円程度の負担増を見込んでおります。 
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 業務用につきましては、小規模店舗、事務所などですね。元々が高額な料金設定となっ

ているため、基本料金の水量を１５から１２まで引き下げて、料金もその水量に合わせて

３,４３２円に引き下げております。 

 元々、業務用の超過料金も管内では高額であるため、消費税増額分の２９７円程度の増

額に押さえまして、既存の利用者、経営の改善または新しい事業の参入を期待するために

基本水量を引き下げております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 家事用いわゆる家庭、個人の料金の影響の中で、これまでも設け

ています低所得者への対応、対策というのは引き続きされるというふうに理解しているの

ですけど、その点について確認をしたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 小出建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（小出勝栄） 質問にお答えします。 

 一応家事用２のほうの制度は継続しまして、影響額も算定しておりますので影響額を言

いたいと思います。 

 基本料金に収まっている世帯で、月額で１７２円、年額で２,０６４円増になります。 

 家事用１の世帯よりも月額８５円、年額で１,０２０円少ない負担増となっております。

以上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） お伺いをいたします。 

 経営悪化の一途を辿っているというようなところは理解しているところでございます。 

 施設の老朽化等も懸念される材料だと理解するところでございますが、例えば直近であ

ればどういったものが見込まれるのか。というのは、どこかの段階で、大きな負担を強い

られるようなことになるような想定というか見込とか、そういったものがあるのかについ

てお伺いをするところでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午前１１時２６分  休憩 

午前１１時２６分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小出建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（小出勝栄） 直近ということなのですけども、一応浄水場や処理場

の機器更新は随時進めていまして、そのほかに支出が増えるということは管渠ですね。水

道管、下水道管の更新は一切やっておりませんので、その辺でタイミングがくれば、どっ

と支出が増えるような形になると思われます。 

 いつ頃、状況を見て更新を考えていきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 
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○３番（梅村智秀） 改めてお伺いするところでございます。 

 ただいま浄水場や処理場、管渠というところでございました。例えばそれも状況見てと

いうことでございますけども、今後の経営の見立て、経営戦略等も示されておりますけれ

ども、それが１０年先なのか２０年先なのか、当然そういったものがあれば、本当に御答

弁があったとおり大きな支出、それに伴って例えば場合によっては、さらに一般会計等か

ら繰り入れ等しなければということも見込まれるわけです。そういった事態に陥ればとい

う仮定ですけども、ただ、それは必ずいつか来るわけで、それを今の時点でどういう想定

の基、経営運営されているのかというところをお伺いするところでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午前１１時２８分  休憩 

午前１１時２９分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 小出建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（小出勝栄） 質問にお答えします。 

 一応この料金改定につきまして、１０年間を見込んでいまして、その中には管の更新は

含まれておりません。 

 水道管につきましては、古い物で昭和５０年に施工をしていまして、約４４年経過して

おりますけども、標準対応年数は越えております。 

 一応、うちとしては対応年数６０年で考えておりまして、１６年後に更新のほうを検討

していこうと、今の状況では水道の漏水も少ないものですから、１６年後を目途に水道管

の更新を考えていきたいと思っております。 

 下水道管につきましては、随時管渠、下水道の場合は水が入っていなかったりしますの

で、カメラを入れたり清掃かけたりして、その都度管渠のほうはチェックしていっていま

す。下水道管のほうについても、この１０年間では管更新の予定はとりあえずありません。 

 施設に関しましては、長寿命化等アセットマネジメントをかけていまして、需要費のほ

うを平準化するように計画しております。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 水道事業の経営戦略等も示されている中、ただいま、いわゆる法定

の対応年数は過ぎていると、ただ６０年と見込んで残り１６年後くらいだというところで

すから、多分想定の中ではありましょうけども、その前後にそうした大規模ないわゆる修

繕というか入れ替え、更新というものが必要になってくるというところです。 

 その辺に対しての準備というものは、戦略とか今後の展望というものがなされているの

かというところでございます。戦略等にそこまでの年度のものが記載ないわけで、それが

また、その直近辺りになってからとか、そういった事態が生じてから、その対策をという

ことで考えられるのか、今から１６年後に備えるというようなお考えとか、そういったと

ころがあるのか。というのは考えれば、こうした今回の提案によって、当然受益者に一定



- 23 - 
 

程度の負担をしていただこうと、経営の体制を見直していこうということは十分に理解で

きるところでありますが、そういったところの備えがあった上でのこの提案なのか。４年

ごとに計画の見直しというのをされていくのも理解しているところなのですけども、後々

の町の将来というか未来の部分について、その未来にそういった負担を課さないためにも、

本当に今回の提案が適切なのかというところについてのご見解を、改めてお伺いするとこ

ろでございます。 

○議長（高橋利勝） 小出建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（小出勝栄） 質問にお答えします。 

 将来的なことということなのですけども、令和５年、簡水下水につきましては、公営企

業化というものがありまして、それを過ぎてから本格的にちょっと考えることになるかと

思うのですけども、そのほかにハード事業としては、本別町内での給水区域の変更と支出

のほうになりますけど、押さえると検討しまして、そうなれば施設を廃止していって経常

経費を削減できるとそういう方策も取れますので、今その計画を検討して支出のほうを何

とか抑える努力をしております。 

 それの、結果を見て、またさらに今後の見通しを立てていきたいと考えております。以

上です。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９２号本別町水道事業給水条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９２号本別町水道事業給水条例の一部改正については、原案のとお

り可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第６５号 

○議長（高橋利勝） 日程第７ 議案第９３号本別町簡易水道条例の一部改正についてを

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 
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○建設水道課長（大槻康有） 議案第９３号本別町簡易水道条例の一部改正について、提

案内容の御説明を申しあげます。 

 提案理由につきましては、簡易水道料金の改正によるものでございます。 

 現行の簡易水道料金は消費税改正に伴う改正を除きますと、平成２０年、平成２４年、

平成２８年の３回の改正により、水道料金と同一の体系としてきております。今回の改正

案は、水道料金の改正に合わせて改正するものでございます。 

 給水人口の減による給水収益の減、老朽機器更新等による地方債償還の増など、悪化を

辿る経営状況を改善すべく、自主財源の確保及び一般会計繰入を増大させずに簡易水道事

業の経営を維持していくため、今回条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容につきましては、料金を現行の内税方式から外税方式とします。 

 家事用１、家事用２、家事営農用、営農用、臨時用を税抜き価格ベースで５から６パー

セント、税込み価格で７から８パーセント程度の料金引き上げとします。 

 業務用は消費税改正相当分に近い税込み価格で２パーセント程度の料金引き上げとしま

して、業務用の基本水量を１５立方メートルから１２立方メートルに改正し、相応して基

本料金を引き下げます。 

 家事用２の設定による低所得者世帯の軽減、家事営農用の設定による農業世帯の軽減に

つきましては、産業振興の観点から引き続き継続をしてまいります。 

 改定時期につきましては令和２年４月分、３月使用分からといたします。 

 それでは改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書き等の朗読は省略さ

せていただきます。 

 本別町簡易水道条例の一部を改正する条例。 

 本別町簡易水道条例（平成７年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を次のように改める。 

 料金。 

 第５条、水道料金は、別表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金の合計

額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により算出した消費税の額及び地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により算出した地方消費税の額を加えた額とす

る。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 別表中。 

 区分、基本水量、基本料金税込、超過料金１立方メートル当たり、税込。 

 家事用１、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。 

 家事用２、８立方メートル、１,２１８円、２４５円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２９円。 

 業務用、１５立方メートル、４,２０４円、２９１円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２９円。 



- 25 - 
 

 臨時用、１立方メートル当たり、５７０円を区分、基本水量、基本料金、超過料金(１立

方メートル当たり)。 

 家事用１、８立方メートル、１,８００円、２３８円。 

 家事用２、８立方メートル、１,２００円、２３８円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８００円、２３８円。ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２６円。 

 業務用、１２立方メートル、３,１２０円、２７０円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２６円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、５５５円に改める。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 適用区分。 

 ２、改正後の本別町簡易水道条例の規定は、令和２年４月分として徴収する水道料金か

ら適用し、同月前の水道料金については、なお従前の例による。 

 以上、議案第９３号本別町簡易水道条例の一部改正についての提案説明とさせていただ

きます。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９３号本別町簡易水道条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９３号本別町簡易水道条例の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第９４号 

○議長（高橋利勝） 日程第８ 議案第９４号本別町営農用水道条例の一部改正について

を議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第９４号本別町営農用水道条例の一部改正について、

提案内容の御説明を申しあげます。 

 提案理由につきましては、給水区域の追加と営農用水道料金の改正によるものでありま

す。 

 給水区域の追加は、令和２年度より稼動を予定しております、美蘭別営農用水道の区域、

給水量、給水人口を追加するものであります。 

 現行の営農用水道料金については、簡易水道料金と同じ料金体系で推移しておりまして、

消費税改正に伴う改正を除くと、平成２０年、平成２４年、平成２８年の３回に渡り簡易水

道料金と併せて改正し、水道料金と同一の体系としております。 

 今回の改正案は、水道料金の改正に合わせて条例の一部を改正し、自主財源の向上を図る

ものでございます。 

 主な改正内容につきましては、給水区域の追加は、新たに美蘭別営農用水道を追加し、給

水区域、一日最大給水量、給水人口を設定します。 

 料金改定は、料金を現行の内税方式から外税方式とします。 

 家事用１、家事用２、家事営農用、営農用、臨時用を税抜き価格ベースで５から６パーセ

ント、税込み価格で７から８パーセント程度の料金引き上げとします。 

 業務用は消費税改正相当分に近い税込み価格で２パーセント程度の料金引き上げとしま

す。業務用の基本水量を１５立方メートルから１２立方メートルに改正し、相応して基本料

金を引き下げます。 

 家事用２の設定による低所得者世帯の軽減、家事営農用の設定による農業世帯の軽減につ

きましては、産業振興の観点から引き続き継続をいたします。 

 改定時期については令和２年４月分、３月使用分からとさせていただきます。 

 それでは改正条文により説明をさせていただきます。 

 本別町営農用水道条例の一部を改正する条例。 

 本別町営農用水道条例（平成３年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１号を加える。 

 ２、美蘭別営農用水道。 

 ア、給水区域、美蘭別、勇足西２、勇足西５、押帯、上押帯の一部。 

 イ、１日最大給水量３０４立方メートル。 

 ウ、給水人口８２人。 

 第４条を次のように改める。 

 料金。 

 第４条、料金は別表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金の合計額に、消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により算出した消費税の額及び地方税法（昭和
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２５年法律第２２６号）の規定により算出した地方消費税の額を加えた額とする。この場合

において、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 別表中、区分、基本水量、基本料金税込、超過料金１立方メートル当たり、税込。 

 家事用１、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。 

 家事用２、８立方メートル、１,２１８円、２４５円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２９円。 

 業務用、１５立方メートル、４,２０４円、２９１円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２９円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、５７０円を、区分、基本水量、基本料金、超過料金１立

方メートル当たり。 

 家事用１、８立方メートル、１,８００円、２３８円。 

 家事用２、８立方メートル、１,２００円、２３８円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１.８００円、２３８円。ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２６円。 

 業務用、１２立方メートル、３,１２０円、２７０円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２６円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、５５５円に改める。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 適用区分。 

 ２、改正後の本別町営農用水道条例の規定は、令和２年４月分として徴収する料金から適

用し、同月前の料金については、なお従前の例による。 

 以上、議案第９４号本別町営農用水道条例の一部改正についての提案説明とさせて頂きま

す。よろしく御審議お願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９４号本別町営農用水道条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９４号本別町営農用水道条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第９５号 

○議長（高橋利勝） 日程第９ 議案第９５号本別町公共下水道条例の一部改正について

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第９５号本別町公共下水道条例の一部改正について、

提案理由の御説明を申しあげます。 

 提案理由につきましては、公共下水道使用料の改正によるものでございます。 

 現行の下水道使用料は消費税改正に伴う改正を除くと、平成２０年４月以降改正をして

おりません。この間、投資の減少により一般会計からの繰入金は減少を続けておりますが、

排水設備接続人口の減による下水道使用料の減少も続いている状況でございます。 

 今後の施設維持管理及び更新費用を確保し、公衆衛生確保と生活環境改善、公共用水域

の水質保全を継続していくため、条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容につきましては、一般用を税抜き価格ベースで約６パーセント、税込み価

格で８パーセント程度の料金引き上げとしております。 

 浴場用は消費税改正相当分に近い税込み価格で２パーセント程度の料金引き上げとして

いるところでございます。 

 改定時期については令和２年４月分、３月使用分からとさせていただきます。 

 それでは改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書き等の朗読は省略さ

せていただきます。 

 本別町公共下水道条例の一部を改正する条例。 

 本別町公共下水道条例（平成元年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項を次のように改める。 

 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めると

ころにより算定した基本料金及び超過料金の合計額に、消費税法（昭和６３年法律第１０

８号）の規定により算出した消費税の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定により算出した地方消費税の額を加えた額とする。この場合において、１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てる。 

 種別、基本料金１月につき基本水量、基本料金、超過料金１立方メートル当たり。 

 一般の汚水、８立方メートル、１,２６０円、１６０円。 
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 公衆浴場の汚水、１００立方メートル、３,２５０円、３０円。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 適用区分。 

 ２、改正後の本別町公共下水道条例の規定は、令和２年４月分として徴収する使用料か

ら適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。 

 以上、議案第９５号本別町公共下水道条例の一部改正についての提案説明とさせていた

だきます。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９５号本別町公共下水道条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９５号本別町公共下水道条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第９６号 

○議長（高橋利勝） 日程第１０ 議案第９６号本別町個別排水処理施設条例の一部改正

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 議案第９６号本別町個別排水処理施設条例の一部改正につ

いて、提案理由の説明を申しあげます。 

 提案理由につきましては、個別排水処理施設使用料の改正によるものでございます。 

 現行の個別排水処理施設使用料は消費税改正に伴う改正を除きますと、平成１７年４月

以降改正をしておりません。 

 この度、公共下水道使用料の改正提案に合わせ、同料金を算定の基礎としている個別排
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水処理施設使用料についても見直し、今後の施設維持管理及び更新費用を確保し、公衆衛

生確保と生活環境改善、公共用水域の水質保全を継続していくため、条例の一部を改正す

るものでございます。 

 主な改正内容ですが、税抜き価格ベースで約５から６パーセント、税込み価格で７から

８パーセント程度の料金引き上げとなります。 

 改定時期については令和２年４月分、３月使用分からとなります。 

 それでは改正条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書き等の朗読は省略さ

せていただきます。 

 本別町個別排水処理施設条例の一部を改正する条例。 

 本別町個別排水処理施設条例（平成１０年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第５条、第１項を次のように改める。 

 町長は、個別排水処理施設の使用について、使用者から別表に定める額に、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の規定により算出した消費税の額及び地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定により算出した地方消費税の額を加えた額を使用料として徴収する。

この場合において、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 別表を次のように改める。 

 別表、第５条関係。 

 使用料の額。浄化槽の規模、使用料月額。 

 ５人槽３,１００円。６人槽３,５００円。７人槽３,９００円。８人槽４,３００円。１

０人槽５,１００円。１１人槽以上、１０人槽の使用料に１人槽増すごとに４００円を加算

した額。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 適用区分。 

 ２、改正後の本別町個別排水処理施設条例の規定は、令和２年４月分として徴収する使

用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。 

 以上、議案第９６号本別町個別排水処理施設条例の一部改正についての提案説明とさせ

ていただきます。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９６号本別町個別排水処理施設条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９６号本別町個別排水処理施設条例の一部改正については、原案の

とおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５７分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第９７号 

○議長（高橋利勝） 日程第１１ 議案第９７号訴えの提起についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 議案第９７号訴えの提起についての提案内容を説明します。 

 提案内容は、町税に係る損害賠償請求訴訟を提起するため、地方自治法第９６条第１項

第１２号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、訴えの相手方。住所、中川郡本別町○○○○○○○。氏名、本寺一彦。 

 ２、事件名。損害賠償請求事件。 

 ３、訴えの趣旨。 

 （１）相手方に対し、損害賠償金として金５６１,０００円及びこれに対する領収日付か

ら完済まで年５分の割合による金員の支払いを求める。 

 （２）相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。 

 ４、訴えの理由。 

 訴えの相手方は、町住民課課長補佐を務め、徴税吏員として町税に関する調査及び徴収

業務を担当していたが、平成２２年１月１５日から平成２６年８月１３日までの間に徴収

した町税１６件５６１,０００円について業務上預かり保管中、これを自己の用途に消費す

ることを目的に着服、横領し町に対して損害をあたえたもの。このうち、地方自治法第２

４３条の２第３項の規定により決定した賠償額４７５,０００円について令和元年９月２

０日に相手方に請求書を送付したが、支払期限の令和元年１０月３１日までに支払いに応

じなかった。また、決定を受けなかった８６,０００円についても同様の手口によるものか

ら、その全額について訴えを提起するもの。 

 これが、今後、作成する訴状の提起理由になります。 
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 ５、訴訟遂行の方針。 

 （１）弁護士を訴訟代理人に選任し、訴訟を遂行する。 

 （２）判決の結果、必要がある場合は上訴を行う。 

 これは、判決に疑義があった場合、本案件については上訴できるものとしたものでござ

います。 

 （３）訴訟遂行上の過程において必要がある場合は、適当と認める条件で和解すること

ができる。 

 これは、相手側から和解の提案があった場合に、横領額に変更がないことを前提として、

和解することができることとしたものでございます。 

 ６、管轄裁判所、本別簡易裁判所。 

 本件の賠償請求額が１４０万円未満のため、所轄裁判所は簡易裁判所となり、本別町、

足寄町、陸別町の所轄裁判所は本別簡易裁判所となります。 

 以上で、議案第９７号訴えの提起についての提案説明とさせていただきます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） これまでの関連の質疑、議論等の中で出てきたことかもしれませ

んけども改めて伺います。訴えの趣旨の（２）の相手方に対し、訴訟費用の負担を求める

とあります。 

 この訴訟費用とは、例えばこの間、町職員が色々なところに出かけて行った時の旅費と

かどうなっているかわかりませんけども、例えば時間外手当とかっていうのも生じている

かと思うのですけども、これも含めたことを訴訟費用と言うのか、それともそれはまた別

な形でっていう要望というか賠償を求めていくという形になるのか、その辺についてだけ

伺いたいと思います。 

○議長（高橋利勝） 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） ３の相手側に訴訟費用を求めるというのは、訴訟に関する印紙

代の請求であって、調査に係る経費についてはここには含んでおりません。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） 印紙代、いわゆる裁判に関わる直接の経費というふうに理解して

いいと思うのですけども、私が伺ったのは、それはもう当然と思っていますけども、それ

以外に職員の方がこの件に関わって、時間外も含めて、あるいは札幌等に出かけて行って

色々調査をする、人に会うというようなことがあったというふうに思うのですけども、い

わゆる町側でこの事に関して生じた費用ということは、今回のことには出ていないという

ことで、訴訟費用ということではないと、それはまた別枠という考え方なのか、そこだけ

を確認したいということです。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 
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○住民課主幹（久司広志） 私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

 先ほどの質問の中での人件費等々、出張旅費等の関係なのですけども、本人へ損害賠償

請求の部分なのですが、それにつきましては弁護士さんと相談をしておりますけども、認

められないということで確認を取っております。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 柏崎議員。 

○２番（柏崎秀行） １点質問させていただきます。 

 ５番の弁護士を訴訟代理人に選任し遂行すると書いてありますけども、こちら町のほう

で顧問弁護士はいないのかなという認識の中でどういった方を代理人にしたのか、お聞き

します。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） 私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

 この案件につきましては、町村会のほうに相談をしておりまして、町村会での公認弁護

士であります佐々木弁護士のほうにお願いをしております。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） １、２点になろうかと思います。質問いたしますので、わかりやす

くお答えいただきたいと思います。なにぶん、訴訟とかなかなか難しいものですから、ま

ず１点目になろうかと思うのですが、５６万１,０００円、これは春から監査委員のほうに

調べていただいて、８万何某が違うのだけども、４０何ぼはそうだよと、５６万何某をま

とめて、わかりやすく言うと民事裁判をするということになるのですかね。その部分を今

回そういう訴えを起こすから、この訴えの提起についてという議案を提出したということ

になろうかと思うのです。 

 それに絡まって先の関連があるのですが、議員協議会でも伺っていると思いますけども、

今、印紙とかっていう言葉が出ました。弁護士の費用だとか、それに伴う職員の先ほども

出ましたが旅費だとか、そういう部分については、これは町民の皆さんの税金で皆さんが

動いていることですので、例え２万円の印紙１枚についても５,０００円であっても、これ

は税金で払わなくてはならないということですから、その辺新たに予算をこの後に組んで

出てきているのか、また違う部分で予算を組んで出すのか、今までの分があるから、それ

で役務費の中にあるから、そういうものについては、それで出すのか。明解にしていただ

かないと、税金の行き先がわからないなんていうことにはなりませんので、議員協議会で

説明受けましたら１４０万円近いお金がどうのこうのというのもありますのでね、それら

の中で一緒に考えているというのですかね、そういうこともあるのかもしれませんが、当

面この議案について関わるところは、あとから見るとか今回は載せないとか、明解なお答

えをいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 
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○住民課主幹（久司広志） 私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

 当初予算の組んでいる役務費等々で今回できますので、今回の案件にかかる経費の補正

予算はございません。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 私のほうの勉強不足で申し訳ございませんが、当初から見ていると

いうのは、この案件で５６万何某が議会の一般質問等々で出た時から予算を組んでいると

いうことですか。それとも通常予算で組んでいる中でやるということですか。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは私のほうから弁護士の費用の関係について答弁をさせ

ていただきます。 

 弁護士の費用につきましては、当初予算で３０万円予算措置をしておりますけれども、

この間、弁護士事務所等との協議の中で、その当初予算で組んでいる３０万円の範囲の中

で収まるということですので、先ほど久司主幹からもありましたけども、補正等は生じて

おりません。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） 弁護士云々は３０万円で当初から組んでいたというのは、この目的

のために組んでいたということはないですよね、そういうことですか。それを明解にとい

うことをお話ししている。 

 それで色々弁護士の部分でお世話になることもあるかもしれないということで、町村会

全体の弁護士さんにお世話になるということでやっているのであれば、これを目的とした

ということではないですよね、あくまでも。 

 それともう１つ。先ほど、他の議員から出た時に印紙代がどうのこうのっていう話が出

ました。それについては、どのような考え方になっているのか、私の聞き間違いなのか、

それは後段で出てくる部分で賄うのか。 

 極めて繊細な話をさせていただいていますので、税金がなくなっての対応ですから、税

金の使い道は当然考えていかなきゃならないということですので、私が言わんとしている

のは当初の予算があったと、それを使うのはいいのですけど、きちっと住み分けできるよ

うな形にしとかないと、この部分で関わった分はどうだというのは、後々まで出てくる話

なので、その辺をわきまえて予算執行していただかないと困るものですから、こういう細

かいかもしれませんが、印紙代のことも含めて答弁を求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） お答えをいたします。 

 当初予算で計上している部分ですけども、当初予算を組む段階で今回の訴訟のほうまで

想定をいたしまして、３０万円予算措置をさせていただきました。 

 先ほど来からあります印紙代の関係でございますけども、印紙代につきましても訴訟経

費の３０万円の中に含めての額となります。以上です。 



- 35 - 
 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） 金額の確定についてお伺いいたします。 

 前回の１２月３日の議員協議会で、監査委員による４７万５,０００円という金額が示さ

れました。諸々の経費を入れて６７万９,０００円ということですが、９月２０日付で送付

しました支払いに応じておりませんということは、本人は認めていないということでない

かなと思います。 

 それで前回、裁判で決まった２１０万円以上の中にこの部分が含まれていて、この金額

は警察のほうで触っていないのか、調査していないのかあるのか、その点を伺いたいと思

います。 

 そして、５６万１,０００円ですか、これは何を持って確定したのか。本人が認めていな

いのに何を持って確定したのか、その辺もお聞かせください。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） 私のほうから３点ほどになるかなと思うのですけども、答弁

をさせていただきたいと思います。 

 まずは１点目の関係でございます。刑事事件におけます２２５万円との絡みですけども、

その部分とまるっきり別な形での５６万１,０００円という形になってございます。 

 あと２点目の関係でございますけども、警察で捜査したかどうかという部分につきまし

ては、私どもは知れることではありませんので、わかりませんというような回答になりま

す。 

 あと３つ目の５６万１,０００円の確定への考え方なのですけども、今回３名の方から領

収書の提示を受けまして、私のほうで台帳関係、書類関係等々確認作業を行なってござい

ます。そこでまず額のほうを確定させていただきました。今回の確定作業に当たるにあた

りまして、どの様な経過で処理をされたのかなという部分も分析をしまして、例えば元職

員が１人で訪問をして、自ら領収書を発行して現金を引き継いだというものの経緯を踏ま

えて、確定をさせてございます。以上であります。 

○議長（高橋利勝） 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） わかったような、わからないような話ですけども、要は裁判で決ま

った２１０万円以外の金額ということでいいのですね。ということは、この金額は警察の

ほうでは調べてなかったのか、調べきれなかったのか。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） 警察での捜査につきましては、私のほうでは知れる範囲では

ございませんので、調べられたのか調べられなかったというふうについては、私のほうで

はわからないという形になります。 

○議長（高橋利勝） 篠原議員。 

○５番（篠原義彦） そしたら２１０万円以上という、その裁判の判決ってどういうこと
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ですか。そういう説明は受けていると思うのですけど、担当課で。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） 今回の刑事事件におきましては、この２件の方の被害額が２

２５万１千何某という形になってございます。それはあくまでも、警察のほうで立件され

た方の分と金額というふうになります。 

 今回の５６万１,０００円につきましては、別の形で確認が取れたというものになります。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） お伺いをいたします。 

 こちら弁護士に委任をしているというところでございますが、その委任契約の詳細につ

いてお伺いをいたします。 

 例えば、その着手金であるとか成功報酬のものとか、当初予算の３０万円を充てていく、

その範囲内で印紙代まで含んでということでございますが、その委任契約内容の詳細につ

いてお伺いをするものでございます。 

 またこちら当該訴えの相手方とあります、本寺一彦氏。私の認識では収監されているの

かなと考えるところなのですが、そうした認識のところなのですが、いわゆる応訴の可能

性についてはどのような見解をお持ちなのか。 

 続きまして、いわゆる訴えを提起して当然民事訴訟ですから、賠償金を得ることを目的

としているというところでございます。その中で民事執行に向けての現状の方針とか見解

については、どのようにお持ちなのかお伺いをするところでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩をします。 

午後 １時４９分  休憩 

午後 １時５４分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） それでは、ただいまの御質問に対して私のほうから答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず委任契約の内容ということでございますけども、この委任契約につきましては当初

刑事事件となった際に、今後損害賠償請求が生じるだろうということで協議をしておりま

して、概ね損害賠償の額が３００万円程度で想定をしながら３０万円という額として予算

計上しておりました。これは向こうとの協議の中でそういう形で計上させていただいてお

りますけども、今後の委任契約に関しましては、今後色々な訴訟等が進んでいく中で、今

後はかかった費用に応じて、また負担をしていくような形になるかと思います。 

 それと、応訴のあった場合ということでございますけども、これにつきましては、当然

相手方から違う案件と言いますか、違う内容で町が訴えられた場合ということだと思うの

ですけども、その際につきましては、弁護士のほうと協議をしながらその内容によって、
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別途費用がかかるようになるのかなというふうに考えております。 

 民事執行の今後の考え方の部分ですけども、これまで弁護士とも色々協議をしてきてお

ります。弁護士と相談をしながら、こういった手続をとっておりますけども、当然町とし

ては今回請求いたします損害賠償については、裁判の中でしっかりと向こう側に弁償と言

いますか、弁済をしていただくということで、今考えているところです。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いをするところでございます。 

 まず１点目にお伺いをいたしました、いわゆる委任契約の内容、詳細についてでござい

ます。 

 先の御答弁の中で、全て含んで３０万円、印紙代まで含んで３０万円ということのお話

でございました。一般的に、これは個々の契約でございますから、弁護士が例えば本件の

本訴訟についてはこうこうこういう着手金で、こうこうこういう成功報酬ですとか、この

事件を一連として、包括的なものの契約となっているのか、具体的なものについて、どう

いう契約書を交わしているのか。弁護士ないし弁護士法人は必ずと言っていいほど、文書

契約というものを取り交わすはずですから、その内容通り書かれていることを御答弁いた

だければというところでございます。 

 ２点目、私その応訴の見込み、こちらが提起した訴訟に応じるということで、多分今御

答弁いただいたのは反訴のことだと思うのです。なので、御答弁としては失当だというふ

うに考えるところでございますので、こちらが訴訟しますよというものに対して、応じて

来る見込はあるのですかっていうことを、収監されていますよねと、当然本人出廷、本人

裁判ということもできないですし、代理人を立てるということであれば費用もかかるしと、

これまでの経緯をお伺いしたところ、請求に対して応じていないというところの実態があ

る中で、応じる可能性とか、そうしたところについての見解はどのようにお持ちなのです

かというところを、お伺いしたところでございますので、改めてお伺いをするところでご

ざいます。 

 ３点目、民事執行の部分でございますけども、考え方、それは当然民事訴訟を提起して

賠償額を求めるわけですから、返還してくださいよというようなお考えなのは十分わかり

ますし、当然のことなのですけど、要は回収の見込みはあるのですかということなのです。 

 本人収監されていて支払いに応じていませんよというところで、それを実際に勝訴しま

した、その勝ったというところと賠償額を受けるというものについては、別の問題でござ

いますので、そこまで委任されている弁護士さん等との打ち合わせはされているのか、町

としてどういうご見解をお持ちなのかというところをお伺いしているのです。改めてお伺

いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午後 １時５９分  休憩 

午後 ２時０２分  再開 
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○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 改めて答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の委任契約の関係でございますけども、印紙代、あと例えば住民票等の取り

よせ費用、その他、実費費用が発生した場合については、こういった経費が発生した場合

については実費分。それと、受任者が本件のために釧路地方裁判所帯広支部へ出頭した場

合、旅費日当１回につき５万円となっております。 

 向こうの法律事務所の考え方としては、今回３０万円の中で当面の訴訟に関しては間に

合うのではないかということでした。今、言ったのが紙で交わしている委任契約書の中身

になります。 

 応訴の見込、応じてくる見込があるかどうかという点でございますけども、当然応じて

もらうよう努力はしなければならないと思いますが、先ほどの中でもありましたけども、

こちらのほうから請求を送って、それに対して何も応じていなかったというか、返答も何

もなかったという状況とを鑑みますと、可能性は低いのかなという判断もしております。 

 ３点目につきましては、久司主幹のほうから答弁したいと思います。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） ３点目の回収の見込みの関係でございます。今後訴訟を起こ

しまして勝訴しましたら、強制執行までを考えてございます。最大限、回収に向けての取

り組みを行なっていくというふうに考えてございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いするものでございます。 

 １点目にお伺いした委任契約の詳細の部分でございますけども、その一番最初に御答弁、

この議案に対する質疑、私の質疑だけじゃなくて御答弁いただいている中では全てを含ん

で３０万円というところでありまして、その当面は間に合うのではないかみたいなところ

も、そんな口語体で委任契約に書かれているわけではないですよね。 

 私が知りたいのは、一連として、とりあえず３０万円みたいな契約なのか、本提訴に関

していくらかかっているのかというところも知らなければいけないし、上訴のことまで書

かれているわけで、一般的な契約の内容をお話しをすれば、上訴すればまた別にかかるの

が一般的ですよね。ですから、そういったところが詳細について、きちんとお答えくださ

い。 

 決まりの中に質疑に回数ありますので、失当の答弁であっても議長のお許しをいただけ

なければ１回は１回と、これで最後でございますから、きちんと理解できるように、契約

内容がどうなって一連の契約として３０万円という括りで今回のについては、特別着手金

や成功報酬についての定めがないのかとか、先ほど他の議員からも質疑があったとおり、

これはまた別のものという認識なのでしょうから、別のものなのだから、別のそういった

費用、弁護士費用等かかっているのかどうかというところについて、詳細はっきりわかる
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ようにお答えを求めるものが１点目でございます。 

 ２点目でございます。応訴の見込の部分でございますけども、これまでの経緯から見て

も支払いに応じていないというところからも可能性は低いと、これ一般的に考えればその

とおりだというふうなところでございますけども。 

 また３点目、強制執行まで考えているというところでございます。考え方については御

答弁いただきました。訴訟戦術としてどのようにお考えなのか。そもそもだからこの目的、

何なのですかというところなのです。民事訴訟の最たる目的は賠償金を得ることというわ

けであって、それの具体的な見込があるのか。考え方を聞いているのではないです。具体

的な見込とか調査とか既に済んでいるのかというところであります。 

 これ、本人収監されていてこれまでのとおり、いわゆる応じない、出廷もしないし代理

人も立てないということであれば、その時点で勝訴ですよ。でも、いわゆるそういったと

ころの具体的な見込とかっていうところまで踏み込んで代理人とかとお話ししていないの

であれば、ただの紙切れですよね。勝訴した判決文持っていても。 

 だから、当然いくらの費用をかけて、いくら回収するのかとか、どういう目的で提訴に

及ぶ、またこの議案を提案しているのかというところなのです。いわゆる金銭の賠償を求

めることを目的としているのではなくて、いわゆるけじめ的なものでとか、どういうお考

えでこの議案を提案されているのかというところ、以上３点お伺いするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０８分  休憩 

午後 ３時０５分  再開 

○議長（高橋利勝） 再開前に引き続き会議を開きます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 私のほうから１点目の契約の関係、改めて説明をさせていただ

きます。拙い説明で大変申し訳ございませんでした。 

 まず契約の内容でございますけども、今回、佐々木総合法律事務所と委任契約を結んで

おりますのは、損害賠償請求訴訟を提起する件及びこれに伴う一切の件を委任するという

内容でございますので、損害賠償請求訴訟にかかる部分の委任契約ということになります。 

 契約を結びましたのが、平成３０年の１月でございまして、その際、費用の関係でござ

いますけども、委任者は受任者に対し次の事項について支払うものとするという中で、１

点目、着手金３０万円がございます。これはもうすでに平成２９年度契約をした時点で支

払いを終えております。そして先ほど来、説明をさせていただきました平成３１年度、令

和元年度の予算で今、３０万円を計上しておりますけども、その対象となりますのが、費

用のうち印紙代、予納金、住民票等取り寄せ費用、その他実費費用が発生した場合、これ

は実費分を支払うことになります。 

 それと受任者、弁護士事務所ですね。受任者が本件のために釧路地方裁判所帯広支部へ

出頭した場合の旅費日当、これについては１回につき５万円というふうになってございま
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すけども、これらのかかった費用を支払うことになります。 

 先ほど３１年、令和元年度の予算で計上しておりますという話ですけども、この損害賠

償請求訴訟にかかる費用ということで、弁護士事務所さんと事前に協議をいたしまして、

当初予算を組む段階ではこの損害賠償請求訴訟に入るだろうという想定の中で、大体３回

から４回の公判の費用ということで３０万円を今年度の当初予算で計上しているところで

ございます。 

 そういったこともありますので、当初予定していた費用よりもかかった場合については、

また補正等が必要になるかと思いますが、当初事務所さんとの協議の中では３０万円とい

うことで、今予算計上させていただきました。 

 先ほどもお話ししました、今回の委任を行なっているのが損害賠償請求訴訟にかかる部

分でございますので、それ以降、例えば費用の回収ですとか、そういったところまでの契

約はこの中には入っておりません、と申しますのも、今後の請求訴訟の中で、例えば勝訴

した場合ですが、回収につきましては税の回収と同様に町としては強制執行等の対応をし

ながら回収に当たってまいりたいということを想定しております。裁判に勝てば強制執行

ができますので、そういったことを想定して行なっておりますので、今委任をしておりま

すのが、損害賠償請求訴訟に関わる部分ということになります。以上です。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） 私のほうから答弁させていただきます。 

 目的の部分なのですけども、回収を目的ということで進めております。 

 状況としましては、例えば財産の調査権、今現状、民事にかける部分というのはござい

ませんので、一定程度知れる範囲での財産を踏まえて、調査権については、民事的には今

ありませんので、今知れる範囲の財産、一般的に不動産等は知れておりますので、その分

につきましては訴訟を起こしまして、勝訴しましたら最終的には強制執行というふうに考

えてございます。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９７号訴えの提起についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第９７号訴えの提起については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第９８号 

○議長（高橋利勝） 日程第１２ 議案第９８号町税の過徴収に起因する和解及び損害賠

償額を定めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田西住民課長。 

○住民課長（田西敏重） 議案第９８号町税の過徴収に起因する和解及び損害賠償額を定

めることについて、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により提案す

るものでございます。 

 令和元年６月から行っていた不納欠損者を対象とした町税収納確認のための訪問調査に

より、領収書の提示を受け、関係書類との突合の結果、平成２１年度国民健康保険税第２

期から第６期までの合計調定額２００,０００円に対し、２５０,０００円の徴収が行われ、

そのうち本別町への収納が２００,０００円であり、過徴収により納税者に損害が発生して

いることが確認されました。この損害については、担当の職務執行中において発生したこ

とから、その賠償の責は本別町に任じられるものであり、国家賠償法第１条第１項の規定

に基づき、和解し損害賠償額を定めるものでございます。 

 １、和解の相手方。記載のとおりでございます。 

 ２、和解の要旨。本件に係る損害賠償額を過徴収金５０,０００円及びこれに対する遅延

利息２１,９９３円の合計額７１,９９３円と定め、示談の相手方に令和元年１２月１７日

に支払うものでございます。示談については、別紙示談書のとおりにかわすものでござい

ます。 

 以上で、議案第９８号町税の過徴収に起因する和解及び損害賠償額を定めることについ

ての提案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） この部分については、先の議員協議会で説明があった分かと思いま

すが、前般話しました５６万何某とは別に新たに出てきていて、２０万円の納付書があっ

て２５万円いただいたと、したがって５万円を余分にいただいていたので、それをお返し

すると、利子もつけてお返しするという内容で把握していますけども、それがこの金額に

なってその手続をするという内容のことでよろしいのか、どうなのかお知らせいただきた

い。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） そのとおりでございます。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 梅村議員。 



- 42 - 
 

○３番（梅村智秀） お伺いをいたします。 

 本事件については、一連の横領事件による調査の中から発覚したというふうに認識して

いるところでございますが、事件としては一連の横領事件の一環というふうに捉えていい

のか。どのような認識を持つべきなのかについて、まずお伺いをいたします。 

 ２点目のお伺いでございます。 

 こちら示談書の中から、平成２３年３月２日に発生したというふうに書かれておりまし

て、もう７年以上経過しているところでございますけども、いわゆる時効についてのお考

えはどのような見解、どういった説とかどういうご見解を持たれているのかという点につ

いて、お伺いをいたします。 

 続きまして、約７２,０００円でございますけども、こちらについては、いわゆる国賠法

にのっとって被害者の町民の方には賠償するというところでございますけども、いわゆる

この求償についてのお考えはどのような見解を持たれているのか。理由や根拠を合わせて

お答えを求めるものでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１５分  休憩 

午後 ３時１９分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） まずは１点目の関係でございます。 

 一連の横領事件の絡みかどうかという部分なのですけども、今回この案件が出された経

過なのですけども、今年の町税収納確認調査ということで、６月から不納欠損をされてい

る方に対して町内、町外含めて訪問調査を実施しております。その中で被害が確認された

内容になります。 

 今後の部分につきましては、色々整理をしまして、まずは監査委員に書類を出していく

というような運びになるかなというふうに思っております。 

 ２点目の関係でございます。時効の関係でございますけども、発生が２３年ということ

で民法の１０年の絡みでまだ時効にはなっておりませんので、まだ大丈夫という形になり

ます。 

 ３点目の求償権の関係でございますけども、今回賠償法の第１条第２項のほうに求償権

がございます。 

 今回につきましては、納税者の方にまずは損害賠償を行ないまして、今後その方にかか

る被害状況、処理等を整理しまして、元職員に対しては、まず監査委員さんのほうに決定

を求めるというような運びで行なっていきます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めましてお伺いをいたします。 

 それでは、１点目にお伺いいたしました件でございますが、では本事件については現時
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点においては、一連のものとの推認や断定やということはしていないと、現時点において

はまだ監査委員に諮っていないというところから、別の事件、事案というふうな認識でよ

ろしいでしょうか、現時点ではというところがまず１点。 

 ２点目でございます。今、時効の部分について、民法の解釈だということでございまし

たが、例えば地方税法１８条の３によりますと、いわゆる５年というものもありますし、

国家賠償法のものになっていけば事案によっては２０年とかというものもあるし、色々な

見解があるという中で、町としてはどういうふうにお考えなのかというところなのです。 

 なので、民法の１０年というところでございますが、この辺については考え方によって

は時効が発生しているから、賠償する必要性というのはないというような見解も持てると

ころでありますけど、その辺どのような協議を経て、本提案に至っているのかという点に

ついて、改めてお伺いをするものでございます。 

 ３番目にお伺いをいたしました、７万２,０００円。求償権があるということは、それは

当然理解をしているところでございますけども、それについてはどのようにするのだ、ど

のような見解なのですかというところを先にお伺いしたところでございます。 

 ただいまの御答弁からよると、１番目に伺いをいたしました、監査委員に諮ってその結

果を持ってということで、現時点について求償権については、何ら方向性というものは定

まっていないというような認識でよろしいのでしょうか。 

 以上、改めまして３点お伺いをするものでございます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午後 ３時２３分  休憩 

午後 ３時２６分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） 私のほうから答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の別案件かどうかという御質問だったかなと思いますけども、調査の中では

一連の手口等々からは推認はされますけども、まだ断定というふうには考えてございませ

ん。 

 まず監査委員さんのほうに決定を求めることの作業を行ないたいなと思っております。 

 あと２番目の時効との関係でございます。 

 地方税法での還付という形でいいますと、５年という形になりますので、民法の１０年

を適用させるというような考え方になります。 

 今後の求償権の方向性なのですけども、あくまでも推認という形なりますので、今後を

踏まえてという形で考えてございます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） １点目にお伺いした点でございますけども、では町の認識として、

ひいては現時点の我々の認識としてどのように共有するかというところの確認でございま



- 44 - 
 

すけども、手口等から一連の事件と察するようなところは伺えるような様子はあるのだけ

ど、まだ断定とか推認というふうには発言するところまでは至っていないと、現時点では

どう考えればいいのか。しっかりとした今発言されたとおりに、例えば町民であるとか、

公の場で私も発言したいと思いますので、今の時点でこの事件をどういうふうな認識を持

てばいいのか、明確にお答えを求めるものでございます。 

 ２点目でございますけども、不法行為ということでございますから、時効に対する考え

方ということについては、地方税法の５年というものを採用するのではなくて、不法行為

ですか、民法ということで、民法の何を持って１０年と、民法の不法行為に基づくという

ご見解、例えば民法の７２４条とかで１０年というようなお考えを持たれているのか。地

方税法の１８条の３の５年というものは採用していないということであれば、民法の何を、

どういう事案でというところのご見解なのか、お伺いをいたします。 

 ３点目にお伺いをいたしました７万２,０００円の求償の部分でございますけども、こち

らも監査委員に諮った上で、今後の運びを判断していくというところで、現時点において

は求償権があるという認識はしているけども、そこについての方向性は定まっていないと

いう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩いたします。 

午後 ３時２９分  休憩 

午後 ３時３１分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） １番目の関係でございます。 

 １番につきましては、推認ということで認識をお願いしたいなと思います。 

 ２番目の関係でございます。民法の１６７条により１０年を経過していないっていう部

分で適用させてございます。 

 ３番目の求償権の関係でございます。今後監査のほうに決定等を求めまして、その段階

で判断という形になりますけども、決定されれば求償権を行なうという形になります。 

○議長（高橋利勝） そのほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 

 梅村議員、御登壇ください。 

○３番（梅村智秀）〔登壇〕 議案第９８号町税の過徴収に起因する和解及び損害賠償額を

定めることについて、反対の立場で討論を行ないます。 

 先の議案に続き、本議案においても質疑の中から明らかになりましたが、これ当事者意

識、町としてお持ちなのですかということです。 
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 側面によっては、町はもちろん被害を被っておりますけども、でも一方視点を変えれば

町民に対する加害者でもあると、そういう当事者意識が欠落している、このように断じざ

るを得ません。 

 本来であれば、これだけ繊細な議案を提案するに当たっては、専門家等と十二分な打ち

合わせをした上で議場に臨むべきであり、そういう意味では議会を軽んじているのかと、

このように認識するところでございます。 

 かつての議員協議会等においても、もう出ないと思っている、これで終わりにしたいと

思っているなどと、極めて甘い見解を示しつつ、結局出ているじゃないですかということ

です。にも関わらず、こうした軽々とした姿勢で議案を提案しているというふうに認識せ

ざるを得ないところから、本件においていまだ監査委員の判断を仰いでいないというとこ

ろの認識があるようでございますけれども、そもそもこの責任においてどのように認識し

ているのか、責任の所在が極めて曖昧であるということでございます。 

 近隣町村の別の事案でございますけども、例えば管内における公立病院に不祥事が生じ

た、そこでそこの元関係者が再逮捕されたということをもって、院長が月内をもって辞任

をされるとか、こうした意味では不祥事に対する責任の取り方というものも、管内で一つ

の例として示されているところでございます。 

 平成２８年に議員の一般質問において発覚いたしました、この一連の事案でございます

が、これまで信頼回復等に努めるといったような空疎な言葉が並んでおりましたけれども、

前回の議案及び本議案においての質疑の中でですが、そのような真摯な姿勢というものは

全く見受けられることができず、極めて本事案について軽いお考えしかお持ちでないとい

うことの証左となったところでございます。 

 これ本当に許していっていいのですかということです。 

 私自身の考えは、こうしたことについては早期に解決を図って、前を向いていこう、こ

ういうような考えを持っていたところでございますが、これまでの質疑を持って、もうそ

ういうようなところには、もう至れないという認識を新たにしたところでございます。 

 本当にこれ許していいのですか。これでいいのですか、本別町というところですよ。 

 町民の目は節穴じゃないですって。本当に町議会として、これを許していいのかってい

うところを、皆さんにも真摯に受け止めていただきたい。 

 本提案については、当然のことながら被害に合われた町民の方には、早急に、ただちに

賠償しなければならないという考えは、私は持っているところでございますので、本議案

については一旦差し戻しをして、ただちに然るべき責任の所在等を明らかにした上で再提

案がなされるということが望まれる、そうあらねばならないというふうに考えるところで

ございます。 

 議員諸兄姉の御賛同を賜りたく、お願い申し上げ反対討論を閉じさせていただきます。 

○議長（高橋利勝） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

 阿保議員、御登壇ください。 
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○１０番（阿保静夫）〔登壇〕 議案第９８号町税の過徴収に起因する和解及び損害賠償額

を定めることについての議案に対して、賛成の立場から討論をいたします。 

 この議案は、町民に対して６月以来の町税の問題についての調査の結果の中で、２名の

職員と聞いていますけども、担当を決めて調査をした結果の中で明らかになってきたこと

で、先ほど反対討論の中でもありましたけども、間違いなく町民に損害を与えているとい

うことですから、町の責任においてその損害額とその間の遅延利息を含めた損害をただち

に支払うという趣旨です。そのことについては、何ら異議も言うこともありません。そう

いう議案については、私は賛成の立場で申し上げます。 

 ただ、議論の中で、色々この裁判の非常に専門的なことが議論されています。この点に

ついては我々議員としても、その内容をより深く知る必要があるというふうにも考えてお

ります。その点については、改めてまた違う場での議論が必要かというふうに思っており

ます。 

 ただいま提案されている議案については、先ほど申し上げた理由のとおり賛成をしたい

と思いますので、議員諸氏の賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで討論を終わります。 

 これから、議案第９８号町税の過徴収に起因する和解及び損害賠償額を定めることにつ

いてを採決します。 

 この採決は起立によって行ないます。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（高橋利勝） 起立者１０人。 

 よって、起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、議案第９８号町税の過徴収に起因する和解及び損害賠償額を定めることに

ついては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第９９号 

○議長（高橋利勝） 日程第１３ 議案第９９号令和元年度本別町一般会計補正予算（第

１２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本総務課長。 

○総務課長（村本信幸） 議案第９９号令和元年度本別町一般会計補正予算（第１２回）
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について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、先に議決いただきました町税の過徴収に起因する損害賠償額及び太陽の

丘循環バスのヒーター故障によります修繕料となっております。 

 予算書の１ページをお開き下さい。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７７万２,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億７７２万１,０００円とする内容であります。 

 それでは、歳出から事項別明細書により御説明いたします。 

 ３ページ、４ページをお開きください。 

 下段の２、歳出ですが、２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費、２２節補償補填及

び賠償金、損害賠償金７万２,０００円の増額補正は、町税の過徴収に起因する和解に伴う

損害賠償金であります。 

 下段の４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、１１節需用費、車両修繕料

７０万円の増額補正は、太陽の丘循環バスのヒーター故障等に伴います修繕料であります。 

 以上で歳出を終わりまして、上段の１、歳入ですが１０款、１項、１目地方交付税の補

正は、歳入歳出の差額分を計上するものであります。 

 以上、令和元年度本別町一般会計補正予算（第１２回）の提案説明に変えさせていただ

きます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

 大住議員。 

○６番（大住啓一） 一括でございます。需用費でお伺いいたします。 

 太陽の丘の循環バスということですから、北回り南回りの２台のバスがあろうかと思い

ます。ヒーターということで車には私、全然疎いのですが、１台分の修繕料ということな

のでしょうか。 

 それと、太陽の丘の循環バスというのは直営で走らせている分ですか。これは委託して

いる分なのでしょうか。そうしますと委託だということになれば、委託会社とどういう契

約になっているのか。壊れたから町が直すということになれば、委託の意味がなさない部

分もあるのか、契約内容によって色々あると思いますけれども、私どもの認識では循環バ

スは患者輸送バスとも称しますけども、町民の方々が認識しているのは、町の手を離れて

民間の方に委託しているということでございますので、これを補正予算で上げてくるとい

う解釈はどこからきたのか。そういう契約になっているからしたのだと言うのであれば、

それはそれで結構なことですけども、その辺の考え方だけ何台かということの確認と、ヒ

ーターというのはどういう内容のヒーターなのかもお知らせいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 御質問にお答えいたします。 
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 まず台数ですけれども、こちら２台ある内の南周りのほうの循環バスのヒーターでござ

います。 

 循環バスの運用につきましては、２台とも委託をして行なっております。委託料の中に

は、小破修繕というようなものは若干委託料の中で見ているのですけども、やはり金額が

大きくなるとどこがどう故障するのかがわからないというのもありまして、大きな修繕に

つきましては町のほうで見るような形になっております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） ヒーターというのは、普通に考えれば暖かくするということだと思

うのですが、それはもう１回答弁をお願いします。 

 南周りということでございますから、１台ということでございます。大きな修繕という

のは、先ほど来、色々な議案の中で申し上げていたとおり、税金でまかなわなきゃならな

い。大きな修繕というのは誰が判断して委託会社に出すのか。 

 ちなみに関係ないとおっしゃるかと思いますが、委託料は何ぼですか。いくらですか。

委託料が例えば１００万で７０万円だしたら、大きいかもしれませんけども、私どもの一

般常識として、それくらいの修繕料は入っているというふうに判断をする人もいれば、７

０万円だから大きいので町民の皆さまが病院通うのに寒い思いをしたら困るので、ヒータ

ーの修繕は町が直すのだということであれば、それなりの考えがあってのことだと思うの

ですけど、厳しい言葉で安易になってはいかがなものかというものですから、ちなみにも

しわかるのであれば委託額を教えていただきたい。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 失礼いたしました。ヒーターというのは車の温かくする暖

房でございます。大きい小さいの判断というところでは、一応委託料、令和元年度につき

ましては、循環バス２台で１,１７７万７,０００円を委託料として見ております。 

 その中に小破修繕ということで、例えばエレメント交換ですとかちょっとした故障とい

うことで５万円相当の小さな修繕につきましては、この委託料の中で見てくださいという

お願いをしておりまして、それを越えるようなものについては、結構金額が故障する場所

によって幅がありますので、町のほうで見させていただくというふうになっております。

以上です。 

○議長（高橋利勝） 大住議員。 

○６番（大住啓一） １千万円のお金で契約して、これは全部税金ですよね。 

 それで小規模と言いますか、小破というのですか、それは５万円くらいだということで

す。そうしますと、私もわかっていて聞いているわけではないのですが、確認したのです

が、暖房するためのヒーターというのは秋口になって温度が下がってきて町民の皆さまに

不便をかけたくない、暖かくして乗っていただきたいと、当たり前のことを考えていると

思うのです。 

 そうなってきたときに、事前に調べてみれば車に明るい人だったら、ちょっとおかしく
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なっているとかって、我々から考えればどうなのかなと思うのですね。その辺を完全に壊

れてしまって７０万円も出すのであれば、その時点でわかっていることであれば、もっと

先に手が打てたのではないかということも懸念されますので、そういうこともなかったの

だけれども、きちっと定期点検もしているし、突然壊れたから７０万円を町が持つのだと、

ちょっと苦しい話になるかもしれませんが、そういうことしか理解できないものですから、

その辺明解に認識はしていると思うのですが全部税金ですから、その辺をきちっとした考

え方でお示しいただきたい。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 私のほうから答弁をさせていただきます。 

 予算を組む時に各課から委託料、修繕等上がってきます。今、課長のほうから答弁があ

ったとおり、小破修繕は５万円、小さな修繕は出てきますし、エレメント交換やオイルと

かありますので、それは見てくださいと。 

 当初から壊れた時のために５０万円、７０万円、１００万円を入れて委託するというこ

とになりますと、その分予算が膨れ上がってくるということもあります。 

 それで契約の中では、こういうふうにヒーターが壊れて大口の修繕が出た場合について

は、町のほうで補正対応させていただきますと、そういう形で経費を抑えているというよ

うな部分で御理解していただきたいと思います。 

 もう１点のヒーターにつきましては、使っていて壊れたというふうに聞いていますので、

当初の段階ではやはり試運転した時には動いていたと思いますけども、そういう形で使っ

ていて壊れましたので、やはり町民の方に寒さ等を、不便をかけるわけにはいかないとい

う形でその分町のほうで修繕で充てていくと、そのような形で考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 阿保議員。 

○１０番（阿保静夫） ヒーターの修理で７０万円、乗用車とトラクターくらいしか知ら

ないものですから、もし手元に修繕の見積り、要は何を聞きたいかというと機械本体の価

格と工事費、修理代、手数料、そういうものがあると思うので、もしわかればいいです。

工賃があると思うので、それを参考までに、バスのヒーターが１０万円２０万円でないっ

ていうことは容易に想像できるのですけども、そこを今後のために伺っておきたいと思い

ます。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午後 ３時５１分  休憩 

午後 ３時５２分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 質問にお答えいたします。 

 私もあまり車が詳しくないのですけども、一応概算の見積りとしましては、まず暖房が

壊れた本体というのでしょうか、シリンダーヘッドというのでしょうか、それを取り替え
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る部分で３２万７,０００円です。取り替えるための技術料として２１万１,０００円。あ

とは、それに伴う諸々の部品等々が含まれまして６２万１,０００円というような見積りで

いただいております。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） ３ページ、４ページ、歳出の部分でございます。 

 ２款総務費７万２,０００円、２２節の保証補填及び賠償金で７万２,０００円で計上さ

れてございます。 

 先の議案から、いわゆる損害賠償金だということと、いわゆるこちらについては求償の

考え方があるよというところでございます。監査委員の判断を仰いだ上で求償、つまりは

加害者というかそういった方に請求をする考えがあるというところでございますが、その

具体的な計画、例えばいつ頃監査委員に諮ってどのようにというような、時期的なものを

含めた具体的な計画ですね。こちら支出はするけども、いつ戻ってくるというようなお考

えでいらっしゃるのか、具体的な時期等についてお伺いをいたします。 

 また、当然相手のあることでございますから、仮にその執行できなかった、回収できな

かったという場合についての検討や見解はお持ちなのかどうかについてお伺いいたします。 

 そもそもこの歳出の計上をするに至って、損害賠償金としてお支払いしなければいけな

いと、その事由の発生が平成２３年３月２日というところが把握しているところでござい

ますけども、当時これ何でこういうことが起きたのかというところでございますけども、

当時の体制とか状態から見て、誰にどのような責任があって、どのような対処や処置をし

てきたのかという点についてお伺いをいたします。 

 ４款衛生費の部分でございます。１１節需用費、修繕料車両の部分でございますが、こ

ちら答弁の中でシリンダーヘッド等の交換が必要だというところから、一定程度の年式や

走行距離が経っているのかなと、これエンジンの部品でございますので、そこまでに手を

入れるということは、そのように察することができます。 

 現在の年式、いわゆる車の諸元ですね、年式とか走行距離、現在の状況についてお伺い

をいたします。 

 また、合わせて取得価格、いくらくらいで取得したどんな車なのかというところについ

てお伺いをいたすところでございます。 

 こちら、現在の保管場所について、現在そのままヒーターが使えない状態で使っている

のか、予備車等で対応しているのか、ということであれば現在の保管場所、状況について

お伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） こちらの車の年式、走行距離ですけども、車の購入が平成

２１年１１月に購入した車でございまして、約１０年が経過しております。 

 走行距離につきましては２０万１９６キロメートル、約２０万キロを乗っております。 
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 この車の取得価格ですけども５４１万６,７４４円という価格で購入をしております。 

 この車ヒーターが故障中ということでして、今、南周りは町の予備車で対応させていた

だいておりまして、車は動かないでそのまま保管をしている状況でございます。 

 保管場所ですけども、見積りを取るのに整備工場のほうに持って行って見てもらってい

ますので、見てもらった状態でそのままそこに置かせていただいております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） まずは１点目の関係でございます。 

 今後の計画の部分なのですけども、今回の案件につきましては６月からの調査で確認が

された案件でございます。この調査の関係でございますけども、５、６件ほど領収書の提

示があった方で、まだ確認作業が終了していない方もございます。まだこれから領収書の

有無の連絡がある方もおられます。 

 それらを踏まえて、この調査につきましては年内になんとか整理ができればいいのかな

というふうに考えてございます。今後年明けに監査委員さんへの書類の提出になるかなと

一応考えてございます。 

 ２番目の関係でございます。回収の見込みの話でございますけども、これにつきまして

は、まずは今の被害をきちんと整理をさせていくということで進めておりますので、まだ

その部分には触れてございません。 

 ３番目の２３年３月２日当時の責任の所在の関係でございますけども、今は被害の実態

を把握したという段階でございます。今現状としましては、この日に５万円多く徴収がさ

れたという実態、それは当時の領収印ですとか本別町の領収書であるという実態を踏まえ

た段階でございますので、この段階で誰に責任の所在があるかどうかというのは私にはわ

かりません。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） 改めまして２款の総務費についてお伺いをいたします。 

 １点目でございますが、調査を年内に目途というところで整理をされて年明けに監査委

員に提出と、これまでの経緯等を踏まえてどのくらいで監査委員さんからの判断というも

のが下ってきて、そういうふうな見立て、監査委員さんに出すまではわかりましたけども、

これからのロードマップといいますか、どういうふうな描きを持たれているのか、もう少

し時期的なものの詳細についてお伺いをいたします。 

 ２点目、回収の部分でございますけども、こちらについて今の時点で不透明というか、

明確になっていないってことはわかりますけども、検討ということをされているのか、回

収できるのか、できなかった場合はどうするのかとか、できなかった場合は誰にどのよう

な責任が生じるのかとか、そうした検討等踏まえた上で本提案に臨んでいるのかどうかで

すね。これまでの実態の部分についてお伺いをいたします。 

 ３点目の部分でございます。平成２３年３月２日に本件が発生して、本町の領収書、真

正のものだったということ、本物だというところの認識はされているところなのかもしれ
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ませんけども、当時の体制で先の議案の中で本件については一連のものの推認という言葉

が、現時点では認識していいよというところでございましたので、そういったところであ

れば当時の体制、課の体制というものはどういうようなものだったのかについて、お伺い

をいたします。 

 続きまして、４款の衛生費の部分でございます。当該車両の状態といたしまして平成２

１年車で２０万キロメートル走行と、取得価格が５４１万円ということでございました。

５４１万円のものに対して、今回７０万円の修繕費というとこでございます。 

 これまで約１０年間のいわゆる車検とかそういったものを除いて、突発的な修繕費等の

合算というものっていうのは把握されておりますか。 

 もし、概算といいますか概要でも構いませんけれども、委託契約の中で５万円を超える

ようなもので今までこの１０年間でいくらくらい、車検とか法定点検とかそういったもの

を除いて、突発的な修繕費等の合算がどのくらいあったのかという把握をされているのか

というところをお伺いいたします。 

 それと財産の処分という考え方になるのかもしれませんけども、５４１万円で取得した

ものについて７０万円の修繕費をかけると、一定程度１０年以上２０万キロメートル使わ

れているという中で、いわゆる同等の車両とか同用途の車両、マイクロバスだと思います

けども、こういったものの対応をどのように考えているのか。どのくらい使った上で更新

にしているとか、これまでの実績等についてお伺いをいたします。 

 町の考え方としてもう１点お伺いしたいのが、この５４１万円のものに対して７０万円

の修繕を１０年２０万キロメートル使った上でさらにかけるというのは、本町のこうした

ものの利用の考え方なのですけども、いわゆる使い潰しというか、動かなくなるまで使う

というお考えなのかどうか、その辺のご見解もお伺いいたします。 

○議長（高橋利勝） 暫時休憩します。 

午後 ４時０３分  休憩 

午後 ４時０８分  再開 

○議長（高橋利勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 鷲巣監査事務局長。 

○監査事務局長（鷲巣正樹） お答えしたいと思います。 

 １番目におきます、監査における今後の予定ということでございますが、まだ町のほう

から書類のほうが出されていないという部分も踏まえてでございます。今年につきまして

は、概ね６カ月強かかっておりました。ただ、今回監査委員含めて事務局についても慣れ

と言いますか、一度経験しておりますので、時間はそんなにはかからないと思っています。 

 先ほど申し上げました、同程度の資料等であれば退職者もおりますので今年度中に終わ

らせていきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 私のほうから回収についての２問目の答弁をさせていただきます。 
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 私ども先ほどからの担当から説明があったとおり、回収をするという目的で進めてきて

おります。強制執行等までとことん詰めていって、回収を目的に進めております。もしと

いう場合になった場合については、そのときにまた違う方法等を考えていきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 久司住民課主幹。 

○住民課主幹（久司広志） ３番目の当時の体制でございます。 

 職名を申し上げますけども、当時課長職１名、補佐職２名、主事１名の体制になってご

ざいます。 

○議長（高橋利勝） 飯山保健福祉課長。 

○保健福祉課長（飯山明美） 循環バスの突発的な修繕の金額についてですが、申し訳あ

りません。手元には３年分の資料しかなくて、その中でお答えをさせていただきます。 

 この南周りのバスにこの３年でかけてきたお金というのが、約５８万円になっておりま

す。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 私のほうからは梅村議員の車両の更新の考え方でございま

す。 

 当然車両につきましては、基本やはり修繕をかけながら使用してきているということで、

使用できない状況になれば更新を考えていくというふうに進めてきているところでござい

ます。 

○議長（高橋利勝） 梅村議員。 

○３番（梅村智秀） では、２款総務費２２節について改めましてお伺いいたします。 

 ２点目にお伺いをいたしました、いわゆる回収の見込みの御答弁でございますけども、

とことんという御表現もありました。 

 ３番目にお伺いいたしました体制の部分でございますが、当然元職員が関与したという

ところは推認されるというところでございますから、当時の体制の中にある、課長職とか

当然町長はもとよりでございますけど、そういった方々に何らかの責任ということは当然

生じるというふうに認識したところでございます。 

 今の２点目の回収の部分もそうですし、その体制において発生したということが推認さ

れるのであれば、それらについてもしっかりとした真摯な姿勢で臨んでいくのだぞという

ような強い御姿勢のもと、本提案に臨んでいるのかどうか。改めて本議案の提案に至るま

での経緯とご見解等について、改めてお伺いをするところでございます。 

 ４款の衛生費の部分でございます。こちら３年分ということで、本提案の７０万円のほ

かに５８万円も計上されているというところで、そこだけ合わせて見ても１３０万円くら

いと、購入価格の４分の１くらいですよね。 

 更新の考え方というところは、いわゆる使用不能になるまでというところでございまし

たが、この提案に至る経緯として、例えば財産の処分については一番有利な時期に有利の
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方法でというところがある中で、車両とかの専門的なものについては、専門家の見解等を

仰いでですよ、使い潰すというのも一つの考え方かもしれませんけども、一定程度の資産

価値、財産価値があるうちに売払いをして新しい物に更新をしていくとかっていうような、

そのような検討等は十分にあったのかどうか、そういう体制にあったのかどうかというと

ころについて、その上での提案なのかというところについてお伺いをいたします。 

○議長（高橋利勝） 大和田副町長。 

○副町長（大和田収） 私のほうから１点目の御質問についての答弁をさせていただきま

す。 

 この事案が発生いたしまして、刑事のほうからも数字が出ました。今年の議員協議会の

中で議員の皆さんから、しっかりと調査をして明確にしなさいというふうな指示もありま

したので、私どもはそれに基づいてしっかりと体制を強化しながら、このような取り組み

をしてきております。 

 また、このような５万円という部分が出ましたので、さらに拡大をしながら調査をして

きております。そういう部分では私ども職員一丸となって、この不祥事を解明するように

取り組んできております。そういうことで、私どもは責任をもってやってきているという

ような判断をしております。以上です。 

○議長（高橋利勝） 大槻建設水道課長。 

○建設水道課長（大槻康有） 先ほどの更新の関係の答弁を再度させていただきます。 

 先ほど答弁漏れがございまして、議員さんが言われるように車の価値も含めてというこ

となのでございます。今回５００万円に対して７０万円の修繕ということもございますが、

ただし修繕が頻繁にかかってくるだとか、そういうものが車両の価値も含めて更新の考え

方を持っていくという検討もしてきているところでございます。 

 例えば車両センターにある除雪の機械だとかそういうものについては、走行距離だとか

色々見ながら修繕の状況だとかもどれくらいかかっているのかというものを見ながら、更

新をしている場合もございますが、基本は極力車両価値を見ながらの更新、使えるまでの

更新という形で車両の更新を考えてきているところでございます。 

○議長（高橋利勝） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９９号令和元年度本別町一般会計補正予算（第１２回）についてを採

決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９９号令和元年度本別町一般会計補正予算（第１２回）については、

原案のとおり可決されました。 

───────────────────―───────────────────────── 

◎日程第１４ 意見書案第８号 

○議長（高橋利勝） 日程第１４ 意見書案第８号新たな過疎対策法の制定に関する意見

書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 方川一郎議員、御登壇ください。 

○９番（方川一郎） 意見書案第８号新たな過疎対策法の制定に関する意見書。 

 この議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出します。 

 案文を朗読し、説明にかえさせていただきます。なお、括弧書きは省略させていただき

ます。 

 新たな過疎対策法の制定に関する意見書案。 

 過疎対策については、昭和４５年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわた

る特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環

境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 

 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置によ

る森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深

刻な状況に直面している。 

 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの

地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやし

の場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。 

 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それ

は過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 

 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することとなる

が、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続

き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えてい

く政策を確立・推進することが重要である。 

 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維

持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するもので

あることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。 

 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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 提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、

国土交通大臣であります。 

 議員各位の賛同よろしくお願いいたします。 

○議長（高橋利勝） これから質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第８号新たな過疎対策法の制定に関する意見書についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第８号新たな過疎対策法の制定に関する意見書については、原案

のとおり可決されました。 

───────────────────―───────────────────────── 

◎日程第１５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査 

○議長（高橋利勝） 日程第１５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題としま

す。 

 広報広聴常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定によってお手元に配

布しました、所管事務の調査事項について閉会中に継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 本件、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、広報広聴常任委員長から申し出のあった所管事務調査について、閉会中の

継続調査の申し出は、申し出のとおり決定いたしました。 

───────────────────―───────────────────────── 

◎日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査 

○議長（高橋利勝） 日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題と

します。 
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 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定によってお手元に配布されました、所掌事

務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 本件、申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

いたしました。 

◎閉会宣告 

○議長（高橋利勝） これで本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 本定例会に付されました事件は、全部終了しました。 

 会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（高橋利勝） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

 次に、町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫） 第４回定例会終了の中でありますが、今年１年、本当に振り返って

改めて、ただいまの議案にありましたように９９件の議案を御審議いただいて、まちづく

りにしっかりと方向性を示していただいた議員各位に、まず心から感謝とお礼を申し上げ

たいと思います。 

 国内外、色々な情勢がありまして、また環境問題、地球温暖化、基幹産業の農林業含め

て極めて厳しい状況の中でありましたけども、おかげさまで十勝そして本別町は今までに

ないくらい平準化した実りの秋を迎えることができましたし、また林業についても同じで

あります。 

 そして、商工業は元気よく若い世代がスクラムを組みながら、若者プロジェクトなど含

めて、商工業に関わらず農業青年、商工青年、そして役場の若いこの青年婦人部含めて、

オール本別のチームづくりをしながら、町おこしにその一躍を買っていただいている。ま

た、子どもたちも元気よく、それぞれの勉強にスポーツに、また文化活動に、そして本当

にこども園の子どもたちは明るく元気にそれぞれの人間形成にその道を歩んでいただいて

います。 

 このまちづくりの元気さもこれだけ真摯に議論いただいて、まちづくりに方向を示して

いただいた、改めて議員の皆さんに感謝を申し上げたいと思っています。 

 まだまだ、町を取り巻く環境は厳しいものがあります。人口減少、担い手不足などなど

ありますが、こうした元気のいいまちづくりの中で必ずやその問題をクリアしながら、ま
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た今年も元気よく町民の皆さんと希望の新年を迎えていけることができればなと、こう願

っているわけであります。 

 本当に１年間、大変御支援、御協力そして御指導いただいた皆さんに改めて感謝を申し

上げて、必ず来る年も元気よくまた１年御指導いただきますように、この場を借りてお願

いをさせていただくところでございます。 

 今、大変インフルエンザが流行っております。どうか、御身体に御自愛いただきながら、

しっかりとこの残り僅かとなりました年末をしっかり納めていただきながら、希望の新年

を迎えさせていただくことを、改めて祈念しながら１年間の皆さまのご支援に心から感謝

とお礼を申し上げて、第４回の定例会の終わりに当たりまして、年度の感謝と心からの御

健勝の期待を申し上げて挨拶とさせていただきます。 

 本当に今年１年ありがとうございました。 

○議長（高橋利勝） 私のほうからも一言御挨拶とさせていただきます。 

 本年もいよいよ押し迫ってまいりまして、特に緊急案件のない限り、本日をもって納め

の町議会となりますので、一言御挨拶を申し上げます。 

 本年の議会で取り扱った案件は、ただいま町長からお話がありましたが、議案９９件を

含め１３６件でございます。議員の皆さん、説明員の皆さん、傍聴者の皆さんの御協力に

より有意義に終えることができましたことを、心からお礼を申し上げます。 

 本年の町政を顧みますと、少子高齢化、人口減という厳しい環境にありながらも町民の

皆さんと共に共同のまちづくりを進め、安心して住めるまちづくりを目指してきた１年で

はなかったかと思っています。 

 ただいま町長にもお話がありましたが、特に近年は本町のイベント事業に対する町外か

らの評価が高く、若い人たちの頑張りには敬意を表したいと思っています。 

 議員の皆様も一般質問を始め、議員会活動、広報広聴活動など頑張ってこられ、本町の

発展と町民の皆さんの生活を守るため尽力してこられたことに心からお礼を申し上げます。 

 最後になりますが、いよいよこれから厳寒期に向かいます。御身体に気をつけられ、輝

かしい新年を迎えられますよう祈念いたしまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。 

 １年、大変御苦労様でございました。 

 会議を閉じます。 

 令和元年第４回本別町議会定例会を閉会いたします。 

 長い間、御苦労さまでした。 

閉会宣告（午後 ４時２９分） 
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